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１．議事日程 

 
平成１８年第３回北杜市議会定例会（１日目） 

 
平成１８年９月２２日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 会期の決定 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

（日程第１１ 議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する
条例について 

日程第１２ 議案第１５２号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 
日程第１３ 認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の

認定 
日程第１４ 認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定 
日程第１５ 認定第１７号 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第１６ 認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第１７ 認定第１９号 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会

計歳入歳出決算の認定 
日程第１８ 認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定 
日程第１９ 認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定 
日程第２０ 認定第２２号 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定 
日程第２１ 認定第２３号 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会

計歳入歳出決算の認定 
日程第２２ 認定第２４号 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入

歳出決算の認定 
日程第２３ 認定第２５号 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入

歳出決算の認定 
 

 ３



日程第２４ 認定第２６号 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ特別会計
歳入歳出決算の認定 

日程第２５ 認定第２７号 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳
入歳出決算の認定 

日程第２６ 認定第２８号 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事
業特別会計歳入歳出決算の認定 

日程第２７ 認定第２９号 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業
特別会計歳入歳出決算の認定 

日程第２８ 認定第３０号 平成１７年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳
出決算の認定 

日程第２９ 認定第３１号 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３０ 認定第３２号 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３１ 認定第３３号 平成１７年度北杜市高根財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３２ 認定第３４号 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３３ 認定第３５号 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３４ 認定第３６号 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳
入歳出決算の認定 

日程第３５ 認定第３７号 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３６ 認定第３８号 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入
歳出決算の認定 

日程第３７ 認定第３９号 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳
入歳出決算の認定 

日程第３８ 認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定 
日程第３９ 議案第１４４号 芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域

行政事務組合が消防に関する事務の共同処理

を廃止したこと及び消防組織法の一部を改正

する法律が施行されたことに伴う山梨県市町

村総合事務組合規約の変更について 
日程第４０ 議案第１４５号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市

町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について 
日程第４１ 議案第１４６号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県

市町村自治センターを組織する地方公共団体

の数の減少について 
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日程第４２ 議案第１４７号 政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の
公開に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第４３ 議案第１４８号 北杜市消防団の設置等に関する条例の一部を

改正する条例について 
日程第４４ 議案第１４９号 北杜市営バス設置及び管理条例の一部を改正

する条例について 
日程第４５ 議案第１５１号 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改

正について 
日程第４６ 議案第１５３号 北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部

改正について 
日程第４７ 議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第

６号） 
日程第４８ 議案第１５５号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号） 
日程第４９ 議案第１５６号 平成１８年度北杜市介護保険特別会計補正予

算（第１号） 
日程第５０ 議案第１５７号 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号） 
日程第５１ 議案第１５８号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 
日程第５２ 議案第１５９号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号） 
日程第５３ 議案第１６０号 平成１８年度北杜市白州診療所特別会計補正

予算（第１号） 
日程第５４ 議案第１６１号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計

補正予算（第１号） 
日程第５５ 議案第１６２号 平成１８年度北杜市甲陵中・高等学校特別会

計補正予算（第１号） 
日程第５６ 議案第１６３号 平成１８年度北杜市明野財産区特別会計補正

予算（第１号） 
日程第５７ 議案第１６４号 平成１８年度北杜市須玉財産区特別会計補正

予算（第１号） 
までの４７案件を一括議題として上程） 

日程第３ 市長施政方針・議案説明 
日程第１３ 認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定 
日程第１４ 認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第１５ 認定第１７号 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第１６ 認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 
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日程第１７ 認定第１９号 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算

の認定 
日程第１８ 認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第１９ 認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第２０ 認定第２２号 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定 
日程第２１ 認定第２３号 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計歳入歳出決算

の認定 
日程第２２ 認定第２４号 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第２３ 認定第２５号 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第２４ 認定第２６号 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ特別会計歳入歳出決算の

認定 
日程第２５ 認定第２７号 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第２６ 認定第２８号 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事業特別会計歳入

歳出決算の認定 
日程第２７ 認定第２９号 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第２８ 認定第３０号 平成１７年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第２９ 認定第３１号 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３０ 認定第３２号 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３１ 認定第３３号 平成１７年度北杜市高根財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３２ 認定第３４号 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３３ 認定第３５号 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３４ 認定第３６号 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３５ 認定第３７号 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３６ 認定第３８号 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３７ 認定第３９号 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
日程第３８ 認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定 
日程第４ 決算特別委員会の設置について 
日程第５ 決算特別委員会委員の選任について 
日程第６ 議会運営委員会委員の辞任について 
日程第７ 議会運営委員会委員の選任について 
日程第８ 請願第５号 請願の件（教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提出

についての請願） 
日程第９ 請願第６号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願） 
日程第１０ 選挙第１号 奥之山恩賜県有財産保護組合議員の選挙について 
日程第１１ 議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１５２号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 
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２．出席議員は、次のとおりである。（４１名） 

 
 １番 野中真理子  ２番 岡 野  淳 
 ３番 小 澤 宜 夫  ４番 篠 原 眞 清 
 ５番 五 味 良 一  ６番 小野喜一郎 
 ７番 鈴木今朝和  ８番 風 間 利 子 
 ９番 坂 本 重 夫 １０番 植 松 一 雄 
１１番 坂 本   １２番 小 林 忠 雄 
１３番 中 嶋  新 １４番 保坂多枝子 
１５番 利 根 川 昇 １６番 中 村 勝 一 
１７番 宮 坂  清 １８番 坂 本  保 
１９番 千 野 秀 一 ２０番 小 尾 直 知 
２１番 渡 邊 英 子 ２２番 小 林 元 久 
２３番 林  泰  ２４番 内 田 俊 彦 
２５番 篠 原 珍 彦 ２６番 内 藤  昭 
２７番 小 林 保 壽 ２８番 坂 本 治 年 
２９番 古 屋 富 藏 ３０番 茅野光一郎 
３１番 浅川富士夫 ３２番 田 中 勝 海 
３３番 秋 山 九 一 ３４番 中 村 隆 一 
３５番 清 水 壽 昌 ３６番 秋 山 俊 和 
３７番 細 田 哲 郎 ３８番 渡 邊 陽 一 
３９番 小 澤  寛 ４０番 鈴 木 孝 男 
４１番 浅 川 哲 男 

 
 

３．欠 席 議 員 （ な し ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 

１６番 中 村 勝 一 １７番 宮 坂  清 
１８番 坂 本  保 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２３名） 

 
市 長 白 倉 政 司 助 役 曽 雌 源 興 
収 入 役 小 澤 壯 一 総 務 部 長 植 松 好 義 
企 画 部 長 福 井 俊 克 保健福祉部長 古 屋 克 己 
生活環境部長 清 水 慎 一 産業観光部長 真 壁 一 永 
建 設 部 長 柴 井 英 記 教 育 長 小清水淳三 
教 育 次 長 小 沢 孝 文 監査委員事務局長 相 吉 正 一 
農業委員会事務局長 三 井  茂 明野総合支所長 矢 崎 一 郎 
須玉総合支所長 長 坂 治 男 高根総合支所長 浅 川 一 紀 
長坂総合支所長 浅 川 清 朗 大泉総合支所長 小 池 光 和 
小淵沢総合支所長 進 藤 忠 衛 白州総合支所長 坂 本 伴 和 
武川総合支所長 三 枝 基 治 総 務 課 長 赤 岡 繁 生 
財 政 課 長 平 井 敏 男 

 
 

６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 小 松 正 壽 
議 会 書 記 小 澤 永 和 
   〃    伊 藤 勝 美 

 

 ８



開会 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまから、平成１８年第３回北杜市議会定例会を開会いたします。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 私は議長に就任以来、その責任の重さを痛感しておる次第であります。議決機関と執行機関

の両者は、独立した対等の立場にあり、よく車の両輪に例えられます。互いの立場を尊重し合

いながら、よりよい北杜市をつくるため、努力する所存であります。 
 どうか議員各位におかれましては、十分なご審議をいただき、円滑な議会運営をお願い申し

上げ、開会のごあいさつといたします。 
 本日の出席議員は４１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 諸報告をいたします。 
 本定例会に提出する議案につき、市長から通知がありました。 
 提出議案は認定２６案件、議案２２案件、諮問１案件であります。 
 次に今定例会において受理した請願は、お手元に配布のとおりであります。 
 次に監査委員から平成１８年５月分および６月分、ならびに７月分の例月出納検査および定

期監査について、結果報告がありました。 
 なお、報道関係者から撮影の申し出があり、これを許可いたしましたので、ご了承願います。 
 以上で、諸報告を終わります。 
 これより、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日９月２２日から１０月６日までの１５日間といたしたいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から１０月６日までの１５日間に決定いたしました。 
 なお、定例会でありますので、追加案件もあろうかと思いますが、ご承知おき願いたいと思

います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２ 会議録署名議員の指名についてを議題といたします。 

 会議規則第７９条の規定により、議長により指名いたします。 
 １６番議員 中村勝一君 
 １７番議員 宮坂 清君 
 １８番議員 坂本 保君 

 ９



 以上、３名を本定例会の会議録署名議員に指名いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１１ 議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから、日

程第５７ 議案第１６４号 平成１８年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第１号）まで

の４７案件を一括議題といたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第３ 市長からの行政報告および提出案件に対する説明を求めます。 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 本日、ここに平成１８年第３回北杜市議会定例会の開会にあたり、私の市政に対する所信の

一端を申し述べるとともに、提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げ、

議員各位ならびに市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 秋篠宮妃殿下は今月６日、親王を出産されました。親王のご誕生を市民の皆さんと心からお

祝いを申し上げますとともに、すこやかなご成長をお祈り申し上げます。 
 秋篠宮殿下は平成８年７月、第３０回全日本高等学校馬術大会に、また、妃殿下はご成婚前

の平成２年１月、大学のゼミ合宿で北杜市を訪れたことがございます。このようなご縁もあり

ますので、今度は、ご家族お揃いで北杜市へおいでいただきたいと願っております。 
 次に、市政の状況について申し上げます。 
 はじめに、大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究についてであります。 
 この実証研究につきましては、全国で１団体のみが採択される予定でありましたが、今月

１５日、北杜市と北海道稚内市の２団体の提案が採択されました。 
 北杜市の提案が採択されましたことは、長い日照時間と高原性の気候など恵まれた自然条件

と、研究施設が中央自動車道に隣接し、国内外に広くアピールできる立地条件を備えているこ

となどが高く評価されたものであると受け止めております。 
 今後は、共同提案者でありますＮＴＴファシリティーズと連携を図りながら、実証研究の実

施に向けて、地元対応や現地の調査測量および設計業務を早急に進める考えであります。 
 次に、市制施行２周年記念に関連する事業についてであります。 
 ８月から広報紙などで公募しておりました市民憲章等につきましては、１５９人から応募が

ありました。応募いただきました市民憲章と市の花、市の木、市の鳥につきましては、過日設

置した北杜市民憲章等検討委員会で検討していただいた上で制定いたしますが、市民憲章等の

発表と入選者の表彰は、１１月３日に挙行いたします市制施行２周年記念式典において行う予

定であります。 
 また、式典においては、市政の振興に寄与された方や市民の模範とされる方々を表彰するこ

ととしております。 
 アトラクションでは、抱川市立民族芸術団の公演と新たに作曲した和太鼓組曲の演奏を計画

しており、和太鼓は、市内７つの愛好団体が合同で演奏する予定であります。 
 次に、国際交流についてであります。 
 中学生のホームステイ事業として夏休みを利用し、姉妹都市である米国ケンタッキー州マ
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ディソン郡と韓国抱川市へ、総勢３１人を派遣いたしました。参加した中学生の皆さんには、

日本とは異なる風土、文化に触れ、貴重な体験をしていただけたものと思っております。 
 １０月には抱川市で行われる、すすき祭りに参加するため、市議会の代表２人を含む１５人

が訪問し、よさこいソーランの公演を行います。 
 また、毎年清泉寮で行われている、八ヶ岳カンティフェアにマディソン郡から代表団２０人

が来日し、カンティフェアに参加するとともに、保育園など市内施設を訪れ、交流が行われる

こととなっております。 
 次に、行財政改革アクションプランの改訂についてであります。 
 行財政改革アクションプランにつきましては、行政改革大綱の実施計画として本年３月に策

定し、年度ごとの取り組みスケジュールや計画の最終年度である平成２２年度の目標を具体的

に掲げ、その推進を図っているところであります。しかし、策定後に小淵沢町との合併があり

ましたので、合併に伴う修正を行うとともに、実効性のあるプランとするための見直しを行い、

行財政改革アクションプランを改訂いたしました。 
 今回の改訂は、合併による職員の増加や昨年度の削減実績に伴う職員削減計画の見直し、指

定管理者制度等の実施スケジュールの一部変更に加え、可能な限り財政効果を明確にしたこと

などが主な改正点であります。 
 今後も行政改革の進捗状況や市政を取り巻く状況の変化に応じて修正を行い、行政改革に取

り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、指定管理者制度導入への取り組みについてであります。 
 指定管理者制度の導入施設は、これまでに１２４施設にのぼっており、順調に運営されてお

ります。本年度は北の杜聖苑、道の駅はくしゅう、フレンドパークむかわ、尾白の森名水公園

など７つの施設について、北杜市指定管理者候補者選定委員会で選定作業を進めており、来年

４月から指定管理者制度を導入する考えであります。 
 また、残りの直営施設についても引き続き検討を進め、経費の削減、サービスの向上が見込

まれる施設につきましては、今後も可能な限り指定管理者制度の導入を図ってまいる考えであ

ります。 
 次に、総合計画についてであります。 
 公募を含む６４人のまちづくりワークショップを５月に設置し、市の将来像や分野別の基本

方向、重点事業、分野別の施策などを検討していただき、総合計画につきまして、提言をいた

だきました。これらをふまえて、１０年後の北杜市の目標や目的達成のための根本的施策を示

した基本構想と、その具体的な市政の方向を示した基本計画の策定案につきまして、現在庁内

で調整・協議を進めております。 
 今月２０日には、総合計画審議会を設置し、委員２４人を委嘱いたしましたので、今後、審

議会で検討を重ねた上で、答申をいただき、１２月の市議会定例会へ提案したいと考えており

ます。 
 人と自然が躍動する環境創造都市を目指して、市民の目線で考え、将来が見える計画を策定

してまいる考えであります。 
 次に、実質公債費比率についてであります。 
 今年度から地方債の発行が、これまでの許可制度から協議制度に移行したことに伴い、自治

体財政の健全度を示す、新たな指標が導入されることになりました。これは、これまでの普通
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会計に加え、新たに特別会計や一部事務組合などの公債費が一般財源に占める割合を表すもの

で、北杜市の場合は、下水道などの整備に伴う起債償還額の増加が影響し、１８．０％であり

ました。１８％以上になりますと、地方債の発行には、公債費負担適正化計画を策定の上、県

知事の許可を受けることが必要になります。 
 １８％は許可の下限と同数値ではありましたが、憂慮すべきものでありますので、早急に適

正化を図るべく、公債費負担適正化計画を策定し、この計画を着実に推進してまいりたいと考

えております。 
 次に、要保護児童対策についてであります。 
 近ごろ、児童虐待による殺傷事件が数多く報道されております。児童虐待の要因は様々です

が、核家族化により子育てを支援する家族や隣人との付き合いが少なくなる中で、親の孤立化、

育児力の低下が背景にあると言われています。さらに、最近の傾向としては、育児拒否や保護

を怠るというケースも多くなっておりますが、プライバシー等の理由で早期発見が難しくなっ

ているのが現状であります。 
 児童の虐待予防や保護等につきましては、市の児童相談室を中心に対応しておりますが、努

力、熱意だけで対応するには限界があります。 
 このため１０月には、児童の適切な保護のため、福祉、医療、警察などの関係者で構成する

北杜市要保護児童対策協議会を設置し、関係機関相互の連携や役割分担の調整と責任体制の明

確化などについて協議を行うとともに、児童虐待の発生予防から早期発見、保護、アフターケ

ア等に至るまでの総合的な支援ができるようにしてまいりたいと考えております。 
 次に、障害者自立支援法に伴う事業についてであります。 
 障害者自立支援法が本年４月から施行されたところであり、１０月からは、障害者の地域で

の暮らしを支援する地域生活支援事業がスタートします。 
 地域生活支援事業は、個々の利用者の状況やニーズに応じた、柔軟で効率的・効果的なサー

ビスを提供していくものであり、市では障害者の社会参加のための移動支援や、市と契約した

福祉施設において、日帰りで支援する日中一時支援などのサービスを提供することとし、今議

会に、その所要額の予算をお願いしております。 
 次に、介護保険事業についてであります。 
 本年４月の介護保険制度改正は、高齢者の方の介護予防と、介護認定軽度者の重度化を防止

することに重点が置かれました。このため、市の地域包括支援センターでは、介護予防を進め

るため、筋力向上トレーニング、ふれあい広場など、高齢者の予防サービス事業に取り組んで

おり、現在までに２５３人の方が利用されております。 
 また、介護認定軽度者に対しましては、医療、介護の関係者と連携しながら、機能向上のた

めの予防サービスの検討や、安価な自主レンタル用具の情報提供を行っております。 
 今回の改正により新設された地域密着型サービスにつきましては、通い・訪問・泊まりので

きる小規模多機能居宅介護事業所と認知症対応型通所介護事業所を、それぞれ１カ所指定した

ところであり、本年度中にはサービスの提供を開始できる予定であります。 
 次に、村山六ヶ村堰中小水力発電所建設工事につきましては、去る８月３日に管路敷設工事

を契約しましたので、来年３月の完成を目指し、適切な現場の監理監督に努めてまいります。 
 ６月に契約した発電所関係工事につきましては、当初、大門浄水場へ結ばれる送電ケーブル

を利用して起動用電力を供給することを計画しておりました。しかしながら、東京電力との協
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議の中で、専用ルートでの高圧受電方式か、あるいは独立したディーゼル発電方式かを選択し

なければならなくなったことから、経費負担の少ないディーゼル発電方式を採用することとい

たしました。これに伴い、今議会に工事請負変更契約を提出させていただきました。 
 次に長坂町小荒間地内に建設しておりました、風林火山館につきましては、８月３１日に開

館記念式典を執り行うことができました。 
 ご出席いただいた皆さまからは、荘厳な躑躅ヶ崎館の再現に感動の言葉をいただくなど、北

杜市の観光振興にかける意気込みを汲み取っていただけたものと思っております。この観光拠

点施設を有効に活用して、個々の施設への誘客や北杜市の活性化につながることを願っており、

市といたしましても、ホームページ、市の施設でのＰＲやエージェントへのＰＲおよび民間施

設、出店者との連携を図り、誘客を強力に推進してまいる考えであります。 
 風林火山館は売店等の準備の関係で、今月７日から１４日まで無料公開といたしましたが、

この間に５，４３６人の入館がありました。１５日からは、特産品やグッズの販売、鎧やパネ

ル写真の展示、観光案内もしており、入館料を徴収して運営を行っております。 
 今月１１日には、首都圏や名古屋、関西エリアのエージェントを対象に、県が企画した観光

説明会が開催され、風林火山館や山本勘助の墓所およびクラインガルテンを約７０人が見学さ

れました。風林火山館には、エージェントも大いに興味を示しておりますので、エージェント

のプランに組み入れていただけるよう、今後、行政と民間が一体となってキャラバン活動を実

施し、誘客に努めてまいる考えであります。 
 次に、団塊の世代をターゲットとした移住・長期滞在ビジネスプラットホーム社会実験の取

り組みについてであります。 
 この事業は、１０組、２０人のモニターに１週間から２週間程度、北杜市に滞在していただ

き、従来の短期型観光から新たな観光スタイルである長期滞在型や二地域居住および移住など

への受け入れ実験を行うものであります。北杜市商工会が事業実施主体となり、ＪＴＢに委託

し、現在、参加モニターの募集を行っているところであります。北杜市をはじめ、北海道江差

町、中標津町、山形県西川町、三重県志摩市の全国５カ所の市と町が社会実験に参加しており

ます。 
 市といたしましても、商工会や関係団体と連携し、団塊の世代が現役時代に培った能力を北

杜市で発揮していただく人材マッチングの環境づくりや、長期滞在が可能な生活体験プログラ

ムなどの基盤づくりを行い、地域観光資源の開発と普及を目指してまいりたいと考えておりま

す。 
 最後に、給食センターについてであります。 
 ７月７日から８月８日までの間、市内の９校でご父兄を対象に給食センターにつきまして、

ご説明いたしました。その結果、北杜市ＰＴＡ連合協議会から市内の小中学校給食施設整備に

関する意見書が提出されました。 
 意見書では、現在問題なく使用できる施設や若干の修繕等で稼働できる施設については、是

非このまま稼働させ、老朽化の激しい施設は、改築等を検討してくださいとのご意見をいただ

きました。また、北杜市学校給食調理場運営委員会からも給食施設整備について、現在の施設

の可能な限りの存続と、老朽施設の喫緊の建設をとの要望をいただいたところであります。 
 このため、北杜市ＰＴＡ連合協議会および調理場運営委員会などの意見・要望を尊重し、当

初考えておりました平成２３年の統合にはこだわらず、現在の給食施設を可能な限り使用して
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いくこととしたいと考えております。 
 しかしながら、給食施設の大規模改修等が必要になった場合には、順次統合していくことと

し、新設の（仮称）北杜給食センターにつきましては、１０年後の平成２８年度を見据えた中

で計画する考えであります。 
 次に提出案件の内容につきまして、ご説明申し上げます。 
 提出いたしました案件は認定案件２６件、条例案件７件、補正予算案１１件、契約案件１件、

その他の案件４件となっております。 
 はじめに、認定第１５号の平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定から、認定第

４０号の平成１７年度北杜市病院事業特別会計歳入歳出決算の認定までの２６案件につきまし

ては、地方自治法第２３３条および地方公営企業法第３０条の規定により、監査委員の審査に

付し、その意見を付けて議会の認定をお願いするものであります。 
 次に議案第１４４号の芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域行政事務組合が消防に関

する事務の共同処理を廃止したこと及び消防組織法の一部を改正する法律が施行されたことに

伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第１４５号の芦川村を笛吹市に編入

したことに伴う山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第

１４６号の芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村自治センターを組織する地方公

共団体の数の減少についての３議案につきましては、関係地方公共団体の協議が必要であり、

地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
 議案第１４７号の政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開に関する条例の一部を改

正する案件についておよび、議案第１４８号の北杜市消防団の設置等に関する条例の一部を改

正する条例についての２議案につきましては、関係法令の改正に伴い、所要の改正を行うもの

であります。 
 議案第１４９号の、北杜市営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例についてでありま

すが、大泉バス停留所の名称を改めるものであります。 
 議案第１５０号の北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、健

康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

政令の整備等に関する政令が、本年１０月１日から施行されることに伴い、一部負担金の割合

および出産育児一時金の額について、改正を行うものであります。 
 議案第１５１号の北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正についておよび、議案第

１５３号の北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正についての２議案につきましては、

平成１９年４月１日から指定管理者制度に移行するため、条例の全部改正を行うものでありま

す。 
 議案第１５２号の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定についてでありますが、健康保険法等の一部を改正する法律が本年１０月１日から

施行されることに伴い、関係する３条例について、条例中に規定する字句を改めるものであり

ます。 
 続きまして、補正予算についてご説明申し上げます。 
 まず、議案第１５４号の平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）についてでありま

す。 
 はじめに総務関係でありますが、市が所有する施設や資産を適切に管理し、有効活用を図っ
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ていくためのシステムを導入するため、所要の経費を計上しております。 
 次に林業関係でありますが、松くい虫の防除と被害木の処理を行う経費を計上いたしており

ます。 
 次に商工関係であります。 
 それぞれの商店で、消費者にお勧めする特徴ある商品をつくり出す、その魅力をアピールす

ることにより、商店街の活性化を図るための事業や、地域に根ざした特産品の開発に要するに

経費に対し助成することとし、所要の経費を計上いたしております。 
 次に土木関係でありますが、住宅困窮者に良質な住宅を供給することにより、定住人口の増

加と地域の活性化を図るため、市営住宅武川上団地、西原団地の整備に要する経費を計上いた

しております。 
 次に教育関係であります。 
 昭和５５年に建設された武川中学校屋内運動場につきましては、平成１５年度に実施した耐

震診断で、耐震補強が必要との結果でありましたので、来年度、耐震補強工事を実施するため、

実施設計の経費を計上いたしております。 
 次に災害復旧費でありますが、７月の豪雨により、林道や農地、農業用施設に被害が発生い

たしましたので、これらの災害復旧事業に必要な経費を計上いたしております。 
 以上の内容をもって、編成いたしました結果、その補正額は１億７，７３２万２千円となり、

既定の予算と合わせますと、３０３億８，５４１万２千円となっております。 
 次に特別会計補正予算についてであります。 
 議案第１５５号の、平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でありま

すが、県内市町村間の保険料の平準化と国保財政の安定化を図るための保険財政共同安定化事

業への拠出金が主なもので、補正額は３億１，８８９万４千円で、歳入歳出予算の総額を５１億

７，１５４万８千円とするものであります。 
 議案第１５６号の平成１８年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第１号）でありますが、

平成１７年度事業の精算に伴うもので、補正額を７，４５１万円とし、歳入歳出予算の総額を

３１億６，２２３万１千円とするものであります。 
 議案第１５７号の、平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でありま

すが、国保補助金の額の決定や下水道工事に伴う水道管の敷設替えなどによる事業費の増額で、

補正額を５，１７１万８千円とし、歳入歳出予算の総額を３７億５，０６８万１千円とするも

のであります。 
 議案第１５８号の平成１８年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第１号）でありますが、

人件費の補正で補正額を８０万円とし、歳入歳出予算の総額を３５億３万９千円とするもので

あります。 
 議案第１５９号の、平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）であ

りますが、人件費の補正で補正額を５７万円とし、歳入歳出予算の総額を１３億３，４８６万

５千円とするものであります。 
 議案第１６０号の平成１８年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号）でありますが、

患者数の増加による医療材料費が主なもので、補正額を１，８７２万６千円とし、歳入歳出予

算の総額を１億３，２３０万円とするものであります。 
 議案第１６１号の、平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第１号）であり
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ますが、インターネットケーブル増設のための経費で、補正額を９８９万１千円とし、歳入歳

出予算の総額を２億６，４２８万６千円とするものであります。 
 議案第１６２号の、平成１８年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計補正予算（第１号）であ

りますが、事務的経費の補正で補正額を１０８万１千円とし、歳入歳出予算の総額を４億８，

９１５万８千円とするものであります。 
 議案第１６３号の、平成１８年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、予算の組み替えをお願いするものであります。 
 議案第１６４号の平成１８年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第１号）でありますが、

事務的経費の補正で補正額を３５万円とし、歳入歳出予算の総額を３，２８２万４千円とする

ものであります。 
 以上、私の所信の一端と提出いたしました案件につきまして、ご説明申し上げました。よろ

しくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 
 なお、定例会でありますので、追加案件もあろうかと思いますが、よろしくご理解をいただ

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 市長の説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 １５分間、休憩をとりまして、再開は１０時５０分といたします。 

休憩 午前１０時３６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時５０分 
〇議長（小澤寛君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１３ 認定第１５号から日程第３８ 認定第４０号までの一般会計および特別会計の

２６案件の決算の認定について、補足説明を求めます。 
 小澤収入役。 

〇収入役（小澤壯一君） 
 それでは、今議会に提出されました平成１７年度の、北杜市における各会計の決算認定に関

する議案につきまして、ご説明を申し上げます。 
 今回の決算は通常の決算であることから、地方自治法第２３３条および北杜市財務会計第

１３４条等の規定に基づきまして、行いました。 
 決算の調整につきましては、各会計とも平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

に実施されました諸事業および収入支出につきましては、２カ月間の調整期間のあと、平成

１８年５月３１日に出納閉鎖を行い、決算の調整をしたところであります。 
 したがって、市長への決算書の提出は、出納閉鎖後３カ月以内であります平成１８年７月

２１日に行いました。また、監査委員会による決算審査は平成１８年７月２６日から８月２２日

にわたり実施され、決算に対する意見書をいただきました。 
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 今回、認定いただく案件の数は平成１７年度の一般会計をはじめ、特別会計、病院事業会計

を含め、２６案件であります。 
 まず認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定の件であります。 
 当初の歳入歳出予算額２５９億５千万円に６回の補正を行いました。補正額２６億５，

４２７万円と、前年度からの繰越事業繰越額１０億３，１２６万９，０８８円を加えた予算の

総額は、２９６億３，５５３万８，０８８円となりました。調定額が３０２億２，１８８万

８５２円になりまして、収入済額が２９４億２，４６２万５，３９７円で、収納率は９７．４％

であります。支出済額は２８５億８，９６３万４，４５３円で、予算の執行率は９６．５％と

なりました。 
 歳入歳出差引残額は８億３，４９９万９４４円となりますが、翌年度へ繰り越す事業費８億

３，６１２万７千円ありまして、その財源として１億５，４７０万３，７８５円を充当いたし

ますので、実質繰越額は６億８，０２８万７，１５９円となるものであります。 
 次に認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に関する

件であります。 
 当初の歳入歳出予算額３４億７，７４９万３千円に４回の補正をいたしまして、その補正額

８億８，０９０万３千円を追加し、予算の総額は４３億５，８３９万６千円となりました。こ

れに対する調定額４８億３，０７４万５，２０２円に対し、収入済額が４５億３，１５０万２，

７０６円で、９３．８％の収納率であります。支出済額が４２億１，９０６万９，５９７円で、

９６．６％の執行率となりました。 
 歳入歳出差引額が３億２，５０３万３，１０９円となり、全額、翌年度へ繰り越すものであ

ります。 
 次に認定第１７号 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定の件でありま

す。 
 当初の歳入歳出予算額４６億６，２０６万４千円に対して、３回の補正を行いました。３億

７，７０８万３千円を追加いたしまして、予算の総額が４９億６，９８４万７千円となりまし

た。これに対する調定額が４９億６，９８５万１，１６６円でありまして、収入済額が４９億

６，９８５万１，１１６円。１００％の収納率でございます。支出済額が４９億６，９５０万

２，１００円で９９．９％、約１００％の執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額が３４万９，０６６円となりまして、全額、翌年度へ繰り越すものであり

ます。 
 次に認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定の件でありま

す。 
 当初の歳入歳出予算額２５億７，２６０万２千円に、３回の補正をいたしました。補正額１億

３，２２４万９千円を追加し、予算の総額が２７億４８５万１千円となりました。調定額２７億

２，３４２万７，７２９円に対し、収入済額が２７億１，４３０万６，０４０円に、９９．７％

の収納率であります。また、支出済額が２６億１，８７２万５，１３２円、９６．８％の予算

の執行率であります。 
 歳入歳出差引残額が９，５５８万９０８円で、全額、翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第１９号 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算の認定の件

であります。 
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 当初の歳入歳出予算額１，６７５万５千円であります。補正を３回行いましたが、マイナス

補正でございまして、１８５万円の減であります。予算の総額が１，４９０万５千円となりま

した。調定額１，４９２万４，６６９円に対し、収入済額も１，４９２万４，６６９円で、１００％

の収納率であります。支出済額が１，３８５万２，１７０円で、９２．９％の予算執行率であ

ります。 
 歳入歳出差引残額が１０７万２，４９９円となり、全額、翌年度へ繰り越すものでございま

す。 
 次に認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定の件であ

ります。 
 当初の歳入歳出予算額２４億４，３８２万６千円に対し、４回の補正を行いました。補正額

２億９，９７９万８千円でありました。前年度からの繰越事業費繰越額１，２７７万４，３００円

の追加を加えまして、予算の総額は２７億５，６３９万８，３００円となりました。調定額は

２６億５，７５６万２，２５０円でありまして、収入済額が２５億８４９万９，６４０円。９４．

４％の収納率であります。また、支出済額が２３億８，５８０万３，１８７円で、８６．６％

の予算執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は１億２，２６９万６，４５３円になりますが、平成１８年度に繰り越す

事業費３億５，６０１万３，８５０円がありますので、この財源に９，４２０万７，８５０円

を充当するために、実質翌年度への繰越額が２，８４８万８，６０３円となるものでございま

す。 
 次に認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 当初の歳入歳出予算額４０億１，３７４万６千円に対し、４回の補正をいたしました。１０億

３，２６３万５千円の補正額、それと前年度の繰越事業費繰越額１億９，１６２万２，３５０円

を加えた予算の総額は、５２億３，８００万３，３５０円となりました。調定額４２億９，

８０２万７４２円に対し、収入済額が４２億６，２２７万９３２円で、９９．２％の収納率と

なっております。また、支出済額が４１億５，５８６万３，３４９円。７９．３％の執行率で

あります。 
 歳入歳出差引残額は１億６４０万７，５８３円となりますが、平成１８年度に繰り越す事業

費１０億６，８７１万４千円ありますので、この財源として、８，８８７万６，５００円を充

当するため、実質翌年度への繰越額が１，７５３万１，０８３円となるものであります。 
 次に認定第２２号 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定の件

であります。 
 当初の歳入歳出予算額１６億９，１８３万円に対し、４回の補正を行いましたが、結果はマ

イナス補正となりました。９，５１５万６千円、減額をいたしました。 
 また、これと前年度の繰越事業費繰越額２，０２０万円を追加いたしまして、予算の総額が

１６億１，６８７万４千円となりました。調定額１５億８，４５９万２，６７４円に対し、収

入済額が１５億６，９６２万７，４３４円、９９．１％の収納率であります。また、支出済額

が１５億４，９８５万５，６５７円で、予算の執行率は９５．９％となりました。 
 歳入歳出差引残額は１，９７７万１，７７７円となりますが、平成１８年度へ繰り越す事業

費５，１８８万６千円の財源といたしまして、３１８万９千円を充当することとしておるため
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に、翌年度への繰越額は１，６５８万２，７７７円となるものであります。 
 次に認定第２３号 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計歳入歳出決算の認定の件

であります。 
 この会計は、平成１８年３月１５日から平成１８年３月３０日までの決算でございます。予

算額が５，１６２万４千円に対し、収入済額が７，１３８万１，９６６円でありました。収入

済額が１３８．３％であります。支出済額は４，２０３万３，００２円で、８１．４％の予算

の執行率であります。 
 歳入歳出差引残額２，９３４万８，９６４円となりまして、全額、翌年度へ繰り越すもので

あります。 
 次に認定第２４号 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 当初の歳入歳出予算額１億４１８万６千円に対し、２回の補正を行っておりました。４，

０３７万５千円を追加し、予算の総額は１億４，４５６万１千円となりました。調定額１億７，

４４３万４，８７２円に対し、収入済額１億７，４４３万４，８７２円で、１００％でありま

す。支出済額は１億２，９８８万１７８円で、８９．９％の予算の執行率であります。 
 歳入歳出差引残額は４，４５５万４，６９４円で、全額、翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第２５号 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 当初の歳入歳出予算額１億２５１万４千円に対して、２回の補正を行っております。２，

７７９万７千円を追加した予算の総額が、１億３，０３１万１千円であります。調定額１億４，

９２９万８，０１６円に対し、収入済額も１億４，９２９万８，０１６円で、１００％の収納

率であります。支出済額は１億２，４０５万３２４円で、予算の執行率は９５．２％となりま

した。 
 歳入歳出差引残額は２，５２４万７，６９２円となりまして、全額、翌年度へ繰り越すもの

であります。 
 次に認定第２６号 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算の認定の

件であります。 
 当初の歳入歳出予算額１億８，７７９万円に対し、４回の補正を行いました。２，１３０万

８千円を追加し、予算の総額は２億９０９万８千円となりました。調定額が２億２，０５０万

９，１０２円に対しまして、収入済額が２億１，５５３万２，３４１円で、収納率が９７．７％

であります。支出済額が２億６６５万１，４４７円で、９８．８％の予算の執行率となりまし

た。 
 歳入歳出差引残額は８，８８０万８９４円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第２７号 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定の件であ

ります。 
 当初の歳入歳出予算額３，５３２万８千円でありました。１回の補正額でありますが、マイ

ナスの補正であります。２６万５千円を減じまして、予算の総額が３，５０６万３千円となり

ました。調定額、３，６６３万２，７２５円に対し、収入済額が３，６６３万２，７２５円で、

収納率は１００％であります。また、支出済額は３，４４１万３，８３１円で、予算執行率９８．

１％となりました。 
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 歳入歳出差引残額は２２１万８，８９４円で、全額、翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第２８号 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事業特別会計歳入歳出決算の

認定の件であります。 
 当初の歳入歳出予算額４，３４０万８千円に対して、４回の補正を行いました。その額が

４１６万２千円。これを追加いたしまして、予算の総額が４，７５７万円となりました。調定

額４，７８０万１，８０９円に対し、収入済額も４，７８０万１，８０９円で、収納率は１００％

であります。また、支出済額が４，６８３万６４円で、９８．４％の執行率であります。 
 歳入歳出差引残額は、９７万１，７４５円となります。この特別会計は、平成１８年度は一

般会計に組み込まれましたので、歳入歳出差引残額の９７万１，７４５円は、一般会計の受け

入れとなるものでございます。 
 次に認定第２９号 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業特別会計歳入歳出決算の認

定の件であります。 
 当初の歳入歳出予算額９，９０３万５千円に対し、４回の補正を行いました。その額、１８５万

８千円を追加し、予算の総額は１億８９万３千円となりました。調定額１億１，１０８万

４５９円に対し、収入済額は１億１，１０８万４５９円で、収納率１００％であります。支出

済額が９，４９０万６，２７１円で、９４．１％の予算の執行率であります。 
 歳入歳出差引残額は、１，６１７万４，１８８円となりました。また、この会計につきまし

ても、平成１８年度は農産物直売所、村の駅の部分は指定管理者制度により指定管理者に移行

になりました。大武川河川公園の運営が一般会計に組み込まれましたので、歳入歳出差引残額

１，６１７万４，１８８円は、一般会計の収入として受け入れるものでございます。 
 次に認定第３０号 平成１８年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定の件でありま

す。 
 当初の歳入歳出予算額６，４８９万９千円に、４回の補正をいたしました。２，８５０万３千

円を追加し、予算の総額は９，３４０万２千円となりました。調定額９，３４０万３，６４８円

に対し、収入済額が９，３４０万３，６４８円で、収納率１００％であります。また、支出済

額は９，２７４万３，７２９円で、９９．３％の予算執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は、６５万９，９１９円となりました。この会計は平成１８年度から、指

定管理者制度により指定管理者に移行されましたので、歳入歳出差引残額の６５万９，９１９円

は、一般会計の収入となります。 
 次に平成１７年度財産区の決算の概要について、説明いたします。 
 認定第３１号 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入歳出の決算の認定の件でありま

す。 
 当初の歳入歳出予算額１，１６２万３千円に１回の補正をいたしまして、３０万円を追加し、

予算の総額は１，１９２万３千円となりました。調定額１，２６８万４，５２２円に対し、収

入済額が１，２６７万８，７６２円。収納率は９９．９％であります。支出済額は１，０５２万

４，５６７円で、８８．３％の予算の執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額２１５万４，１９５円となりまして、全額、翌年度へ繰り越すものであり

ます。 
 次に認定第３２号 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
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 当初の歳入歳出予算額３，３１０万１千円に対し、２回の補正を行いました。その補正額

５２８万９千円を追加し、予算の総額が３，８３９万円となりました。調定額３，８５０万９，

３０９円に対し、収入済額は３，８５０万９，３０９円で、収納率は１００％であります。ま

た、支出済額が２，７７５万８，９１８円で、７２．３％の予算の執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は１，０７５万３９１円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第３３号 平成１７年度北杜市高根町財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であ

ります。 
 当初の歳入歳出予算額１億２，６５９万５千円に対し、２回の補正をいたしました。その補

正額３４７万２千円を追加し、予算の総額が１億３，００６万７千円となりました。調定額１億

５，４８１万３，４６５円に対し、収入済額は１億５，４４９万５，５２５円。収納率が９９．

８％であります。また、支出済額は１億５８０万１，２２６円で、８１．３％の予算執行率と

なりました。 
 歳入歳出差引残額４，８６９万４，２９９円となりまして、全額、翌年度へ繰り越すもので

あります。 
 次に認定第３４号 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 当初の歳入歳出予算額９１１万１千円に、１回の補正額１４２万５千円でありますが、これ

を追加し、予算の総額は１，０５３万６千円となりました。調定額は１，０９８万２，２２４円

でありまして、収入済額は１，０９８万２，２２４円。収納率は１００％であります。また、

支出済額は２７８万９，０８６円で、２６．５％の予算の執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額８１９万３，１３８円となりまして、翌年度へ全額、繰り越すものであり

ます。 
 次に認定第３５号 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 当初、歳入歳出予算額は２４７万７千円であります。調定額２８２万８，０９５円に対しま

して、収入済額２８２万８，０９５円で、収納率１００％であります。支出済額は１４９万５，

２０８円で、６０．４％の執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は１３３万２，８８７円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第３６号 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であ

ります。 
 歳入歳出予算額２０５万６千円でありました。調定額５４１万７，４９１円に対し、収入済

額５４１万７，４９１円。１００％の収納率であります。支出済額は６５０円。０．０３％の

執行率であります。 
 歳入歳出差引残額は５４１万６，８４１円となり、全額、翌年度へ繰り越すものであります。 
 なお、この会計につきましては、１８年の３月１５日から３月末までの決算でございます。 
 次に認定第３７号 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 歳入歳出予算額は、１７８万３千円であります。調定額１８３万８８円に対して、収入済額

が１８３万８８円で、１００％の収納率であります。支出済額が１１７万２，１９５円、６５．

７％の予算執行率となりました。 
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 歳入歳出差引残額は６５万７，８９２円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第３８号 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であり

ます。 
 歳入歳出予算額は、６４３万９千円であります。調定額６２５万５，７０３円に対し、収入

済額６２５万５，７０３円で、１００％の収納率であります。支出済額は１６６万６，０８７円

で、２５．９％の予算執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は４５８万９，６１６円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第３９号 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳入歳出決算の認定の件であ

ります。 
 当初の歳入歳出予算額７，４４０万８千円に対し、４回の補正をいたしまして、その補正額

７１１万５千円を追加いたしました。予算の総額は７，４４０万８千円となりました。調定額

７，９８８万２８０円に対し、収入済額は７，９７４万４，４６８円。９９．８％の収納率で

あります。支出済額が７，０８２万２，５０５円で、９５．２％の予算執行率となりました。 
 歳入歳出差引残額は８９２万１，９６３円となり、全額を翌年度へ繰り越すものであります。 
 次に認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定についてでございます。 
 平成１７年度病院事業特別会計の決算は塩川病院、老人保健施設、塩川福寿の里、訪問看護

ステーションつくしんぼ、それから甲陽病院および八ヶ岳訪問看護ステーションの５つの事業

所の決算となります。 
 甲陽病院および八ヶ岳訪問看護ステーションについては、北杜市と小淵沢町、合併後の３月

１５日から３月末までの半月の決算となっております。 
 予算の執行状況のうち、収益的収支について、収入予算現額２２億７，５６８万４千円に対

し、決算額は１８億９，７６８万８，７６２円であります。収納率は８３．４％でありました。

内訳は病院事業収益１５億７，４４２万９，７５７円。介護老人保健事業収益２億９，２９０万

２，９８７円。訪問看護事業収益３，０３５万６，０１８円となっています。また、支出は予

算現額２４億２，７９８万５千円に対し、決算額２２億１，４０５万３，５７２円でありまし

た。執行率は９１．２％であります。 
 内訳としては、病院事業費を１８億７，５７５万１，１０９円。介護老人保健事業費が３億

１，８９３万２，１２７円。訪問看護事業費用が１，９３７万３３６円となっています。また、

資本的収支について、収入では予算額２億３，３１４万６千円に対し、決算額が２億２，９９５万

４，８１４円であり、収納率が９８．６％となりました。また、支出は予算額２億４，６２５万

円に対し、決算額２億３，７１２万８，７５７円であり、予算の執行率は９６．３％となって

おります。 
 以上、平成１７年度の各会計の歳入歳出決算について、その概要をご説明いたしました。 
 よろしくご審議を賜り、認定いただきますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただき

ます。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、収入役の説明が終わりました。 
 次に代表監査委員より、認定第１５号から認定第４０号までの２６案件の決算審査結果につ

いて、意見書の報告を求めます。 
 清水代表監査委員。 
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〇代表監査委員（清水喜一君） 
 それでは、平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算、平成１７年度北杜市特別会計歳入歳

出決算および基金運用状況を、審査した結果をご報告申し上げます。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項、ならびに地方公営企業法第

３０条第２項の規定により、決算審査に付されました会計については、 
 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市高根財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳入歳出決算 
 平成１７年度北杜市病院事業会計歳入歳出決算 
 以上、２６会計の決算について、平成１８年７月２６日から８月２２日の間に、市役所会議

室において、審査のために提出されました決算書類について帳簿と証書類等に基づき、内藤紀

宏監査委員、篠原眞清監査委員、そして私の３名で、決算審査を実施しました。 
 このたびの決算は合併から２年目を迎えた決算であり、審査に付された各会計歳入歳出決算

書、同事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書について、関係法令に準

拠して作成されているかどうかを確認し、これらの計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿、

その他証書類の照合等、通常実施すべき審査手続きを実施したほか、必要と認めた項目の審査

手続きを実施しました。 
 一般会計・特別会計および歳入歳出内現金、ならびに基金運用状況を審査した結果、決算は
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その計数に誤りはなく、諸帳簿・証書類も整備され、決算計数は正確であったことを認めまし

た。 
 なお、各会計の決算については、お手元に配布されました決算書添付の意見書のとおりであ

ります。 
 国の三位一体改革が急速に推進される中で、本市においても自主財源確保等、行財政を取り

巻く環境は依然として厳しい状況にあります。歳入面においては、穏やかな景気の回復を反映

して、市税の収入については一定の回復が見込まれるものの、歳出面において合併により増加

する投資的経費、介護保険関連経費等が増加し、一段と厳しい財政運営が余儀なくされている

ところであります。 
 このような厳しい財政環境にあるとはいえ、新北杜市の基本理念である人と自然が躍動する

環境創造都市、８つの杜づくりの実現に向け、積極的に施策を推進するとともに、市民の目線

に立った行政施策を推進し、市民の期待に応えなければなりません。そのためには行政改革に

取り組み、財政体質の健全化に努力をしつつ、税収の確保、受益者負担の適正化等、財源の確

保に努めていかなければなりません。 
 一方、各種事業施策の執行にあたっては、それぞれの事業の目標、成果や施策の内容、必要

性を十分に精査し、財源の効率的な配分を行うなど、相違と工夫を重ね、この厳しいときを乗

り越え、新北杜市の健全な発展と行財政運営が確実に推進されることを切に願っているところ

であります。 
 以上、申し上げまして、決算審査の報告とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、代表監査委員の報告が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４ 決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 北杜市議会委員会条例第６条の規定により、今期定例会に上程されております認定第１５号

から認定第４０号までを審査するため、４１人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置

したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、４１人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第５ 決算特別委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 ただいま、設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長において決算特別委員会の委員を４１人の全議員を指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名いたしました４１人の諸君を決算特別委員会委員に選任することに決

しました。 
 ただいま、委員が決まりましたので、これより決算特別委員会を開催し、正副委員長を互選

したいと思います。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 休憩中に決算特別委員会を、協議会室で開催いたします。 
 なお、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長および副委員長は委員会において互選

となっておりますので、議長から委員会条例第１０条第１項の規定による決算特別委員会の招

集をいたしますので、委員長、副委員長の互選をお願いいたします。 
 休憩いたします。 

休憩 午前１１時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 休憩前に引き続き、再開いたします。 
 渡邊英子議員は一身上の都合により、午後、欠席となっております。 
 休憩中に決算特別委員会を開催いたしまして、委員長、副委員長が決まりました。 
 決算特別委員会から正副委員長の氏名が、議長のもとに届いておりますので、ご報告いたし

ます。 
 委員長に細田哲郎君、副委員長に坂本治年君。 
 以上のとおり、決算特別委員会の正副委員長が選任されました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題になっております認定第１５号から認定第４０号までの２６案件および議案第

１４４号から議案第１４９号、ならびに議案第１５４号から議案第１６４号までの１７案件に

つきましては、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、決算特別委員会および所管の

常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、認定第１５号から認定第４０号までの２６案件を決算特別委員会に付託し、議案第

１４４号から議案第１４９号および議案第１５４号から議案第１６４号までの１７案件につい

ては、各常任委員会に付託することに決しました。 
 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時０４分 
〇副議長（林泰君） 

 再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇副議長（林泰君） 
   日程第６ 議会運営委員会委員の辞任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 小澤寛議会運営委員会委員から、委員を辞任したい旨の申し出がありますので、これを許可

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、小澤寛議会運営委員会委員の辞任を許可いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（林泰君） 
   日程第７ 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 議会運営委員会委員に２４番議員、内田俊彦君を選任したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議会運営委員会委員に内田俊彦君が選任されました。 
 暫時休憩いたします。 
 引き続き、全員協議会を開催いたしますので、そちらのほうへの出席をよろしくお願いいた

します。 
休憩 午後 ２時０６分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 ３時４５分 

〇議長（小澤寛君） 
 それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 渡邊英子議員は再度、出席をしていただきました。 
 なお、小林保壽議員につきましては、都合により欠席ということでございますので、ご報告

を申し上げます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第８ 請願第５号 請願の件（教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提出についての

請願）を議題といたします。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 ３４番、中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提出についての請願 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 
 ２００６年９月１５日 
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請願者 
北杜市各地域革新懇連絡会 

明野革新懇・代表世話人 
北杜市明野町浅尾新田１１１３番－１  小林和雄 

須玉革新懇・事務局長 
北杜市須玉町若神子２３６０番地    壺屋俊一 

進歩と革新を目指す高根の会（高根革新懇）・世話人 
北杜市高根町東井出１５２４      田中孝雄 

平和と暮らしを守る長坂の会（長坂革新懇）・代表世話人 
北杜市長坂町長坂上条２５７５     平島 真 

進歩と革新を目指す大泉の会（大泉革新懇）・代表世話人 
北杜市大泉町谷戸８１８０番の９６   切山 允 

小淵沢革新懇（準備会）・世話人 
北杜市小淵沢町小淵沢１００８８の２６ 三矢正且 

武川・白州革新懇（準備会）・世話人 
北杜市武川町黒沢１７４１番－５    深山さゆり 

紹介議員 中村隆一 
 請願趣旨 
 今、教育基本法の改正案が臨時国会で審議される予定です。この法案は、子どもたちを大切

にし、発達を保障する教育から弱肉強食の経済社会、海外で戦争する国という、２つの国策に

従う人間の育成を目指す教育に教育の根本を変えようとするものです。教育基本法改正問題は、

憲法９条改悪の動きと一体のものです。また、法案は教育の目標条項を設け、国を愛する態度

などの徳目を列記しています。愛することや心の問題を法律で決め、押し付けることは、憲法

が保障する内心の自由を踏みにじるものであり、許されません。 
 さらにまた、法案ではときの政府による教育の支配、介入に歯止めがなくなります。私たち

は、先の戦争で日本国民を丸ごと侵略戦争へと駆り立てた国民教育の痛苦の経験を持っていま

す。ここで得た教訓は平和、人権尊重、民主主義という憲法の理想を実現する、人間を育てる

ことでした。子どもたちと日本の未来に大きく関わり、教育の憲法とも言うべき、教育基本法、

国民論議のない中で、拙速に改正することは許されません。私たちは憲法、教育基本法の精神

と原則に立って、教育を改革することを求めます。 
 よって、貴議会において、地方自治法第９９条に基づき、上記の趣旨に立つ意見書を採択し、

政府、文部科学省に提出されたく請願いたします。 
 請願事項 
 教育基本方法改正法案の廃案を求める意見書を提出してください。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 請願の趣旨説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本件につきましては、所管である文教厚生常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第５号 請願の件（教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提出について

の請願）については、文教厚生常任委員会に付託し、審査することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第９ 請願第６号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願）を議題といた

します。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 ３６番、秋山俊和君。 

〇３６番議員（秋山俊和君） 
 請願第６号 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 
 梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願 
 平成１８年９月１２日 

請 願 者 
北杜市明野町上手３４２５ 

八代 茂 
北杜市明野町浅尾２０４６ 

清水忠文 
北杜市明野町小笠原５８３６ 

仲沢市夫 
紹介議員 
北杜市議会議員 秋山俊和 
   〃    清水壽昌 
   〃    篠原眞清 
   〃    五味良一 

 請願趣旨 
 平成１５年に、明野地区県営畑地帯総合整備事業に伴う発掘調査で発見された、北杜市明野

町浅尾地内の梅ノ木遺跡は、平成１６年度からの北杜市教育委員会による確認調査の結果、縄

文時代中期の環状集落と縄文の道、水辺の作業所がセットで現存していることが判明した、全

国でも希少で、極めて学術的価値の高い遺跡であります。 
 山梨県内には縄文時代の国指定史跡として、金生遺跡（北杜市大泉町）がありますが、縄文

時代の典型的な姿を示す環状集落跡は、これまで保存されてきませんでした。今般、確認され

た梅ノ木遺跡は、まさに縄文モデル村と言い得る充実した内容の遺跡です。 
 また、梅ノ木遺跡は主要幹線道路沿いに所在し、近隣には県立フラワーセンター、温泉施設、

オートキャンプ場などの観光施設もあります。 
 以上のように、梅ノ木遺跡は史跡公園として整備することで、北杜市民のみならず、日本国

民、山梨県民の文化遺産として教育、生涯学習、観光に活用することができる稀有の遺跡であ

ります。 
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 白倉政司市長は、すでに梅ノ木遺跡の国史跡指定に向けて取り組むことを表明されておりま

す。北杜市議会としても、市長のこの方針を積極的に支持・支援いただくとともに、国史跡指

定の措置が講じられるよう、財務省、文部科学省等の関係機関に意見を述べてくださるよう、

地方自治法第１２４条の規定により、請願します。 
 よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 請願の趣旨説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本件につきましては、所管である文教厚生常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第６号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願について）は

文教厚生常任委員会に付託し、審査することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１０ 選挙第１号 奥之山恩賜県有財産保護組合議員の選挙についてを議題といたします。 

 本件につきましては、奥之山恩賜県有財産保護組合議員の小笠原、上戸、朝神地区の議員が

平成１８年９月２７日、任期満了となるため、同組合長から議長宛てに選任依頼通知を受けま

したので、同組合規約第６条の規定に基づき、選挙を行います。 
 選挙を要する議員数は６名であります。 
 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦によりた

いと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 
 続いて、お諮りいたします。 
 指名の方法は、議長において指名いたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、指名の方法は議長において指名することに決しました。 
 事務局より、朗読させます。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 
 朗読いたします。 
 選挙第１号 奥之山恩賜県有財産保護組合議員の選挙について 
 奥之山恩賜県有財産保護組合規約第６条の規定により、次のとおり選任する。 
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 住  所 北杜市明野町上手３１０８番地 
 氏  名 馬場君忠 
 生年月日 昭和１５年８月１８日生まれ 
 住  所 北杜市明野町下神取１４６０番地の２ 
 氏  名 清水岩男 
 生年月日 昭和１８年５月２６日生まれ 
 住  所 北杜市明野町小笠原１５５４番地 
 氏  名 篠原茂 
 生年月日 昭和１２年１月２６日生まれ 
 住  所 北杜市明野町浅尾６９３番地 
 氏  名 篠原眞清 
 生年月日 昭和２６年１月１日生まれ 
 住  所 北杜市明野町上手１０２１１番地の１ 
 氏  名 五味良一 
 生年月日 昭和２４年８月５日生まれ 
 住  所 北杜市明野町小笠原２０３７番地 
 氏  名 小清水久 
 生年月日 昭和２０年５月２８日生まれ 
 平成１８年９月２２日 

北杜市議会議長 小澤寛 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 お諮りいたします。 
 ただいま議長において、指名いたしました６名を当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名いたしました馬場君忠君、清水岩男君、篠原茂君、篠原眞清君、五味

良一君、小清水久君の以上６名が奥之山恩賜県有財産保護組合議員に当選されました。 
 ただいま、当選されました篠原眞清君、五味良一君が議場におられますので、本席から会議

規則第３２条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 
 当選人である馬場君忠君、清水岩男君、篠原茂君、小清水久君につきましては、会議規則第

３２条第２項の規定による文書による当選告知をいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１１ 議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題と

いたします。 
 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 
 朗読いたします。 
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 議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
 北杜市国民健康保険条例（平成１６年北杜市条例第１４７号）の一部を改正する条例を、別

紙のとおり定めるものとする。 
 平成１８年９月２２日 提出 

北杜市長 白倉政司 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 補足説明を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 それでは、北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明をいたします。 
 改正の理由でございますけども、健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令が、平成１８年１０月１日か

ら施行されることに伴い、国民健康保険条例の改正を行うものでございます。 
 改正点は、１点として一定以上の所得を有する７０歳以上の者について、療養の給付にかか

る一部負担金の割合を２割から３割に引き上げる。 
 出産育児一時金の額を、３０万円から３５万円に引き上げるものであります。 
 施行日は、平成１８年１０月１日からであります。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております、議案第１５０号は会議規則第３７条第２項の規定により、

委員会の付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５０号は委員会付託を省略することに決しました。 
 ただいまから質疑を許します。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終わります。 
 これより議案第１５０号に対する採決を行います。 
 お諮りします。 
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 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５０号 北杜市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案

どおり可決することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１２ 議案第１５２号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についてを議題といたします。 
 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 
 朗読いたします。 
 議案第１５２号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 
 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を、別紙のと

おり定めるものとする。 
 平成１８年９月２２日 提出 

北杜市長 白倉政司 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 補足説明を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、ご

説明をいたします。 
 制定の理由でございますけども、健康保険法等の一部を改正する法律が平成１８年１０月

１日から施行されることに伴い、健康保険等の保険給付として、特定療養費を廃止し、新たに

保険外併用療養費が支給されることとなるため、関係条例の改正を行うものでございます。 
 まくっていただきますと、第１条でございますけれども、北杜市乳幼児医療費助成金支給条

例の一部改正、第２条といたしまして、北杜市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正、第

３条といたしまして、北杜市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正であります。い

ずれも特定療養費を保険外併用療養費に改めるものでございます。 
 施行日は、平成１８年１０月１日からでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております、議案第１５２号は会議規則第３７条第２項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５２号は委員会付託を省略することに決しました。 
 ただいまから質疑を許します。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終わります。 
 これより議案第１５２号に対する採決を行います。 
 お諮りします。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５２号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定については、原案どおり可決することに決しました。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 次の会議は１０月３日、午前９時に開会いたしますので、全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変、ご苦労さまでございました。 

 
散会 午後 ４時０５分 
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１．議事日程 

 
平成１８年第３回北杜市議会定例会（２日目） 

 
平成１８年１０月３日 
午前 ９時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 会派代表一般質問 
市民クラブ 鈴木今朝和君 
北清クラブ 坂本治年君 
北杜クラブ 浅川富士夫君 

日程第２ 一般質問 
 ６番 小野喜一郎君 
２２番 小林元久君 
２４番 内田俊彦君 
 ４番 篠原眞清君 
 ２番 岡野 淳君 
１１番 坂本 君 

１３番 中嶋 新君 
追加日程第１ 請願第４号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求める請願取

り下げの件 
追加日程第２ 請願第７号 請願の件（北杜市学校給食施設整備に関わる請願） 
追加日程第３ 請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請

願書） 
追加日程第４ 請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出

についての請願） 
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２．出席議員は、次のとおりである。（４１名） 

 
 １番 野中真理子  ２番 岡 野  淳 
 ３番 小 澤 宜 夫  ４番 篠 原 眞 清 
 ５番 五 味 良 一  ６番 小野喜一郎 
 ７番 鈴木今朝和  ８番 風 間 利 子 
 ９番 坂 本 重 夫 １０番 植 松 一 雄 
１１番 坂 本   １２番 小 林 忠 雄 
１３番 中 嶋  新 １４番 保坂多枝子 
１５番 利 根 川 昇 １６番 中 村 勝 一 
１７番 宮 坂  清 １８番 坂 本  保 
１９番 千 野 秀 一 ２０番 小 尾 直 知 
２１番 渡 邊 英 子 ２２番 小 林 元 久 
２３番 林  泰  ２４番 内 田 俊 彦 
２５番 篠 原 珍 彦 ２６番 内 藤  昭 
２７番 小 林 保 壽 ２８番 坂 本 治 年 
２９番 古 屋 富 藏 ３０番 茅野光一郎 
３１番 浅川富士夫 ３２番 田 中 勝 海 
３３番 秋 山 九 一 ３４番 中 村 隆 一 
３５番 清 水 壽 昌 ３６番 秋 山 俊 和 
３７番 細 田 哲 郎 ３８番 渡 邊 陽 一 
３９番 小 澤  寛 ４０番 鈴 木 孝 男 
４１番 浅 川 哲 男 

 
 

３．欠 席 議 員 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２４名） 

 
市 長 白 倉 政 司 助 役 曽 雌 源 興 
収 入 役 小 澤 壯 一 総 務 部 長 植 松 好 義 
企 画 部 長 福 井 俊 克 保健福祉部長 古 屋 克 己 
生活環境部長 清 水 慎 一 産業観光部長 真 壁 一 永 
建 設 部 長 柴 井 英 記 教 育 長 小清水淳三 
教 育 次 長 小 沢 孝 文 監査委員事務局長 相 吉 正 一 
農業委員会事務局長 三 井  茂 明野総合支所長 矢 崎 一 郎 
須玉総合支所長 長 坂 治 男 高根総合支所長 浅 川 一 紀 
長坂総合支所長 浅 川 清 朗 大泉総合支所長 小 池 光 和 
小淵沢総合支所長 進 藤 忠 衛 白州総合支所長 坂 本 伴 和 
武川総合支所長 三 枝 基 治 総 務 課 長 赤 岡 繁 生 
財 政 課 長 平 井 敏 男 林 政 課 長 石 井  洋 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 小 松 正 壽 
議 会 書 記 小 澤 永 和 
   〃    伊 藤 勝 美 
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再開 午前 ９時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員は４０名です。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 鈴木孝男議員につきましては、のっぴきならない事情によりまして、遅参する旨、連絡があ

りました。 
 ６月１９日に提出された請願第４号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求め

る請願について、取り下げしたい旨の申し出があります。 
 お諮りいたします。 
 この際、請願第４号取り下げの件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第４号取り下げの件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

しました。 
 ただいま、お手元に配布いたしました請願書３件が提出されました。 
 お諮りいたします。 
 これを日程に追加し、追加日程第２、追加日程第３および追加日程第４として、議題にした

いと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第７号 請願の件（北杜市学校給食施設整備にかかる請願）を日程に追加し追

加日程第２とし、請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請

願書）を日程に追加し追加日程第３とし、請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅

持を求める意見書の提出についての請願）を日程に追加し追加日程第４として、議題とするこ

とに決しました。 
 市長から議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号）が提出されまし

た。 
 お諮りいたします。 
 これを日程に追加し、追加日程第５として議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号）を日程に追加し、

追加日程第５として議題とすることに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 会派代表質問を行います。 

 ここで、各会派の質問順位および代表質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 １番 市民クラブ、１１０分。２番 北清クラブ、６０分。３番 北杜クラブ １８０分と
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なります。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに、市民クラブの会派代表質問を許します。 
 市民クラブ代表、７番議員、鈴木今朝和君。 

〇７番議員（鈴木今朝和君） 
 平成１８年度第３回北杜市定例会にあたり、市民クラブを代表いたしまして、質問させてい

ただく７番、鈴木今朝和でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 さて、人と自然が躍動する環境創造都市を目指してスタートした北杜市も、早２周年を迎え

ることになります。山積する多くの課題を抱えながら、厳しい２年でありましたが、ここにき

て大規模電力供給太陽光発電系統の実証研究の採択決定、風林火山館の建設など、明るい話題

で２周年を迎えることができたのは、非常に意義あることと思います。 
 しかし、一方では地方債の発行が今年度から許可制度から協議制度に移行したことに伴い、

自治体の財政の健全度を示す実質公債費比率が導入され、北杜市は１８．０％の値が公表され

ました。地方債の発行に公債費負担適正化計画を策定して、県知事の許可を受けることが必要

になりました。このことは、北杜市にとって厳しい現実であり、憂慮すべきものであります。

今後の北杜市にとって、大変な試練を乗り越えなければなりません。 
 さて、市民クラブは今回、７つのことについて質問をいたします。明確で適正な答弁をお願

いする次第でございます。 
 まず、第１に自治基本条例について、お尋ねします。 
 市民クラブは、６月の定例会で北杜市行政改革大綱の基本理念である市民との協働や、市民

の行政への参画を現実のものとするために、自治基本条例および行政活動への市民参加の推進

条例の制定や情報公開の徹底を提案してきましたが、市長の答弁は他市の状況を見ながら検討、

あるいは総合計画策定の中でシステム構築に取り組むなど、具体性に欠ける内容でありました。

そこで、自治基本条例について、再度お尋ねいたします。 
 まず、改めて基本条例について、考えてみます。 
 近年、いくつかの地方自治体において自治の理念や協働の具体的制度、行政運営の基本事項

などを改めて規定し、体系的にまとめ上げた条例を制定する動きが起きています。それらの条

例は、自治体によって内容に差が見られ、また名称もさまざまですが、しかし、いずれも自治

の基本的なあり方を定め、市民と行政、議会の役割を明らかにしたものであります。総じて、

自治基本条例と呼ばれています。 
 さて、このような条例をつくる動きが出てきたのには、大きく２つの背景があります。その

１つは、地方分権の進展です。三位一体改革をはじめ、国では分権の施策を進めています。ま

た、地方分権一括法の制定により、自治体は国の下請け機関的な状態から国と対等、協調の関

係、いわば自治体政府的な位置づけへと大きく変わってきました。地方自治体には、これまで

以上に主体性を持って、住みよい、魅力あふれるまちを実現していくことが求められています。 
 ２つ目は、社会環境の大きな変化です。市民ニーズやライフスタイルの多様化、個別化、そ

して地域共同体意識の希薄化に拍車がかかる一方、少子高齢化社会の到来や東海地震などの防

災対応など、新たな社会的課題が生じてきました。その結果、従来の市民と行政の縦の仕組み

では、十分に対応できなくなってきました。 
 そこで、多様な住民ニーズや社会的課題に対応し、解決していく取り組みとして、行政と市
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民との協働の考え方が浮上してきました。市民の満足度と地域力を高めるためには、地権者で

ある市民が市民同士、あるいは行政と協働して、まちづくりに積極的に参画していく横の仕組

みが欠かせません。まさに住民自治の充実が必要です。 
 これらの２つの大きな変革を背景に、改めて住民自治の理念について明らかにするとともに、

市民と行政がどのように住民自治を進めていくかを定めようとするものです。 
 ところで地方自治について、見識が深い西尾勝先生は自治基本条例をまちづくりの基本構想、

基本計画や地方議会が制定する条例の上位に位置し、これらの指針を与える、いわばまちの憲

法を制定しようとする運動であると述べています。 
 また、条例の必要性を、１つは住民自治の広げを深めるため。２つ、自分たちのまちの特性

を築くため。３つ、地方分権改革のさらなる展開を促すためと位置づけています。また、札幌

大学の副士明先生は、自治体の組織と運営の基本原則を定めるものであり、自治体の憲法とも

いわれる自治基本条例と地方自治法で、市町村に策定が義務づけられた総合計画との関係につ

いて、次のように述べています。 
 総合計画の政策実現のためには、権限と財源が不可欠であります。したがって、自治体の法

務と財務の連動する位置づけを与えられなければ、絵に描いた餅になる可能性があります。ま

た、政策策定の目的が住民の人権の実現であるという位置づけを与える上位起案があれば、政

策策定の理念を明確にすることができる。そして、総合計画の狙いが地域の公共性の具体化に

あるとすると、その策定手続きに関する住民参加の確保が要請される。かいつまんでいえば、

自治基本条例の中に総合計画を位置づけることによって、総合計画の実効性を高めることがで

き、また策定手続きに住民参加を位置づけることによって、総合計画の正当性を確保すること

ができるとの理解です。 
 これらを勘案する中で、市民クラブは北杜市としても早急に基本条例の策定に着手すべきと

考えますが、市長の見解と、また策定するとすれば、スケジュールおよび、その手順について

お考えを伺います。 
 大きく第２として、今後の市立病院の病院体制と医師、看護師の確保について伺います。 
 ６月定例会の代表質問で、地域医療の充実は北杜市にとっては特に重要であり、切実な問題

が山積している点について、１．今後の市立病院の運営および経営のあり方。２．行政改革大

綱ならびにアクションプランによる指定管理、または民営化への移行の問題。３．医務課の役

割や医療事務の簡素化。４．医療スタッフの確保や財政問題などについて、質問をいたしまし

たが、再度、地域医療の重要性から、次の４点を質問いたします。 
 その１つ。医師、看護師不足は日常の地域医療体制において、危機的状況にあります。医師

等の不足に対処するため、医療対策協議会を開催し、医師の確保策を検討しているとのことで

すが、どのような協議を経て、具体策がとられるのか。また、その協議会の結論として、北杜

市の医師、看護師不足にどのように対策がとられるのか、伺いたいと思います。 
 その２。両市立病院の専門性による診療科目の整備で、医療体制の充実と患者へのサービス

向上や病院経営の健全化を目指すべきと考えるが、見解を伺います。 
 第３、医務課の設置による両病院の課題を合理的に処理し、無駄のない的確な医療行政の推

進を図っていくとの答弁をされましたが、両病院の事務的業務の統一化や外部委託のあり方に

ついて、具体的にどのような方針で推進し、今はまた、その進捗状況はどうか伺います。 
 ４つ目、高額医療機器の共同購入と機器使用のあり方について、改めて考えを伺いたいと思
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います。 
 第３に給食センターの問題について、質問いたします。 
 ３月の文教厚生常任委員会で、大規模給食センターの設計業務委託料として、２，２５３万

円の予算計上が承認されました。その際、教育長は基本的には１カ所という提案だが、議会か

らの意見が出ているから、そういう方向の順序を踏んでいかなければならないと答弁をしてい

ます。また、文教厚生常任委員長は、予算づけは１つということではないと、まとめて議会に

報告しています。にもかかわらず、教育委員会は６月定例会の一般質問に対して、既存の長坂

センターを含めた２施設で運営を行うと答弁し、３月での文教の議論はまったく無視した進め

になっていました。 
 ６月定例会以降、教育委員会は市内の９校の小中学校に、給食センターについて説明を行っ

てきました。しかし、計画ありきの説明会にその拙速さが指摘され、ＰＴＡに理解されず、不

安や疑問の声が挙がるようになりました。その結果、８月２日にＰＴＡ連絡協議会から市内の

小中学校給食設備に関する意見書が提出されました。この間にも、議会、文教厚生常任委員会

には一切の説明がなく、行政ペースで計画が進められてきました。 
 ８月２８日の全員協議会において、市長は平成２３年から２施設での運営を行うという、当

初の計画にはこだわらず、可能な限り、既存施設を使いながら大規模な改修が必要になった施

設から順次、２カ所の給食センターに統合していき、新設センターは平成２８年を見据えて、

計画するという発言をいたしました。 
 この市長の発言は、平成２３年から２８年にタイムスケジュールが延び、施設の規模が若干

の変更があることを示唆しただけのことで、大規模給食センターを新設する計画になんら変わ

らないものであります。 
 ９月４日に、会議録もなく法的効力がなんら認められない全員協議会での市長の、この発言

を教育委員会がＰＴＡの意見書の回答にそのまま使い、市長がこう述べられましたので、ご理

解・ご協力をお願いしたいと、ＰＴＡ連絡協議会へ回答として出しました。この文書が９月

１３日の文教厚生常任委員会で問題になりました。それは全員協議会の発言を、公的な文書に

そのまま使うことはいかがなものかと。そして教育委員会として、給食センターをどう考えて

いるか、この文書には述べられていないとの２点で、その結果、この文書を撤回し、改めて出

し直すことになりました。 
 ９月２７日の文教厚生常任委員会においては、議題のその他の項で、急きょ市長から給食セ

ンターについて、説明、意見交換をしたいとの申し出があり、各委員は何も資料がないまま、

説明会が実施されました。 
 この一連の給食センターに関する動きを見ると、市内２カ所の給食センター構想が明らかに

されてから、今日までの時間があまりにも短く、議会をはじめ学校関係者、ＰＴＡ関係、市民

の多くの理解を得られないままに、強行に建設を推し進めているようにしか思えてなりません。 
 市内の学校給食については、子どもたちが安全で楽しい、おいしい給食を食べることを最優

先として、食育や地産地消、将来の学校統合を含め、それから既存施設の状況などをふまえな

がら、保護者、学校、地域も含めた多数の理解を得るために、十分な時間をかけて進めるべき

だと思います。 
 厳しい財政の中、効率性・経済性を優先するだけでなく、やはり教育、福祉とか、そういう

面につきまして、最低限度の削減にしていただきたいと思います。そのために、現在、進めて
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いる市内２カ所の給食センター化にこだわらず、早くから改修の必要性を指摘されている高根

給食施設の最優先を含め、幅広い可能性の中から検討していく必要があると思いますが、市長

の考え方を伺います。 
 次に第４として、入札制度について伺います。 
 前回の質問の中で、本市には建築や土木工事について、専門職がいないとの答弁がありまし

た。工事の設計、数量計算や図面などは専門的な設計業者やコンサルに委託をしているとのこ

とですが、そこまではよいとしても、発注者である市側の立場で、その工法がベストかどうか。

積算数量に疑問を呈するというような、チェックする機能がまったくないのではないかと。そ

んな心配があります。また、中間検査や完成検査など、形式的になってはいかないかと、大変、

疑問が残りますが、この点、市長の見解を伺います。 
 北杜市行政改革大綱や答弁の中でも、一般競争入札と電子入札が別の制度のもののように理

解している節がありますが、電子入札は一般競争入札の中の１つの方法であって、一方、書面

による一般競争入札もありますが、手間と時間が要することから、今日的ではありません。現

在、他の自治体で行われている一般競争入札は、ほとんどが電子競争入札であるといわれてい

ます。また、受注者側のインターネットなどの環境整備等を考慮しなければといいますが、今、

少なくとも一定以上の公共工事を受注しようとする企業には、そのような時代遅れのものはな

いものと思われます。もし、あるとしたら、それこそ企業努力を怠っているわけで、入札に参

加する資格を疑いたくなると言わざるを得ません。したがって、そのような配慮はいらないと

思いますが、見解を伺います。 
 次に、一般競争入札を導入できない理由を２つばかり述べていますが、昨年の９月議会にお

いて、同僚議員の質問に対する答弁の繰り返しに過ぎませんでした。 
 その１つの理由として、時間的制約を挙げていますが、５０日要するというなら、例えば当

初予算で成立した案件は、５月２０日以降の入札なら、なんら問題はないのではないでしょう

か。入札企業の信用問題についても、いくつかの方法でクリアできることを前回の質問で明ら

かにしているとおりでありますし、究極の方法としては後払い、出来高払いという契約だって、

できなくはないはずです。現に旧小淵沢町では、すでに実施しているという実績があります。

このことについて、明確な答弁を伺います。 
 次に前回、再質問で指摘した本市で行われる指名競争入札は、地方自治法第２３４条の２項

の規定に接触していませんかということについて、答弁されておりません。改めて、市長の見

解をお伺いします。 
 次に予定価格の事前公表について、伺います。 
 これも前回の答弁の中で、価格漏洩疑惑の排除を主な理由としていますが、このことは確か

に行政側の責任は回避できますが、財政が逼迫しているわが北杜市にとって、経済的メリット

はなく、ただ落札率の高止まりを助長するに過ぎません。このことは専門家も指摘していると

ころです。穿った見方をすると、行政側のガードの甘さを懸念した制度だと言われても仕方が

ありません。しかし、私たちはそのような職員は、北杜市には一人もいないことを信じており

ます。 
 一般論として、予定価格が伏せられているからこそ、まじめな企業は競争原理のもとに努力

をして、その価格を算出して入札に応じる。結果、予定価格より、かなり下回った落札価格が

成立し、発注側にメリットが生ずるという筋書きが自然であって、受注者側にとって、もっと
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も知りたい情報を事前に公表するということは、本市に大変な損失を生じるおそれがあります。

それでもなお、市長はこの制度を続けていくつもりか、見解を伺います。 
 次に地元業者に限定した一般競争入札制度の導入については、１年も前から法的根拠まで示

して質問し、また、みずから、すでに県でも実施しているということを認めているにもかかわ

らず、そうした制限が一般競争入札の趣旨に反しないかどうか課題でありますという程度の答

弁しか返ってきませんでした。大変、歯がゆく、もどかしく思います。真剣に、このことを検

討したのか、疑問を持たざるを得ません。 
 北杜市になってから受注する仕事量が減少して、事業を縮小したり、廃業や転業の危機に追

い込まれている企業もあると聞き及んでおります。のんびりしたことは言っておられません。

大至急、このことを取り組んでほしいと思います。市長に見解を伺います。 
 大きい第５として、ミネラルウオーター税について伺います。 
 県が全国で初めて、独自に導入方法を検討してきたミネラルウオーター税について、租税法

の専門家や業界代表、消費者代表などでつくる検討会は、議論を総括した報告書を本年７月に

発表しました。それによると、広く薄く課税するという税の理念や公平・中立などの税の原則

に照らした場合に、納税者が特定かつ少数に限定されすぎていることや、ミネラル業界の受益

が他の業界よりも大きいとする根拠を客観的に示せないとして、税の導入は積極的に評価でき

ず、慎重に対応することが望ましいという報告でした。 
 検討会の報告を受けた県は事実上、導入を見送る計算が大きくなっている状況の中、市長は

先月１７日、自然環境保護を目的としたミネラルウオーター税の導入を市独自でも検討する庁

内研究会を設置し、課税方法のあり方などの結論を得たのちに、外部有識者などを招いた検討

委員会を発足させ、将来的な森林保全策による地下水資源を守るための財源確保であり、その

必要性を強調しています。 
 そこで、次の４項目について、質問をいたします。 
 １つ、県のミネラルウオーター税検討会が発表した報告書の結果に対する見解と併せて、市

長は今後、北杜市で検討するミネラルウオーター税導入について、どのような新しい理念を示

されていくのか、伺います。 
 その２つ、税の理念や原則に基づく課税のあり方や法的根拠の観点から、問題はないのか。 
 ３つ目、業界側は特定産業への課税は不公平で、税導入の根拠がないなどと主張しているが、

課税および協力金の徴収に関しては、業界側の理解や協力、信頼関係が不可欠であり、最も重

要だと思われますが、その取り組みと施策について、市長の考え方を伺います。 
 ４つ目、庁内研究会の調査・研究の課題と今後のスケジュールについて、伺います。 
 大きい６つ目として、観光振興策について伺います。 
 北杜市観光協会は観光を本市の主要産業と位置づけ、大きく発展するために観光に携わる人

たちが力を合わせ、諸事業を展開していくことが確認され、本年３月２３日に設立されました。

組織は北杜市観光協会の下に３つのエリアに分けられ、１つは八ヶ岳に向かって４支部と１振

興と１連絡会。１つは南アルプスに向かって２支部。１つは瑞牆山・茅ヶ岳方面２支部と１協

会により構成されています。 
 北杜市は日本１００名山に囲まれ、これをもととして、清流がとうとうとして流れ出し、春

の芽吹きとともに夏の清涼を求め、また秋の紅葉狩りまで自然に恵まれ、多くの観光客が訪れ

ています。このことは、市長がいつも口にすることです。 
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 また、戦国の武将、武田信玄にまつわる史跡の数々、テレビの撮影場所として、全国にその

存在を知られ、さらに来年放映予定のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」に向け、観光客誘致の一

手段として、風林火山館を建設し、すでにロケも開始されているところです。 
 釜無川に沿って、大きく広がる武川・白州地区は武川米として、また八ヶ岳南麓の穀倉地帯

は北杜米のブランドで広く知られており、いずれの地区も米に限らず、野菜や花卉の生産も盛

んで市場に出荷されるほか、道の駅などで直売される農産物は訪れた観光客が買い求め、観光

農業ともなっています。 
 また、各地湧出する温泉は保養・休養・療養目的に首都圏をはじめ、全国各地から訪れる観

光客も多くなっています。 
 さて、本市を観光目的で訪れる方々はリピーターのほか口コミによるもの、またインターネッ

トで検索して、場所や天候の情報を得てから行動を開始する方も多く、それだけにリアルタイ

ムの情報が必要となっています。 
 そこで、次の２つの観光施策について伺います。 
 その１つは、ＩＴ時代に即したＰＲ方法についてであります。 
 インターネットに情報をのせている支部も現在あるようですが、ほとんどが他の地域情報に

相乗りした形で情報しかないのが現状です。ライブカメラを設置して、常に情報が発信されて

いるのは、大泉支部のみです。 
 そこで、このたび設立された北杜市観光協会は、各支部にＩＴ時代に即したリアルタイムの

ＰＲ方法を即急に構築すべきと思いますが、各支部の現状はどうなっているのでしょうか。ま

た、市当局は実情をどこまで把握し、今後、どういう指導をしていくか、伺いたいと思います。 
 次に森林セラピーについて、伺います。 
 最近の観光客は多様なニーズを持っており、中でも多くの人々が自然に親しみながら、心に

やすらぎを求めています。現在は健康ブームであり、同時に４００万人といわれる団塊の世代

が退職を迎え、今後一層、高齢化が進む日本において、身近にできる予防医学的な健康づくり

として、高齢者がリラックスして、日常生活を過ごす場所として森林環境に大きな可能性があ

ります。働き盛りのビジネスマンにとって、定期的に森で過ごすことは心理的な保養になり、

そこで適度な運動を行えば、生活習慣病などの予防にもつながります。さらに森林での散策や

活動には、投薬では効果が表われにくい精神疾患などに対する代替療法の１つとして、新たな

可能性があります。 
 ２００１年に林業基本法が改正され、里山の整備とともに自然に親しみながら、療養もでき

るようになりました。幸い、本市には森林セラピーに適した環境が多くあり、その活用が求め

られています。すでに増富地区からは、増富ラジウム温泉から瑞牆山周辺にかけてのエリアを

森林セラピーの適地として、認定に向けて要望書も出されています。森林セラピーの適地とし

て、認定されることは療養地として、また観光地として、一段とグレードアップされるはずで

す。 
 森林の持つ魅力や効果は、ストレスの多い現代社会において、ますます大きくなっていくと

思われ、それだけに森林での活動や保養は、今後ますます盛んになっていくのではないでしょ

うか。人が健全な生活を営んでいくためには、森林の恵みを必要としているということをアピー

ルすべきだと思います。 
 同僚議員が質問した折、森林セラピーの認定について、前向きな答弁を得ていますが、要望
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書の取り扱いの件も併せて、その後の進捗状況を伺います。 
 最後に第７として、市長と語る会について伺います。 
 本年３月、北杜市行政改革大綱および行財政改革アクションプランの計画に基づき、市民の

目線に立った、市民との協働のまちづくりのため、市民の意見をより多く取り入れながら、効

率的で効果的な市政を目指すための観点から、市長と語る会を計画、開催の運びになったこと

と思います。 
 その参加者は行政委員による通告制に基づいた質疑応答で、一部時間内の範囲で通告のない

方の質疑も認めた会議の進行で、初めての試みの中、さまざまな意見や要望があったと伺って

います。 
 現在、すでに３町の開催を終えて、行財政改革アクションプランの計画に反映すべき視点に

立った内容の精査をしていることと思います。市民との協働への道筋として、協働事業の企画

や掘り起こし、さらに協働分野の裾野を広げる上で、どのような成果が得られたのか。また、

その成果をどのような形で計画に反映していくのか。そして、今後、開催する地域も含め、行

財政改革の施策を推進する上で、どのように位置づけて総括されていくのか、伺いたいと思い

ます。 
 以上で、市民クラブの質問を終わりたいと思います。 
 ありがとうございました。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 鈴木今朝和議員の、市民クラブの代表質問にお答えいたします。 
 実質公債費比率１８．０％について、ご心配をおかけいたしました。私も財政再建団体にな

らないよう、全力で取り組んでまいりますので、議員ならびに市民の皆さんのご理解とご協力

をいただきたいと思います。 
 最初に自治基本条例についてであります。 
 自治基本条例は分権型社会の実現に向けて、自治体運営の基本原則を定めるもので、自立し

た自治体運営のため、市民・議会・行政の役割と責任を明確にし、既存の条例や計画等の体系

を統一的に整備するための指針となる自治体の、最高法規としての性格を有するものでありま

す。 
 北杜市におきましても、市民との協働によるまちづくりを推進するため、条例の制定に向け

ての検討は不可欠であると考えております。しかしながら、自治体の憲法とも言うべき自治基

本条例の性格上、行政の指導で条例を作成するものではなく、市民が主体となって取り組むこ

とが基本であると考えております。 
 いずれにいたしましても、他の自治体の動向も見ながら、事務レベルで調査・研究を始めて

まいりたいと考えております。 
 次に今後の病院体制と医師、看護師の確保について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に医師、看護師の確保対策についてでありますが、現在、医師２名、看護師１０名が病

院施設基準に対して、不足しております。医師の確保につきましては、県や大学病院の医局へ

院長や病院管理局長が出向き、お願いをしております。看護師につきましては新聞、広報、ハ
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ローワークなどを利用して、募集をしております。私も病院関係者と会う機会がありますので、

その都度、お願いをしておりますが、ままならない状況であります。 
 医師の確保のために、好待遇で雇用する考えも視野に入れて検討しておりますが、収支のバ

ランスや職員間の給与バランスなどがあり、さらに検討を要すると考えております。当面は、

大学の医局へ日参するほかないと考えております。 
 次に両市立病院のより専門性の高い診療科目の整備で、医療体制の充実を患者へのサービス

向上や経営の健全化についてでありますが、現在、塩川・甲陽の２つの市立病院は、ほぼ同様

な診療科目となっております。経営の見直しの中では、急性期医療と慢性期医療、あるいは診

療科目の特化などを視野に入れながら、行政改革大綱に沿って、平成２０年度までに市の２つ

の病院の経営のあり方について指定管理、民営化に向け、抜本的な検討を進めているところで

あります。この検討の中で、市立病院のあり方や医療体制、経営の健全化などにつきまして、

総合的に検討を重ねてまいる考えであります。 
 次に、両病院の事務的業務の統一化や外部委託のあり方についてでありますが、両病院の事

務一元化につきましては、すでに給与、財務について統一しております。また、使用薬剤の購

入につきましても、共同購入による価格の軽減を図っております。 
 業務の外務委託につきましては、専門検査や施設清掃、各種補修業務を専門業者へ委託して

おり、塩川病院では一部レセプト請求業務を委託、甲陽病院ではレセプト請求業務、給食業務

を完全委託しているところであります。 
 次に高額医療機器の共同購入と、機器使用のあり方についてでありますが、高額医療機器の

購入につきましては、収支バランス上問題ないか、公立病院として備えておく機器か、共同で

利用できないかなどを病院と検討した上で、必要な機材、機器を購入しております。 
 医療機器の使用について、共同利用可能な機器については、効率的な運用を行うこととして

おります。具体的な取り組みとしては、甲陽病院や診療所の受診者がＣＴスキャナ、ＭＲＩな

どを使用する場合は、塩川病院設置の高度医療機器を利用できることになっております。 
 次に給食センターについて、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に給食センター建設計画の進め方についてでありますが、６月２３日に開催された市Ｐ

ＴＡ連合協議会の席上、給食施設整備について説明を行い、要請があれば、各小中学校での保

護者説明会に出向き、説明する旨、お伝えしたところであります。 
 ７月７日の明野小学校を皮切りに、８月８日の泉小学校を最終とし、要請のあった９校で説

明を行いましたが、残りの１４校については、それぞれのＰＴＡ会長さんが説明を行ったとの

報告をいただきました。 
 ８月２日には市ＰＴＡ連合協議会から意見、要望等をとりまとめた、市内の小中学校給食施

設整備に関する意見書が教育長へ提出されました。また、北杜市給食調理場運営委員会からも

要望をいただいたところであります。 
 市ＰＴＡ連合協議会および調理場運営委員会の意見、要望はもちろんのこと、保護者の声、

市民の声、議員各位のご意見など多くの意見を聞いた中で、平成２３年の統合にはこだわらず、

現在の給食施設は可能な限り使用していくこととしたいと考えております。したがいまして、

給食センター建設を強行に進めているものではありません。 
 次に市全域の統廃合を念頭に置いた、給食調理施設の建設計画についてでありますが、市内

の小中学校の統廃合につきましては、山梨県教育委員会が小中学校適正規模検討委員会を立ち
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上げ、年度内に意見集約し、その結果を各市町村教育委員会に指導するとのことであります。 
 平成１７年９月および１８年３月の市議会定例会で、中嶋議員から高根給食センター建設に

ついてご質問があり、北杜市全域を視野に入れた中で検討したい旨の答弁をさせていただいた

ところであります。 
 調理方式をはじめ、少子化、効率化、施設の衛生基準および行財政改革などから、長坂給食

センターを含めて、市内２カ所の給食センターを基本としたいと考えております。 
 多くの意見をいただいた中で、当初計画の平成２３年までの統合にこだわらないものとし、

現在の給食施設は可能な限り使用していくこととし、現在の給食施設の大改修が必要となった

ときは、順次２カ所のセンターに統合してまいりたいと考えております。 
 なお、新設の（仮称）北杜給食センターにつきましては、１０年後の平成２８年を見据えた

中で、２千食程度の規模を考えているところであります。 
 議会で、大規模大規模というお話を聞くわけでありますけども、この大規模の定義は、私に

はよく分かりません。２千食が大規模で、２，５００食が大規模で、１，２００食では大規模

でないのか、あるのか。また、この県下では、言うまでもなく、全国のことは分かりませんが、

県下でも５，５００食程度の規模もありますし、２，５００食以上の規模もたくさんあるわけ

であります。その規模の中で、大規模化したために、そのような規模のためになったために、

大変、学校給食的に大問題があるとか、あるいはまた、特別な課題があるとかということは聞

いておらないわけでありまして、むしろ、そのような規模に対しても評価をいただいていると

いうふうに、私は承知しておるわけでありまして、ご理解をいただきたいと思います。 
 次に入札制度について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に建築土木工事の際の設計、数量計算などのチェック、検査についてでありますが、建

設工事等の契約は適正な履行を確保するため、または、その受ける給付の完了の確認をするた

め、地方自治法、北杜市財務規則および北杜市建設工事執行規則の規定により、検査をしなけ

ればならないことになっております。 
 建設工事や設計委託等の検査につきましては、会計課に２名の幅広い技術力と豊富な技術経

験を有している検査職員を配置して、適正な検査の執行に努めております。 
 設計委託の検査につきましても、経済性、工法の比較検討、図面・計算書の精度、各種基準

との整合性が図られた成果品が納入されているか、複数の職員により厳正にチェック業務を

行っております。 
 次に電子入札の導入についてでありますが、県が行った平成１７年度ＩＴ化実態調査により

ますと、県内の中小企業のコンピューター導入状況は９０．７％、またインターネットへの接

続は８３．９％で、年々ＩＴ環境の整備が進んでおりますが、電子入札の導入につきましては、

一定の周知期間が必要と考えております。 
 次に本市の指名競争入札と地方自治法との関連、ならびに一般競争入札導入のための対策に

ついてでありますが、指名競争入札は発注者が信頼のある施工業者を指名により選定するため、

工事の質の確保が図られること、また地域の実情を反映させることができることなどのメリッ

トがあることから、地方自治法施行令第１６７条第１項第３号や第１号に基づき、本市をはじ

め多くの自治体で指名競争入札が行われております。その反面、恣意的な運用がされるおそれ

があることや参加機会の確保が不十分であるなど、デメリットの指摘もあり、一般競争入札の

導入が徐々に進んできております。 
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 しかしながら、すべての契約に一般競争入札を導入することは現実的ではないことから、国

においても一定規模以上の大規模工事に限定し、また県でも平成５年度から５億円以上の工事

について施行をはじめ、順次、その範囲を拡大しております。 
 こうした状況をふまえ、一般競争入札の課題への対応として、計画的な事業執行に努めると

ともに、信用性などを審査する委員会を設け、同種の工事の施工実績を確認するなどの手続き

を整え、来年度からの一般競争入札の施行に向け、準備を進めているところであります。 
 次に予定価格の公表についてでありますが、価格漏洩の排除など、入札制度の透明性の確保

を図る観点から、合併時より導入しております。 
 この制度の問題点として、落札率の高止まりが指摘されることがありますが、予定価格の公

表で企業の経営努力が阻害されたり、競争性が排除されることは考えておりません。 
 次に地元業者に限定した一般競争入札の導入についてでありますが、県でも昨年度から施行

を開始したところであり、一般競争入札の施行を導入する中で、県の状況も参考に検討してま

いりたいと考えております。 
 いずれにしましても、公平・公正・透明性を基本に、地元業者を最優先に執行していく考え

であります。 
 次に、ミネラルウオーター税についてであります。 
 山梨県のミネラルウオーターに関する税検討会は、昨年６月に外部有識者１１人をもって設

置され、今年７月、知事に報告書が提出されました。その報告書では、薄く広く課税するとい

う税の理念、さらに公平・中立などの税の原則に照らし考えた場合、積極的に評価することは

難しく、慎重に対応していくことが望ましいこと。ミネラルウオーター業界が協力金のような

形で、応分の負担をすることも考えられることなどが結論となっておりました。 
 租税法、行政法などを専門とする大学教授を含む県の検討会が、１年２カ月をかけて出した

結論でありますので、税の導入を望んでいた私としては大変、残念であります。しかしながら、

市民の関心も高く、なんらかの形で負担を求めるべきだとの声が多く寄せられているのも事実

であります。 
 これからの市の財政を考えますと、首長として自主財源を少しでも恒久的に確保したいとの

思いは当然でありますが、県の検討会の報告をふまえ、税にこだわらず、協力金なども含めて

検討してまいりたいと考えております。 
 いずれにいたしましても、恵まれた自然環境の保全、環境整備のための事業の財源とするた

めであり、導入するにあたりましては事業者の理解が重要でありますので、説明会等を設け、

ご理解とご協力をお願いしてまいります。市民の皆さんにもご理解をいただくため、広報誌、

ＣＡＴＶなどにより周知を図ってまいりたいと考えております。 
 ８月に立ち上げたミネラルウオーター税等庁内研究会では、協力金等の対象者、充当する事

業、納付する金額の基準等、水源保全、環境保全等、全体を見据えた上で研究するとともに、

事業者との意見交換を行いながら、本年度末までには庁内研究会として、結論をまとめるよう

指示したところであります。 
 せっかくの機会ですから、私も付け加えてお話をさせてもらいたいと思いますけども、冒頭

の私の感想にも申し上げましたとおり、いろいろな意味で財政が厳しいことは確かであり、国

も改革をして新しい時代を迎えようという中で、ご承知のとおり、三位一体の改革を、国は言っ

ております。一言で言えば、地方にくる金が厳しくなるということだと思います。だから、国
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も三位一体の改革の中で、自主財源を考えろというふうに、国も言っているわけであります。 

 そしてまた、もう１つ大切なものは、同じような表現でありますけども、これからは自主自

立、自己責任という時代背景があることも確かであるわけであります。そんな中で、私ども北

杜市としても、ある面で言うならば、自主財源を考えていかなければ、国が三位一体で締めつ

けてくるであろう自主財源の相当分は、厳しくなることは誰が見ても数字的に見えるところで

あります。 

 また、このミネラルウオーター税ないしはミネラルウオーターに対する協力金、思いという

のは、私ども、この北杜市の市民も生活水でさえも、地域によって違いますが、大門ダム、塩

川ダム系は１トンの水を１６０円、１７０円で飲んでいるんです。白州と武川のほうは水利に

恵まれていますが、それでも１トンの水、生活水を確保するでも６０円、７０円を支払ってい

るわけであります。これに対して、業者は穴を掘って、たくさん水を持っていって、ゼロでい

いんでしょうか。このへんを市民等しく考えてもらいたいと思うわけであります。 

 また、私は森林でも１００年、２００年先、北杜市の森林は一味違うなという森林を育てた

いということで、里山整備、森林整備を言っているわけでありますけども、私どもは真剣に今、

この北杜市の環境なり、森林を守っていくと。しかし、今までのように行政の負担だけでは、

あるいはまた、山から目が離れている現実の中にあって、地主だけに負担を求めて森林整備し

なさいといっても限界があると思います。そういう意味からすれば、自然の恵み、森林の恵み

の中で、ミネラルウオーターがあるという現実から考えてみても、企業なり法人が応分の負担

をしてもいいではないかと。環境保全するために協力してもらってもいいではないかというの

が、今回のミネラルウオーター税等庁内研究会ということでありまして、原点はミネラルウオー

ター日本一の里を、１００年も２００年も末永く守っていきたいということであるわけであり

まして、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に観光振興策について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に、市観光協会各支部のＩＴの現状と把握状況についてでありますが、各支部のホーム

ページでの観光情報の提供につきましては、８支部中、明野、高根、大泉、小淵沢、白州の５支

部で提供しており、須玉支部では１１月には整備すると聞いております。 

 ホームページで情報を提供している支部では、イベントや宿泊、飲食、温泉、天気情報など、

さまざまな観光情報を、工夫を凝らし提供しており、中には英語表示で観光情報を伝えるなど、

特徴あるホームページで誘客を図っております。 

 また、北杜市のホームページでも風林火山館などの観光施設や観光情報を提供しております

が、観光客の利便性を高め、さらなる観光振興を図るため、支部ごとのホームページのあり方

を含め、北杜市観光協会のホームページをできるだけ早く構築できるよう、観光協会と協議を

しているところであります。 

 次に森林セラピーの進捗状況についてでありますが、森林浴や森林散策などには心身の緊張

をほぐして、やすらぎを与える効果があり、森林のレクリエーション利用を促進していくこと

は有意義なことであると考えております。また、豊かな森林を観光資源として活用することは、

北杜市の活性化に資するものであり、市内でもすでに民間団体による積極的な取り組みが行わ

れているところであります。 

 森林セラピーにつきましては、国土緑化推進機構等からなる森林セラピー研究会への応募、

審査を経て、セラピーロード、または森林セラピー基地の認定を受けるものであります。 
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 この森林セラピー研究会への申請にあたっては、多額の申請費用と分担方法、地域の受け入

れ態勢の確立、審査時に行う生理実験の人的確保など、多くの課題を解決していく必要があり、

現在のところ、応募段階には至っていない状況であります。 

 しかしながら、市としては森林セラピーに関する研究を継続的に進めており、７月と９月に

開催された山梨県森林セラピー研究会に担当職員を参加させ、先進地の視察などを行ったとこ

ろであります。 

 今後はこれら先進地の事例を参考に、申請にあたっての課題や地域の要望等をふまえ、応募

の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、市長と語る集いについてであります。 

 今年度の市長と語る集いは、各総合支所管内の各種団体の皆さんと市長とが直接、地区の現

状や将来、市の諸施策などについて、率直な意見交換を行うことにより、市民の生の意見・要

望等を把握し、それらを市政に反映させるとともに、市民の市政に対する理解と信頼を高める

ことを目的として行っており、その概要は広報ほくと９月号にも掲載しているところでありま

す。この集いは、市民との協働の第一歩として考えております。 

 これまで３町で実施しましたが、地区市民の方々から地域色あふれる貴重なご意見・ご提言

等を多数いただいているところであり、今後の市政推進の参考になるものと考えております。

今後、開催予定の５町でのご意見等をふまえ、その内容を十分検討・分析いたしまして、北杜

市総合計画、都市計画および行政改革アクションプラン等に反映し、行財政改革を推進してま

いりたいと考えております。 

 また、来年度以降の市長と語る集いにつきましては、本年度の実施状況等を検証し、さらに

有意義な集いとして計画してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 

 当局の答弁が終わりました。 

 ７番議員、再質問はございませんか。 

 鈴木今朝和君。 
〇７番議員（鈴木今朝和君） 

 第１に自治基本条例のことですけど、他市の状況を見てという答弁をいただきました。具体

的に、今後どのようなスケジュールというか、目安として、答えができたらお願いしたいと思

います。 

 それから、病院体制のことにつきまして、看護師不足の解消について、いまいち答えがいた

だけませんでしたけど、今少し具体的にお願いをしたいと。 

 とにかく、今、看護師が足りないことは既成の事実でありまして、非常に危機的な状況だと。

足りない原因はなんなのか、いろいろあろうかと思いますけど、過重労働はないのかとか、夜

勤の回数はどうだろうかと。県内の病院と比較して、夜勤の回数状況はどうだろうかと。それ

ら、国の基準とどう照らしたものかと、そのへんを。また、看護職は非常に女性が多くて、特

に子育てをしながら勤務している看護師さんが非常に多いわけでございまして、そういう面の

職場の環境づくりはどのようになっているのか、お伺いします。 

 それから給食センターの問題についてでございますけど、これにつきましては、かなりいろ

いろな意見が出ておりますけど、結論としては、なぜ２千食でまとめなければいけないのかと
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いう、例えば１千食では駄目なのかということを、また伺いたいと思います。 

 例えば、２時間以内で配送ができ、それから３０分以内くらいで、学校へいって食べられる

というときに、その問題も２千食より１千食のほうがずっとクリアしやすいんだと思いますけ

ど、そのへんの問題が、いまいち説得ができていないです。もちろん衛生的な面は、これは当

たり前のことです。現在の給食を古い施設でやっていても、これは衛生面ではクリアしていな

ければできないわけですから、そのことはウエットからドライに、より衛生的になることは分

かっておりますけども、現在の給食でも、あの施設でも、もちろんクリアしているわけですか

ら。 

 それから給食の既存施設について、大規模改修の必要が生じた施設から順に統合するとのこ

とですが、その改修の規模とは、どういう判断でどういうふうにしていくのかということが、

いまいち、ちょっと分からないんですがね。どの施設がどのぐらいのあれで、ではどういうと

きに改修していくのか、そのへんのことを、やはりきちっとしていかないと、うまくないと思

います。そのへんのことを質問したいと思います。 

 それから入札制度については一般競争入札を、平成２０年をめどに導入を進めていきたいと

いう答弁がありましたが、平成２０年には大体、何％ぐらいの予定で進めていくのかなという

ことを聞きたいと思います。 

 それから観光振興策について、観光協会の組織について、ちょっと、その強化とか指導につ

いて、ちょっとお伺いしますけども、現在１名を派遣しているとのことですけど、今の観光協

会は組織があって、中身がないような状態が実際、あるわけですけど、それをもっと強化して

いくには、どういう方向で指導をしていくか、そのへんをお願いしたいと思います。 

 それから小規模事業者新事業全国展開支援事業というのは、新聞にも出ていますが、商工会

を中心にしてやっておりますけど、これにもやはり、観光協会としても参加して、商工会と観

光協会で、手を結んだ中でやっていくことが一番いいではないかと思いますけど、そんな点を

お聞きします。 

 それから森林セラピーについては、認定をしてもらうにお金がかかるわけですけど、さっき、

研究会へも職員が参加したり、漸次、そっちの方向へ進んでいるということですけど、ぜひ早

急に、いろんなことから考えて、金のこともありますけど、実施に向けて進めてもらいたいと

思います。要望です。 

 以上のことについて、質問をいたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 いくつか再質問をいただいたわけでありますけども、まず自治基本条例についてであります

けども、全国的には、この流れがあるとは承知をいたしております。しかし、山梨県内にはま

だ、なくて、甲府市ほか２自治体ぐらいが、これを検討中だというふうに聞いております。あ

る面で言うならば、市民権を高めるという意味からすれば、結構な条例制度であるとは思いま

すけども、率直で言えば、議会との立場等の問題もあろうと思いますし、これから、いろいろ

な意味で時期等々は、他の自治体との流れを見ながら検討してまいりたいと考えております。 

 それから、給食センターについてでありますけども、私が言うまでもなく、この北杜市の多
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くの給食センターが今、衛生管理上、問題があることは確かでありまして、合併前に長坂町が

長坂給食センターを１，２００食で作っていただいたのが、既存の施設としてあります。あと

は、議会にもたびたび数字でも示しましたけども、高根町の給食センターといわず、３０年以

上を経過した給食諸施設が５つ、施設があり、いつパンクしてもおかしくない、トラブルがあっ

てもおかしくない状況である給食施設もいくつかあるわけであります。参考までに一番新しい

のが、私の記憶で２２、２３年経過した明野給食センターと、確か須玉にあるはずであります。

それとて２２年、２３年と経過しているわけでありまして、高根が３０年でトラブル、パンク

した実際から考えると、１０年以内には多くの施設の厳しさが予想されるということでありま

す。 

 冒頭、鈴木議員もご心配していただきましたとおり、いろいろな意味で財政再建団体になら

ないような舵取りもしなければならないことも事実でありますし、何よりも超右肩下がりの少

子化が大変であるということであります。 

 この現時点における、北杜市の小中学校の子どもの数が約４，３００人いますけども、５年

後は３，４００人に、７００、８００人減ってしますと。１０年後には２，８００人が小中学

校の児童生徒数ということであります。したがいまして、私どもは行財政改革アクションプラ

ン５年計画の中で、いろいろ今、改革をしようとしておるわけでありますけども、５年後の平

成２２年、平成２３年からを対応しようということで、この３，４００人規模の児童生徒数に

対応しようとしたときに、長坂町が１，２００人おるから、あとは２，５００人ぐらいの規模

がなければ、これが対応できないと。もちろん先生方もいらっしゃいますから。だから２，

５００人規模ということをやったわけでありますけども、ＰＴＡ、現場の声、あるいは市会議

員の皆さんのご指摘もあって、使えるものは使わなければというご指摘もありました。等々を

加味して、５年スパンを１０年スパンに延ばして、そうして１０年後の児童生徒数を考えたと

きに、長坂の１，２００食を差し引いて考えると、あと２千食の規模の（仮称）北杜給食セン

ターがあれば、なんとか受け入れられることができるだろうということで、既存で使える施設

はできるだけ長く使ってもらって、そしてパンクしたところ、対応できなくなったところから、

逐次、長坂給食センターと北杜給食センターで市内の小中学校に対応していくということが、

基本的な考え方であります。 

 そういう中で、この修繕がどのくらいの大規模修繕というか、なんとかというご質問であり

ますけども、状況を見なければ、あまり、これで、このくらいのものは大規模で、このくらい

ものは小規模で直していくなんていうことをいっても、現実的でないような気がしますので、

お許しもいただきたいと思います。 

 せっかく立ったついでですから、あと１つ、付け加えるとするならば、ぜひひとつ、長坂の

今の、私ども、よその市はともかく、北杜市内にある長坂の給食センターが行政として、大変、

調理が悪いとか、あるいはまた食育上、すごく問題があるとか、あるいはああだこうだという

議論はあまり聞いていないわけであります。むしろ、長坂のＰＴＡとか教育現場とか、長坂の

市民からは、給食センターは評価をいただいているというふうに承知をいたしておるわけであ

りまして、その長坂の１，２００食に対して、くどいようですけども、残ったものとして差し

引くと１０年計画だと、こういう規模になるということでありまして、ご理解をいただきたい

と思います。 

 そして、先ほどのお話のとおり、調理してから２時間、あるいはまた配送時間が３０分以内、
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このへんについては行政としては、最大限の努力をして、そのように配車といいましょうか、

届くようなことは考えなければならないと思いますし、私もこの議場でもお話しましたが、食

育という問題に関しては調理のとり方とか、あるいはまた食事のバランスとか、あるいはまた

地産地消の話もよく聞きますけども、ぜひひとつ、市民の皆さんにもご理解をいただきたい、

教育現場にもご理解をいただきたいと思うのは、長坂の給食センターだったならば、昔は長坂

町さんが地産地消であったかもしれませんが、今は合併した北杜市ですから、北杜市内のもの、

あるいはまた、ちょっと大きく梨北農協管内のものは地産地消だという認識で、これからも行

政としては考えていきたいと思いますので、併せてご理解をいただきたいと思います。 

 いずれにしましても、子どもたちの教育、基礎体力が落ちているとかなんとかという話があ

りますけども、私は校長先生たちにもお願いしたわけでありますけども、ぜひひとつ、朝ご飯

をとるようにしてほしいと。朝ご飯をとることも、学校給食だけではなくて、食育教育の大き

なウエイトであるはずであります。これはちょっと、今日の議論から脱線しますので戻します

が、ぜひひとつ、給食センターについては、そういう思いで頑張りたいと思いますし、このよ

うな少子化のときに、５年、１０年なんか、すぐなんです。目をつぶってみて、北杜市に子ど

もたちが、１０年後に小中学で２，８００人、この少子化対策もしなければならないんですけ

ども、仮に２，８００人のときに給食センターが３つ、４つある、この市民の批判のほうが、

私は多いはずだと思います。そういう意味からすれば、ぜひ、長坂プラス（仮称）北杜給食セ

ンター、２つの形で、あとの問題は２時間、３０分、地産地消、食のとり方等々については、

行政としては、あと全力で応えていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 あとの件については、担当でそれぞれお答えします。 

〇議長（小澤寛君） 

 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 

 看護職員の確保についてでございますけども、現在、看護師は２つの病院で１４１名。正規

職員が９５名、臨時職員が３４名、パート登録が１２名います。いろんな機会を通じて、募集

をしておりますけれども、新卒看護師や若年看護師は大学病院とか総合病院とかの志向があっ

て、なかなか難しいと。そして、例えば長く勤めていただいても、就学児を抱えた看護師は夜

勤とか等がありまして、フルタイムでは働けないと、こういうことがあって、職場を去る方が

多いと、こういうこともあります。 

 実際には託児施設等も考えなければならないのかなと思いますし、夜勤体制の工夫もしてい

かなければならないと、こういうことでございますけども、今後は退職者の再雇用とか、ある

いはパートの職員、今までも積極的に募集はしておりますけれども、さらにパート職員等も、

フルタイムで働けない看護師さん等を募集する方向で、看護職を補っていきたいと、こういう

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 

 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 入札制度の一般競争入札の関係につきまして、お答えを申し上げたいと思います。 
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 北杜市では、昨年の工事の入札件数を見ますと、工事のみで２８６件、それから物品委託等

を含めますと、３９５件という膨大な件数にのぼる入札が行われております。 

 そういう状況の中で、一般競争入札はいつから導入するかというご質問ですが、来年度、平

成１９年度から施行したいということで考えております。 

 その内容でありますけども、県下の情勢等も見た中で、予定価格で考えられるということで

あります。いくら以上のものを入札するかということにつきましては、予定価格で判断するの

が適当かなと思っております。 

 県内の状況ですと、５千万円から、高いもので３億円以上というような状況の中で、それぞ

れ実例がございます。平成１７年度の北杜市の入札関係を見ますと、５千万円以上の入札件数

が２３件でありました。また、１億円から１億５千万円以下が１１件、１億５千万円以上が２件

というような状況下でもあります。 

 そんな状況を十分精査しながら、北杜市としては、これから１９年に向かって一般競争入札

を進めていきたいと、このように思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 なお、県下の甲府市を除く他市の実績等につきましては、年間１、２件から５件の間で一般

競争入札が行われているという状況もございます。 

 以上で、説明に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 

 真壁産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 

 観光協会の組織の強化の、ご指摘はどういうふうな対応をしていくかということについてで

すけども、いずれにしろ、各支部との連携は市としても大事ですし、組織の充実が観光振興に

非常に進んでいくものと考えております。今の、現在の状況では各総合支所の振興担当がして

いるような状況ですけども、今後とも各支部との連携のために、各支部の理事さんともござい

ますし、観光協会の理事さんもございますし、各支部と連携をとりながら、組織の充実を図っ

ていくために、市としても、それに対して、どのような支援ができるかということで、支援策

については考えていきたいと思います。 

 それからＪＴＢが行います社会実験等について、観光協会、商工会等の管轄でございますけ

ども、当然、現在、行っている実験には観光協会、商工会、市も一緒になって、それに取り組

んでおりますので、今後とも、その観光振興のために、さらなる連携を深めて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 ７番議員、まだ質問はございますか。 

 ７番議員、鈴木今朝和君。 
〇７番議員（鈴木今朝和君） 

 給食の問題について、もう一度、お尋ねをしたいと思います。 

 市長の言っていることはよく分かりますけど、例えば調理後２時間以内、学校に配送までが

３０分以内ということ、そのことがクリアできるかどうかということが非常に疑問ですけど、

今言ったようにクリアするというような話ですけど、そのことを含めて、２千食の施設か、例
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えば１千食の施設を、例えば、具体的にあと１カ所造るかというようなことを考えたときに、

より、そういうクリアが、今の時間のクリアはでき得ると思いますけど、あえて２千食という

のは効率とか経済とか、先ほど市長が言ったように、こういう時期に、施設を３つも造るのは

どうだという、ちょっと、それなりの発言がありましたけど、私は自校給食とまでいかなくて

も、それに近い、例えば１千食くらいの施設を造ったらどうかということを前から考えており

ましたけど、そんなことがあります。 

 それから、例えば、大きくまとめて給食した場合に心配になることは配送に出るときに、調

理時間が非常に、順に出ていきますので、調理時間が短くなると。簡単な加工商品みたいなも

のが多くなって、手作りのものが少なくなる。地域性に富んだ献立もなかなか難しくなると。

例えば、万一、中毒が発生した場合には被害が大きくなることも心配されますし、それから現

場としての、例えば給食指導の問題で、栄養士がたくさんの学校を抱えている場合に、直接、

現場へ行って指導をするのが、非常に回数が少なくなると、ほとんどできなくなるということ

も、これも１つの心配があります。 

 それから、アレルギーへの対応は、今、大体、給食、牛乳については長坂もやっております

けど、あと細かいアレルギーについては、各学校でそれぞれ相談してやっていると。非常に、

実際はかなり厳しいようです。いろいろなアレルギーの子どもが増えてきている。なかなか大

変なようです。 

 それから先ほど、地産地消の問題が出ましたけど、地産地消で、こういう話を、大きいセン

ターのやっているところで聞きますと、地元の業者へ今まで頼んでいたけど、頼めなくなった

と。というのは、たくさんのものをいっぺんに必要だから、それを地元の業者が引き受けるこ

とができないと。何週間前に引き受けても、それは結局、中央の、もとのところへ注文にいく

から価格も高くなるし、結局、大規模な大手の業者へいっぺんに頼んで持ってきてもらうほう

が、非常にいいと。そういうふうになってしまうというような話を聞きました。 

 そのへんのこともひとつ、食材の一括購入というようなこと、あるいは地産地消の問題です

けど、現に長坂あたりにも聞いてやっていますけども、お米については全然、問題ないと。一

括。ただ、ほかの野菜については、調理器が新しくて、カッティングをする機械が、ある規格

というんですかね、でこぼこのものをやたら、大きいジャガイモも小さいジャガイモも一緒と

いうわけにはいかないと。大体、規模のそろったものを持っていかなければならないと。ほか

の野菜もすべて、そうです。だから結局、小さい農家の人たちが集めて持ってきたとしても、

なかなか難しいと。返されたり、作るのが非常に難しいと、それだけの、今、この北杜の中に

は組織的に、そういう野菜を作って出すような、そういうものがないというようなことも、非

常に心配になります。そのへんのことをどうお考えか、ちょっとお伺いします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 大変、関心も高いし、重要であるからということだと思いますけども、給食施設のあり方に

ついてだということだと思います。 

 同じような答弁になろうかと思いますけども、地産地消につきましても、今、鈴木議員、ご

指摘のようなこともあろうかと思いますけども、仮に長坂給食センターのほうも、（仮称）北杜
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給食センターのほうも地産地消についての位置づけは、先ほど、私もお話したような思いで、

指導してまいりたいと思っております。 

 それから、食中毒のお話がありましたけども、確かに中毒は、いまさら言うまでもなく、避

けなければならないわけでありますけども、そういった食中毒を衛生管理上、しっかりするた

めにドライ方式にすると、こういうことであります。厚生省の指導も、北杜市の既存の給食施

設は、そういう意味からすれば、衛生管理上、問題があると。分かりやすく言えば、早くドラ

イ方式にしなさいと、こういうことでありますので、食中毒を防ぐ、いろんな衛生管理上、ちゃ

んとしたものを子どもさんにあげたいと。それが、ある面で言うならば、ドライ方式というふ

うになるわけでありますので、ぜひひとつ、給食センターのあり方については、そういうこと

で、ご理解をしていただければありがたく思います。 

 それから、もう１つ。アレルギーの問題がありまして、確かに今日的、子どもがいろんな意

味でアレルギー問題を各学校で、それぞれ抱えていることは確かだと思いますし、とりわけ食

に対する、そういったアレルギーもあることも、私も子どもを育てた経験として、あるわけで

ありますけども、そのへんについても、栄養士等々にしっかりと指導してまいりたいと思いま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 先ほどの答弁と同じようになるのかもしれませんけども、この給食施設のあり方においても、

後世にいろいろな意味で負担を残したくないという思いで、総合的に判断して、このような決

断をしておるわけでありまして、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 ７番議員、まだ質問はございますか。 

 （ な し ） 

 これで、鈴木今朝和君の会派代表質問を終結いたします。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 再開は１０時４５分といたします。 

休憩 午前１０時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時４５分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 

 鈴木孝男議員が、ただいま出席いたしましたので報告をいたします。 

 次に北清クラブの会派代表質問を許します。 

 北清クラブ代表、２８番議員、坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 

 北清クラブでの代表質問を、４項目について行います。 

 まず質問に入る前に、市が先に応募しました大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証

研究の事業にかかる委託先としまして、北杜市が採用されましたことには、まずお喜びを申し

上げます。また、応募に関係しました皆さま、ご苦労さまでございました。 

 わが北杜市の、人と自然が躍動する環境創造都市にふさわしい快挙であると思うところであ
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ります。これには計画立案、企業の協力等が素晴らしいことであったと考えるところでありま

す。まずは、おめでとうございました。 

 さて、質問に入ります。 

 まず、４項目について質問をいたします。 

 １つ目、財政の健全化であります。 

 北杜市は１６年１１月に７町村が合併し、１８年３月には小淵沢町と合併しました。８町村

は財政基盤がもともと脆弱であったことに加え、バブル崩壊から始まり、景気低迷による地方

税や地方交付税の減少など、非常に厳しい財政状況の中で起債を活用したり、基金の取り崩し

を行いながら、生活基盤の整備や地域活性化対策と住民の要望に応えてきたと思うところであ

ります。こうした結果、１６年度末現在の北杜市の普通会計における地方債残高は４１０億円

を超え、特別会計の上下水道、公営企業、病院等を加えた合計は９００億円にもなっておりま

す。 

 総務省は財政危機に陥った自治体を財政再建団体に指定する新たな指標として、地方債や一

時借入金、公社、特別会計、一部事務組合等の繰り出しの債務残高を加える方向で検討に入り、

指標を増やすことで財政難の自治体を早めに把握することだと報道されました。 

 自治体の起債が許可制から協議制に移行されたことに伴い、新設されました実質公債費比率

は起債制限比率に変わり、市町村の公債費負担の度合いを図る指標とされた制度であります。

これが１８％以上の財政悪化団体は、依然として地方債の発行にあたり許可が必要であり、

２５％を超えると、単独事業などの起債は制限されます。先に本市の１５年から１７年度の３カ

年の平均値の実質公債費比率が１８％と公表されました。許可の前提として、公債費負担適正

化計画の策定を求められます。また、最悪の場合、北海道の夕張市のように、財政再建団体と

なり得る可能性もあるわけであります。このようにならないためにも、財政運営が大切と考え

ます。そこで市長に考えを伺います。 

 １つ、１７年度の普通会計ならびに特別会計等の地方債の残高は。 

 ２つ目、公表された実質公債費比率は１８％といわれていますが、１８年度末の予想はいか

がでしょうか。 

 ３つ目、これらの中で繰上償還と低利借り換えはできますか。 

 ４つ目、一般財源の拡充は。税収、滞納、企業誘致等であります。 

 ５つ目、特別会計への繰り出し抑制は。料金改定。 

 ６つ目、歳出の抑制。広域事務組合等であります。 

 大きい２つ目に、北杜市の農業について伺います。 

 わが北杜市は清らかで豊富な水資源、高原性な気候、長い日照時間から得られる農作物、県

下最大の農地面積を有しております。また、県内有数の稲作地帯であるとともに、高原野菜や

花卉類、大豆や酪農、そば等が圃場整備された優良な大地の恵みを生かした、多様な農産物を

生産されています。しかし、市はすでに４人に１人が６５歳以上の高齢者であり、少子化も進

んでいます。 

 市の５年、１０年後の野菜、果樹の大・中規模の生産者は減ることが危惧されております。

トマト、レタス、白菜等の生産は技術、経験等が必要であり、一朝一夕ではできません。やは

り、県下最大の稲作地帯を生かした武川米、北杜米のブランドを生かしていくことが最上と考

えます。 
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 しかし、平成１９年度から国内農業の体質強化については、意欲と能力のある担い手に絞っ

た農業者を支援するものであるといわれています。米の低価格化、水田の委託、放棄地も増え

ると考えられております。この厳しい農業経営にどう対処していくのか。認定農業者、行政、

ＪＡの指導者等を中心に農業法人、集落営農、認定農業者をどのように援助して、育てていく

か。国、県、市の役割は重要と考えております。市長の考えを伺います。 

 １つ、農業者の高齢化による地域における後継者対策は。 

 ２つ目、認定農業者の育成と法人化、集落営農への対策は。 

 大きい３つ目であります。地域交通ネットワークの整備はについて、お伺いします。 

 市長は６月議会で、国土交通省より日本風景街道の１つとして、八ヶ岳南麓風景街道が国交

省の支援ルートに決定されたと表明されました。八ヶ岳南麓風景街道の基本コンセプトである

自然と美しく共生する、ふれあいの道、感動の道、やさしい道の実現に取り組むと市長は述べ

ました。 

 北杜市は６０２平方キロメートルの面積を有し、県総面積の１３．５％を占める県下最大の

市であります。市の８つの杜を結ぶ幹線道路の整備は、市民の足としての通勤・通学、また災

害時の緊急避難道、また県外より観光客として訪れる人たちの安全・安心な道路として、非常

に重要であることは言うまでもありません。そこで、新市建設計画に掲げ、計画推進を行うこ

ととなっている道路整備計画について、市長に伺います。 

 １つ、内部環状線であります主要地方道、長坂高根線。 

 ２つ目、内部連携線であります主要地方道、北杜八ヶ岳公園線。 

 ３つ目、内部連携線であります、ふれあい支援農道、小池長坂線の整備の進捗計画。 

 ４つ目、内部環状線の県道、日野春停車場線。 

 ５、中部環状線であります、小淵沢武川広域農道の進捗は。 

 ６つ目、市全体の市営バスの運行計画、料金統一、交通弱者に対する考えを伺います。 

 大きい４つ目であります。災害に強い地域づくりは。特に河川災害について、伺います。 

 災害は、忘れたころにやってくるといわれています。この近年、地球温暖化等の影響で兵庫

県の丸山川、宮崎県の五ヶ瀬川、長野県の天竜川の堤防が決壊し、甚大な被害を被っています。

特に山梨県は険しい山々に囲まれており、糸魚川静岡構造線で脆弱な地質のため、災害が起き

やすいといわれています。 

 水害には土砂災害と河川災害とがありますが、土砂災害は狭い範囲で発生し、局地的な豪雨

は雨量の算出や土砂災害の危険予想も難しいといわれております。また、河川災害については、

山梨県は扇状地が多く、急流を堤防で守らなければならないわけですが、しかし、川は蛇行し

ているため、堤防が満杯でなくても蛇行する流れの勢いで、堤防が決壊するおそれがあります。

私は昭和３４年の伊勢湾台風で、武川の牧原が一面川原になったことを思い出します。あの悲

惨さは４７年前のことですが、はっきり覚えております。 

 釜無川、塩川、大門川、川俣川における土砂災害が発生した場合のおそれがあると思います。

市はどのような対策を考えているか、お伺いします。 

 １つ、ハザードマップの作成はであります。 

 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
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 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 坂本治年議員の、北清クラブの代表質問にお答えいたします。 

 国事業太陽光発電研究施設に高い評価をいただき、大変ありがとうございます。環境創造都

市が少しでも見えてくればと、事業目的を超えて、私も期待しているところであります。 

 財政の健全化について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に平成１７年度の地方債残高についてでありますが、普通会計が４６７億円、それ以外

の特別会計が５４２億円で、合わせて１，００９億円となっております。 

 次に実質公債費比率の１８年度末の予測についてでありますが、本年度の税収など、現時点

では不確実なものがあり、算定困難でありますが、本年度の公債費の額から考えますと、本年

度より、やや上昇すると推計されます。 

 次に既発行の地方債の繰上償還や低利な起債への借り換えについてでありますが、政府系資

金の低利への借り換えは、ごく一部しか認められず、繰上償還には利息に相当するような多額

の保証金の支払いが必要になります。 

 また、縁故資金の繰上償還は可能ですが、減債基金の残高は８億８，６００万円と、年々減

少し、それ以外の財政的な余裕もないため、大変、厳しい状況にあります。こうした状況では

ありますが、公債費負担適正化のための手段の１つとして、検討を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に一般財源の拡充についてでありますが、平成１７年度の市税につきましては、現年度課

税分収入済み額５７億５千万円、徴収率で９６．８％。滞納繰越分徴収済み額１億６，３００万

円、徴収率にして２５．２％。合計５９億１，３００万円となっております。その結果、前年

度に比べ、２億３，７００万円の増となり、徴収率におきましても０．９ポイント上昇し、８９．

８％となりました。これは昨年度、不動産物件の差し押さえ執行等を行ったことが要因である

と考えております。 

 また、今年度につきましては、７月から９月までの３カ月間、県職員３名の派遣を受け、市

職員と共同で徴収事務にあたったところであります。特に債権の差し押さえ執行を重点とし、

預貯金等金融機関の調査や給与調査を行い、これまでに預金差し押さえを執行し、現在も債権

差し押さえを視野に調査を行っているところであります。今後も引き続き、徴収強化に努め、

昨年度を上回る徴収率を目指してまいりたいと考えております。 

 また、企業誘致についてでありますが、一般財源の確保・拡充には、なんといっても法人市

民税等の確保が考えられますが、まず地元企業が元気であること、そして新たな企業を誘致す

ることが最善の方策であると考えております。 

 北杜市となってからは、株式会社オキサイド、株式会社大浩電子、株式会社明和電機、日東

樹脂工業株式会社、株式会社リガクの５社に対して、誘致企業としての指定書を交付いたしま

した。さらに３、４社見えておりますが、プリーズカムしているところであります。 

 今後も新たな企業に対する誘致活動を積極的に展開し、一般財源の確保・拡充に努めていき

たいと考えております。 

 次に特別会計への繰り出し抑制についてでありますが、平成１８年度当初予算の北杜市一般

会計から各種特別会計への繰出金は総額５２億８，４５８万２千円で、一般会計歳出総額の１８．

５％を占めており、各事業会計の事業推進のため、法定により定められた負担額と整備事業執
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行時に借り入れた起債を公債費等償還のための財源として、繰り出しているところであります。 

 国保、老人保健、介護保険等医療福祉事業のための繰出金は、国庫、県、市などの負担割合

が決められており、住民の福祉向上のため、国の施策に従って、繰り入れているものでありま

す。 

 病院、上下水道等の企業会計への繰り出しについては、これまで、８カ町村が病院事業や安

心・安全な水道水の確保、公共水域の保全を目指し、積極的に事業推進を図るため、財源確保

として起債を起こしております。この公債費を北杜市が引き続いて、償還するものであります。 

 今後、早期に一般会計への財政負担軽減や公営企業の健全な経営を目指すため、将来にわた

る全体計画の見直しを行い、独立採算性と受益者負担の原則に立ち、経営努力に努めるととも

に、行政改革大綱の推進管理を図り、中長期的な行財政計画を立て、繰出金の抑制に努めてま

いりたいと考えております。 

 また、上下水道事業に関わる分担金、使用料の改定につきましては、旧８町村の実情もあり、

どのように統一を図っていくかが課題でありますが、現在、全体計画の見直しをコンサルタン

トに調査委託をしておりますので、これらの成果をもとに、各審議会に諮り、方向性を見い出

してまいりたいと考えております。 

 次に歳出の抑制についてであります。 

 峡北広域行政事務組合への負担金につきましては、合併前の町村の均等割等の負担割合を継

承しているため、北杜市の負担割合は高く、韮崎市および甲斐市と比べ、著しく均衡を欠いて

おります。特に、平成１８年度のゴミ処理特別会計運営費の均等割においては、韮崎市が

３４４万円、甲斐市が６８８万円の負担に対し、北杜市では２，７５３万円を負担する予定で

あります。 

 この不均衡を是正するべく、本年１月に峡北広域行政事務組合事務所において、事務担当者

の協議があり、その結果として、平成１８年度中に協議を行い、合併後、３年を経過する平成

１９年度から見直すことを確認しております。 

 また、峡北広域行政事務組合の自治会への協議事項として提案することにつきましても、要

望したところであります。 

 次に北杜市の農業について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に農業者の高齢化による後継者対策についてでありますが、現在、市の農業を取り巻く

環境は農業従事者の減少や高齢化に伴う担い手不足、農地の遊休化等、多くの課題を抱えてお

ります。しかしながら、農業は市の産業の柱であり、この柱を守る農業振興策は農業の担い手

確保にかかっているといっても過言ではありません。 

 また、国の農業支援施策も昨年度から集落営農の推進と担い手育成、営農組織の法人化に力

点が置かれており、担い手の育成確保には、個人農業者に頼ることには限界があるため、地域

農業者が中心となった組織経営体の構築が必要であると考えております。 

 現在、市内で構築された組織は２法人、構築準備がされている組織が５団体あり、県・市・

ＪＡと協業のもと組織育成支援を行っており、今後も全市が網羅できるよう組織の構築を支援

してまいります。 

 次に認定農業者の育成と法人化、集落営農への対策についてでありますが、本市の認定農業

者は８月末現在で、個人１１６人と１３の法人が認定されております。これまでの支援措置と

しましては制度責任借入の優遇措置、また、これに対する利子補給制度などでありましたが、
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平成１７年度からスタートした、新たな中山間地域等直接支払い制度での交付金、上乗せ要件

のための認定農業者確保等、国の各種交付金事業において、認定農業者の確保・育成が最重要

視されております。 

 市では昨年度、設立した担い手育成総合支援協議会を核として、農業の担い手である認定農

業者の確保、育成に努めているところであります。 

 また、法人化や集落営農への対応につきましては、当協議会を中心に、市内の担い手農業組

織に法人化のメリットを説明し、経営規模の大きい個人の認定農業者には、経営状況の調査を

行っており、組織および個人とも法人化への移行を推進しております。 

 集落営農につきましては、現在、中山間地域等直接支払い制度での活動の中で、集落営農を

目指した取り組みを模索している地区もありますが、国の品目横断的経営安定対策等の恩恵を

受けるためには、一定の条件を満たした集落営農組織を構築することが必要であります。 

 規約や農地の利用集積目標、農業生産法人化への計画策定などのほかに、経理の一元化とい

う極めて高いハードルもあります。これまで、農業者個人で販売を行っていた農業経営を、集

落営農組織の名義で販売し、組織の収入とすることとなりますので、地域の理解を得るために

は、制度の十分な説明と、この制度に耐えることのできる組織づくりが不可欠と考えておりま

す。したがいまして、担い手組織の立ち上げや育成を支援する中で、この組織が中心となって

集落営農組織へと進展を図っていく方法を推進してまいりたいと考えております。 

 次に地域交通ネットワークの整理について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に道路整備計画についてでありますが、市民の利便性の高い基幹道路網の整備や地域内

コミュニティーを確保するための、生活道路網の整備等を順次行っているところであります。 

 主要地方道、長坂高根線につきましては、五丁田の交差点を中心とした改良工事であり、平

成１５年度から用地買収を行い、すでに用地の７５％の買収が完了しております。平成２１年

度工事完了を目標に、用地買収が済んだところから、順次、工事を進めているところでありま

す。交差点を南北に走る八ヶ岳公園線も、併せて工事に入っているところであります。 

 主要地方道、北杜八ヶ岳公園線につきましては、下黒沢地内から若神子地内への改良工事で

あります。この路線につきましては、昨年度から用地買収に入っており、本年度は下黒沢地内

において改良工事を行う予定で、若神子地内におきましても、現在、用地買収を進めていると

ころであります。 

 ふれあい支援農道ですが、高根町区間は現在、国道１４１号から高根クラインガルテン先ま

で供用開始となっており、本年度は小池地内から上黒沢地内の間の舗装工事を行う予定であり

ます。そうしますと、国道１４１号線から、八ヶ岳公園線が供用開始になるということであり

ます。 

 また、長坂町区間では夏秋地内から長坂中学校までの供用開始になっており、本年度は長坂

中学校から主要地方道、茅野小淵沢韮崎線までと、夏秋地内から塚川地内までの用地買収を行

う予定で、平成２１年度の完成を予定しております。 

 県道、日野春停車場線でありますが、昨年度、下和田地内から用地測量と地元説明会を行い

ました。本年度は用地買収を行い、用地買収ができ次第、工事を行う予定であります。 

 残りの区間につきましては、順次、橋梁調査、詳細設計、用地測量を進めていく予定であり

ます。 

 広域農道、甲斐駒ヶ岳線についてですが、白州町区間は現在、鳥原地内の国道２０号からシャ
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トレーゼ入り口までが供用開始となっており、本年度は竹宇地内と前沢地内の用地買収を行う

予定であります。 

 また、武川町区間では、真原地内から白州町大坊地内までの間で供用開始となっており、本

年度は山高地内と黒沢地内の用地買収を行い、順次、用地買収ができ次第、工事も行っていき、

平成２２年度の完成の予定であります。 

 以上の県関係の事業につきましては、早期完成をするよう、県に強く要望してまいりたいと

思います。 

 次に市営バスについてであります。 

 北杜市内には市営バスと民営バスが運行されており、自家用車を運転できない高齢者など、

交通弱者には欠くことのできない公共交通機関であります。現在、運行している市営バスは合

併前の運行形態となっているため、運行時刻や路線の重複、料金差などが生じており、利便性・

合理性を欠いております。 

 このため、市では昨年度から山梨大学・大学院教授を委員長とし、市内で公共交通に関わる

団体の代表者や、公共施設の送迎バス運行を担当する市役所職員で構成する北杜市地域公共交

通再編計画検討委員会において、市の全域を捉え、バランスの取れた路線を整備して、利用し

やすい市営バスの運行を目指して、検討を行ってまいりました。 

 今年度は昨年度より、とりまとめた基本方針をふまえ、具体的な路線、運行時刻や本数、利

用料金などの運行形態について検討を行い、段階的にその整備、改善が図られるよう、北杜市

地域公共交通再編計画の策定に取り組んでいるところであります。 

 最後に、災害に強い地域づくりについてであります。 

 災害想定地図、いわゆるハザードマップにつきましては、市の地域防災計画はもとより、国

土交通省および県が指定する浸水想定区域、土砂災害警戒区域等を盛り込み、作成する必要が

あります。 

 浸水想定区域の指定状況につきましては、県が本年度をめどに県下全域の調査を進めること

になっており、北杜市管内における塩川、釜無川水系については、すでに調査が完了したとの

ことでありますが、指定は平成２０年度となる見込みであります。 

 土砂災害警戒区域については、現在、県が調査を進めている段階であり、平成２０年度まで

に調査を完了し、区域を指定することとなっております。 

 これら県の調査が終了次第、地域住民との協議を経た上で、ハザードマップはもとより、広

域避難施設や災害初動等を包括した市民のための災害マニュアルを作成し、各戸配布ができる

よう準備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 

 当局の答弁が終わりました。 

 ２８番議員、再質問はございませんか。 

 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 

 先ほど、市長が答弁されました債権の問題でありますが、１６年度末には合計が９００億円、

１７年度末におきましては１，００９億円と、膨大な数字が挙がっておるわけでありまして、

簡単に申しまして、５万人の人口の中で１，００９億円となると、１人当たりで換算しますと、
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２００万円になるわけでありまして、例えば、この１，００９億円は生まれた子どもから９０歳

の老人まであるわけでありまして、この財政の厳しいことを市民の方々がどう思っておるか、

もっと自覚して、どのように、この債権を減らしていくかということが重要であります。 

 今、市長が申しましたように、自主財源を確保しなければならない、例えば今言ったように、

ミネラルウオーターといいますと、例えば私たちも水道水は買っております。例えば、これは、

企業であれば、自分の敷地の中で、水を掘って持っていけば、それは税金もかからないという

ようなことは、やはり、これは不公平になると、私は考えております。そのへんのところを、

もっと慎重に考えることも重要かと思います。 

 それと１８年度の、例えば実質公債費比率が１８％以上を超すといわれております。これは

財政悪化団体になるわけでありまして、公債費負担適正化計画の提出を求められるわけであり

ます。こうした場合に、この公債費比率をいかに減らしていくかということも重要でありまし

て、これは歳入を増やして、歳出を抑えることを考えなければなりません。この歳入を増やす

ために、例えば今、北杜市の中で５社が誘致企業として採用されたと報告されました。 

 私は、山口県の宇部市では、企業誘致に情報提供者報奨金を支払う制度を設けておるそうで

あります。個人、企業がそういう情報があったならば、やはり、そういうことを採用して、企

業誘致に努力していると。やはり、北杜市でもそういうことを採用していっていただけたらと

思います。それが１つです。 

 次に滞納に対する市税、国保税、上下水道、公共料金の問題でありますが、一般会計から繰

り出しが今、５２億円と言われております。これはやはり、県からも３人来て徴収に協力して、

指導しておるということでありますが、この徴収専門部の委員を設け、徴収の事務の共同化を

図って、それをやはり外部に委託して、専門に徴収を、徴収率を上げていったらと思います。

去年度は０．８ポイント上昇したといわれていますが、なおかつ、それを上げることが重要だ

と思います。 

 例えば、島根県とか香川県は、悪質な滞納者に対しては、生活必需品である自動車の差し押

さえをするということを、もう実際、行っておるそうであります。北杜市でも、経費はかかる

とは思いますが、やはりそのような、自動車みたいな必需品も差し押さえをする、悪質な者に

は、そういう検討も必要ではないかと思いますが、そのへんはいかがですか。 

 また、上水道への繰出金を抑制するわけでありますが、合併項目の中で、早期に統一を図る

ということが謳われております。北杜市の中では、非常に水道はまちまちであります。そのへ

んを市長はどのように考えておるか。いつごろまでに計画で、料金を統一して、加入負担を統

一していくかということをお尋ねします。 

 次に北杜市の農業という問題ですが、担い手農業育成条例の第３条の２項に農地集積助成金

という問題があります。農業経営基盤強化促進法に基づき、市が作成する農業地利用集積計画

による賃借権を設定したものに対しまして、助成額が標準小作料の２分の１とあります。北杜

市が、この制度になって、この第３条の２項をどの程度の人が利用したか、そのへんを伺いま

す。 

 次に認定農業者は、例えば４ヘクタール、集落営農組織としては２０ヘクタールを確保しな

ければならないと謳ってあります。その助成制度が、担い手育成条例の中で、第３条の２項に、

１項と３項には１００万円を限度額として設けられておるわけですが、第３条の中に助成金が、

限度額が設けてありません。例えば４ヘクタール、２０ヘクタールという膨大な中に対して、
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標準小作料の２分の１以内に助成するという項目であると思いますが、その限度額が無制限で

あるか、やはり、どのへんまでの限度額を行っているか、そのへんもお伺いします。 

 次に地域交通ネットワーク整備の問題でありますが、運行計画、料金統一、交通弱者の問題

であります。 

 市の中には市営バス、スクールバス、園児送迎バス、福祉バス等が市内の中で運行されてお

りますが、まず料金でありますが、有料、無料、個人で送迎しておるわけでありまして、交通

弱者にとっては、大変ありがたい制度が一部にはあるわけでありますが、市民の受益者負担と

いうことを考えると、非常に大きな不平等が生じております。この料金改正は、例えば今、市

長が申されましたように、地域再編計画で検討しておると言われておりますが、われわれとす

れば、例えば保育園には父兄が送り迎えをしているんです。ある地域によっては、無料でバス

で送り迎えをしていると。このへんのところがやはり、もうちょっと早めに検討して、受益者

負担平等にやるべきだと思いますが、そのへんのことを市長にお伺いいたします。 

 次に小淵沢武川の広域農道の進捗ですが、２０号線のバイパス的な意味を持っていると思い

ます。例えば、２０号線で事故が起きたときには、やはり、どこかバイパス的というところが

なければ、交通渋滞が非常に起きると思っております。そのへんのところを、もう少し早めに

整備していただければと思います。 

 次に災害に強い地域づくりということでありますが、先般、新聞報道によりますと、富士川

の河川堤防の安全調査が行われたと報道されました。１１０キロメートルが調査済みで、その

うち３３％にあたる３８キロメートルの残が、堤防の強化不足が指摘されたと報道されており

ます。この３８キロメートルの中に、北杜市の堤防が含まれているかどうか。また、含まれて

いたならば、今後、市長もハザードマップを、２０年度までに作成すると表明されております

が、そのハザードマップに、それも含まれたハザードマップを作ることが必要ではないかと思

います。ということは、災害は最小限に防げなければならないわけでありまして、その市民も

協働で、マップを作ったならば、災害に対する意識高揚につながると考えております。そのへ

んのところも、市長に伺いまして、私の再質問といたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 どういう順序で答えていいか分からないくらい、たくさん質問をいただきまして、ありがと

うございます。 

 今、坂本議員もご指摘のとおり、何はともあれ、財政再建団体にならないよう、これからも

全力で舵取りをしていきたいと思いますので、議員はじめ市民の皆さんのご理解をいただきた

いと思います。 

 そういう意味で、歳入を増やして歳出を抑えると、これはもう、当たり前と言っては議員に

失礼ですけども、当たり前の議論だと思います。そういう意味からすれば、私どもも支出の抑

制のために行財政改革アクションプランをつくって、お互いに血を出す、我慢する、そんな思

いで、支出を抑えていきたいと思いますし、収入を増やすという意味からすれば、先ほど、い

くつかお話しましたが、企業誘致が一番見える、これは市民の雇用も図れると、そういうこと

でありますので、企業誘致についても、行政を挙げて全力であたっているところであり、もう
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１つは、先ほど言ったような自主財源もという思いであるわけであります。 

 これも言うまでもなく、起債の制度上、１０年、２０年、上下水道に至っては３０年という

スパンで借りているわけでありますので、今日ここで、ちょっとやったから数字がよくなるわ

けではないわけでありまして、先ほど来、お話している実質公債費比率でいうならば１８．０％

が、これから当面の間、伸びていくことも、大変、心配されているところでありますが、何は

ともあれ、財政のあり方については、ぜひひとつ、市民等しくご理解をしていただきたいと思

います。 

 それから企業誘致で、報奨を考えたらどうかという、山口県の例も話されましたが、極めて

余談でありますけども、私も県会議員のころ、こんなことを執行部に指摘したことがあるわけ

でありますけども、これはこれなりに問題はあるわけでありますけども、積極的な企業誘致と

いう意味からすれば、十分、検討の余地があると思いますので、考えてみたいとも思っており

ます。 

 それから、先ほども答弁しましたが、徴収率を上げるということでありますけども、県の職

員と一緒になって、今年は７月、８月、９月とやったんですけども、県の職員も一生懸命やっ

てくれました。私どもの職員も一生懸命やりました。徴収率が上がったことは確かであるわけ

であります。当面は県と一緒になって、現在の制度の中でやりたいとは思っていますけども、

今日的に外部に委託するのも１つの方法かもしれません。あるいはまた、専門的な徴収員を考

えることも、徴収率を上げるための１つの方法かもしれません。そんなものも視野に入れなが

ら、徴収率アップに努めてまいりたいと思います。 

 それから地域交通の中で、基本的にはありがたいけども、いろいろな意味で負担、受益者等々

の問題については、ちょっとアンバランスがあるぞということは、私も心配しているところで

あります。いろいろな意味で、公平にしなければならないということもあろうかと思いまして、

今、担当課では、これを全力で、ルートとか、あるいはまた、スクールバスだけではなくて、

市民バスで運行すればいいではないかとか、時刻表が重ならないようにとか、当たり前のこと

ですが、今、全力でこれをやっているわけであります。専門的な言葉で言えば、最近はデマン

ト交通、分からない人もいらっしゃるかもしれませんが、デマント交通も面白いではないかと

いうふうな話もあるわけでありまして、基本的には市民の足を確保するために、全力で見直し

をしていきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、甲斐駒広域農道のお話は、確かに２０号線のバイパス的な機能を含めて、これを

位置づけたことは確かでありまして、地域住民が大変、期待していることも確かだと思います。 

 そうはいっても、年々４億円か５億円ぐらい、これを投資しておるわけでありますので、ま

だ時間はかかるかもしれません。小武川という金のかかる橋梁も待っていますので、全線開通

と言えば時間がかかるわけでありますけども、重要性から考えてみて、全力であたりたいと思っ

ております。 

 それからハザードマップの、釜無のほうの安全性、堤防のほうは大丈夫かという話でありま

すけども、私も常日頃から国土交通省とは風通しをよくしているつもりであります。平成１８年

度の、このような会議のときに、１つだけ言わせていただくと、武川の柳沢の上流の石空川が

非常に心配だと。このへんをぜひひとつ、もう一度、再チェックしてほしいと。そうすれば、

大武川の流路口から、すっと釜無川から下にかけては、北杜市としては安心・安全になるとい

う思いでやっているところであります。 
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 県のほうにも、塩川と釜無が北杜市にとって、一番大きな被害を受けそうな区域であります

ので、県にも塩川のほうは言っているところでありますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 あと水道問題、農地利用をはじめた農政の問題等々については、担当部長のほうから答弁さ

せます。 

〇議長（小澤寛君） 

 生活環境部長。 

〇生活環境部長（進藤忠衛君） 

 財政の健全化の中で、上水道の繰出金につきまして抑制を図れと、また、料金の改定、加入

金の見直し等はいつごろかという、ご質問でございます。 

 平成１６年に７カ町村が合併しまして、平成１８年、小淵沢町も合併しましたが、市内には

全体で４６地域の簡易水道がございます。その合併時から平成２１年度までに、各町村が持ち

寄った地域の簡易水道を統合するということで、２３事業に統合していこうということで、

２１年度をめどに統合整備事業を進めております。また、この統合整備事業を進める中で、現

在、本年度から北杜市における水道事業の統合整備計画というようなことで、３月末までにコ

ンサルタントに調査委託をしております。これにつきましては、配水池の築造だとか、老朽管

の整備、石綿管の敷設替え、こういうものもしております。 

 また、先ほどご質問をいただきました、加入金、分担金、使用料等の改定につきましては、

旧町村時代から料金の格差が非常に大きくて、均一化には時間がかかると思われます。この問

題につきましては、今後、この計画が策定されたところで、水道運営委員会等を設立して、今

後の整備方針、また料金の改定等について、ご審議・ご協議いただくということで計画してお

りますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 柴井建設部長。 

〇建設部長（柴井英記君） 

 先ほどの坂本議員さんの国交省の河川調査、堤防調査の結果で、北杜市が入っているかとい

うことでございますが、静岡県側より現在、調査をしているということで、北杜市については

含まれてございません。 

 なお、北杜市内を流れる河川につきましては、県が管理する河川がほとんどでありますので、

今後、県が共同調査を行っていく予定と聞いておりますので、災害に強いまちづくりのために、

河川改修工事等々につきましても、先ほど市長の答弁にもありましたように、国・県のほうに

強く働きかけていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 

 先ほどの担い手育成条例の助成状況ということで、お聞きになっておりますので、それに答

えたいと思います。 

 担い手育成条例の助成金につきましては、４つの助成金がございまして、１つには農業教育

研修助成金、それから農地集積助成金、それからチャレンジ農業助成金、それから制度資金等

の利子補給助成金ということで、助成をしております。 
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 その状況につきまして、農業教育研修助成金につきましては、助成状況につきましては、今

まで３件ございました。長坂が２件、小淵沢が１件でございます。金額につきましては、それ

ぞれ２５１万円の助成金でございます。 

 それから農地集積助成金でございますけども、助成状況につきましては、白州町で１件ござ

いました。これは、金額については１６万８千円でございます。 

 それからチャレンジ農業助成金につきましては、助成状況は八ヶ岳のヤーコン組合と白州町

のイチゴ生産につきまして、２件助成をいたしております。 

 それから制度資金等の利子補給の助成金につきましては、梨北農協などに２９件の助成を

行ってきております。 

 先ほどのチャレンジ農業につきましては、助成状況は２００万円でございます。それから今

の利子補給助成につきましては、合わせて８７万円でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 ２８番議員、まだ質問はございますか。 

 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 

 財政再建化の問題でありますが、これは非常に多年度にわたる、５年、１０年先までつながっ

ておるわけでありまして、これはやはり、市民、議会、執行と、非常に皆さん、力を１つに合

わせていかなければ、この再建問題はできないわけで、これからも努力していただきたいと思

うわけであります。 

 また、滞納整理でありますが、やはり私は、この問題が非常に不平等な問題、例えば、悪く

言えば、納めなくてもいいというような風習があるところもあると聞いております。言っても、

例えば、やはり地域の方が行くと、やはり行きづらい。やはり外部に委託してやったほうが、

滞納整備はやりやすいと思います。 

 職員が例えば、市内へ行って債権を、滞納整理に行ってもやはり、知っている家に行っても

できないわけで、やはり、これは外部に委託してやることが一番、手っ取り早いと思いますの

で、そのへんのことをもう一度、お願いします。 

 もう１つ、集落営農組織の農地集積のところの答弁が行われて、例えば、これは限度額が全

然設定していないということで、それは例えば４０ヘクタールやる場合に、小作料の２分の１を

無制限にやるということですか。そのへんのところをもう一度、お願いします。 

 それと交通弱者の問題でありますが、今、市長からデマンド交通という言葉が出たんですが、

また一般質問でもそれが出るようなことになっておりますので、そのへんのことも加味しなが

ら、もう少し早く、受益者負担、公平性を図っていただければと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（植松好義君） 

 再質問の滞納整理の関係でございますけども、お答えをさせていただきたいと思います。 
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 税の関係につきましては、税負担の公平、それから公正の観点に立ちまして、課税客体の的

確な把握、また収納に職員、努めておるようでございます。 

 先ほど、県のほうからも９月まで、３名の方が来まして、徴収事務にあたっていただきまし

た。そんな徴収方法、滞納整理の方法、こういったものを一緒に勉強しながら、進めたわけで

ございます。これにつきましても、現在、取り組んでいるという状況でございます。 

 アクションプランにもございますように、この税だけではなくて、ほかの料金体系、これに

つきましても、税につきましては、市税は９８％目標、また国保税につきましても９６％目標

というようなこと、上下水道につきましても９８％の徴収率を目標に今、掲げております。 

 そんなことで、今、ご意見がございましたように、滞納整理をするのに職員では厳しいでは

ないかということでございますけども、職員も与えられた仕事でございます。一生懸命頑張っ

ておるわけでございますけども、市税のみでなく、あくまでも使用料等も含めた住宅家賃、そ

れから上下水道、保育料、給食費、こういった滞納整理、徴収部門の一元化を図っていきたい

ことも考えていきたいと思いますし、また財源確保対策は必要でございます。こういった徴収

員の充実も進めていきたいと、こんなように思っております。 

 さらに、先ほどから外部委託ということがございますけども、広域的な滞納整理機構組織、

こういった設置等も、広域的に考えていったらどうかなということでございます。そんなこと

から、外務委託も考えてみたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、自動車の差し押さえも、先ほど意見がございましたけども、これにつきましては、か

なり費用的な、対費用効果もありますし、人的配置、こういったものもございます。また、こ

れらにつきましても、今後、検討させていただきたいと、こんなふうに思います。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 

 先ほどの答弁漏れにつきまして、答弁させていただきます。 

 先ほど、担い手育成条例に伴う助成につきましては、これはあくまで新規就農者の助成に対

する助成金でございまして、集落、あと営農組織への支援につきましては、別な支援でござい

ますので、この事業については、その集落営農については対象になっておりませんので、別の

事業の中での支援をしていく考えでございます。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 ２８番議員、まだ質問はございますか。 

 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 

 ただいま、観光部長が答弁されました、この新規就農者に対する農地集積の補助金というこ

とですか。それは今度、新しく集落営農とか、認定農業者は対象に入らないということですか。

そのへんを１点。例えば、それを認定農業者、集落営農にそういうことも使っていけると、私

は認識したんですが、そのへんのところがちょっと、私、分からなかったものですから、もう

一度、答弁をお願いします。 
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〇議長（小澤寛君） 

 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 

 そのへん、農地集積助成金と担い手育成と、営農組織との関連については、すぐに私のほう

で調べますので、すみません、時間をいただきたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 これで、坂本治年君の会派代表質問を終結いたします。 

 次に北杜クラブの会派代表質問を許します。 

 北杜クラブ代表、３１番議員、浅川富士夫君。 

〇３１番議員（浅川富士夫君） 

 北杜クラブを代表いたしまして、代表質問を行います。 

 去る８月２８日に、北杜市２代目議長に小澤寛氏が当選しました。わが北杜クラブは、北杜

市の限りなき発展を市民の目線から基本理念のもとに、有意義な議会活動を目指し、小澤議長

に協力し、市民の負託に応えるべく、意見を一つにしたところであります。 

 また、北杜市７カ町村の合併を皮切りとして、本年３月に小淵沢町の参入により、新北杜市

創設の１年８カ月を初代議長として、紆余曲折の議会の道筋をつけてくださいました清水壽昌

議長に、衷心より感謝と敬意を表するところであります。 

 さて、世相に目を転じますと、学校内での相次ぐ殺傷事件、近親・親兄弟での殺人事件など、

目を覆わんばかりの報道のニュースの多い中、去る９月６日、４１年ぶりに秋篠宮家に長男、

悠仁親王が誕生しました。このニュースは日本国民違わず、祝賀の思いを共有したことと思い

ます。この場をお借りしまして、心よりお祝いを申し上げる次第でございます。 

 先に採択された大規模電力供給用太陽光発電実証研究施設が、北杜市に建設されることは、

白倉市長の提唱するクリーンエネルギーの開発、ミニ水力発電と併せ、環境創造都市の実現が

より具体的となり、観光と地場産業の振興、ならびに地方交付税が削減された現在、自主財源

の確保に対しても大きく寄与するところであり、ご努力に対して、深く敬意を表するものであ

ります。 

 次に５年数カ月に及ぶ長期小泉内閣が終わり、安倍内閣が誕生しましたが、小泉内閣が推し

進めた構造改革の影響について、県内では山本知事と２８市町村長のうち、過半数の１５名が

地方においては厳しい方向に向かっていると受け止めていることが分かりました。地方分権が

進んでいないことや、規制緩和による地方経済への影響を理由に挙げていると聞いております。

また、改革の柱、国と地方財政の三位一体改革は、予想以上に地方交付税が減らされたとして、

７割以上が否定的な評価をし、将来的な自治体運営は９割が不安を感じていると共同通信社、

あるいは山日のアンケートによって明らかになりました。わが白倉市長も構造改革によって、

自治体がどちらかといえば厳しい方向に向かっていると、回答していると聞いております。 

 税源移譲は、国が言うほど進んでいないことや規制緩和の行き過ぎによる地場産業や商店街

の活性化に対して危惧しておられることと思いますが、次に質問いたします財政健全化計画策

定と併せて、市長のお考えを伺いたいと思います。 

 それでは、財政健全化策定計画について、ご質問します。 

 地方債同意等基準については、平成１７年度までは赤字会計による起債制限比率を用いてお

りましたが、北海道夕張市の例を見ると、赤字穴埋めに決算に表われない、金融機関から一時
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借り入れをして、決算を黒字に装っていた。これが、突然の破綻が明らかとなりました。現行

の制度では、自治体の財政悪化が表面化しにくく、全体が把握できない。対応策として、平成

１８年度からは特別会計への繰り入れも対象とし、実質公債費比率１８％以上の市町村につい

ては、地方債の発行に対して財政健全化計画、ならびに公債費負担適正化計画を策定して、知

事の許可を受けなければならないとなりました。また、２５％以上になると、単独事業の地方

債が一部認められなくなり、起債制限団体となることが言われております。 

 過日の新聞でも報道されましたが、わが北杜市は１８％であり、財政状況の厳しさを万民が

知ることとなりました。北杜市はそれぞれの計画書を策定し、山本知事に提出することとなり

ました。そこで次の３点について、お伺いいたします。 

 国では、どのような理由で１８％を適用したのか、お伺いしたいと思います。 

 ２つ目として、本年度までの一般会計を対象とした起債制限比率は何％であったか。他の市

町村に比べて、特出するような状況ではなかったと思いますが、実質公債費比率に変わったこ

とで、何が要因なのか伺いたいと思います。 

 現在の状況が継続していくならば、実質公債費比率はどのように推移していくのか。また、

増加していくとするならば、何年度後に最高となるのか。その点の想定、さらなる実質公債費

比率はそのとき何％になるのか、お伺いしたいと思います。また、それらの対策はどのように

考えているのか。また、さらなる行政改革の推進が必要と思いますが、福祉の向上、地域の活

性化等との整合性についても、お伺いしたいと思います。 

 次に国民健康保険税、介護保険税についてお伺いいたします。 

 今回の改定でありますが、今までも、この件については何回か質問しており、また広報など

においても、その都度、説明されておりますが、市民の皆さんの中には上昇額を目の当たりに

したとき、驚きを感じた方も少なくないと思います。これは市民に対して、十分な説明をし、

理解が得られていないためであると思います。 

 この周知に対して、市民に分かりやすい言葉で、改定の経緯、市の取り組みおよび対応策に

ついて、説明することが肝心だと思います。 

 次の項目に対して、質問いたします。 

 国民健康保険税、介護保険税が県外の他市と比較して、どのレベルにあるのか。また、基金

の繰り入れ状況についても、お伺いしたいと思います。 

 ２つ目といたしまして、税および料金の今後の見直し時における推移を、どのように想定し

ているのか、お伺いしたいと思います。 

 ３番目といたしまして、このような状況の中で、医療費抑制のためには疾病予防対策、特に

健康老人づくりに重点を置く必要があると、私も考えております。医務課の新設、包括支援セ

ンターの設置など、新しい取り組みを始めておりますが、高齢化の進みは著しいものがありま

す。 

 ゆうゆうふれあい計画の中に、過去のデータ、あるいは今後の実施項目、目標値等が記載さ

れておりますが、より具体的な詳細実施計画、何をどのようにどこで、いつまでに行うのか、

明示することも高い効果が期待できると思いますが、そのへんの見解についてもお伺いします。 

 次に観光振興について、お伺いいたします。 

 北杜市は日本を代表する山々に囲まれ、自然豊かな山村地帯であり、山間景観、名勝旧跡、

温泉施設、文化施設、体験型観光農園、花を中心とした公園など、観光地としての諸資源を豊
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富に有しております。特に八ヶ岳南麓は、全国から高い評価を受けております。また、首都圏

から２時間ほどで訪れることができる観光地としては、非常に条件も備わっており、有利な魅

力的な位置だと考えております。 

 現在、北杜市では恵まれた自然環境、貴重な遺跡、それから育まれた歴史と文化に支えられ、

各地域でそれぞれイベントが盛大に行われております。しかし、その大部分が旧町村単位で独

自性を生かした企画運営がなされ、地域の活性化に取り組んでおりますが、単発的で他地域と

の連携に欠け、経済的効果はいまひとつの感があります。観光客に満足してもらい、リピーター

を確保するような魅力ある観光づくりは、始まったばかりの感があります。 

 一方、観光のニーズは見る観光から行動する観光へと変化してきております。かてて加えて、

訪れる人たちは本当の自然、本当の田舎のよさを求めており、このようなニーズに応え、観光

を産業として育てていくことが、今、必要であると思います。そのためには観光協会を中心に

商工会、ＪＡ等の協力を得る中で、異業種交流等を進め、現在、点である観光資源を点から線

へ、さらに線から面へと活動を大きく飛躍させることが急務であると思います。 

 先般、風林火山館が一般公開されましたが、この館を中心として撮影されるＮＨＫ大河ドラ

マの経済効果は、３００億円とも言われております。北杜市のＰＲ、観光をはじめ各種産業の

振興にも大いに期待するところであります。 

 そこで北杜市の観光施策について、以下の４点について伺います。 

 １つ目として、北杜市としての観光の大きな目玉づくりについてでありますが、全体を見る

と、先ほど述べたとおり、各種のイベント、美術館等の文化施設、ロードレース、ふるさとま

つり、観光農園など観光振興ならびに地域の活性化に努力しておりますが、単発的であり、当

市を売り出すには、目玉として物足りないと思います。 

 そこで１つとして、日本１００名山の八ヶ岳を持つ八ヶ岳中心高原国定公園地域。 

 ２つ目として、日本１００名山の甲斐駒ヶ岳、鳳凰山を有する南アルプス国立公園地帯。 

 ３つ目として、日本１００名山の瑞牆山、金峰山と茅ヶ岳を含めた秩父多摩甲斐国立公園地

域の３つの地域ごとに観光の目玉をつくり、それを結びつけた大きな目玉をセールスポイント

とする必要があると考える次第であります。 

 ２つ目として、地域間の連携を密にする交通網、情報網ですが、市内には６つのＪＲの駅と

３カ所のインターチェンジ、２本の国道があります。しかし、連携性に乏しく、また情報網の

整備が不十分のため、多くの観光資源が点としてしか位置づけられていないのが、実態ではな

いでしょうか。 

 そこで、この３地域を連携する道路を整備し、シャトルバスで結ぶ交通体系の確立と観光バ

スの乗り入れのできる道路、観光案内体制の整備やホームページ等による情報網の整備など、

観光客の利便性を考えた取り組みが必要と思いますが、具体的な施策について、お伺いいたし

ます。 

 ３番目といたしまして、観光地における景観の保持についてでありますが、市内の山麓を横

断する山岳道路から眺望する景観は、われわれが感じる以上に、感激を楽しみに訪れる観光客

が多いと聞いております。しかし、道路脇の木々が成長して、周辺の景観がまったく見えない

という声が寄せられております。 

 自然豊かな山岳の景観を満喫し、二度三度と訪れていただくような、また交通の安全を考慮

した個所に、要所要所の立ち木を整理し、あるいは展望台の整備が必要かと思いますが、お考
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えを伺います。 

 ４つ目といたしまして、観光振興対策の進め方ですが、昨今、観光資源があるからだけでは、

観光振興は図れないと、常々、思っているところであります。幸いにして、北杜市は四季の美

しさと季節ごとに各地で行われるイベントなど、有形無形の資源を有機的に駆使するために専

門家の知恵や、あるいは観光業者との連携の下で、待つ観光から計画的に集客していく提案型

の観光へと変身する必要があると思いますが、市長のお考えをお伺いします。 

 次に耕作放棄地の解消と防止策について、お伺いいたします。 

 わが国の食料における自給率を見ますと、主要先進国の中でも最も低い水準にあります。カ

ロリーベースでの自給率４０％、食料等を含めた穀物自給率については２８％、主要穀物の自

給率６０％、このようになっております。また、品目別に見ると、米、これは生産調整後でご

ざいますが、９５％、大豆３％、野菜８０％、肉類５５％、小麦１４％、そば１８％、果物３９％

というようになっております。先進国の過去における自給率は上昇しておりますが、わが国の

自給率は下降線を辿っております。 

 海外より輸入を国内で賄おうとすると、国内の農地面積約９９０万ヘクタールに対しまして、

さらに１，２００万ヘクタールの面積が必要といわれております。自給率の低下は、食生活の

欧米化、農地の減少等が主な原因とされております。 

 このような中、当市の現況を見ると、少子高齢化、若者の農業離れが著しく進み、農業従事

者の高齢化はますます深刻化しております。当市にとっては、農業は基幹産業であるにもかか

わらず、水田・畑地の休耕、耕作放棄地が目立ってきております。１９年度から新たに始まる

制度では、一定の農地を集積する認定農業者や、あるいは集落農業が優先される、今までの国、

県、市の補助金がなくなったり、減額される方向に進んでいきます。 

 このような中、中山間地域である、わが北杜市は農地集積による営農が難しく、収益の低い

農業を、いかに地域の特性を生かして、農業振興をどのように進め、休耕地、耕作放棄地を蘇

らしていくかが、大きな課題であると思います。それらの施策について、伺いたいと思います。 

 １つ目といたしまして、食料の自給率と耕作面積等の比較関係でありますが、北杜市の水田・

畑地を含めた基本台帳面積が減少傾向にあります。その推移について、伺いたいと思います。 

 ２つ目といたしまして、当市の北杜市の水田・畑地別の基本台帳に占める耕作面積と、その

比率はどのようになっているか、お伺いしたいと思います。耕作面積とは自己保全、調整水田

を除いた面積でございます。 

 ３番目といたしまして、水田・畑地別の基本台帳に占める休耕農地面積と、その比率につい

て、どのように推移しているか、お伺いしたいと思います。休耕農地というのは自己保全、調

整水田等、いつでも作付けができる状態の農地をお聞きしているところであります。 
 ４番目といたしまして、水田・畑地別の基本台帳に占める耕作放棄地の面積と、その比率に

ついて、伺いたいと思います。耕作放棄地とは農地内の草刈り等も管理もしない、言うならば

荒廃農地のことであります。 
 水田・畑地等の耕作放棄地の解消と、今後の防止に対する抜本的な対策について、お伺いし

ます。 
 ６つ目といたしまして、来年より始まる品目横断的経営安定対策では、集落営農組織、認定

農業者等に一定の農地集積により、大型営農により経営の効率化を図り、国際的な競争力をつ

ける政策であると思います。 
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 反面、当市のように観光と農業を結びつけた地産地消の面では、小回りのきく小さな規模の

集約農業も大事な位置づけと思います。また、助成金等も減額される中、今後このような小さ

な規模の農業を、北杜市としてはどのように支援していくか、伺いたいと思います。 
 また、７つ目といたしまして、品目横断的経営安定対策の対象作物に当市の各地域における

特産、あるいは産地づくり、ブランド化のために推進している作物が入っているのか、お伺い

したいと思います。 
 以上について、ご答弁をお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 浅川富士夫議員の北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 北杜市のおかれている厳しさを市内外から指摘していただき、行財政改革の必要性をいただ

いたところであります。 
 まず、財政健全化計画策定について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に実質公債比率を国が１８．０％と適用した理由についてでありますが、従前の起債制

限比率においては、１４．０％以上になりますと、公債費負担適正化計画の策定が求められて

おりました。今回、地方債の発行が協議制に移行することに伴い、これまでの普通会計債の元

利償還金に加え、新たに公営企業への繰出金や一部事務組合の負担金に含まれる公債費相当分

等を算定基礎に加えることになりましたが、国が試算したところ、この変更で全国平均がおお

むね４％上昇する見込みであったため、１８．０％が適用されることになったと聞いておりま

す。と同様であったと仮定して、試算を行いますと、実質公債費比率は・・・だから、さっき

の公債費負担適正化計画の１４．０％と全国平均が４％になったのを足して、１８．０％が適

用されることになったと聞いております。 
 次に北杜市の従前の起債制限比率を試算しますと、平成１５年度から１７年度までの３カ年

平均で１０．４％になります。新たに対象になった公営企業債の元利償還金への一般会計から

の繰出金や一部事務組合の起債の元利償還金への負担金が多額であったことにより、７．６％

上昇し、トータル１８．０％となりました。中でも、その半分程度を占める下水道事業が要因

であります。 
 次に実質公債費比率の将来推計についてでありますが、８月末に国から、こうした数値が示

され、詳細な分析を始めたばかりであり、また、現在、国において交付税制度の見直しが行わ

れているなど、不確定要素も多く、現時点での将来推計は困難であります。仮に標準財政規模

などが、平成１７年度のまま変わらず、新規の起債の発行後、平成１７年度と同様であったと

仮定して試算を行いますと、実質公債費比率は増加を続け、平成２４年に１９．９％と最高に

なります。実際には、合併による交付税の特例措置、約３０億円が平成２７年度から減少し、

平成３２年度でなくなることなどを考えますと、大変、憂慮すべき事態にあるといえます。 
 その対策でありますが、下水道事業債などは、その償還期間が３０年と大変、長期にわたる

ため、公債費による財政負担は一朝一夕にかわるものではありません。一方、北杜市建設計画

に位置づけられた施策など、今後、実行していかなければならない事業も数多く残っておりま

す。 
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 こうした危機的状況の中で、人と自然が躍動する環境創造都市の実現を目指していくために

は、北杜市行財政改革大綱に基づき、抜本的な行政改革に全庁挙げて、継続的に取り組むこと

により、少なくとも、これ以上、市債残高が増えることがないよう、できれば、少しずつでも

減少できるよう努めていかなければなりません。そのために市役所の構造改革やスリム化など、

思い切った対応を心がけてまいりますが、その過程の中で、市民の皆さんにご負担をお願いす

ることもあろうかと思われます。大変、心苦しい事態ではありますが、市の財政状況に鑑み、

何とぞ、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 
 次に国民健康保険税、介護保険料等について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に国民健康保険税等の県内でのレベルおよび、基金の繰り入れ状況についてであります

が、昨年度における国民健康保険税の１人当たり、および１世帯当たりの調定額を見ますと、

北杜市は県内１３市の中で、最も低額となっておりました。本年度におきましては、まだ全部

の市のデータが出揃ってはいませんが、８月現在の数値による他市と比較しますと、１世帯当

たりの調定額は９市中８番目と、依然として低いレベルにあります。 
 また、基金からの繰り入れは、平成１７年度決算では３億７，２００万円余となっておりま

す。本年度につきましては、当初予算では３億円を計上しておりますが、繰越金等の状況から、

現時点では１億５千万円程度で済むと見込んでおります。 
 次に、保険税の今後の見直しどきにおける推移についてでありますが、昨年度末に平成１８年

度から平成２０年度までの国保会計の収支予測等を行い、国保財政の健全化を図るために、３年

をかけて徐々に保険税の利率を引き上げていく試算をいたしました。基本的には、この収支予

測に則り、収支のバランスを考慮しながら、税率を改定してまいりたいと考えております。 
 次に介護保険料が県内の他市と比較として、どのレベルにあるか。また、基金の繰り入れ状

況についてでありますが、本年度から平成２０年度までの、月額基準介護保険料は３，１７０円

で、県内の全市町村の状況は山中湖村、丹波山村、小菅村に次ぎ、下から４番目となっており

ます。県平均の３，５２８円を大幅に下回り、市の中では一番低い保険料となっております。 
 また、介護保険準備基金の繰り入れ状況ですが、本市を含めて調査した全市とも、今年度は

予定がありません。 
 次に今後の見直しどきにおける推移についてでありますが、介護保険料は介護保険法に基づ

き、３年ごとに各市町村で策定する介護保険事業計画の中で決定されます。現在の保険料は、

今年度から始まった第３次事業計画に沿って決められたもので、平成２０年度までとなります。 
 今後の推移につきましては、第４次介護保険計画策定が平成２０年中ですので、給付費の推

移、高齢者の人口、介護認定率等を勘案し、需要と供給のバランスを見ながら決定してまいり

ますが、急激な保険料の上昇にならないよう、介護を予防する地域支援事業の充実を図ってま

いります。 
 次に介護保険事業計画、北杜ゆうゆうふれあい計画の詳細実施計画についてでありますが、

介護予防事業につきましては、事業ごとに回覧や広報誌でお知らせしておりますが、議員のご

指摘のとおり、新しい取り組みであり、高い効果を挙げるためには、年度当初に詳細な事業の

内容および日程を市民の方に明示し、周知することが必要と考えており、その方法については、

現在、検討しております。 
 次に観光振興について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に３地域ごとの特色を生かした観光振興についてでありますが、北杜市では地勢、風景、
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歴史文化遺産など、特色を持った３つの地域に区分することができます。３つの地域は八ヶ岳

南麓の高原エリア、清流と甲斐巨摩ヶ岳エリア、太陽と茅ヶ岳・瑞牆山エリアとして観光振興

を考えております。 
 八ヶ岳南麓の観光エリアは湧水群があり、風光明媚なリゾート地で、八ヶ岳や牧場をテーマ

にしております。一方、金田一春彦記念図書館、平山郁夫シルクロード美術館、清春白樺美術

館、清里北澤美術館など文化施設も数多くあります。また、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」を

機に整備いたしました風林火山館は、観光拠点施設として観光情報発信の主要な部分を占めて

おります。したがいまして、リゾート地、文化施設、観光集客施設などを目玉としております。 
 清流と甲斐駒ヶ岳エリアは、甲斐駒ヶ岳と石空川、尾白川の渓谷がつくり出す山岳景観がテー

マであり、南アルプスの急峻な山岳と尾白川など、美しい渓谷と清流、日本最古の桜といわれ

る山高神代桜や舞鶴の松などがあります。ここでは山岳景観、渓谷と清流、巨木などを目玉と

しております。 
 太陽と茅ヶ岳・瑞牆山エリアは瑞牆山や金峰山など、日本の１００名山が連なる山岳地帯と

茅ヶ岳までの丘陵地帯が広がり、増富ラジウム温泉や紅葉と民話の里、通仙峡、瑞牆湖、明野

のヒマワリ畑、明野ふるさと太陽館、県立フラワーセンター、ハイジの村などがあります。こ

こでは山岳地帯、温泉、湖、花を目玉としております。 
 魅力ある観光地づくり計画では、３つのエリアの目玉を結び、周遊を図るため、自然資源を

巡るモデルコースでは桜巡りや巨木・湧水を巡るコースなどがあり、歴史文化資源を巡るモデ

ルコースでは、信玄公の道や博物館、美術館を巡るコースなどを設定しており、観光客へ周遊

コースとして分かりやすく紹介して、観光振興を図ってまいりたいと考えております。 
 次に交通網と情報網についてでありますが、市内の観光施設や医療、教育、福祉などの拠点

施設へのアクセス経路となる国道、県道、市道などは順次、整備されてきていますが、観光客

が周遊しやすい道路環境をつくり出すため、魅力ある観光地づくり計画の中で、広域幹線道路

や農林道などの整備のほか、バス運行の見直しなど、道路網の整備について位置づけられてお

り、検討することとなっております。 
 また、ホームページによる情報発信は必要不可欠なものであり、現在、市のホームページで

観光施設や観光情報を提供しております。 
 今後、北杜市観光協会のホームページを、できるだけ早く構築できるよう協議を進めるとと

もに、モデルコースや旬な情報を掲載したガイドマップの作成のほか、山梨県大型観光キャン

ペーン推進協議会と連携して、誘客宣伝活動を行ってまいります。 
 次に道路脇の立ち木の整理と展望台の整備についてでありますが、立ち木や枝の整理につき

ましては関係機関と協議し、土地所有者のご理解をいただく中で対応してまいります。 
 展望台につきましては、北杜市内に美し森、天女山、観音平、まきば公園、東沢大橋、清里

高原大橋、精進ヶ滝の展望などに、たくさんの観光客が訪れております。観光客の皆さんに、

気持ちよく楽しんでいただくためにも、県の協力もいただきながら、必要な整備に努めてまい

る考えであります。 
 次に専門家のアドバイスについてでありますが、今後の北杜市における効果的な誘客に向け

た観光方策を図る上で、その都度、事例にあった先進的なアドバイザーの活用は必要と考えて

おります。昨年度に策定いたしました魅力ある観光地づくり計画は、ワークショップのほか、

専門家に加わっていただき、アドバイスを得て策定いたしました。現在、商工会、ＪＴＢを中
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心に市も参加しての移住・長期滞在ビジネスプラットホーム社会実験を実施しており、さまざ

まな長期滞在プログラムを提案し、募集活動をしております。この実験は、従来の待つ観光か

ら提案型観光を目指すもので、実験の成果がまとまったところで、専門家からアドバイスをい

ただく考えであります。 
 この間、９月３０日、土曜日ですが、ＪＴＢの東京説明会がありまして、商工会長等々と私

も行ってきましたが、いろんな意味で北杜市の期待感、反応がいいことを肌身で感じてきたと

ころであります。また、観光協会などの関係団体の研修時の講演などにも、アドバイザーを活

用して、市の観光振興にさまざまなアドバイスをいただき、北杜市が持っている魅力を最大限

に生かし、リピーターを増やせる観光を目指してまいります。 
 次に耕作放棄地の解消と防止策について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に北杜市の農家基本台帳による各データの推移についてでありますが、平成１２年度は

農家戸数６，７５１戸、耕地面積は田３，７９４ヘクタール、畑３，９０７ヘクタールでした

が、現在は農家戸数が５，７７２戸、耕作面積は田が３，７７４ヘクタール、畑が３，８４５ヘ

クタールとなっており、市の農業経営規模は減少傾向となっております。 
 次に台帳面積と耕作面積の比率でありますが、平成１７年度山梨農政事務所の統計データお

よび農業共済組合のデータから、田については耕作面積２，１７３ヘクタールで、耕地面積の

５７．６％、畑については耕作面積２，５００ヘクタールで、耕地面積の５２．１％となって

おります。 
 次に台帳面積と休耕農地面積の比率でありますが、田については休耕面積８１６ヘクタール

で、耕地面積の２１．６％となっております。畑については、休耕農地としての捉え方では調

査を行っておらず、統計数値がありませんので、ご理解をお願いいたします。 
 次に台帳面積と耕作放棄農地面積の比率でありますが、２００５年の農林業センサスの数値

から、田については耕作放棄面積が２０２ヘクタールで、耕地面積の５．３％。畑については

耕作放棄面積が５１２ヘクタールで、耕地面積の１３．３％となっております。 
 次に耕作放棄地の解消と防止に対する抜本な対応策についてでありますが、市では農業振興

と農地の流動化を推進するため、地域との話し合いを行う中で、農地の貸し借りや農作業受委

託の推進を図ってきたところであります。しかし、農業を取り巻く環境は日々厳しさを増し、

高冷地や未整備の小規模農地等の耕作不利地は、収益性が上がらないなどの理由から遊休化へ

の一途を辿っているところであります。 
 また、基盤整備事業を導入した優良農地でさえも、高齢化が進む中で耕作放棄地となってし

まうことが危惧され、これらの農地を耕作する農業後継者や担い手の確保が最重要課題となっ

ており、市の担い手となる認定農業者や地域を背負って立つ、農業組織の育成に全力を注いで

いるところであります。今後も担い手への集積や農作業委託を推進し、最低でも現在、耕作さ

れている優良農地の確保に取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に来年度から始まる品目横断的経営安定対策事業についてでありますが、これは従来の担

い手経営対策に代わる新しい制度となります。この制度は、一定規模の農業経営を行うことが

必要であり、市は中山間地域の特例措置として、認定農業者は３．４ヘクタール、集落営農組

織は１７．１ヘクタールで対象となります。 
 本市では経営内容、規模等からして、該当者は少ないものと予想していますが、今後、集落

説明会等を開催する中で、要件に見合う組織づくりの推進と制度の普及、浸透を図ってまいり
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たいと考えております。 
 また、地産地消の推進と小回りのきく農業経営体の支援についてでありますが、本年度まで

水田農業構造改革対策の支援の中心となっていた国の産地づくり交付金については、平成

１９年度も前期対策なみの予算が確保される見込みであります。このため、小規模の集約農業

においても、引き続き経営所得安定対策を講じてまいりたいと考えており、今後行われる市水

田農業推進協議会で新たな方向性を協議する中で、市水田農業ビジョンを策定することとして

おります。 
 最後に、来年度から始まる品目横断的経営安定対策事業の対象品目についてでありますが、

本市の対象品目は米、麦、大豆のみとなっております。ご理解ください。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 ３１番議員、再質問はございませんか。 
 浅川富士夫君。 

〇３１番議員（浅川富士夫君） 

 はじめに財政健全化計画について、再質問させていただきます。 
 本市における実質公債費比率について、１８％と高くなったのは下水道会計による原因が主

なものであるというお話でございます。下水道の普及率は県下でもトップレベルであり、自然

環境の保全の上でも市民等しく、下水道事業などインフラ整備は必須事業として、理解してい

るところであります。 
 市長は、実質公債費比率１８％は憂慮すべき数値であり、早急に公債費負担適正化計画を作

成するとしておりますが、これらについて、いつまでに策定し、知事に提出するのか、お伺い

したいと思います。 
 また、本年９月に改定されました行財政改革アクションプランの中で、財政健全化計画の策

定と推進のスケジュールでございますが、策定が１８年、１９年度までかかる。それから推進

が２０年度から始まると、このように計画がなっておりますが、この緊急事態の計画としては、

いかがかと思うが、その理由をお伺いしたいと思います。 
 また、先ほどとちょっと重複する面もございますが、予算執行管理、市債発行の抑制の取り

組みの中で、多額の地方債残高を控え、今後の公債費の増加に伴い、経常収支比率の大幅な上

昇が予想されると記されております。 
 今後、これらの指標でありますものが、最悪、どのような時点まで、先ほど、公債費比率が

１９．何がしというお話もありましたが、経常収支比率については、どのへんのところまで上

がっていってしまうのか。また、これらの目標値が、５カ年計画の中で、目標値を示しており

ますが、先ほどの答弁の中ではとても５カ年計画の中では、目標値に届かないというような感

があるわけですが、これらについても、最大限の、すべての英知を注ぎ、市民等しく、さらな

る発展を願っているわけでございます。そのためにも、目標値はいつごろに達成できるのか、

そのへんについても、改めてお伺いしたいと思います。 
 次に耕作放棄地の解消と防止策についてでございますが、中山間地域等直接支払い制度は、

平成１７年度に新協定に更新されたわけでございますが、新たに更新された協定面積は４０ヘ

クタールも減少していると聞いております。それらについて、何が原因なのか。また、それら
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についての指導はしたのかどうか。このへんについても、また、お伺いしたいと思います。 
 さらに、この中山間直接支払い制度は平成２１年度で一応、ピリオドになると聞いておりま

すが、耕作放棄地を防止し、集落営農の推進に対して、素晴らしい制度だと地域住民は思って

おります。継続の可能性があるか、そのへんについてもお伺いしたいと思います。 
 それから、もう１点でございますが、耕作放棄地についても、再度、同じようなお話になり

ますが、農地の基本台帳面積は減少していく、就農者は高齢化していく、遊休農地、耕作放棄

地は増大する中、国の施策としては競争力をつけるために大型農業を優先していくと。また、

それらについては、積極的にばらまきの助成でなくて、補助をしていくというものが、今回の

大きな政策転換であると思います。 
 先ほどの話にもありました、本市のような地形の、非常に条件の悪い本市については、これ

らの条件をクリアして、農地を集積した営農も必要であると思います。しかしながら、これら

の集積がどこまで、今の遊休農地に対してリカバリーできるかということについては、非常に

疑問を持ちます。 
 したがって、片方では、観光および他産業への利活用を積極的に推進することも、また一方

であると、このように考えているわけですが、そのへんについてのご答弁をお願いしたいと思

います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 実質公債費比率の１８．０％の問題、重ねて答弁させていただきたいと思いますけども、い

わゆる今までのものさしでしたならば、一般会計だけでありましたから、１０．４％であった

わけであります。今度の実質公債費比率になることによって、先ほど説明したとおり、公営企

業だとか、一部組合等々のものを全部プールしてやりなさいということでありますので、これ

が北杜市の場合は７．６％あったから、足して１８．０％になったということであります。そ

の７．６％の主たるものが下水道事業ということであります。 
 下水道事業が確か３８０億円ぐらいの借金といいましょうか、起債があるわけでありますの

で、そういう意味で、私は先ほど、主たる要因として下水道事業がということをご説明させて

いただいたところであります。 
 今まで、財政の健全度を表すのに、経常収支比率が平均的に使われた時代もありまして、同

じ地方でも県と市町村では、いささか違ったのでありますけども、おおむね、この経常収支比

率が８０％未満でしたならば、信号機でいえば青信号だと。８０％から１００％になると黄信

号。１００％を超すと赤信号というふうなことが、よく言われたわけでありますけども、今ま

でのような経常収支比率のものさしのあて方もあるけども、今度の場合は実質公債費比率の中

で、健全度といいましょうか、危険度を見るというふうになったわけでありまして、分かって

いると思いますけども、ご理解をしていただきたいと思います。 
 それから、その財政再建化計画、ならびに公債負担適正化計画を知事に、そういう意味で、

いつ提出するかということでありますけども、来年の２月くらいに、それを提出する予定であ

ります。 
 また、どのくらい実質公債費比率が推移していくかということでありますけども、今、当局
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も一生懸命、精査しておりますけども、先ほども答弁したわけでありますけども、最大、今の

ところの、おおむねの試算でありますけども、交付税の変化もありますから、はっきりは言え

ませんが、１９．９％くらいがピークではないかと思っているわけであります。 
 いずれにしましても、先ほど言いましたとおり、できるだけ借金を減らして、できるだけ行

政改革をして、そうして、いかなければ、とても、すぐに数字が変化してくるという状況では

ないわけでありますが、いつまでを目標にと言われても、そういう意味で苦しいわけでありま

すが、ぜひ、そういうことを承知しながら、たびたび、言うとおり、財政再建団体にならない

ように、全力で舵取りをしていくつもりでありますので、よろしくご理解をしていただきたい

と思います。 
 その他のことは、担当部長から答弁いたしますので、よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 中間山間地域の直接支払い制度の１７年協定で、４０ヘクタール、協定面積が減少した要因

は何かという質問でございますけども、１０割交付の要件として、担い手、認定農業者の育成

などの、非常に厳しくなった、ハードルが高くなったことと、また、前期対策をふまえまして、

そういう条件が厳しくなったことが、減少の要因と考えられました。その後、集落へのいろん

な指導の結果、本年度には５地区、約９ヘクタールほど増えましたけども、５０ヘクタールの

協定への追加がありましたので、実際には１０ヘクタールの増加となりました。 
 次に最終年度が２１年度となる、それに対する以降継続の可能性はというふうなご質問でご

ざいます。 
 これは耕作放棄地の解消、それから防止対策として、本市の土地利用、集落における農業振

興に、非常に効果的な対策であります。国においては、今の計画は１７年から２１年までとい

うことで、ちょうど１９年度は中間年であります。そこで１９年度以降につきましては、国の

ほうでは、その検証結果を公表することとしております。農業施策の柱として、本事業の地域

の担い手の確保、集落営農の推進から、ぜひとも継続してほしい事業でありますので、機会を

捉えて、継続要望してまいりたいと考えております。 
 それから、耕作放棄地の解消と防止策ということでございますけども、農業従事者の減少と

ともに農地も荒廃し、減り続けております。これを解消するには、個々の農家の取り組みでは

限界にきております。地域への話し合い等による、要望のある地域については、県単事業の地

域提案型遊休農地活用推進事業等を導入して、支援してまいりたいと考えております。 
 また、農地の機能が失われてしまったという地域につきましては、将来の計画等も模索する

中で、ほかの目的の土地利用も検討してまいりたいと考えております。 
 それから就農者の関係の支援ということでございますけども、平成１８年、市内の新規就農

についての相談は７人ありまして、うち３人はすでに就農しております。残り４人についても、

農政担当が相談に応じて指導にあたっております。今後も、県の農業大学校を通じて、新規就

農希望者の照会があると思われますので、積極的に受け入れをしたいと考えております。 
 支援の内容につきましては、農地確保に対する支援、斡旋、それから就農資金、市担い手育

成条例に基づくものですけども、等の支給を考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ３１番議員、まだ質問ございますか。 
 浅川富士夫君。 

〇３１番議員（浅川富士夫君） 

 答弁漏れの件がございますので、お伺いしたいと思います。 
 財政健全化計画策定の中で、行財政改革アクションプランのスケジュールの件をお聞きした

ところですが、そのお答えがございませんので、再度、お答えをお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 財政健全化計画の関係でありますが、行政改革アクションプラン等のスケジュールでありま

す。この関係につきましては、行財政改革の健全化計画のスケジュールでありますけども、当

面、このような財政事情等がありますので、できるだけ早急に計画を策定していきたいと考え

ております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ３１番議員、まだ質問がございますか。 
 浅川富士夫君。 

〇３１番議員（浅川富士夫君） 

 先ほどの質問では、策定が１８年度、１９年度、２年かかるということについて、あまりに

も、この緊急事態のときに長いんではないかということでございますので、私の考えるところ

であれば、策定しながら、できるものから順次、進めていくということで、このスケジュール

については、早急に見直しをしていただきたいと、変更していただきたいと、このように思う

んですが、再質問します。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 財政健全化計画の策定推進の実施スケジュールでありますが、当該計画の策定には、その前

提として、公共事業の見直しや収入確保の徹底、あるいは公営企業の経営改善など、アクショ

ンプランに掲げます改善事項に道筋がたつことが必要であります。このために、２年間での策

定となっていますが、いずれにしても、ご指摘のとおり、一刻も早く財政再建に取り組む必要

があることから、できるだけ早く計画を策定して、着実に推進してまいりたいと、このように

考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ３１番議員、よろしゅうございますか。 
 （ な し ） 
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 これで、浅川富士夫君の会派代表質問を終結いたします。 
 以上をもって、会派代表質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩いたします。 
 再開は２時２０分とします。 

休憩 午後１２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２０分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 

 一般質問に入ります前に、午前中の代表質問の中で、一部答弁の誤り等がございました。 
 ２８番、坂本治年君の再質問の答弁に対する一部訂正および限度額について、真壁産業観光

部長より答弁の申し出がありましたので、これを許可いたします。 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 ２８番、坂本治年議員さんの再質問に対しての答弁の訂正と限度額について、お答えしたい

と思います。 
 先ほど、農地集積助成金は新規のみの扱いというような答弁をいたしましたが、現在、集積

を考えている方も対象となりますので、その訂正をよろしくお願いします。大変、失礼しまし

た。 
 続きまして、限度額についてでございますけども、担い手育成条例の中で、農地集積助成金

でありますが、認定農業者で、今後５年以上、農業を継続して行う者が申請人となって、農業

委員会での農用地利用集積計画のもとに、市が標準小作料、または契約賃貸料金の低いほうの

２分の１以内を交付するものであります。１００万円という限度は設けておりません。いずれ

にしましても、予算の範囲内での交付でありますが、多くの方々の活用をお願いするところで

あります。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 小林保壽議員。 

〇２７番議員（小林保壽君） 
 これは議長に対します質問と提案でございますが、議長の権限の中に議場の秩序保持という

のがございます。午前中の代表質問の中で、市長答弁中、議場を徘徊する２名の議員がござい

ました。このことについて、議長の意見、それから今後、どのように議場を秩序していくのか。

統一が肝心かと存じます。意見をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 会議中、議席を離れることは許されない行為と、私は認識しております。したがいまして、

そういう行為がございましたから、注意をする予定でございましたが、以前にもそういう件が

１件ございました。今後は、そういった行為があったら、議長の議場の秩序保持の中で、制止

していきます。 
 そういうことで、ひとつご理解いただきたいと思います。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２ 一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は、１９人の議員が市政について質問をいたします。 
 ここで、質問順位および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 最初に市民クラブ、６５分。次に北清クラブ、３５分。次に、無会派議員の質問順位は通告

順に従って行います。次に北杜クラブ、１４９分。 
 なお、残り時間の表示は議員席左側にて、掲示板に表示いたしますが、議長より、その都度、

残り時間を報告いたします。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに市民クラブ、６番議員、小野喜一郎君。 
 小野喜一郎君。 

〇６番議員（小野喜一郎君） 
 私は、ただいま北杜市が取り組んでおります、まちづくり交付金事業の現況と今後の見通し

について、市長に質問いたします。 
 質問に入る前に、私の視点で、今の商店街および小売店における現状と課題について、少々、

述べさせていただきます。 
 昭和４０年ごろまでの商店街というのは、個々の店がその町にない業種を補完する形で形成

されていき、それぞれが分担して、自分の持ち分で力を発揮して、その結果、町全体で総合的

に消費者のニーズに対応していたものであります。 
 ところが昭和４０年代後半ぐらいから、アメリカの影響を受けたコンサルなどにより、スー

パーマーケットという業態が国内に展開し始めました。商店街の中に、小型のスーパーが出店

する段階では、その周りの商店は、いわゆるコバンザメ商法などで、それなりの賑わいもあり

ましたが、その後、大店法の規制が緩和されたことと、個人所得の伸びによる自家用車の普及

などが、郊外への大型スーパーの出店を容易にさせました。消費者の流れは、一気に郊外の大

型商業施設へと向かい、全国的に駅前商店街や中心市街地は、シャッターを下ろしたままの店

が目立つようになりました。 
 また、コンビニやドラッグストアなどのチェーン店の出店構成や、さらに追い討ちをかけて

いるのがカタログ販売、テレビショッピング、ネット通販など、いわゆる無店舗販売網です。

こうなりますと、個人の力で単純に仕入れたものを売るというようなお店では、太刀打ちでき

なくなりました。大変、厳しい状態であります。 
 一方、古くから村落ごとに食料品を中心に身のまわり雑貨や酒、タバコなどを取り扱ってい

た近所の便利なお店も、それなりに成り立っていたものですが、近年、相次いで店じまいを余

儀なくされているのも事実であります。後継者がいないことも一因のようであります。 
 困ることは、そのご近所に住まわれている、車の運転ができなくなったお年寄りなどです。

居宅介護の認定を受けた方などは、死活問題でもあります。 
 この問題の解決については、このあと同僚議員がデマンド交通システムについての質問のと

ころでふれると思いますので、割愛させていただきます。 
 また、他方、元気のある個人経営のお店もあるわけで、例えばラーメン屋さんであったり、

そば屋さんであったり、手作りパンのパン屋さんであったり、美容院や動物病院など、郊外や
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山の中にぽつんと１軒だけあるお店が、結構、繁盛していることはご案内のとおりであります。 
 これらのお店で共通していることは、オーナーが特殊な技術を持っていて、それぞれのオリ

ジナリティーを生かして、そこでしか味わえないものであったり、サービスであったりするわ

けで、こういうお店は商店街でなくても、商売が成り立っているということを、改めて認識し

なければなりません。このことをふまえて、以下、質問をいたします。 
 このまちづくり交付金事業は、政府が全国的な中心市街地のシャッター通り化に歯止めをか

けようと、平成１６年度に都市再生特別措置法に基づき、自治体などの都市計画整備に対し、

補助金を４割程度交付する制度としてスタートし、その対象は大変、幅が広くて、ハード面に

もソフト面にも対応するというもので、その利用の仕方では、町の活性化に大変、効果がある

ものと期待をしております。 
 わが北杜市では、まず長坂地区が合併前に国に申請をして、平成１６年度に採択され、本市

になってから、清里地区が１７年度に、小淵沢駅周辺地区が本年度にそれぞれ採択されて、現

在、計画および整理が進められているところであります。 
 そこで質問の第１点目として、基本計画ともいうべき整備計画と、その進捗状況について、

どのようになっているのか、お伺いをいたします。 
 ２点目として、この計画について、地域の住民や関係者との合意が得られているのかどうか、

伺っておきたいと思います。 
 ３点目として、この計画を推進する上で障害となるような問題点があるのか、具体的にお示

しください。そして、それを解決できる見通しはあるのか、お伺いします。 
 最後に、この事業は事後に実績を、数字を示して、関係官庁に報告をしなければならないと

認識しておりますが、先ほど、述べたような、危機的状況下の商店街にあって、今の計画で、

本事業の目的である地域の活性化が本当にできるのか、心配をしておりますが、この点の整合

性について、市長の見解を伺います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 小野喜一郎議員のご質問にお答えします。 
 まず、まちづくり交付金事業の現況と今後の見通しについて、いくつかご質問をいただいて

おります。 
 最初に基本計画および進捗状況についてでありますが、北杜市は現在、長坂地区、清里駅周

辺地区、小淵沢駅周辺地区の３地区について、整備計画に沿って事業を進めております。 
 長坂地区は平成１６年度に国の採択を受け、現在、３年目を迎えております。基本計画では

主体となります駅前広場、駐車場等の整備を中心に市道、長坂駅渋沢線、駅西縦貫道路、多目

的広場、そして街路サインの整備等を行うこととし、設計内容等について、地元推進委員会と

協議を重ねる中で、地域住民と一体となり、事業推進に取り組んでおります。 
 駅前広場用地等の売買契約の締結および移転登記等については、すでに完了しており、多目

的広場敷地である旧仲見世の解体工事についても、今月２０日を工期とし、順調に進んでおり

ます。また、道路整備についても地権者への説明と交渉を行っております。 
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 次に、平成１７年度に採択を受けた清里駅周辺地区についてでありますが、清里駅周辺地区

では観光客と地域住民が共に交流できる場とするため、駅前広場やロータリーの整備を行うと

ともに、周辺道路の拡幅等、駅前広場までの誘導がスムーズに行われるよう、一体性のある計

画を策定いたしました。 
 進捗状況でありますが、５月に執行した駅前のホテルカルムの解体工事については、すでに

完了しております。現在、地元協議会、ＪＲ長野支社および山梨交通との協議を重ねており、

景観を重視したゆとりのある空間として、整備ができるよう努めております。 
 また、道路整備では市道、清里駅西上線について、県との交差点協議も終了しており、今月

には改良工事に着手したいと考えております。 
 市道、清泉寮線、吐竜の滝線および国際化統一サイン計画、エントランス緑地整備につきま

しても、清里地域全体の質を高めるものとなるよう、地元協議会からの意見や提案に基づき、

計画を進めているところであります。 
 次に小淵沢駅周辺地区整備計画についてでありますが、今年３月に地域の特性をふまえた都

市再生整備計画が国土交通省の採択を受けました。この計画では駅前広場の整備や地震等、災

害に強いまちづくりを目指して、避難場所等としての中学校屋内運動場の建設と駅周辺の道路

改良を行うこととしております。 
 今年度事業としましては、駅前広場と市道等の設計業務委託および中学校屋内運動場の建設

を計画しております。進捗状況でありますが、中学校屋内運動場解体工事については、すでに

完了しております。また市道、西１級１４号線、巨摩跨線橋設計業務委託については、１２月

１１日を工期として、９月に発注したところであります。 
 次に地域との合意についてでありますが、事業を進めるにあたっては、計画区域の住民をは

じめ、まちづくりに関係ある推進組織である協議会や委員会を組織化し、定期的に検討会等を

開催しております。より高いレベルの環境と、調和に配慮した整備について、十分審議し、多

方面からご意見等をいただきながら、合意形成を図り、事業の推進に努めております。 
 次に計画推進上の課題についてでありますが、主には地権者との費用負担と用地等の買収価

格が挙げられます。駅前広場等については、ＪＲをはじめ山梨交通、山梨県利害関係者との協

議が必要不可欠であり、計画に沿う説明会を行う中、費用負担等の交渉と調整を図っていると

ころであります。 
 道路改良につきましては、地権者の公共事業への理解はあるものの、開示等の要望、また希

望価格と不動産鑑定価格との際に難色を示しているケースもあります。しかし、事業推進のた

め、今後も調整を図りながら、理解を求めていきたいと考えております。 
 次に商店街との整合性についてでありますが、長坂商店街をはじめ、清里駅前および小淵沢

駅前商店街における個人経営の小売店を取り巻く消費環境は、大変厳しい状況であり、近年は

空き店舗や空き地も増えてきている現状であります。 
 こうした中、まちづくり交付金事業により、地域の歴史、文化、自然環境等を基本に、地域

ごとに創意工夫したオーダーメイド型の計画の実現を図ることにより、通常の事業では期待で

きない相乗効果や波及効果が期待できるものと考えております。本計画は、対象区域の委員会

や協議会の意見を十分聴取し、事業計画を策定しておりますので、今後はそれぞれの地域にお

いて、観光客と住民とのさらなる交流を図り、人と文化の交流ができる環境づくりに期待する

ものであります。 
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 先ほど、小野議員の冒頭のご意見、ご質問を聞きながら思ったんでありますけども、確かに、

私たちのふるさとも、商店街で見ると、昭和４０年代、ないしは５０年代の頭くらいは、小売

商店街だとか、ときにスーパーが主力で、商店街を形成してきました。そして、自動車の普及

なのか、いろいろな意味で大型店、郊外に出るような消費形態になってきまして、昨今では、

ときにコンビニだとか、あるいはまた専門店、通信販売等々が主力になってきて、いろいろな

意味の旧商店街がシャッター通りになる、さみしい状況になっていることは確かであります。

構造的だといえば、それまでかもしれませんが、それでは政治にならないと、語れないという

思いで、また、このようなまち交事業を、駅前を中心にやっておるわけでありまして、ご理解

をいただきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ６番議員、再質問はございませんか。 
 ６番、小野喜一郎君。 

〇６番議員（小野喜一郎君） 
 私は長坂で、実際に、この事業の進捗を目の当たりにしているわけですけども、長坂の場合

には予定どおりに進んでいるような気がします。 
 一方、清里駅周辺地域の計画は、高根町時代から検討していると聞いておりますが、私の聞

くところによりますと、整備計画も一部、いまだ定まっていない部分があったり、あるいは住

民との合意もできていないところもあるというふうなことも伺っておりますが、これは今後、

予定どおりに進むのかどうか、このへんも再確認をしたいと思います。 
 そして、長坂の町について、要望を兼ねて、再質問をいたします。 
 私自身が、今、長坂の町に住んでいますが、生活する場所として、大変住みよいところだと、

改めて実感しているところであります。なぜならば、公共交通機関の便利さ、そして買い物や

役所、銀行、郵便局、保育所や学校の便がよいこと。治安面では警察や消防署が近いし、そし

て何よりも自然災害の危険性が少ないことなど、また自然がすぐ近くにあり、夏などは甲府な

どに比べると、格段に過ごしやすいことなど、数えればきりがありません。車を頼りにしなく

て生活する人や、甲府に３２分で通勤できることなどを考慮すると、働き盛りの人にも最適な

住環境だと言えるでしょう。 
 そこで、これからは商店街の空き地や空き店舗などは商業施設ではなく、むしろ効率のいい

住空間としての活用のほうが、事業としても成り立つような気がします。市が直接、手がける

のもよし、民間の力を借りるのもよいでしょう。そのときは行政として、税制面での優遇措置

とか条例などに厳しい規制などがあれば、緩和措置をとるというような、なんらかの手助けを

することにより、より一層、効果が上がるわけで、その結果、住民が増えれば、そこに必ず、

新しい事業が始まるものです。そして、町の活性化にもつながり、まちづくり交付金事業との

整合性も確保されると考えますが、市長の見解を伺います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 清里駅前のほうについては、担当部長のほうから答弁があろうかと思いますけども、今、長

坂駅前が永年、八ヶ岳山麓の商店街として中心的な役割を果たしてきたことは、先ほど来のお

話のとおりだと思います。そのような中で、いろいろな意味のマーケット需要、構造的な変化

等々の中で、長坂駅前商店街も大変な状況であることは、私も肌身で承知をいたしておりまし

て、そうはいっても小野議員さんもお住まいの中で、商店街としての位置づけもだけども、居

住環境としても素晴らしいところだというご指摘でありますけども、私も率直に言って、分か

らないばかりではありません。 
 そういう意味からすれば、これから少子化を迎えるわけでありますけども、企業誘致につい

ても比較的順調にというと言い過ぎかもしれませんが、前の答弁でもしましたとおり、比較的

多くの企業誘致がありますので、居住環境も整えなければならないことも確かだと思います。

企業へあいさつまわりしますと、住宅まで企業が考えるでは大変だから、市長、住宅だけは頼

むよという、逆お願いもされております。そんな中で、甲府もマンションがやたら建っている

わけでありますけども、住環境だけは北杜市も負けないように対応しなければならないという

意味からすれば、長坂の商店街の居住環境としての位置づけも面白い提言だと思いますので、

考えていきたいと思います。 
 あとは担当部長のほうから。 

〇議長（小澤寛君） 
 建設部長。 

〇建設部長（柴井英記君） 
 小野議員さんの、清里駅周辺地域住民との合意形成は図られているかということのご質問に

ついて、お答えしたいと思います。 
 清里駅周辺地区整備推進連絡協議会が設置されておりまして、４月、７月、９月というふう

に開催しまして、主に清里駅前広場の検討がなされてまいりました。その中で、市では協議会

の委員の皆さんの意見等を計画内容に反映する中で、計画内容を提示しまして、意見をお聞き

してまいりました。 
 その中で、清里駅前広場の基本案につきまして、合意決定されてきましたので、今後はＪＲ

長野支社、また山梨交通、県等と調整を図りながら、当初の計画が計画どおり進むよう、今、

調整を図っておりますので、順調にここへきて推移していると思っておりますので、地域の皆

さんの、またご協力をいただきたいと思っております。 
 よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ６番議員、まだ質問はありますか。 
 小野喜一郎君。 

〇６番議員（小野喜一郎君） 
 いずれにいたしましても、小売業を取り巻く商環境は大変、今、厳しいわけでして、地元の

商工会とともに、努力をしていかなければならないのではと思っておりますが、行政において

も、今後、商店街の活性化に本腰で取り組んでいただきますことを要望いたしまして、私の質

問を終わらせていただきます。 

 ８６



〇議長（小澤寛君） 
 答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 小野議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで６番、小野喜一郎議員の一般質問を終わります。 
 次に市民クラブ、２２番議員、小林元久君。 
 小林元久君。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 里山整備事業および野生鳥獣害対策について、ご質問いたします。 
 北杜市の７７．６％を占めている森林、美しい山並み、豊富な水源を守るため、荒廃した森

を緑豊かな自然、特に里山を守るため、昨年１２月、里山整備事業および野生鳥獣対策委員会

を立ち上げ、市が独自で、この事業に取り組んでいると思います。この委員会では、各方面の

専門家に参画してもらい、有益な意見が出され、議論していることと思われます。そこで、委

員会議論の中で出された意見を主として、どのように取り入れ、どこに反映しているのか、具

体的事例を示しながら、説明していただきたいと思います。 
 次に里山整備事業についてであります。 
 この事業は人工林が対象であり、天然林は対象外となっているため、里山には天然林も多く

存在しており、ここを住みかとして、野生獣も多く存在し、獣害につながっています。これを

対象から外すことにより、この事業の目的である北杜市内の森林の荒廃を防止し、森林の織り

なす豊かな自然環境を最大限に引き出すことに、支障を来たすように感じられます。そこで、

天然林を対象としない理由と、人工林のみ整備での効果を総合的な検証の中で説明していただ

きたい。 
 また、平成１７年度当該事業の里山整備と鳥獣対策の実績を個人・委託別に、また併せて事

業導入地の現在の様子を管理状況ごとにまとめ、教えてください。 
 次に鳥獣対策事業についてであり、市内には多くの地域で獣対策の電気柵が補助事業導入に

より設置され、大きな成果を挙げています。しかし、設置した地域に隣接した未整備の地域で

は、今までとは比較にならないほど、獣害が多発しています。地域単位での獣害対策、電気柵

設置はその地域での効果は大きい反面、未設置地域への獣害につながり、獣害と電気柵設置等

の対策でイタチゴッコになっている現状であります。そこで獣害対策として、広範囲での防除

柵、獣の捕獲、もしくは獣の奥山への誘導等について、お考えをお教え願いたいと思います。 
 また武川町柳沢地区に導入する、里山獣害対策森林整備モデル事業については、今年度、導

入事業とのことで、先の委員会でも説明がありました。こうした森林整備が獣害対策に有効で

あることを期待しているところです。ついては、課題である事業後の管理方法について、地元

ではどのような取り組みを検討しているのか。 
 また、行政ではどのような指導、なんらかの支援策を検討しているのか。有効性を立証され、

他の地域へ普及していく上でも、重要な課題と考えますので、具体的なお考えをお聞きいたし

ます。 
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 以上、５項目について、市長のお考えを伺います。 
 質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２２番、小林元久議員のご質問にお答えいたします。 
 最初に里山整備事業推進委員会等の活用と効果についてでありますが、里山整備事業と野生

鳥獣害対策の推進を図るため、昨年１２月に里山整備事業推進委員会と野生鳥獣害対策協議会

を設置いたしました。両組織の設置以来、それぞれ二度の会議を開催し、情報共有と意見交換

を行ったところでありますが、それらの会議においては、森林整備を行うことは重要であり、

里山整備事業をより一層、周知してほしい、鳥獣による被害は継続的に発生しており、対策を

強化してほしいなどのご意見がありました。 
 市といたしましては、このようなご意見をふまえ、広報やホームページの充実による里山整

備事業や林業知識の紹介、効果的な獣害対策の基礎となる被害アンケートの実施などを行って

いるところであります。さらには両会議のほか、北杜市の森林林業について、幅広い方々と話

し合う北の森再生会議を６月から三度開催し、その議論をふまえ、里山整備事業の見直しを行

うとともに、森林ボランティアの活動場所の照会制度などを、新たに創設したところでありま

す。 
 今後とも、これら会議を活用し、健全な森林の育成と鳥獣害対策の推進に努めてまいりたい

と考えております。 
 次に里山整備事業での天然林の取り扱いと、その理由についてでありますが、国の森林計画

制度等においては人工林、天然林にかかわらず、積極的に施業を行うものを育成林、天然林を

活用し、主として自然の推移に委ねるものを天然生林とし、その区分に応じた施業、管理方法

を示しております。 
 これまで里山整備事業については、人工林の整備を基本に補助を行ってきたところでありま

すが、適切な森林整備を行うには区分に応じた補助内容とすることが望ましいこと、農地等の

周辺にある荒廃した里山には天然林が多いことなどから、９月に補助金交付要綱を改正し、補

助内容の整理を行い、人工林のみならず、管理が必要な天然林についても、十分な支援を行う

ことといたしました。 
 なお、天然林のうち、原生的な自然環境を有するものについては、自然のままに、その推移

に委ねることが適切であると考えております。 
 次に、鳥獣害対策としての電気柵設置における効果と周辺地の問題点についてでありますが、

シカ、イノシシの被害に対しては電気柵の設置が効果的であり、要望のある地区については、

順次、設置への補助金をしてまいりたいと考えておりますが、その効果を発揮するためには、

適切な維持管理を実施していくことが重要であります。 
 特にサルの被害に対しては、電気柵の設置だけでは防除効果に限界があり、正確な知識の普

及と継続した追い払い活動、被害拡大の一因となっている周辺の荒廃した里山の整備などを併

せて推進し、徐々に被害を縮小してまいりたいと考えております。 
 また、県においては、山梨県ニホンザル保護管理検討会を開催し、個体数調整と防除対策の
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強化を内容とする計画を策定し始めたところであり、その内容をふまえた検討も行っていく必

要があると考えております。 
 次に武川町柳沢地区での里山獣害対策森林整備事業の有効性と、整備後の永続的な管理方法

についてでありますが、この事業は農地に隣接する里山を整備することにより、追い上げ等が

実施しやすく、野生動物が生息しにくい緩衝帯の設置、山梨県との協力による効果検証を行う

ものであり、地域の自主防除活動と併せて実施することで、有効な獣害対策となるものと期待

しているところであります。その効果検証にあたっては、山梨県森林総合研究所と協力し、セ

ンサーカメラ設置による動物の動向把握を行うこととしております。 
 なお、整備後の管理につきましては、地域の自主管理が原則となることから、地元において

事業実施後の管理方法を検討し始めているところであります。 
 市としては、適切な管理がなされるよう、里山の整備方法の指導や地域の体制づくりについ

ての助言を適切に行い、地域ぐるみで獣害対策を推進してまいりたいと考えております。 
 平成１７年度里山事業の実績等につきましては、担当部長から答弁させていただきます。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 ２２番、小林元久議員のご質問にお答えいたします。 
 平成１７年度の里山整備事業の実績等についてであります。 
 平成１７年度の里山整備事業については６６件、４３ヘクタールの森林整備に対して、補助

を行ったところですが、うち所有者自身での施行は５６件、３５ヘクタール。森林組合等への

委託施行は１０件、８ヘクタールとなっております。 
 補助金の交付にあたりましては、施行の方法にかかわらず、適正な事業実施がなされている

か、完成検査を行い、状況を把握しているところであり、今後とも森林所有者による適正な管

理が行われるよう、指導に努めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ２２番議員、再質問はございませんか。 
 小林元久君。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 整備後の検証はどうかということでもって、ご質問いたします。 
 補助金の返還というようなことで、回覧に出ておったわけでございますが、補助金を受けた

山林を事業完了年度の翌年から起算して、５年以内に他の用途に転用の場合と、こういうふう

に回覧には謳ってあるわけですが、これは補助金を出して、整備をするわけでございます。そ

れで下草刈りとか除伐、間伐ですね、こういった管理に補助金を出している関係で、こういう

ものについては、補助金を出したあとの管理は、この補助金の返還の対象にはならないのかと

いう点、１点ですね。 
 それから里山整備で委託件数、今も部長のほうからご説明があったように、個人、所有者が

整備した件数のほうが多いわけでございます。北杜市の緑豊かな自然を愛する気持ちの表れだ
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と思いますが、この個人でやった場合と、委託した場合を対象にしてみますと、委託をした場

合にはたぶん、１回こっきりでもって、次には補助金がないものですから、山はそのまま荒れ

てしまうんではないかなと。個人の場合には、１回やって手が入れば、順次、簡単になります

から、また続けてやる方が多くなる。こんなような関係で、個人所有者がやる場合の補助金を、

今、１反部５千円ですか、これを委託した場合には下草刈りが９，４００円。それから除伐が

１万６，４００円。間伐が１万２，８００円と、こんなふうに２、３倍の金を出してやってい

るわけでございます。 
 こういったことを考えると、今、少し、個人に補助金を少しでもあげてやって、委託の率を

下げたらどうかなと。こういうことによって、個人の場合、所有者ですね、関心を持って、里

山の手入れをするではないかなと、こんなふうに思います。これについて、また、お考えをお

願いします。 
 それから、武川町柳沢地区の里山の獣害対策森林整備事業、これは緩衝帯をつくって、獣の

侵入を抑えるというようなことでありますが、６月の鈴木議員の質問にもあったように、だい

ぶ、お年を召した方が多くて、これからの手入れも大変ではないかなということのようでござ

いますので、これから管理していく上で、市の協力が今少し、できないものかなと、こんなふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 
 それから緩衝帯をつくっても、もうすでに里のほうに獣は入っているわけです。そういった、

獣の入ったものはどうするのか。今、猟友会でもって協力していただいて、大変、ご苦労を願っ

ているわけでございますが、これが今後、市の考えで、どのように協力してもらうのか。猟友

会とどういうふうに手をつないで対策をやっていくのか。そのお考えもひとつ、よろしくお願

いいたします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 まず、森林整備のほうでありますけども、私が言うまでもなく、補助金を出して森林整備す

るということは、育林が目的であるわけであります。したがいまして、私ども手っ取り早く言

うならば、さっき、用途変更といいましょうか、分かりやすく言えば、別荘でいるというふう

なことになれば、これは当然、補助金の返還というのはあり得ることだと思います。委託だと

か個人だとかということの具体的内容については、もう少し、詳しく林政課長のほうからお答

えするようにいたします。 
 それから、武川の緩衝帯の話でありますけども、柳沢地区の里山獣害対策森林整備事業は、

１つのモデルとしてやっておりますので、この実績等々もふまえながらやらなければならない

と思っています。 
 ただ、私が言うまでもなく、ここを追っ払えば、そっちへ行くというのは自然の道理でして、

ここが駄目から山のほうへサルが帰っていくわけではないわけですから、まさに議員、さっき

の質問の中にもありましたけど、イタチゴッコ感もするわけで、非常に心配するところであり

ます。県とも対策を考えながら、鳥獣対策をいよいよ考えていかなければならない。こっちば

かりでなくて、あっちの江草のほうもすごいという話を聞いておるわけでありまして、子ども
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の数で言えば、人間の子どもよりもサルの子どものほうが多いではないかなんていう冗談も飛

び出るほど、サルが多くなって心配をいたしているところであります。 
 では、あとお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 小林元久議員の転用の関係、それから個人の金額等について、お答えさせていただきます。 
 補助金を受けた山林が５年以内に転用ということ、場合には返還があるではないかというこ

とで、これは宅地転用などについては返還の必要があるということでございます。 
 それから、それでは本人が直接行う、５万円につきましては、一応、燃料代など等でござい

まして、そのところ、５万円ぐらいが適当ではないかと考えております。 
 それから、あと管理につきましては、委託に施行いたしましても、個人が施行いたしまして

も、いずれも、その管理はやはり個人がして、残りは個人がしていかなければならないと思い

ますので、そのへんでご理解していただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ２２番議員、まだ質問はありますか。 
 小林元久君。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 今の管理の件でございますが、ぜひ、所有者が長くやっていただいて、北杜市の森がよくな

りますように、ひとつ、このへんも頭に入れながら、補助金を使っていただきたいと、こんな

ふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を必要としますか。 
 （結構です。の声） 
 小林議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありませんか。 
 ５番、五味良一君。 

〇５番議員（五味良一君） 
 先ほどと、ちょっと重複するかもしれませんけど、近年、シカの保護やらで、特にシカ、イ

ノシシ等が、もう急激に増えてきております。また、山の木の実が少なくなって、獣が下へ下

へと下ってきている状況の中で、最近、明野にしてもサルの集団が分裂化いたしまして、もう

集団が２つに分かれまして、塩川筋を下っているものと茅ヶ岳農道を南下している集団が、も

ろこし、栗、そのほかの野菜、全滅の状況で大変、農家の人たちは深刻に考えております。 
 そこで私も、ほかの、旧町村を言ってはいけないかもしれませんけど、旧町村、武川、白州、

小淵沢にしても、いろんな獣の被害を受けているようでございます。そこでもし、その被害状

況が各町村で分かりましたら、教えていただきたいのと、このまま、今、市長が言うように、

追いやれば、なんかまた、違うほうに出るというふうなことを言いましたけど、私の聞いてい
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るところでは、なんとか追いやって、山の奥へ、もう１回戻せば、なんとか、そこで生活する

んではないかなというふうな話も聞いております。そこで、そういう、いろんな対策を講じた

中で、里の、家の近くまで出てこないように、なんとか、その被害を防げるような対策が講じ

られていくのかどうか、そのへんを教えていただければ、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 北杜市の鳥獣害被害の状況ということで、平成１７年度の状況でございます。 
 北杜市、カラスとか鳥、サル、クマ、イノシシ、シカ、総合計で申し上げますと、被害金額

は２，７６２万３千円という被害が、調査の結果で出ております。頭数については、捕獲頭数

は２０５頭、捕獲したわけですけども、被害については、そんなふうな状況の被害状況でござ

います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 ２番、岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 今の一連のご質問の中で、サルについて、市長も今、おっしゃっていましたので、一言申し

上げたいと思うんですけど、近いところでは軽井沢が、ここ１０年ぐらいひどいサルの被害、

クマもですけども、見舞われていまして、実はこの被害を予測して、警鐘を鳴らしたのが、実

際に被害が出る、１０年以上前なんですね。群馬県との境の碓氷峠で調査をしていた学生グルー

プが、将来、軽井沢が危ないと警鐘を鳴らして、そのときに、その意味が分からなくて、手を

こまねいて見ていた結果が現在です。 
 北杜市もまったく同じ状況になりかねないと、私は非常に危惧していまして、例えば江草と、

今おっしゃったし、それから白州のサルもそうですが、実際にサルの移動距離というのは、こ

の周辺は庭のようなものでして、実際に神奈川県の湯河原から、西伊豆の先の波勝崎まで移動

しているという報告があります。非常に長い距離を短時間に移動する能力を、サルは持ってい

ますので、ぜひ今から、そういう、言ってみれば、反面教師があちこちにありますので、そこ

の実態をよく調べて、北杜市、ここは農村であると同時に観光地でもあるわけで、第２の下北、

あるいは第２の軽井沢、あるいは志賀高原にならないように、今から十分な調査と手を打って

いただきたいというふうに思いますが、これはご答弁は結構ですので、ぜひ市長、よろしくお

願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 ほかに関連質問はございませんか・・・はい。 
〇産業観光部長（真壁一永君） 

 先ほど、サルの総合的な対策の、追いやりの答弁漏れがございました。 
 このことにつきましては、林政課長のほうからお答えさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 はい、どうぞ。 

〇林政課長（石井洋君） 
 五味議員のご質問でございますけども、総合的な対策が何かあればというような件でござい

ます。 
 まず、鳥獣害の対策というものは個体数の調整、ある程度、捕獲をしていくということと、

地域の一斉の追い上げ活動ですとか、放棄作物を回収していくということが車の両輪のように

実施されることで、はじめて効果を有するというように考えております。 
 市といたしましては、被害状況をまず把握することが、一番重要だということで、被害調査

アンケートを今、実施しておりまして、その結果を整理しているところでございます。 
 また、地域の活動についてですけども、先日も大泉のほうで市役所、あと農協さん、地域の

住民の方々と併せまして、一斉追い上げというものを二度ほど、実施してまいりました。そう

いうような地域の取り組み、また鳥獣の捕獲というものを車の両輪のように進めて、今後、獣

害対策の強化ということを図ってまいりたいと考えております。 
 また、先の答弁を求めないということでございましたけれども、サルの行動範囲の調査等に

つきましては、５頭ほどに発信機を付けまして、現在、信州大学の先生に委託して、ある程度

の行動範囲の調査というものをして、順々に準備をして、効果的な対策に努めてまいりたいと

考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 ５番、五味良一君。 

〇５番議員（五味良一君） 
 先ほどのサルの件なんですが、市役所のほうで指導を強化していただけるということであれ

ばいいんですが、私の聞くところによると、その被害届を農協のほうへ出さなければ駄目だと。

農協のほうへ出して、農協ではじめて許可の申請を出すということで、農協へ行っても農協は、

自分たちが自衛策を講じた写真を添付して、それで持ってこなければ動かないよということな

もので、農家にとっては何も、指をくわえて待っているだけで泣き寝入りという人が大半なん

です。被害を見ているだけで、これではもう、来年から何も作れないかなという人が大半なん

です。 
 そこで先ほど、ちらっと、指導を強化していただけるような話をいただきましたので、ぜひ

とも市役所のほうが先頭になっていただいて、なんとか、その鳥獣害駆除の関係を優先してい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 答弁は結構です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで２２番、小林元久議員の一般質問を終わります。 
 次に市民クラブ、２４番議員、内田俊彦君。 
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 内田俊彦君。 
〇２４番議員（内田俊彦君） 

 通告に従いまして、行政評価、事業仕分けについて。また、会計制度改革について、２項目

を質問させていただきます。 
 代表質問の中にも多くの方が述べられているように、財政というものは非常に逼迫している

ということで、当然、私ども議員も、そして執行側も非常に頭を悩ましているとともに、その

手立てについて、今、一生懸命模索しているところではないかなというふうに思います。 
 そこで行政評価、事業仕分けについて、質問いたします。 
 国や地方自治体が実施する政策や事業について、その必要性や有効性、効率性をできる限り、

客観的に評価して、見直し、改善に役立てる行政評価が２００１年１月、国に導入されてから

５年が経過いたしました。 
 政府は本年６月、２００５年版、政策評価白書を公表いたしました。それによると、政府全

体では９，７９６件の評価が行われ、うち政策決定後に行う事後評価が５，２３５件、事前評

価が４，５６１件であります。政府におきましては、事業費１０億円以上の研究開発、公共事

業、政府開発援助、通称ＯＤＡですが、事前評価が義務づけられております。 
 決定後、５年を経過しても未着手、または１０年経過して未了の公共事業と、ＯＤＡは再評

価、事後評価を行い、継続が適当でなければ廃止、または中止することが定められております。 
 ２００５年度は２，０１１件が再評価され、４１事業、総事業費約８千億円について廃止、

中止が決定されました。評価すること、また、されることを行政担当者が政策、事業企画立案

する段階から、常に意識することの意味は大きいものと思われます。 
 本市の行政改革大綱、アクションプランですが、その内容を見ますと、いくつかの見直し、

効率性重視の努力がたくさん盛り込まれ、期待するところであります。併せて行政評価の取り

組み目標として、平成１８年度、本年は検討。平成１９年は試行導入、試しに導入して、平成

２１年より本格実施というスケジュールになっております。 
 北杜市は合併以前の計画、また継続事業がたくさんあり、その見直しが迫られている時期を

迎えていることと思います。また、新規事業についても、同様なことが言えると思います。 
 そこで、以下４点についてお伺いいたします。 
 まず１点目として、行政評価の今後の取り組みについて、お伺いいたします。 
 次に事前評価と事後評価について、お伺いいたします。 
 ３点目として、評価に伴う第三者機関、これは通告分では「機関」が長さということですが、

これは機会の「機」、そして関係の「関」で、機関の設置についてであります。 
 ４、これが大事なことになるわけですが、評価に伴う事業仕分けについて。これは事業仕分

けと言いますと、これは必要であるかとか、また必要であれば、委託をするのか、指定管理に

するのか。また、その各担当、また外郭、こういったものを含めながら考えていかなければい

けないと思いますが、この事業仕分けについて、お伺いいたします。 
 次に２項目といたしまして、会計制度改革についてお伺いいたします。 
 総務省は、本年５月に出されました新地方会計制度研究会の報告書を受け、すべての地方自

治体に対し、国に準ずる財務諸表の作成を求める方針を決めました。それによると、１．貸借

対照表、２．行政コスト計算書、３．資金収支計算書、４．純資産変動計画書であります。３万

人以上の北杜市においては、３年以内の策定となっております。本市の資産、債務、コストを
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示し、財政状況を明示することが目的と思われますが、今後の本市においても、内外ともに本

市の政策、また事業のあり方について、説明責任を果たすためには大変重要であり、必要なこ

とだと思われますが、そこで２点、質問いたします。 
 まず１点目ですが、これはこの時点では、答申でありますので、方針の段階で、決定ではあ

りませんが、この財務諸表についての作成の取り組みについて、お伺いいたします。 
 ２点目ですが、これは東京都と北杜市を比べるのは、あまりにもちょっと差があるとは思い

ますが、東京都ではもう、早くに着手しておりまして、なおかつ電算化で新システムを導入し

て、作成にあたっております。この作成するにあたっては、電算化を基本として、目標とあげ

るかということを質問いたします。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２４番、内田俊彦議員のご質問にお答えいたします。 
 行政評価会計制度改革について、いくつかご質問をいただいています。 
 最初に行政評価の今後の取り組みについてでありますが、行政評価につきましては、行政が

実施している施策や事務事業の有効性や必要性を、成果指標等を用いて評価するものであり、

より効果的、効率的な市政の運営を図るための行財政改革の手法であることから、北杜市行財

政改革アクションプランにおいても、平成２１年度に行政評価システムを導入することとした

ところであります。 
 現在、多くの自治体において、行政評価システムが導入されておりますので、今後、それら

を参考にして、北杜市にとって、よりよい行政評価システムの導入に向け、検討してまいる考

えであります。 
 次に事前評価と事後評価についてでありますが、行政評価は施策や事務事業の目標に対する

成果について、評価を行うものであることから、基本的には事後評価を行うものと考えており

ますが、今後、行政評価システムの導入について検討する中で、事前評価の手法や有効性など

も研究しながら、総合的に検討してまいります。 
 次に評価に伴う第三者機関の設置についてでありますが、第三者機関の設置につきましても

行財政改革アクションプランに明記したところでありますが、市民の目線に立った施策や事務

事業の評価を行っていくためには、外部の方による客観的な評価が必要であることから、第三

者機関を設置することにより、その評価の公平性、透明性の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。 
 次に会計制度改革についてであります。 
 厳しい財政環境が続く中で、地方分権時代にふさわしい自己決定・自己責任の原則による自

治体経営を進め、個性豊かで活力ある地域社会の実現を図っていくためには、簡素で効率的な

行財政運営を目指し、抜本的な行財政改革に継続的に取り組むとともに、そうした取り組みに

ついて、市民の皆さんに適切に説明責任を果たし、理解と信頼を得ることが必要であります。 
 このため、これまでも北杜市財政状況の作成及び公表に関する条例に基づき、本市の財政状

況について、年２回、広報誌に掲載するほか、当初予算の状況や決算の認定につきまして、広
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報誌を通じ、公表してきたところであります。貸借対照表、ほかの財務書類の作成につきまし

ては、８月末の総務省からの通知の中で、人口３万人以上の都市の場合、３年後までに整備す

るよう求められましたが、その具体的な指針については、今後、示されることになっておりま

すので、それらを受け、電算化も含め、検討してまいりたいと考えております。 
 評価に伴う事業仕分けにつきましては、担当部長から答弁いたさせますので、よろしくお願

いします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 それでは、評価に伴う事業仕分けにつきまして、お答えを申し上げたいと思います。 
 事業仕分けにつきましては、現在、市が実施している事務事業が本当に必要であるか、ある

いは行政と民間のどちらかが実施すべきかなど検討し、整理していくもので、行政評価におけ

る有効な手段であり、市場化テストや民間移譲といった、実施主体の議論の前提となるもので

あります。 
 国においては、財政改革推進法にその実施が明記され、全国の２０前後の自治体では、すで

に実施されているところでありますが、北杜市におきましても、今後、行政評価システムの導

入を検討する中で、事業仕分けの実施も併せ、検討をしてまいる考えであります。ご理解をい

ただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 ２４番議員、再質問はございませんか。 
 内田俊彦君。 

〇２４番議員（内田俊彦君） 
 何点か、再質問をさせていただきます。 
 まず最初に、行政評価、事業仕分けについてでございますが、アクションプランの中に明確

にタイムスケジュール等は載っているわけでございますが、これを見させていただきますと、

実施スケジュールが平成１８年の、今、ちょうど１８年なんですが、この１８年度中に検討し

て、１９年に試しにやってみるというような形になっております。となると、簡単に言います

と、行政評価をするために、ある意味、分かりやすい、評価もしやすいし、効果も上がりやす

いようなことを、１９年に、おそらく試行するような考えであると思われるんですが、それに

ついて、１９年度、今、１８年で検討しているところでございますが、どのようなことを、１９年

にまず、やるのかなということをお聞きいたします。 
 また、行政仕分けについては、当然、必要であるか、不必要であるかというところが、まず、

最初のハードルになるかなというふうに思っております。必要か不必要かということを、ちょっ

と行政評価のほうで、第三者機関の設置ということで、設置ということと併せてお聞きいたし

ますが、それをどういったところで検討されていくのか。そして逆に、これは必要だというこ

とになったときに、それは民間でやったほうがいいのか。それも指定管理でやったほうがいい

のか、また、委託でやったほうがいいのか。また、両方を絡めながら、その事業を推進したほ

うがいいのかというようなことが、検討課題になるというふうに思いますが、そういった難し

 ９６



い検討を、今後していかなければならない事態が発生すると思いますが、そういったところ、

どういった機関というか、その委員会を設けるとか、また、企画の中で考えられるのか、どの

部署で考えるのか、今のところの予定を教えていただきたいと思います。 
 あと、会計制度改革については、おそらく、急に今、通達がちょうどきたころではないかな

というふうに思っております。ただ、会計制度改革については、自治体の、簡単に言うと、単

年度決算ではなくて、複式の何年かにわたった決算というような形で、現実、担当者は非常に

苦しむんではないかなというふうに思います。そういったことが、東京都の中でも、最初、議

論になったそうでして、そのへんについては、答弁は結構ですけども、最善の努力をして、小

淵沢さんと合併したということで、おそらく決算は来年９月に、北杜市全体が出るということ

なので、その後、その計画に移っていくんではないかなというふうに、私も思っていますが、

答弁は結構ですので、その部分はよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 今の再質問でございますけども、この行政評価システムの導入につきましては、ご指摘のと

おり、行政改革アクションプランに明記されております。現在のところ、これから、この行政

評価につきましては、十分、検討していくという状況下であります。 
 取り扱う課でありますけども、企画部の企画課におきまして、この関係につきまして、行政

評価のシステム導入と併せながら、等々の考え方を、これから検討していくところであります。 
 議員さんのご指摘のとおり、十分、精査・研究をしながら、この評価に、２１年実施に向け

まして、また１９年度試行に向けまして、検討してまいりたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 内田俊彦君。 
〇２４番議員（内田俊彦君） 

 タイムスケジュールと、また方針についても、今の段階では、なかなか検討段階だというよ

うなことですが、そのへんはよく分かりました。 
 それで、どうしても、この行政評価をする場合、現場の方の意見を聞かないと、なかなか、

その評価が確かなものになっていかないということもありますし、逆に外部評価という形で、

まったく市の政策を実施する側の、自分たちの評価もしたり、また、外での評価もしたりとい

うような形の評価のやり方もあるようでございます。これは十分、検討していただきたいんで

すが、現場の意見をよく吸い上げるということで、現場の方も、当然、この中に入って検討し

ていただけるという理解でよろしいでしょうか。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 この行政評価の問題は、いろいろな意味で注目はされておるわけでありますけども、今、内

田議員ご指摘のとおり、これは内野だけで見るつもりもありませんし、現場の意見は当然、聞
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いていかなければならないと思っています。 
 ただ、東京都はこういう話は率先できるはずであります。しかし、あまりにも行政評価が表

へ出ていくと、つまり外野の目線だけで見られてしまうと、費用対効果の議論が出てきたりし

ますと、地方にとっては、行政を推進するのに、極めてブレーキになると。つまり、いろいろ

な意味で、行政評価がたくさん表に出てきて、そして費用対効果議論まで出てきますと、私が

言うまでもなく、それを外野で見られてしまうと、北杜市も、あるいはまた地方、過疎地帯は

さらに厳しくなるという、弊害とは言いませんけども、性格を持っていると思います。そのへ

んを加味しながら、私どもとしては、この行政評価制度を北杜市の目線で見た行政評価として、

考えていきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ２４番議員、まだ質問はありますか。 
 （ な し ） 
 内田議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで２４番、内田俊彦議員の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は３時５０分。 

休憩 午後 ３時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時５０分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 次に市民クラブ、４番議員、篠原眞清君。 
 篠原眞清君ですが、市民クラブの残時間は２９分ですので、通告いたします。 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 私は平成１８年第３回定例会にあたり、北杜市が現在、直面している課題の１つであります、

明野最終処分場問題について、３点にわたって市長ならびに教育長に質問をいたします。 
 さて、この処分場計画は去る９月１５日、山梨県が事業主体である（財）山梨県環境整備事

業団に対し、処分場設置変更契約の変更の許可を出しました。これに先立ち、去る９月３日、

この処分場計画に反対する明野廃棄物最終処分場問題対策協議会が主催する、明野処分場反対

総決起集会が現地で開催され、３００名を超える住民が計画を強引に進める山梨県に対し、厳

しい抗議を行うとともに、住民同意もなく、民意を無視し、地域の不安を置き去りにし、さら

に、その必要性も明らかでない明野最終処分場計画を白紙撤回させ、山梨県行政の誤りを正す

まで、粘り強く戦う決意を明らかにした集会宣言を採択いたしました。 
 いよいよ、のっぴきならない状況に事態が推移していく可能性が高まる中で、地元北杜市の

対応が重要な局面を迎えているとの認識に基づいて、質問を行います。 
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 １点目といたしまして、北杜市が行った北杜市法定外公共物、（通称）赤道の使用許可につい

て、お伺いをいたします。 
 この処分場建設に着手するため、事業主体である（財）山梨県環境整備事業団は山梨県に対

し、施設の設置変更許可の手続きを行い、許可を得ました。この申請手続きの１つとして、建

設予定地内にある北杜市法定外公共物、（通称）赤道の使用許可の申請を北杜市に対して行いま

した。 
 去る９月４日、北杜市はこの申請に対して、使用許可を与えましたが、この許可手続きにお

いて、北杜市法定外公共物管理条例、あるいは施行規則では一義的に利害関係人である地元浅

尾区の同意を求めています。もう一方で、同意が得られない場合、理由書での対応も認めてお

ります。 
 条例、あるいは規則が求めるものは、開発に関して、地権者、あるいは関係地域の理解のも

とに事業を進めることであると、私は考えております。今回の手続きにおいて、利害関係人で

ある浅尾区は処分場建設反対を決議しており、同意が得られない可能性が高いといえども、申

請者である（財）環境整備事業団は、浅尾区の同意を得る交渉を行って然るべきところを、一

切、交渉を行っておりません。そのような中で、市は許可を行いました。このことは、条例が

その精神において求める、地元の理解を得て事業を行うとの考え方に反するものであり、今回

の許可手続きは瑕疵ある処分であり、取り消すべきと考えますが、ご見解を伺います。 
 なお、合併後、北杜市が受付許可した法定外公共物使用許可申請件数は１９９件。そのうち、

継続申請は１１１件、うち５６件が個人、５５件が企業であります。また、新規申請は８８件。

うち２１件が個人、６７件が企業となっております。 
 ちなみに利害関係者の承諾がなく、理由書で許可したものは１件もありません。 
 続きまして、２点目でございます。山梨県が（財）山梨県環境整備事業団に与えた処分場設

置変更許可に関して、改めて伺います。 
 市長もご承知のように地元浅尾区は、去る４月９日開催された総会において、昨年１１月８日

開かれた臨時総会の成立を承認するとともに、臨時総会の決議である、１．平成６年７月、浅

尾区が総意としてとりまとめた条件つき賛成は、明確に取り消す。２として、山梨県が関与す

る浅尾地区への廃棄物最終処分場設置に反対するの２つを承認し、浅尾区の決定事項といたし

ました。この決議は地元の民意として、大変重いものであり、尊重されるべきものと考えます。 
 北杜市民の生命と財産を守る責任を担う市長とするならば、地元の意思を尊重し、この山梨

県の許可を認めるべきではないと、私は考えますが、ご見解をお伺いします。 
 ３点目の質問でございます。梅ノ木遺跡について、お聞きいたします。 
 梅ノ木遺跡につきましては、すでに申し上げるまでもなく、縄文中期の環状集落および生活

の痕跡を残すとともに、その保存状況が良好であり、全国的に見ても貴重な遺跡であると、専

門家が位置づけております。地元も、その保存活用を望むとともに、市長も国史跡指定に向け

て、準備を進める意思を表明されております。 
 さて、私は、この遺跡の隣接にさまざまな危険性を含んだ最終処分場が設置されることによ

り、この貴重な遺跡の保存活用に与える影響、特に直接的に湯沢川沿いの作業場や道の長期に

わたる保存を懸念いたします。 
 これらをふまえて、文化財保護行政として問題がないのか、教育長にお伺いいたします。 
 また、６月の定例会の中で同僚議員の質問に対し、関連質問でも申し上げましたが、遺跡に
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最終処分場が隣接するようなケースが全国にあるのかどうかも併せて、お伺いをいたします。 
 以上で、私の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ４番、篠原眞清議員のご質問にお答えいたします。 
 明野廃棄物最終処分場について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に、法定外公共物使用許可についてでありますが、地方分権計画に基づき、法定外公共

物の国有財産は平成１２年度から１６年度までに各市町村へ譲与され、合併前の旧町村および

北杜市は平成１３年度から平成１６年度末までに、譲与が完了しております。 
 北杜市では公共物管理条例の附則により、合併前の各町村の規定によりなされた処分、手続

き、その他の行為は平成１６年度に限り、それぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手

続き、その他の行為とみなすとされており、平成１７年度以降へ継続するものについては、平

成１７年４月１日以降に申請をしてもらい、添付書類としては、前回の許可書の写しおよび現

況写真を添付し、更新と同様な審査で許可手続きを行っております。 
 したがいまして、今回の申請につきましても、平成１４年１０月３１日に財団法人 山梨県

環境整備事業団から、山梨県知事に工事施工申請書が提出され、平成１５年１月３１日に県が

承認されていることから、他の法定外公共物の使用許可申請と同様な取り扱いをしたものであ

り、例外的な取り扱いをしたものではありません。 
 次に、明野廃棄物最終処分場の変更許可についてであります。 
 平成６年に朝神８地区の条件つき同意があったことにはじまり、さらに平成１２年度から環

境整備事業団が地元財産区と処分場建設を前提とした借地契約を締結し、借地料も７年間払い

続けていることから、地元同意は得られていると考えております。また、私も市長就任以来、

地域住民の理解がさらに深まるよう、努力してまいりました。 
 施設の安全性につきましても、市の責任者として、公害防止協定の中で十分に担保したもの

と考えております。また、このたびの変更許可は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定さ

れる許可基準に沿ったものであり、適正なものと理解しております。 
 次に梅ノ木遺跡のご質問については、教育長から答弁をいたさせますので、よろしくお願い

します。 
〇議長（小澤寛君） 

 小清水教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 ４番、篠原眞清議員のご質問にお答えいたします。 
 ただいま、ご質問いただいた中で、最初に文化財保護行政としての問題についてであります。 
 梅ノ木遺跡の場合、遺跡の学術的、文化財的価値において、梅ノ木遺跡調査指導委員会から

高い評価を受けた水辺の作業場、道、環状集落については、処分場建設計画の変更をして、現

状保存されることとなっております。 
 また、処分場が隣接することに対する文化財保護法の規制はございませんが、景観に配慮し

ていくよう、私どもとしては強く県に要請していきたいと思います。 
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 今後、文化庁、県教育委員会の指導を仰ぐ中で、関係機関と十分に協議をし、梅ノ木遺跡の

国史跡指定の実現に向けて、取り組んでまいります。 
 次に、遺跡と廃棄物最終処分場が隣接する事例についてであります。 
 山梨県教育委員会を通じて確認したところ、国内では史跡と処分場が隣接する例はないとの

ことでございました。ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ４番議員、再質問はございませんか。 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 それでは、３点にわたって質問させていただきましたが、何点か改めて再質問させていただ

きます。 
 １つ目の、法定外公共物の許可の問題でございます。 
 先ほどの市長の答弁によりますと、平成１４年の前の天野知事のときの許可の手続きを尊重

してといいますか、それに基づいて、今回、更新と同様な審査で許可をされたというふうにお

話をされておりますが、合併において、合併以前に各町村が契約しているものについて、新市

でそれを尊重して継続していくという、もちろん手続きの中で、いろいろな行政的な契約等が

継続されていることを、私も承知しております。 
 もし、市長のご見解であるならば、改めて、今回、使用許可を出す必要がないというふうに、

私はどうしても思えてならないんですね。改めて、北杜市がこの法定外公共物管理条例に基づ

いて、許可を出さなくはならない理由があったから、審査をして許可をされたんだと思います。 
 私が申し上げたいのは、平成１４年の時点で、明野が工事の施工申請に関しての許可を承認

されている。その時点は、この赤道は、先ほどもお話がありましたように国有地なんです。現

在は移譲されて、北杜市の所有になっております。ですから、もちろん、北杜市の法定外公共

物管理条例に基づいて、改めて審査を行って許可をされるわけですから、新たな現状の状況を

把握した中で、許可申請にあたるのは、私は当然のことであると思いますし、そういう意味で

言いますと、浅尾区は明確に今、区の総意として、先ほど申し上げましたように、区の総意と

して反対をしております。そのことを市長がしっかりと受け止めた中で、許可をされているの

かどうか。その点について、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 それから、２つ目の県の許可に対して、これを認めるべきではないという、私の質問に対す

る答弁でございますが、確かにスタートの段階で、条件つき賛成というものがありまして、進

んできております。しかしながら、ここへきて、先ほども申し上げましたように、一番の地元

の浅尾区は明確に反対の意思表示をしております、区として。市長にも文書で、その内容が区

長名で届いているはずです。そういう状況をふまえて、改めて、北杜市民としての明野の人た

ちをどう考えるかという視点の中で、従来、進めてきたものを改めて検討し直す必要も、私は

あったんではないかなというふうに思います。その点について、再度、ご確認をしたいと思い

ます。 
 それから、梅ノ木の遺跡に関してでございます。 
 当然、私もお聞きする前提として、こういう史跡の隣接に最終処分場があるなんていうこと
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は想定もしておりません。しかし、確認をしてみないと分からないので、お手数をおかけしま

したが、お調べをいただいて、今、ご答弁いただいた内容であります。 
 あろうはずがないんです。常識的に考えて、あろうはずがないことなんです。先ほど、教育

長答弁の中で、確かに文化財保護に関する法律的に、史跡に処分場があることを否定するもの

は何もないと思います。景観の申し入れをしたということをおっしゃいました。しかし、本当

に景観を考えるであれば、あの貴重な遺跡、湯沢川につながる貴重な遺跡は、あの一帯を保存

して、はじめて価値ある遺跡になっていくと。あの地を訪れる人たちに、あの一帯の環境を見

ていただくことによって、より、この遺跡の価値が上がってくるものだと思うのは、私は普通

の感覚ではないかなというふうに思います。 
 ぜひ、この北杜は、再々申し上げますが、八ヶ岳を挟んで山梨長野側、この縄文の遺跡の宝

庫であります。その宝庫の中で、山梨にはなかなか、この縄文の中期の保存ができなかった経

緯もふまえ、ここの梅ノ木の大事さというのは、私はそこでも訴えられると思っています。ぜ

ひ、その点もふまえて、改めて、その点を教育長として、どうお考えになるか、ご答弁いただ

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 いろいろの議論を重ねてきた、この明野の最終処分場であります。思えば、平成６年の、こ

の事業、今、篠原議員もご指摘のとおり、条件つき賛成といえども、賛成した事実が、今日の

はじまりであったことだけは間違いないわけでありまして、私ども行政を預かる身として、な

んと言っても、そういった最初の決議、最初の同意というものは大変重く受け止めて、今日、

北杜市が１２年間、明野村から北杜市へと引き続いている事業であるわけであります。 
 私ももちろん、一議員としても、この安全性については最大限の努力をしてきたつもりだし、

そしてまた、規模縮小も最大限、主張してきたつもりであります。もちろん、北杜市長になっ

ても、その姿勢は変わることなくやってきましたし、そして、まったく全国で数ある中での、

この最終処分場としても、安全性については、最大限の配慮をされた最終処分場として勝ち取っ

てきたというふうに、みずからも思っているところであるわけであります。ぜひ、そういうこ

との中で、ご理解をしていただければ、大変、ありがたく思うわけであります。 
 協定書からはじまって、安全管理の委員会等々についても、それぞれ、地元と調整しながら、

今日を迎えておるわけでありまして、ぜひひとつ、ご理解をしていただきたいと思います。 
 また、いわゆる、具体的に赤線についてでありますけども、確かに天野県政の時代の同意で

あったかもしれませんけども、この赤線が国から市町村へ権限移譲されてからも、私どもは北

杜市の条例に照らして、いろいろ、ことを進めてまいりました。そういう中で、決して、この

明野の赤線だけを特例でやったわけではありません。すべての、このような類似物件について

も、同様な事務処理を行っているところでありますので、ぜひひとつ、ご理解をいただきたい

と思います。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 私どもといたしましては、この梅ノ木遺跡につきましては、すでにご案内のとおり、非常に

遺跡調査の指導委員会からも高い評価を受けていると、すでに市民に対しても、もちろん明野

の市民はもちろんですけども、広く、高い価値のある評価を受けたものであると公表しており

ます。併せて、特に水辺の作業場、道、環状集落、これが一帯となった縄文時代の遺跡として、

他に類を見ない価値観があると、評価を受けたところであります。私どもも、この評価に基づ

きまして、最大限、将来に保存ができるような努力をしながら、それを尊重してきて、そして、

今日まできているところなんですが、これからは、先ほど、ご指摘ございましたように、広く、

この文化財としての利用を考えるべく、今後の問題として、当面、国の史跡指定に努力をして

いきたいと。その後につきましては、広く、文化財としての価値観を観光面、それから、その

他の学習面、いろいろなものに活用できるように努力をしていきたいと思っております。ご理

解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 ４番議員、まだ質問はございますか。 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 市長のご答弁に関して、ちょっと、また確認をさせていただきます。 
 言葉の尻をとるつもりはありませんが、明野の許可に関して、明野以外の北杜の中で、ほか

のケースに関しても同様に、従来の許可したものについては許可をしてきているというお話で

したが、先ほど私が、冒頭のデータでお示ししましたとおり、理由書をもって許可している案

件は１件もありません。すべて権利者、あるいは利害関係人が承諾書を提出しています。同意

をしているんです。１９９件。だから、私は指摘をさせていただいているんです。違うんです、

市長。これは。そこの点をしっかり、お考えをいただかなければ、私はいけないと思います。

ぜひ、その点について、もう一度、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 それから、教育長、１点だけ。もちろん、いろいろご配慮いただく、ご答弁をいただいてお

ります。そのことは承知しておりますが、１点、率直にお聞きしますが、この価値のある梅ノ

木の遺跡の隣に、あの処分場があること、そのことがこの保存活用に向けて、邪魔になりませ

んか。それだけ、１点、お答えください。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 この最初の、明野のいわゆる赤線の許可については、平成１５年に県が承認しているわけで

あります。そして、私どもは、北杜市になりましたあと、これの許可を取り消しする、また、

正当の理由もないことも確かであるわけであります。いわゆる赤線を前の計画のときにやって、
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付け替え道路を受益者に迷惑をかけないようにやれとか、あるいはまた、事業終了後は原状回

復して返せとか、こういう、そういう条件のもとに、平成１５年に県が許可したと。そのあと、

私どもが北杜市となって、そして、これを正式に拒否する正当の理由もないという意味で、私

どもは同じように扱ったということであります。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 文化財保護法の中では、特に隣接という部分の規制もまったくあるわけではございませんで

すけども、冒頭で説明させていただきましたように、いずれの事業にいたしましても、保存事

業も、また処分場も事業であります。その中で強く、再度、県に景観については配慮してくれ

るように要請をしていきたいと思います。ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ４番議員、まだ質問はございますか。 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 大変すみません、長くなりまして。大事な部分ですから、市長に再度お尋ねいたします。 
 平成１５年に県が許可した、確かにそのとおりでございます。そのときと、今の状況で大き

く違うことがございます。それは申し上げるまでもなく、平成１５年の時点は条件つき賛成が、

要するに同意が不明確な状況の中で、手続きが行われました。今回は明確に、地元の浅尾地区

が区として反対を表明しております。大きく違うんです。そして、さらに今回は、先ほど申し

上げましたように、市の赤道でございます。市が主体性を持って、地元住民の意向を受けて、

どう、これに対応するかという観点を持って、今回は手続きを踏まざるを得ない。大きく、平

成１５年とは違う状況であります。その点をふまえて、これを最後にいたしますので、ご答弁

をお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 先ほども、私は答弁したのでありますけども、こういう議論をするにつけ、平成６年の同意

つき賛成という状況は、大変重いなと率直に思います。この１２年間の、いろいろな意味の歴

史的な重みとか、あるいはプロセスの大切さを考えたときに、私はたびたび、この本会議上で

も答弁しているとおりの見解であります。 
〇議長（小澤寛君） 

 篠原議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで４番、篠原眞清議員の一般質問を終わります。 
 市民クラブの残時間は、１２分でございます。 
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 次に市民クラブ、２番議員、岡野淳君。 
 岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 通告に従いまして、本日は体に障害のある人の移動手段について。特に今回は、車イスを利

用されている方のケースを例に挙げながら、市長のお考えを伺います。 
 本年４月の障害者自立支援法の施行や介護保険制度の改正に伴い、わが北杜市でも福祉用具

貸与制度の変更がありました。今回の改正によって、介護認定の見直しも行われ、今まで要介

護１だった人が、要介護１と要支援２に分けられるようになりました。軽度とみなされる要介

護１、要支援１および２の人は原則として、４月から、例えば介護用ベッドですとか、車イス

などの貸し出しが制限されるようになりました。 
 半年間の猶予期間がありましたので、９月いっぱいで、この期限も切れまして、今月からい

よいよ、この問題が現実のものとなってまいりました。 
 今までどおり引き続いて、車イスを使いたいという人は、今までリース料が１割負担で済ん

でいたものが、全額負担になる。あるいは自費で、車イスそのものを購入しなくてはならない

というような状況にもなってまいりました。 
 さて、日々の生活の中で、移動手段を車イスに頼らざるを得ない方々、こういう人たちにとっ

て、北杜市の公共交通網は、残念ながら極めて不便なものであると言わざるを得ません。数少

ないバスの時間に合わせて行動せざるを得ないために、例えば、みずから車を運転して移動で

きる人であれば、１時間とか２時間で済む用事であっても、バスを利用するとなると、そのバ

スの時間に合わせて行動するということであり、下手すると一日仕事になってしまうというこ

ともあるかもしれません。 
 ただ、これは先ほどの坂本議員の代表質問にもありましたように、これはバスの運行につい

てはやむを得ない事情もありますし、これから見直しもあるということなので、それはそれで、

ぜひ進めていただきたいと思いますが、障害を持つ人々にとっては、そもそも、そのバス停ま

でに行く移動が大変なんであります。あるいは、バスを降りてから最初の目的地まで行く間が

問題であります。 
 例えば古い道路に、あとから設置した歩道、これが狭かったり、高い段差が付いていたりし

て、結構、危険です。また、家の入り口、あるいは店の入り口、こういうところはスロープに

なっておりますから、歩道はしばしば車道側に強く傾斜していて、例えば腕力のない方が車イ

スに乗って、そのような場所に差し掛かると、車イスはあっという間に、勝手に向きを変えて

車道に飛び出そうとします。つまり、自分の意思とは関係なく、車道に飛び出してしまう、こ

ういうことが起こります。あるいは、排水溝などのカバーに持ち入れられているグレーチング

の溝に、タイヤがすっぽりはまり込んでしまって、車イスが転倒してみたり、あるいは動けな

くなったりするということも起きます。必ず、車イスをサポートする人がいなければ、１人で

はとても出かけることができないほどの不便であったり、危険であったりということを強いら

れているのが、現状なんです。本来、行政サービスというのは、障害を持つ者であろうが、な

かろうが、原則として、市民には広く平等であるものであろうというふうに思います。 
 そこで体に障害を持ち、移動を車イスに頼らざるを得ない人に対して、より安全かつフレキ

シブルに移動できるための交通サービスとして、自宅のドアから目的地のドアまで、つまりド

ア・ツー・ドアの交通システムの構築が、求められてくるのではないかというふうに思うわけ
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です。午前中の市長の答弁で、はからずもデマンド交通ということが出てまいりました。まさ

に、このシステムが求められているということでございます。 
 インターネットで見てみますと、全国的にこの交通システムを導入している自治体が増えて

きているようです。運営母体は自治体であったり、あるいは商工会であったり、または社会福

祉協議会であったり、いろいろのようですが、現在、全国で２４の自治体がデマンド交通シス

テムを導入して、一定の成果を挙げているというふうに感じます。 
 お隣の長野県の富士見町では商工会が運営をし、町が経済面も含めてサポートしております。

考え方の基本として、なんでもかんでもサービスでいくということではなく、受益者に負担も

当然してもらい、１回の車の乗降が３００円だそうですが、ビジネスとして成立をさせていく、

そういうシステムを構築しておるようです。民間の企業とは違うにしても、全部が全部、行政

の負担ということではないと。あくまでも商工会がビジネスとして、このシステムを立ち上げ

ていくんだと、こういう考え方でやっているようです。 
 北杜市の場合は面積が非常に広く、また８つの町村が合併して誕生しました関係で、いろい

ろな制約があり、難しいということは、よく分かります。しかし、その広さゆえに、こういう

システムが必要であるということも事実ではないかと思います。 
 北杜市独自のデマンド交通システムの必要性、あるいは実現の可能性について、研究会を立

ち上げるなどをして、予算措置も含め、早急に検討を始めることが必要ではないかと思います

が、市長のお考えをお伺いします。 
 以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２番、岡野淳議員のデマンド交通システムの構築についてのご質問にお答えいたします。 
 デマンド交通システムは路線バスと比べ、時間とルートが利用者の需要に応じて、柔軟に対

応でき、高齢者や身体に障害を持つ方には、効率的かつ効果的な運行が可能なシステムである

と考えております。 
 デマンド交通システムのメリットとしては、いわゆる戸口から戸口への運行サービスや自分

が利用したいときに利用が可能など、きめ細かいサービスが提供できる。バスなみの安い料金

で、行きたいところに外出することが可能であります。反面、北杜市のように地域に病院、商

店街、公共施設などの生活拠点が点在している地域での交通手段として満たすことは難しいと

も思われます。また、予約制であるため、お年寄りは電話をかけるのが面倒など、デマンド交

通システムを主に利用すると見られるお年寄りに浸透しづらい面もあります。 
 既存の公共交通とのすみ分けを明確にした上で、北杜市のように広い行政エリアで、どのよ

うにサービスを展開するのか。また、システム構築と機材導入の初期費用と運営経費の問題、

運行主体、住民への周知活動、管内の交通事業者との連携など、多くの課題もあります。 
 現在、増富の湯では送り迎えの、これと似たサービスをしておりますけども、ある面ではデ

マンド交通システムに似ているわけでありまして、これらも参考にしてみたいと思っておりま

す。現在、北杜市で進めている地域公共交通再編計画における、市営バスの運行形態の見直し

と併せて、デマンド交通システムにつきましても、先進自治体の市町村等の状況調査なども行
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い、検討してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ２番議員、再質問はございますか。 
 岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 前向きなご答弁をいただき、大変、心強く思っております。 
 重ねて、繰り返すようでございますけれども、デマンド交通システム、今、市長もお話があっ

たように、確かに北杜市の場合は、いろいろな施設が点在しており、その点、たぶん、先ほど

申し上げた２４の、すでに運営を始めている自治体に比べると、問題は山積しているだろうと

思います。ただ、その分、このシステムが機能するとなったときには、非常に意義のある、画

期的なシステムができ上がるんであろうなという気がしております。 
 例えば、当たり前のようなことですけれども、車イス、今まで使っていた方が、今までのよ

うに容易に使えなくなるというような中で、いろいろなケアをしていっていただきたいと。分

かりやすく言うと、例えば電動の車イスであれば、多少の距離であっても、自力で行けた場所

に行けなくなる可能性がある。そのときにデマンドがあれば、かなりフレキシブルに細かい動

きがとれるようになる。あるいは時間も、ある程度、自由になっていくだろうと、非常にやは

り行動範囲も広がるだろうし、ある意味での社会参加、社会復帰ということも可能になってく

るわけです。 
 ぜひ、そういうメリットが非常に大きいものがあるというふうに思いますので、ぜひ具体的

に、どういうふうな形で構築ができるのかという勉強を、私どもも、もちろん始めようと思っ

ていますし、市長以下行政の皆さんにも、ぜひ、その努力をお願いしたいというふうに思って

おります。 
 近く、隣の富士見では、先ほども申し上げたとおり、商工会が運営を担っておりますが、お

話を聞きますと、まさに、これはビジネスであるということを、はっきり、おっしゃっており

ます。つまり、違う言い方をすると、デマンド交通システムというものは、一方的な行政サー

ビスだけではなく、利用者がいて、はじめて成り立つ仕事なんだと、そこまでおっしゃるわけ

ですね。北杜市としても、財政は厳しいという話は、いろんな場面で出てくるわけです。全部

が全部、負担をするということではもちろんなく、受益者にも、それ相応の負担をしていただ

きながら、できる限りのサポートをするというシステムであるべきであろうと思いますので、

そこらへんを重ねて市長にはぜひ、頑張って、リーダーシップを発揮していただきたいと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 北杜市はおおむね、東西３０キロメートル、南北２０キロメートル、６００平方キロメート

ルあるわけでありますので、いろいろな意味で交通体系は、重要な行政の課題であります。北

杜市の市営バスの運行、あるいはまた、スクールバスのあり方等々がいささか重複したり、不
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満もあるわけでありまして、より効率的・能率的に運行でき得るよう、全力で対応していると

ころであります。 
 民間でも観光ルートを研究して、足を確保しようという動きも承知しています。長坂町の商

工会でも、そういった独特のルート設定の中で、バスを走らせようともしておるわけでありま

す。行政としても、これから高齢化社会を迎えますので、家から出られないというような高齢

者も、ときに出てくることは想像がつきます。したがいまして、デマンド交通システムについ

ては、先ほども答弁いたしましたが、全体の交通ネットと絡みながら、真剣に考えていきたい

と思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 ２番議員、まだ質問はございますか。 
 岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 ありがとうございました。 
 １つ、言い漏らしたなと思ったら、市長に先に言われてしまいましたが、おっしゃるように、

すでに民間の、例えばホテルであるとか、そういうところが、バスを走らせております。それ

から、いろんな病院の送迎であるとか、これは理屈だけかもしれませんが、すでに、そういう

ところで、実際に、人を乗せてバスが動いている。そういうところまで、できるかどうか分か

りません。分かりませんが、そういうところまで含めた形でのルートづくりということも、可

能性としてないだろうかというところも、１つの課題ではなかろうかというふうに思っており

ます。ぜひ、そこらへんを、私どもも勉強したいと思いますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 
 ご答弁は結構でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 残時間が１分３９秒ですか、関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 ないようですから、岡野議員の質問も終わり、関連質問もないようですので、以上をもちま

して、２番議員、岡野淳議員の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は４時４５分といたします。 

休憩 午後 ４時３７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時４５分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 本日の会議時間は審議の都合によって、あらかじめ延長いたします。 
 次に北清クラブ、１１番議員、坂本君。 

 坂本君。 
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 北清クラブの残り時間は３５分です。 

〇１１番議員（坂本君） 

 北杜市の活性化を目指す観光振興策について、市長に伺います。 

 午前中の質問の中で、市民クラブ代表の鈴木議員、それから北杜クラブ代表質問で浅川議員

の各代表質問がありましたので、質問内容に共通点、重複する点が多々、あると思いますが、

この観光事業は北杜市にとって、大変期待も大きく重要な産業につながると考えていますので、

私も質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 私が言うまでもなく、北杜市は豊かな自然に囲まれ、地域資源も豊富であると自負している

ところであります。特に水と太陽に恵まれた緑豊かな広大な大地は観光地として、全国的に大

いに誇れるものを数多く持っております。これからの北杜市の活力源として、大きな財産であ

ると、強く感じています。また、金田一春彦記念図書館、平山郁夫シルクロード美術館、そし

て日本では唯一の竹を素材とした、保坂紀夫 竹の造形館「八ヶ岳バンブーハウス」、そして藤

あや子美術館をはじめ、多くの芸術、芸能、文化に接することのできる施設も多くあり、白倉

市長の奨励する格式高く品格のある杜づくりも着実に推進していることは、大変、喜ばしいこ

とであります。 

 しかし、このような貴重な財産を観光面に生かしていくには、それに関わる人たちと行政、

そして市民が一体となり、峡北地方に昔から伝わるやさしさと人情豊かなおもてなしの心を

持った観光振興が必要と考えております。特出した産業の少ない北杜市にとっては、観光を中

心とした産業おこしが、最も大切なことであると考えます。 

 現在、まちづくり交付金事業が平成１６年度より長坂、１７年度より清里、１８年度より小

淵沢の、それぞれの各駅を中心として、その周辺の生活や防災面、そして北杜市の観光玄関づ

くりを目指して、総額４２億８，１００万円余りの巨費を投じて実施されており、完成されま

すと、住民や観光客にとっても、安全性や利便性などが多方面に向上するものと期待している

ところであります。 

 また、旧町村にあった観光協会が発展的に解消し、今年３月、北杜市観光協会が設立され、

会長に白倉市長が就任され、このリーダーシップをとることになり、８つの地域の特性を生か

した観光活動が大いに期待されます。これからの観光は、北杜市全体の観光を見据えた基本計

画を構築する中で、基盤の整備を行い、観光の振興を図ることではないでしょうか。そこでお

聞きします。 

 北杜市の基本観光計画の策定は、どのように進んでいるのか。観光振興の具体的な方法と、

観光協会との関わりを、どのように考えているのかを伺います。 

 また市内には、前に述べたように図書館、美術館、博物館などの公の施設や民間にも多くの

施設が点在しております。このような文化的施設の集客の場として、観光振興に大いに利活用

すべきと考えるが、これらの施設の数を全体的にどの程度、把握しているのか。また、これら

の施設を点、そして線へと、そして面へと結びつけることによって、観光と文化の振興を併せ

て推進することができると思うが、行政と市民の協力体制はどの程度、進んでいるのかも伺い

ます。 

 また、来年度のＮＨＫ大河ドラマに井上靖原作の「風林火山」が決まりました。戦国時代の

武田家の栄光の歴史や当時、最強といわれた武田軍の雄姿や群像が全国に向け発信されること

になります。このことにより、山梨の知名度の向上は計り知れぬことになり、観光振興など、
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地域の活性に大いに期待されるところであります。 

 以前、「武田信玄」のドラマが放映されたときには、信玄ブームが起きて、全国各地からの多

くの観光客が訪れて、当時の金融機関の調査で、県内に３５０億円の経済効果があったとの分

析結果があるといわれております。 

 県も「武田信玄」以来、約２０年ぶりに県内を主な舞台とする大河ドラマの放映に合わせて、

いろいろな催しを計画する中で、風林火山をテーマにした大型キャンペーンやドラマにちなん

だ観光名所の掘り起こしを進めていて、来春にはＪＲと連携した企画も検討中だと聞いており、

県の観光に対する意気込みを強く感じているところであります。 

 そのような中で、今回、北杜市にはオープンロケ地の中心となる戦国館がオープンされ、す

でに使用され、放映と合わせて県内外から多くの観光客が訪れることが予想されます。今後は

風林火山館の適切な運営を期待するところでありますが、その中で北杜市として、このチャン

スを観光振興にどう結びつけていくのか。具体的な意気込みが足りないように感じるのは、私

だけではないと思います。もう少し、市民と一体となって盛り上げていく方策を考えていくべ

きだと思います。 

 そこで「風林火山」放映に伴い、市民と行政の役割をふまえた観光振興策はどのようにして

いくのか、具体的にお示し願うとともに、県の振興との連携をどうとっていくのかも、併せて

伺います。 

 以上、終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 １１番、坂本議員のご質問にお答えいたします。 

 北杜市の観光振興について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に北杜市観光基本計画についてでありますが、平成１７年度に魅力ある観光地づくりに

先進的、意欲的に取り組む地域として山梨県の魅力ある観光地づくりモデル地域の指定を受け、

北杜市魅力ある観光地づくり計画を策定したところであり、これを観光基本計画として位置づ

けております。この計画に基づき、登山道の整備や観光案内板の整備、長坂・清里・小淵沢駅

前のまちづくり交付金事業などを実施しております。 

 次に観光振興の具体的方法と観光協会との関わりについてでありますが、北杜市魅力ある観

光地づくり計画には、観光振興に向け、花や巨木、滝と渓谷などを巡る自然資源のコース化、

信玄公の道、博物館や美術館などを巡る歴史文化資源のコース化などが盛り込まれており、こ

れらをガイドマップなどへ反映させ、誘客に努めてまいります。 

 北杜市の観光振興を図るためには、市と観光協会、民間が密接に連携をとることが重要であ

ります。このため観光協会、民間とともに１０月中旬に東京で開催される夢フェスタへ参加す

るとともに、１１月には首都圏や関西圏で観光振興に向けたキャラバン活動を予定しておりま

す。 

 次に図書館等、施設の数の把握と行政、市民の協力体制についてでありますが、北杜市は文

化、芸術関係の施設が数多く、大切な観光資源の１つにもなっております。市で把握している

だけでも、図書館は民間１つ、公共８つ。美術館につきましては、ギャラリーを除き民間１３、
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公共２つ。博物館類似施設につきましては民間２つ、公共１０と特徴ある施設が多く、それぞ

れの施設で工夫を凝らした企画展やイベントを実施し、誘客に努めております。これらの施設

間では連携を図り、独自の観光情報マップを整備し、ルート化もしており、市の魅力ある観光

地づくり計画のモデルコースとの連携により、さらに観光客への利便性の向上につながると考

えております。 

 次に「風林火山」の放映に伴う観光振興でありますが、北杜市の新たな観光資源として整備

いたしました風林火山館につきましては、９月７日に一般公開し、１０月１日現在までの入館

者は１万２，８２０人となっております。 

 大河ドラマの放映が始まりますと、訪れる観光客の増加が見込まれます。そこで観光関係者

および行政はもちろんのこと、市民の皆さんにもおもてなしの心で、人と人のふれあいから、

北杜市のイメージアップにご協力いただき、良質なおもてなしにより、リピーターの確保へと

つなげてまいりたいと考えております。 

 また、風林火山館の施設紹介などの案内をお願いするボランティアも募集し、風林火山館ボ

ランティアガイドの会を設立したところであります。 

 県などとの連携につきましては、風林火山館および地元にある武田家ゆかりの観光資源と、

県内の観光資源との連携のほか、山梨県や市町村、民間企業、ＪＲ等と連携した山梨県大型キャ

ンペーン、甲府市内において開催される甲斐の国風林火山博との連携やＪＴＢと商工会、市の

連携で実施している移住・長期滞在ビジネスプラットホーム社会実験など、県や関係団体、民

間企業などと連携して、事業を展開してまいります。 

 また今回の、例の国事業の太陽光発電研究施設も、国際的な視察団をはじめ、観光的には期

待したいところであります。 

 これからも引き続き、関係機関、団体などと連携しながら、長期的に観光客の集客を図って

まいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 １１番議員、再質問はございませんか。 

 坂本君。 

〇１１番議員（坂本君） 

 ただいまは、本当に盛りだくさんの計画、また各地域に出向いてのＰＲというようなことと、

県との連携もしっかりやるというふうなお話でございまして、やはり、こういう機会はそう、

たびたび訪れるものではないということで、それはぜひ、実施に移しながら、１人でも多くの

お客さんが来て、北杜市は素晴らしいと、また、認識して帰るような形をとっていただきたい

と思います。 

 そこで、少し角度を変えまして、２点、お伺いをしたいと思います。 

 北杜市では、先ほどから出ているお話でありますけども、山里の整備事業が本年度から始ま

りまして、北杜市の大切な宝である緑豊かな森林を、美しい姿で子孫に残していくと、市長も

そういうことを常日頃、おっしゃっております。そのような事業が山林を所有する方々、また

組織に支援をしながら始まりまして、これも将来の北杜市に向けて、大きな期待をしていると

ころであります。 
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 また、一方、角度を変えて、午前中も出ましたけれども、これは全国的な事業でありますが、

下水道事業、これも北杜市は、非常に県内でも普及率が高いという中で、この事業も進捗して

いるおかげで、実際に流れている河川がそれぞれ水が、昔のような清流に戻ってきたというこ

とによりまして、しばらくの間は姿の見えなかった魚も大変、魚影が増えていると。代表的に

はカジカなどは、須玉川にほとんどいなくなったという状況が、１０年くらい前にあったんで

すが、今はそれがずいぶん、繁殖をして増えてきたというふうなことで、こういう山里事業も、

それから下水事業も大変な巨費を投じるわけであります。 

 したがって、そういうところから生まれる産物、資源から出るいわゆる尊い資源を、この観

光に結びつけるべき、ぜひ、いろいろな組織、観光協会、農協等々、また観光に携わる諸団体

等々と、しっかりと協議した中で活用に向けて、頑張っていただければなということで、この

点について何か、策がありましたら、お伺いしたいと思います。 

 それから２点目といたしましては、これも午前中、浅川議員からも質問があったんですけど

も、北杜市各地で祭りが従前から行われております。これにつきまして、私も昨年の１２月、

市長に質問をいたしまして、この各地区の祭りの今後はということで伺ったところ、やはり祭

りに関しては、今後、非常に必要性といいますか、祭りの存在性、特徴、それから特性のある

ものは残しつつ、共通点のあるものは統廃合していくというふうなお返事をいただきました。 

 それと、もう１点は、そのまつりごとで、北杜市としての独自の新しい企画はいかがかとい

うお話の中で、近い将来、やはり北杜市も１つになったということで、何か企画をしていきた

いというふうなお話であったと記憶しております。 

 そういうふうな中で、その祭りについても、各地の祭りと北杜市の新しい祭りと合わせて、

最初の山里のお話と、それから祭りの話と、この２点についても、観光に大いに関わる問題で

あるということで、お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 坂本議員、ご指摘のとおり、私もいろいろな意味で里山には思いがありますので、里山整備

を推進したいということを、議会にも同意を求めながら、市民にも地主にも訴えているところ

であります。併せて、下水道事業を推進した中で、ふるさとの川がかえってきたというのも、

大変ありがたい現実であるわけであります。私がいまさら言うまでもなく、文字どおり、北杜

市にとりましてみれば、水と太陽と緑は北杜市が誇れる財産であり、それは即、観光資源でも

あるわけであります。そんな資源を大切にしながら、また併せて、観光振興も図っていきたい

と、そんな思いであるわけでありまして、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 また、北杜市になりまして、いろいろな意味で、お祭りといわず、諸行事もたくさんありま

す。基本的には各地域の手作りの行事やら、伝統あるお膝元のお祭り等々は、それぞれの地域

で、しっかりと守っていただきたいなというのが、率直の思いであります。 

 ただ、行政がタッチしている、いろいろなお祭りについては、これからは地域委員会の皆さ

んと相談していかなければならないですけども、今、坂本議員がご指摘のような、ある面では

統合、ある面では協議しながらと、いろいろな術が考えられますけども、そのへんについては、

地域委員会と相談していきながら、進めていきたいと思っておりますので、ご理解をいただき
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たいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 １１番議員、まだ質問はございますか。 

 坂本君。 

〇１１番議員（坂本君） 

 ちょっと答弁の中で、１点、北杜市の、これは観光協会等と絡むと思うんですが、先ほど質

問した、北杜市全体の祭りのことを、ちょっと、それもお聞きしたんですけども、それは、今

のところ視野にないということですか。 

〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 これからいろいろ、祭りを見ていると、決して、政治的に発言するつもりもありませんけど

も、それぞれのお祭りが全部特色あって、名前を挙げるのもどうかと思うんですけども、明野

の大根まつりにしても、須玉で行われた甲斐源氏まつりにしても、ポール・ラッシュまつりに

しても、名水とオオムラサキまつり、牧場まつり、とりわけ小淵沢のホースショー、白州の名

水まつり、武川米米まつり等々と、まったくみんな特色があって、市のお祭りとして育てたい

ということも確かであり、よその地域から見ても、うらやましがられるような祭りとして成長

してきました。ただ、合併した、この北杜市がそのお祭りを全部抱えていいのかという問題が、

大変また、違う角度で頭が痛いということであります。 

 私見で言うならば、ここで私見もおかしいですけども、小淵沢のホースカーニバルなんかは、

県のお祭りにしてもいいではないかというふうなお祭りだと、私は思っていますけども、何は

ともあれ、地域委員会の皆さんと協議しながら、発展するのは発展、統合できるものは、ある

面で言うならば廃止できるなという問題も含めて、市が関与している、市が補助金を出してい

るお祭りについては、そういう思いであります。 

 くどいようでありますけども、それぞれの違う角度でのお膝元で、諸行事やら諸お祭りがあ

るのは、伝統ある行事、手作りの催しものとして、できるだけ、しっかりと位置づけていただ

ければありがたいというのが、率直の思いであります。 

 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 

 坂本議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 

 関連質問はありませんか。 

 （ な し ） 

 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 

 これで１１番、坂本議員の一般質問を終わります。 

 次に北清クラブ、１３番議員、中嶋新君。 

 中嶋新君。 

 残り時間は２０分です。 

〇１３番議員（中嶋新君） 

 議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 
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 通告に従いまして、２項目、仮称ですけども、北杜市学校給食センター建設についてと、中

小水力発電所建設事業について、以上２項について、お伺いいたします。 

 はじめに、（仮称）北杜市学校給食センター建設についてであります。 

 市長は定例会初日の所信表明で、基本構想の一部変更を表明されました。そこで、今までの

経過を振り返りながら、今般の計画変更について伺います。 

 まず、北清クラブでは前回の６月定例会において、教育委員会を所管します文教厚生常任委

員の委員会に所属する北清クラブの２名、中村勝一議員と内藤昭議員が３月定例会で明らかに

なりました当初計画について、一般質問と関連質問をしています。 

 質問の内容は計画提案以降、検討した結果、明らかに懸念される疑問点について、理由を述

べ、当局の見解を求めました。その質問に対する当局の見解は、市内２カ所のセンター運営に

伴う物理的な条件は十分精査した結果であり、配送時間は３０分以内、また調理後２時間以内

に食することは可能であり、すべての学校給食衛生管理基準はクリアできるとの説明でした。

また、運営方法として、これに付随して発生する課題ですけども、特に食材の扱いは地産地消

を基本として、さらに高度に利用する。食育教育は学校生活の中で十分配慮して、これからも

努力をしていくとの答弁でした。さらに、将来の児童生徒数の減少傾向から、学校の適正規模

を検討する中で、統廃合する必要性もあり、１９年度には調理数２，５００食規模のセンター

を新規に建設し、事前にある稼動計画に従って、５年後の２３年度には統合を完了したいとの

基本構想が示されました。 

 その説明内容から、クラブとして、施設規模と配送の方法に、まだまだ、なおかつ疑問点が

残ります。その解消策として、この６月定例会で、今後の学校統合を視野に入れて、喫緊の必

要性を勘案して、新しい施設は２ないし３カ所、順次、整備すべきではと提案申し上げました。

提案に対する当局の見解は、支出の削減と費用対効果を検討し、判断した結果でもあり、提案

は受け入れられないと、基本構想は変えないとして、重ねて行財政改革の指針に沿って、類似

施設の統合を進め、平成２３年度以降は完全に２つの施設で運営したいと繰り返し答弁された

と承知しております。 

 以上が６月定例会の中で、クラブの質問に対する答弁と見解でした。 

 その後、７月、８月、９月の３カ月が経過する中で、私ども直々に関係者の意見を伺う中で、

また、そのときどきの新聞紙上に掲載される記事の内容からも、この関心の高さと重要性が表

われていると感じております。 

 また、クラブの、もちろん考えの土台となる現在の学校給食の受益者、食する児童の父兄で

すね、あるときの保護者の意向は児童生徒のための、よりよい給食施設を基本と考え、もちろ

ん北杜市の今後の学校給食のあり方を総合的に判断していることは、当然だと思っております。

私たちも、議員ですけど、今一度、その意向をまた、聞くことで、慎重になる姿勢と機会が必

要ではないかと考えております。 

 そこで、最初の質問としまして、北杜市、ＰＴＡ連合協議会の意見書の概要と、後日、開催

されました北杜市学校給食調理場運営委員会の内容を、所信表明で述べられた、前後を含みま

すけども、伺いたいと思います。 

 次に、高根給食センターの現状についてであります。 

 手元の資料によりますと、高根中学校の敷地内に昭和５１年に建築、現在、調理数は市内の

調理総数、約４，４００食の４分の１の９５２食を同センターで、日々、調理している。配送
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車で地区の４カ所の小学校に安全に配食しております。また、その運営方法には、日々努力し

ています。 

 しかしながら、平成８年９月から１１年５月にかけて、韮崎保健所より３回にわたり、職員

衛生監視指導があり、指導事項について、部分改修や改善策を講じて、対応してきました。ま

た、本年１学期末の７月２０日には洗浄機に使用するボイラーの故障により、一部副食が用意

できない状況となり、急きょ、保護者に通知連絡による対応を依頼した事実もあります。 

 昨年の１７年度当初には、高根学校給食センター改修計画の設計費が計上されました。ちょ

うど、今から１年前の９月定例会において、午前中、市長からも一言もありましたが、その取

り組みについて、私が質問した際には合併直後でもあり、ほかの施設の状況を勘案して、規模

と配食範囲を今より広域化して、効率的な施設を考えている、そういう構想であると。また、

新施設の改築が１年先延ばしになるが、ご承知おきいただきたいという答弁でございました。 

 また、今年の３月にこの当局の新しい構想を受けて、広域化ですね、４月には数多くの議員

が市内の最新の長坂給食センターを視察しました。高根給食センターとの違いは、もちろん、

完全ドライ方式はもとより、生徒が一堂に食事ができるランチルームの併設、最新式の食器洗

浄機の導入が大きな違いでした。この食器洗浄機は、コンピューター制御されておりまして、

中学校と長坂ですけども、４つの各小学校ごとに必要数をセットでき、食器の形や種類に応じ

て自動的に洗浄・整理され、学校単位での管理を容易にしていると、職員の方も申しておりま

した。 

 さらに建物本体の違いは、職員通用口と食材の搬入口が別途設置され、施設外部の汚染区域

と調理場内の非汚染区域が完全に分離されております。この点からも、新たな独立した食材搬

入個所の確保と、外部と内部を遮断する方法も必要となります。このことからも建築面積の増

加も考えられ、新たな用地の確保も必要かと思います。 

 そこで、用地について伺います。 

 公有財産を有効活用することが、まず第一だと考えますが、改めて、高根給食センター改築

の緊急性と、諸事の対応策について、当局の今ある見解を求めます。 

 最後に仮称ではありますが、北杜市学校給食整備検討委員会を設置する考えについて、見解

を伺います。 

 今般の計画はもちろん、旧町村単位の事業ではありません。しかし、合併以前の旧町村時代

には、長期総合計画の中で建物改築を計画されていたのではないかと思います。施設業務の管

理上、各種詳細なデータがあるはずです。そのデータに基づいた既存の施設での、許された時

間を有効に利用していくべきであり、その点については当局の見解と同じです。 

 また、今後、表明された唯一の変更点、施設の存続期間を５年間から倍の１０年間に、今回

設定できるのであれば、なおのこと、この１０年後の学校の統合状況を視野に入れて、子ども

が食するまでの調理後の時間が短縮され、また衛生管理上も配送の安全性からも有利である。

さらに、新しい給食施設を順次、整備すべきと改めて提案します。 

 その具体的な進めについては、学校および給食関係者はもとより、今後、統合もあります学

校区ごとの地域代表者等が協議する場としても、北杜市学校給食整備検討委員会（仮称）を設

置することが必要だと考えます。教育委員会の意見を参考に、委員会が所有している情報を検

討材料として共有し、将来を見通した必要とされる意見は専門家に求めるなど、本来、関係者

が必要性を自覚して、積極的に整備する意思が整った時点で、住民の福祉の享受と受益者の負
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担を明確にして、理解の上、ことを進めるべきと考えます。 

 以上、（仮称）北杜市学校給食センター建設について、３点にわたり、市長ならびに教育長に

見解を求めます。 

 続きまして２項目ですけども、中小水力発電所建設事業の進捗と施設の今後の有効活用策に

ついて伺います。 

 昨年度から本年度にかけて、２カ年計画で進めている本事業は、資料によりますと、完成後

に発生する電力を近隣の峡北地域広域水道企業団の大門浄水場に供給する計画です。その電気

量は浄水場のすべての電気量を賄い、さらに余剰電力を東京電力にも売電する計画であり、年

間に売電する総額は約２，２００万円にもあがり、資本投下に対する約８．８年で事業費の回

収が可能だとも伺っております。 

 この施設は、３月に市が策定した北杜市地域新エネルギービジョン実現の一翼を担う事業で

もあります。水力という自然エネルギーを有効に活用した発電施設であり、現在、地球規模で

取り組んでいるＣＯ２削減、地域温暖化防止につながる環境保全事業です。また、先の９月

１９日には長坂町夏秋地内を候補地として申請しておりました、大規模電力供給太陽光発電系

統安定化等実証研究事業が北杜市に採択・決定の知らせもありました。この事業と合わせて、

市民の環境保全意識の高揚と、環境創造都市を内外に強く示すことが可能な事業であると考え

ます。 

 このよう観点から当施設の稼動後は、特に未来を担う子どもたちに教材として、環境問題を

考える機会と貴重な経験に有効利用され、市民が北杜市にあり、誇りに思える施設の利用が望

まれます。また、環境創造都市北杜市の大きなＰＲの機会に有効活用される施設としても期待

されます。そのためにも予定どおり、本年度、建設工事のすべてを完成させ、予定であります

来年度４月からの稼動を目指して、事業の進捗と将来の構想について、５点、市長に伺います。 

 １点目としまして、用地の確保や主要許可等の進捗は。 

 ２点目、建設工事に伴う地域住民への説明の機会と対応は。 

 ３点目、水圧管工事と電気機器設備工事の進捗状況は。 

 ４点目、六ヶ村堰との協定項目にあります付帯工事の予定は。 

 ５点目としまして、この施設の特徴を生かした有効な利用活用策を伺います。 

 以上、２項目について伺います。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 １３番、中嶋新議員のご質問にお答えいたします。 

 学校給食センター建設について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に、市ＰＴＡ連合協議会から提出された意見書の概要と調理場運営委員会の結果につい

てでありますが、去る８月２日、市ＰＴＡ連合協議会会長名で、教育長宛てに意見書が提出さ

れました。その内容は、市内２カ所の給食センター方式による学校給食ではなく、既存施設の

存続による学校給食施設の推進を希望するという内容でありました。 

 これを受け、８月２３日に学校給食調理場運営委員会を開催し、この意見書の内容等の説明

を行いました。その結果、調理場運営委員会として、現在の給食施設の可能な限りの存続と老
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朽施設の喫緊の建設を要望するという、意見集約がなされました。 

 次に当初計画を再検討する考えや必要性についてでありますが、今議会の所信で述べさせて

いただきましたが、保護者、市民、議員各位のご意見を尊重し、５年後の平成２３年の統合に

はこだわらないものとし、１０年後の平成２８年の児童生徒数を勘案した中で、事業推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に高根給食センター改築の必要性と今後の対応についてでありますが、申すまでもなく、

高根給食センターの改築は喫緊の課題であると考えております。保健所からの衛生改善指導や

７月に起こったボイラーの故障等、老朽化に伴うトラブルが発生しております。その他の施設

も老朽化が進み、いつ故障が発生するのか分からない状況であります。 

 子どもたちのことを考えると、すぐにでも高根に限らず、他の施設の改築は必要であると考

えており、鈴木今朝和議員のご質問の答弁でも述べたとおり、市内全域を視野に入れた中で、

長坂給食センターを含めた、市内２カ所の給食センターで対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に用地についてでありますが、平成１８年３月に策定しました行財政アクションプランに

おいて、利用度の低い施設や活用予定のない公共用地については、活用計画を見直す中で他用

途への転用など、有効活用を図ることとしており、できる限り、公共用地の有効活用を優先し

て模索しているところであります。給食センターから、各学校までの配送時間が一番重要であ

りますので、現在、用地の検討を行っているところであります。 

 次に整備検討委員会を設置し、順次、移行する考えについてでありますが、今回の給食施設

整備の進め方については、時間をかけ、各方面からさまざまな意見をいただき、検討すべきと

いう意見も伺っております。しかしながら、緊急性のある施設の改築が迫られており、また保

護者の立場としての市ＰＴＡ連合協議会、給食調理場運営委員会、保護者、市民、議員各位か

ら、現在、出されている貴重な意見や要望を尊重する中で、十分、研究・検討し、平成１９年

度に給食施設の建設を進めていきたいと考えております。 

 次に村山六ヶ村堰中小水力発電所建設について、いくつかご質問をいただいております。 

 最初に用地の確保や使用許可等の進捗状況でありますが、すべての土地所有者と土地売買契

約を済ませており、県有林の使用につきましても、許可済みであります。 

 次に地域住民への説明の機会と対応についてでありますが、事業への理解が得られるまでに

時間を要しましたが、境界確認や現場説明会等を開催する中で、要望や意見もお聞きし、最終

的には事業に対する理解を得ることができました。 

 次に施設の利活用策についてでありますが、このたびの中小水力発電所建設工事を地球温暖

化対策の一環として位置づけており、大規模電力供給用太陽光発電実証研究施設と合わせて、

環境教育の身近な教材として、利活用するとともに、高い公益性を誇る環境創造都市北杜市の

象徴的施設として、広くアピールしていきたいと考えております。また、大門浄水場における

北杜市財政の負担軽減の面でも、貢献を期待できる施設であると考えております。 

 工事の進捗状況等につきましては、担当部長から答弁いたさせます。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 

 生活環境部長。 

〇生活環境部長（進藤忠衛君） 

 ただいまの市長の答弁に続きまして、私のほうから中嶋議員のご質問にお答えいたします。 
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 工事の進捗状況についてでありますが、電気機械設備工事につきましては、発電所から大門

浄水場までのケーブル敷設に着手いたしました。水圧管路の敷設につきましては、１０月中旬

には着手できる見込みであります。現在、市として立木の伐採や隣接する家屋、構造物の事前

調査を進めております。 

 次に六ヶ村堰土地改良区との協定に基づく川俣川、東沢取水調整ゲートおよび川子石悪水払

い調整ゲート工事についてでありますが、設計が完了したことから、１１月中には発注できる

ものと考えております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 １３番議員、再質問はございませんか。 

 中嶋新君。 

〇１３番議員（中嶋新君） 

 給食センターについて、１点伺いたいと思います。 

 最後に質問いたしました、この整備検討委員会、要するに今回、１０年間ということであり

ます。５年計画は、年次で計画が出ておりました。この１０年は老朽化というか、施設の個々

の状況に合わせて、統合していくというふうに考えてよろしいでしょうか。それにつきまして

は、個々の施設といいますか、学校の施設ですね、それに対する、来年度以降ですか、説明等、

そういった機会は必要かと考えます。そういったことも含めて、来年以降、そういった手当が

できるのかどうか、まず１点目でお聞きします。 

 続きまして、実際に、これから２千食ですか、１カ所の給食センターを建設するのに、市長

からも午前中の答弁に多々ありました、この財源の問題、２，５００食から２千食ということ

を伺っております。その建設する総費用といいますか、建設の試算ができていたら、お聞きし

たいと思います。 

 先ほど、もう１点。ＰＴＡの連合会からの意見にもありましたように、２カ所にこだわらず

という、もし２カ所の試算が、これは２，５００食だと思いますが、ありましたら、お聞きし

たいと思います。 

 以上２点、再質問させていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 先ほど来、はっきり、このへんは申し上げておるわけでありますけども、北杜市の今後の給

食施設のあり方としては、長坂の１，２００食と（仮称）北杜給食センター、１０年スパンに

直しましたので、合わせて３，２００食、この２つに統合するということは、執行の基本的な

考え方であります。 

 そういう意味で、これから１０年かかって、順に老朽化したところといいましょうか、既存

の給食施設では間に合わないというところは、この長坂給食センターと北杜給食センターで振

り分けるわけでありますので、そういう意味の現場との調整という意味からすれば、そのよう

な検討委員会も必要だとは思っております。ぜひひとつ、基本的には北杜市としては、２つの

給食センターで、１０年後は間に合わせるという基本的な考え方は、執行の思いでありますの
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で、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 そのときに、中嶋議員もご承知のとおり、高根の給食センターが一番でありますけども、ト

ラブル、パンク状態ということでありますので、本当に、明日といわず、今にもほしいという

状況に、私ども執行としては応えていきたいということでありますので、併せて、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 教育次長。 

〇教育次長（小沢孝文君） 

 ２，５００食と２千食の金額ということでありますけども、これは雑駁でございます。まだ

設計をかけているわけではありませんので、１食から何食までは平米当たりとか、そういう形

の中の金額でございます。 

 ２，５００食の場合でございますけども、これにつきましては、工事費とランニングコスト

を入れまして、おおむね１２億円かかります。２千食でございますけども、工事費とランニン

グコストを合わせまして、１０億４，５００万円という状況でございます。これはまだ、設計

をかけておりませんので、大雑把な金額でありますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 １３番議員、まだ質問はございますか。 

 中嶋新君。 

〇１３番議員（中嶋新君） 

 市の残り１施設という見解からですけども、今の建設費、過去の、今までで試算として、２カ

所の試算の金額がありましたら、それだけ答弁願います。 

〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 今、教育次長が答弁したとおりでありますけども、２，５００食の場合はおおむね１２億円

かかると。工事費とランニングコストで。そして２千食の場合でしたならば、約１０億円かか

るということでありますけども、１千食、１千食、２つ造れと。今の長坂の給食センターのほ

かにですね、１千食、１千食、２つの給食センターをさらに造れということになってくると、

工事費とランニングコストで、おおむね１４億円余かかるというのが、おおむねの概算数字で

ございます。 

〇議長（小澤寛君） 

 中嶋議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 

 中村議員。 

〇１６番議員（中村勝一君） 

 今、答弁の中に２カ所、すなわち１カ所新しく造って、そして１０年間のうちに順次、統合

していくと。それが執行の方向だという話の答弁を受けました。それで関係する、例えばＰＴ

Ａの方々、それから栄養士、調理師、それから学校の職員、教員ですが、心配することに対す

る点は、大きく４点あるんではないかなと思います。そのことについて、やはり執行側として、
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ちゃんと応えてやる必要があるんではないかなと思います。 

 例えば１点目が、本当に２時間で食することができるんだろうか。調理をしてから、配送し

て、学校へ届いて、そして配膳をして、本当に２時間で食べられるのかどうか。それはぜひ、

こういう形を考えてみて、そうですよという説得をしてほしいなと思います。 

 それから２点目として、地産地消、みんな、本当に市長がおっしゃるように、北杜市全体で

できたものが北杜市の子どもたちへ、それが本当の地産地消だと思います。ところが、今現在、

各調理場で・・・。 

〇議長（小澤寛君） 

 中村議員、制限時間がいっぱいになりました。残時間がございません・・・。 

〇１６番議員（中村勝一君） 

 あと１分ください。 

〇議長（小澤寛君） 

 そういうわけには、いかないのでございます。 

〇１６番議員（中村勝一君） 

 分かりました。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁をお願いします。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 給食センターが北杜市で２つになった場合の、調理してから２時間、配送３０分ということ

については、私どもも全力で、そのような方向で応えていきたいと思っております。 

 こういう議論をするときに、よく食育がありますけども、県も、この間の食育で、くどいで

すけども、朝ご飯と地産地消を食育の柱にすると言いました。私どもは、その２つもまた、大

切でありますけども、もう１つは食のバランス等、食への感謝だと思います。そのへんの食育

については、現場の学校の先生方と言わず、ときに調理師の皆さんに当番で学校を歩いて、そ

ういうふうなテクニックはあろうかと思いますけども、そのへんは、食育の４つの柱について

は、真剣に対応していきたいなというふうに思っているわけであります。 

 それは今日も、多くの議論が出たところでありますけども、併せて、財政の問題等々も絡め

る中で、このような決断をしているわけであります。くどいようでありますけども、この少子

化をまた、違う角度で皆さんと一緒に考えなければならない時期にきていることも確かである

わけでありまして、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 これで１３番、中嶋新議員の一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は５時５５分とします。 

休憩 午後 ５時４７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ５時５５分 
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〇議長（小澤寛君） 
 再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第１ 請願第４号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求める請願取り下

げの件を議題といたします。 
 紹介議員の中村隆一君の取り下げの理由について、説明を求めます。 
 ３４番、中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 紹介議員辞退届 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 
 平成１８年９月２９日 

北杜市議会議員 中村隆一 
 私は平成１８年６月１５日付けの請願第４号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中

止を求める請願者 平島真、北杜市長坂町長坂上条２５７５番地ほか１４名の件につき、紹介

議員を辞退いたします。 

 辞退の理由 

 本日、郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出についての請願を提出したためで

す。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 お諮りします。 

 ただいま、議題となっております請願第４号取り下げの件については、これを承認すること

にご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、請願第４号取り下げの件については、これを承認することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第２ 請願第７号 請願の件（北杜市学校給食施設整備に関わる請願）を議題といたし

ます。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 ４番議員、篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 請願第７号 北杜市学校給食施設整備に関わる請願につきまして、請願理由を朗読をもって

代えさせていただきます。 
 北杜市給食施設整備に関わる請願 
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請願者 
北杜市武川町牧原７１５－１       風間浩一 
北杜市明野町浅尾５２５９－１２５    大嶋正道 
北杜市大泉町西井出８２４０－５９７８  中村大補 
北杜市明野町上神取８１６        宮崎雅子 
北杜市小淵沢町上笹尾３３３２－１８９７ 粟田朱美 
北杜市明野町三之蔵９９７        大澤由美子 

紹介議員 篠原眞清 
  〃   岡野 淳 

 平成１８年９月２２日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 
 請願理由 
 私たちは、北杜市内の小中学校に通う子どもたちを持つ保護者です。子どもたちは日々、学

校給食を食べており、保護者として、市が推進する２カ所の給食センター化や学校給食全般に

ついて、強い関心を持ってきました。 
 また平成１８年８月２３日に、北杜市役所内で開催された北杜市学校調理場運営委員会を傍

聴し、学校および学校給食の現場を代表される方々の給食センターに対する意見を拝聴しまし

た。傍聴の申し出を快く承諾していただいた委員の皆さまに、心より感謝しています。 
 この請願は、８月２３日の北杜市学校調理場運営委員会を傍聴した私たちが、委員会での議

論と日ごろの保護者としての思いの中から、学校給食施設について、特に市政に反映させてい

ただきたいことをまとめたものです。 
 はじめに指摘したい点は、北杜市学校調理場運営委員会でも、保護者からも市が推進する市

内２カ所の給食センター化に、もろ手を挙げて賛成する意見がまったく出ていないという事実

です。 
 北杜市学校給食施設については、完全単独調理方法から現行混在施設の存続、数カ所のセン

ターへの集約など、種々の形が考えられます。 
 現在、県では小中学校適正規模検討委員会を立ち上げ、今年度中に指針を出す予定であり、

市長もそれを受けて、市内の小中学校の統廃合問題にかかりたい旨の発言をされています。給

食は学校生活の中のことであり、給食センターに学校施設がついていくものでは、決してあり

ません。まず、市の学校統廃合計画を広く市民を含めた議論に基づいて策定し、その上で給食

施設のあり方を考えるべきであります。 
 また、国の食育推進基本計画を基本とした、県の食育推進計画も平成１８年１２月に出され

る予定です。給食は学校における食育の最も重要な部分であり、給食のあり方は、食育推進計

画の中にしっかりと位置づけられるべきです。給食をどのように食育に生かすかは、学校給食

施設がどのようなものかにもよります。子どもたちの健全な食生活の実現と、豊かな人間形成

を図る食育に関して、確固たる市の指針がない現状で、学校給食施設の建設が先行することに

疑問を持たざるを得ません。 
 このような周囲の状況に加え、一番の問題は市内２カ所の給食センター化構想が明らかにさ

れてから、今日までの時間があまりにも短く、保護者をはじめ関係者の理解が得られないこと

です。この点は北杜市学校調理場運営委員会でも、複数の委員の方が指摘され、十分時間をか
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けて検討してほしい旨の発言をされています。 
 市内の学校給食施設については、子どもたちが安心で、おいしい給食を食べられることを第

一義に学校の統廃合や食育の問題をふまえ、保護者・学校・地域も含めた多数の合意の上で、

その建設や改修が行われるべきです。そのためには現在、北杜市が推進している市内２カ所の

給食センター化にこだわるべきではなく、幅広い可能性の中から十分な時間をかけて、給食施

設のあり方を検討していく必要があると思います。 
 また、８月２３日の北杜市学校調理場運営委員会で明らかになった現行給食施設の問題点、

つまり調理後２時間で喫食という、学校給食衛生管理基準が満たされていないセンターが市内

にあることについて、まず、その解決策が提示されなければならないと思います。さらに、同

北杜市学校調理場運営委員会の委員から提言された、現行施設の耐久年数調査や給食施設に関

わる検討委員会の創設などは、今後の議論の充実のために、ぜひとも具体化すべきものと考え

ます。 
 以上の理由から、私たちは次の５項目を北杜市議会において、ご決議いただきたく請願いた

します。 
 請願事項 
 １．市内の学校給食施設整備については、現在、北杜市が推進している２カ所の給食センター

化にはこだわらず、幅広い可能性の中から、子どもたちが安全でおいしい給食が食べられ

ることを第一義に、学校の統廃合や食育の諸問題をふまえ、時間をかけて、十分審議する

こと。 
 １．既存施設での現状ドライ運用による耐久年数の調査を専門家に依頼して、その結果を広

く公開すること。 
 １．給食施設の整備に関わる検討委員会を創設し、委員を広く公正に募ること。 
 １．前３項の結果をふまえ、保護者・学校・地域も含めた多数の合意の上で、その設計仕様

の策定、建設および改修、改善を進めること。 
 １．新設学校給食センターの設計仕様の策定にあたっては、調理後喫食２時間、配送３０分

という学校給食衛生管理基準および大量調理施設衛生管理マニュアルを厳守すること。ま

た、現行センターの実情と問題がある場合は具体的改善策を実施し、これを反映させ、今

後、建設されるセンターでの順守すべき方法を具体的に提示すること。 
 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 請願の趣旨説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本件につきましては、所管である文教厚生常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第７号 請願の件（北杜市学校給食施設整備に関わる請願）についは、文教厚

生常任委員会に付託し、審査することに決しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第３ 請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請願書）

を議題といたします。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 １番議員、野中真理子君。 

〇１番議員（野中真理子君） 
 請願第８号 北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請願書の朗読をさせていただ

きます。 
 平成１８年９月２２日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

請願人 
北杜市学校給食を考えるネットワーク 

代表 時田理香 
住所 北杜市明野町浅尾新田１４６－１ 

紹介議員 野中真理子 
 請願趣旨 
 北杜市は平成１７年３月３１日策定された、北杜市次世代育成支援行動計画におきまして、

その中、食育の推進を謳いました。平成１７年７月制定の国の食育基本法、８月、食育推進基

本計画を先取りするものとして、大変意義深く、本市の食育を重視する姿勢に敬意を表し、諸

施策への具体的な取り組みがなされるものと強く期待する次第です。 
 特に学校給食におきましても、これまで旧８カ町村のそれぞれの調理場では、担当栄養士さ

んをはじめとする方々のご尽力で、おのおのの地域性を生かした学校給食が展開されているこ

とに誇りを感じてきました。また、農業の盛んな北杜市にとっても課題である地産地消の推進

をもって、より有意義な食育が展開されることであろうと、子ども、保護者のみならず、地域

の生産者、流通業者をはじめとする市民にとっても、今後、大いに期待するところです。 
 しかし、現在、市が計画しております市内２３校分の給食を１，２００食と２，５００食の

２つのセンターでカバーするという計画には、いくら老朽化が進み、またウエット方式をドラ

イ方式に変更するために造り替えなければならないとしても、また、今後の少子化を見据えて、

経費削減を図りたいという大義名分があるにせよ、非常にさまざまな疑問と問題点を含んでい

ると、多くの市民が危惧を抱いております。 
 以上の点をふまえ、以下の２点について請願いたします。 
 請願事項 
 １．給食センター建設計画を中止し、国の方針に沿った自校方式維持の努力を継続してくだ

さい。 
 １．今後は給食等の子どもたちに直接影響を与える諸問題については、行政の考えと関係委

員会の意見だけで進めるのではなく、保護者や地域住民、市民と一緒に考える場を設けて、

進めるようにしてください。 
 理由 
 山梨県で一番広く、寒冷地の北杜市に大型センターを造ると、維持管理、配送にかかる経費
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がより大きくなります。経費削減にはなりません。 
 また、トラックを走らせることで、たくさんのＣＯ２が排出されます。長野市の例にもある

ように、大型化されることで、センターに運ばれる残飯が増え、その処分にも問題が出てくる

でしょう。人と自然が躍動する環境創造都市を掲げる北杜市の基本理念に反します。 
 山梨県で一番広く、平地ではない北杜市で、すべての学校に３０分以内で配送し、調理後２時

間以内に温かく食べるということが可能とは、とても思えません。さらに冬場の積雪、凍結な

どを想定すれば、１年のうち半分は、より厳しい状況に追い込まれます。 
 量が増えるため、何度かに分けて作り、配送に出るため、調理時間はさらに少なくなり、よ

り簡単な加工済み食品のメニューが増えると予測されます。手作りのものができなくなり、メ

ニュー・味が平準化され、これまでの地域性のある献立ができなくなります。 
 甲府市の例にもあるように、万一、食中毒があった場合は被害が広域になり、患者も膨大に

なるでしょう。新設のドライ方式で、衛生管理上の食の安全は高まるかもしれませんが、被害

があったときのリスクは大きく、また輸入品や加工品が増えることで、遺伝子組み換えや添加

物等の食材の安全の確保は難しくなります。 
 大型センターとなると、機械化されるため、利用される農産物も規格の同じものが大量に必

要になります。地元農産物を少しでも利用していたものが、不可能になります。 
 各地域でご尽力いただいた栄養士さんが、２つのセンターに集約されることで、栄養士の数

も減るのではないでしょうか。直接、学校へ出向いて指導したり、アレルギーへの対応が、こ

れまでのように細やかにできなくなります。 
 災害時に各地域の食料供給場所として、炊き出しなどの緊急の対応ができなくなります。 
 食材の一括購入で、これまで地域で食材を流通させていた業者や生産者はどうなるのでしょ

うか。地域経済の活性化を図るべき、行政の役割から逸脱し、中央の業者に利益提供をしてし

まうことになります。 
 以上のように、学校給食において、市の目指す食育の視点は、本当に市民のための食育の視

点となっているのでしょうか。食育基本推進計画では、単独調理方式の推進を謳っているのに、

逆行しているとも言えます。また、建設は議会では、まだ決定されていないのに、計画が市民

の理解を得られないまま進められ、建設ありきを前提に説明がなされていることにも、疑問を

抱かざるを得ません。また、８月２３日に開かれた調理場運営委員会でも、現場の声として、

今でさえ、長坂・高根は調理後２時間以内に食べるということに無理があるという事実も報告

されています。 
 学校給食を考えることは、地域の支え合いと食のつながりを考え、子どもたちの未来を、地

球の未来を考えることだと言えます。環境と食育が重要だと考える北杜市の市民として、市の

財政が厳しいとはいえ、よりよい学校給食を推進していただきたいと考えます。教育問題を経

済効率で語ってはいけないのです。もし、このまま給食センター建設計画が強行されれば、私

たちは子どもたちに、その内容を説明することができないでしょう。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 請願の趣旨説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本件につきましては、所管である文教厚生常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、
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ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請願書）

については、文教厚生常任委員会に付託し、審査することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第４ 請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出につ

いての請願）を議題といたします。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 ３４番議員、中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 請願第９号、朗読をもって請願の趣旨に代えます。 
 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出についての請願 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 
 平成１８年９月２９日 

請願者 
北杜市長坂町長坂上条２５７５番地 平島 真 

紹介議員 中村隆一 

 請願趣旨 

 日本郵政公社は平成１９年１０月の民営化までに、４，６９６局の郵便集配局のうち郵便物

の区分や集配作業を行う１，０８８の統括センターと、郵便物の配達を行う２，５６０の配達

センターと、それ以外の１，０４８局に再編する計画を示しました。 

 山梨県では現在４７局ある集配局のうち、約半数の２２局が無集配局の対象になっています

が、高齢化率が高く、広域で、しかも山間地の多い本市の津金、須玉、台ヶ原、大泉の４つの

局が無集配局になることから、住民は収集・配達が遅れるなど、各種サービスの低下を懸念し、

さらには将来的に郵便局がなくなるのではないかと、大きな不安を感じています。 

 郵政民営化にあたって、事業性のみならず、郵便局の公共性を重視し、現行の集配サービス

を堅持するよう、貴議会において地方自治法第９９条に基づき、意見書を採択し、政府、関係

機関に提出されたく請願いたします。 

 請願事項 

 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書を提出してください。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 請願の趣旨説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本件につきましては、所管である総務常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出につい

ての請願）については総務常任委員会に付託し、審査することに決しました。 

 以上で、本日予定された日程は全部終了しました。 

 次の会議は１０月５日、午前９時に再開いたしますので、全員定刻にご参集ください。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 大変、ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ６時１９分 
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再開 午前 ９時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員は３９名です。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 １８番議員 坂本保君、３０番議員 茅野光一郎君は一身上の都合により、本日会議を欠席

する旨の届け出がありました。 
 なお、茅野光一郎君は本日の一般質問を予定しておりましたが、取り下げの申し出がありま

したので、併せて、報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日は１２人の議員が市政について、質問をいたします。 
 ここで、質問順位および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 最初に無会派議員の質問順位は、通告順に従って行います。次に、北杜クラブの残時間は

１４９分です。 
 なお、残り時間の表示は議員席左側にて、掲示板に表示いたしますが、議長より、その都度、

残り時間を報告いたします。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに１０番議員、植松一雄君。 
 植松一雄君、残り時間は４０分です。 

〇１０番議員（植松一雄君） 
 白倉市長に、諏訪南行政事務組合と焼却灰溶融施設にかかる公害防止協定の締結につきまし

て、質問させていただきます。 
 諏訪南行政事務組合が来年度の着工を目指し、北杜市に隣接する長野県富士見町の釜無川左

岸に建設を計画している焼却灰溶融施設は近隣の最終処分場が、平成２０年度中に満杯となる

ことより、その延命策として、埋め立て処分済みの焼却灰、し尿残渣なども掘り起こし、高温

での溶融処理をして、スラグとするものであります。 
 同地区には、すでに日量１０トンを処理する粗大ゴミ処理場と、日量４２キロリットルを処

理する汚物し尿処理場が稼動しております。新たに建設する焼却灰溶融施設は、日量１５トン

から２０トンの処理が予定されております。 
 平成１８年５月１日には、隣接する白州町大武川区で説明会が開催され、それ以降、５月

２１日、６月２８日、８月２６日と３回にわたり富士見町地内で説明会が開催されて、生活環

境への影響を懸念する北杜市民も多数、参加しておりますが、焼却灰溶融施設の建設は計画ど

おり実行されるものと思考いたします。 
 焼却灰溶融施設は好まざる施設ではありますが、住民生活には必要な施設でもあり、その建

設もやむを得ないことであると、私も理解はしております。 
 廃棄物の適正処理を目的に、平成１６年に大幅な改正が行われた廃棄物処理法と科学技術の

進展などで、焼却灰溶融施設そのものの安全性については一定の評価もできますが、その運用
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につきましては、人為的な部分も含め、いまだに具体的な説明はなく、人的ミスなどでの汚染

物質の流失が心配されます。また、ダイオキシンなどの有害物質を含む焼却飛灰や最終処分場

の掘り返しと搬送する過程での飛散灰が大雨などにより、釜無川に流入する懸念は否めず、隣

接の大武川地区はもとより、釜無川から農業用水などを取水している地域の住民は大変、不安

を感じております。 
 よって、施設建設の事業主体である諏訪南行政事務組合と焼却灰溶融施設稼動後の不測の事

故発生時の対応および監視体制と、環境測定結果の連絡などを含む、公害防止協定を締結し、

将来にわたる安全・安心を担保すべきと思考いたします。 
 このことにつきまして、市長の考えと、今後の方針をお伺いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １０番、植松一雄議員の諏訪南行政事務組合との公害防止協定の締結についてのご質問にお

答えいたします。 
 諏訪南行政事務組合が計画している、灰溶融炉建設に伴う公害防止協定の締結につきまして

は、北杜市が住民の声として、以前から同組合に伝えてきたところでありますが、去る８月

２６日の住民説明会において、矢崎組合長が公害防止協定の締結を明言いたしました。これに

伴い、同組合は大武川地区からの申し入れがあれば、長野県内の地元区および隣接地区と同様

に、同地区との協定締結の意向を伝えてきましたが、施設に隣接する住民の安心・安全を願う

気持ちを考えれば、当然のことと受け止めております。 
 また、白州町内の他の地区との公害防止協定につきましては、影響範囲を同組合がどのよう

に考えているのかを確認する中で、安心・安全に向けて適切に判断したいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 １０番議員、再質問はございませんか。 
 植松一雄君。 

〇１０番議員（植松一雄君） 
 再質問をさせていただきます。 
 私も大武川地区での説明会、それから富士見町地内での３回の説明会に出席いたしました。

先般、８月２６日の説明会の席上で、矢崎組合長に大武川地区のみならず、釜無川から取水す

る下流地域の住民の不安を払拭するためにも、公害防止協定の締結が必要であると、私も提言

して、組合長の一定の理解が得られたと受け止めております。 
 安心・安全な杜づくりを政策の１つの柱とし、クリーンエネルギーや生活排水の浄化などで、

環境保全を進めている一方で、北杜市の上流域での建設に不安を持つ住民がいれば、行政も積

極的に関わるべきであります。北杜市公害条例の第１０条に市長は公害防止のため、必要があ

ると認めるときは、当該事業者に対し、関係者との間に、その防止にかかる協定を締結するよ

う勧奨するものとすると明記されております。然るに、諏訪南行政事務組合の意向を重視され

るかのようなお答えには、いささか失望しております。再度、市長の見解をお伺いいたします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 今までも、諏訪南行政事務組合では、ご承知のとおり焼却場があったわけであって、そうい

う意味からすれば、大きなトラブルもなく、今日を迎えておるわけであります。今度、新たに

焼却灰溶融炉施設を建設するということでありますけども、私どもとしては、諏訪南衛生組合

がしっかりした施設を造ってくれるだろうということは、信じております。そういう意味から

すれば、大武川地区は誰が見ても同じような区域でありますので、しっかりとした公害防止協

定等々については、対応していかなければならないというふうに承知をいたしております。 
 あとは、この施設が稼動する、運用していく過程においては、私どもも十分、注意深く監視

していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 １０番議員、まだ質問はございますか。 
 植松一雄君。 

〇１０番議員（植松一雄君） 
 公害防止協定の締結にこだわります理由は、大気汚染や水質汚濁の不安が払拭できないから

であります。施設が竣工して稼動となれば、よほどのことがない限り、途中での協定締結は不

可能と考えます。私どもは将来に禍根を残さないよう、北杜市環境基本条例の理念と責務に則

り、今ここで、汗をかいて、北杜市民の安心・安全を担保すべきであると思います。 
 また先般、３月の定例議会で、市長は、灰溶融炉はどこをもって地元かとの議論もあるとい

うふうにお答えになられましたが、私は不安に思っている市民がいる場所は、すべて地元だと

思っております。そのことを再度申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 質問を打ち切ります。 
 これで１０番、植松一雄議員の一般質問を終わります。 
 次に３４番議員、中村隆一君。 
 中村隆一君、残り時間は２０分です。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 ９月定例会にあたり、一般質問をいたします。 
 質問の第１は、大型学校給食センター建設についてです。 
 私は３月議会での市長の所信で、はじめて大規模学校給食センター建設、最大２，５００食

の計画を知り、問題点を数々指摘してきました。県下一広い北杜市では、大型学校給食センター

は適さないこと。広い範囲に配送するので、衛生管理基準が守れないこと。地産地消ができな

くなる。温かくておいしく、作る人と児童の顔が見える給食ができなくなる。栄養士、調理員、

保護者などの学校現場の声を聞いて、整備検討委員会をつくり検討すべきであると、１，

５００万円余の設計業務費の計上に、ただ一人、反対しました。 
 その後、市Ｐ連と調理場運営委員会等で、問題点が検討されていきました。８月２日の北杜

市ＰＴＡ連絡協議会の意見集約によれば、市内２カ所の給食センター方式による、学校給食で
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はなく、既存施設の存続（改築・改修を伴う）による学校給食施設の推進とあります。また、

北杜市学校給食調理場運営委員会で、現在の長坂および高根学校給食センターでは、作ってか

ら給食になるまでに２時間以内という衛生管理基準が守られていないなど、現場の実態が報告

されています。 
 ＰＴＡ、現場の栄養士、調理員、文教厚生委員会の論議などを取り入れないのか、私はこれ

だけ問題点の噴出している計画、拙速な計画の市内２カ所、１つ、長坂以内に２千食から２，

５００食の大型学校給食センターの建設は、撤回すべきと考えます。市長の見解を求めます。 
 ②、まず１番は平成８年から３回も保健所から注意を受けながら、その対応を怠ってきたた

め、地域から改築の強い要望の出ている高根学校給食センターを、今の建物を使って１千食規

模で改修、または改築の検討をすることを求めます。市長の見解を求めます。 
 ③、今後の学校給食センターの建設計画に際しては、学校給食センター建設検討委員会を設

けること。委員は公募の委員、ＰＴＡ、議員、栄養士、調理員、教師、市教育委員会などで構

成することを求めます。市長の見解を求めます。 
 ④、教育長の出す文書は教育委員会に諮っているものなのか、教育長にお伺いします。 
 ２、乳幼児医療費窓口無料化、月７００円の自己負担撤廃の実施を。 
 北杜市子どもの医療費窓口無料を実現する会では、①、子どもが安心して医療機関にかかれ

るようにするために、国民健康保険、社会保険、両方の世帯の医療費を病院の窓口無料にして

ください。 
 ②、月７００円の自己負担がないようにしてください。 
 ③、助成の対象年齢を小学６年生まで引き上げてください。 
 以上、３つの請願項目で署名を呼びかけてきました。 
 ６月、７月、２回の市への要請では子育て中の若いお母さんたちは、「北杜市は子どもを育て

る自然環境としてはとてもよいところと思うが、医療面は都会と比べて、とても悪い」、「若い

世代が、ここで子どもを育てていけるための支援を、ぜひやってほしい。それが地域の活性化

にもつながると思う」、「また、２歳から喘息の子どもの受診を毎月している。助成を受けるた

めの事務手続きの大変さを、市はぜひ理解してほしい」と訴えました。署名の合計４，３１３名

を提出し、市当局に要請しました。 
 ９月２８日開会した９月定例山梨県議会で、山本知事は所信表明、乳幼児や重度心身障害者、

ひとり親家庭の医療費助成制度について、今後、国保世帯、社保世帯の両方の完全無料化に切

り替える考えを示しました。 
 １０月４日には県議会で、７００円の自己負担をなくすと答弁しています。「早速、お財布を

気にせず病院に行けます」、「本当にうれしい」、「生活に直結することなので助かります」とお

母さんたちの喜びの声が聞こえてきます。４，３１３名の署名は、北杜市の人口の８％以上で

す。この署名の重みを、市長はどう受け止めていますか。県が病院の窓口無料と月７００円の

自己負担をなくすことに踏み切りました。北杜市としては、いつから実施するのか、注目され

ています。３つの要請項目について、市長の回答を求めます。 
 ３、介護保険・障害者自立支援法の問題点についてです。 
 その１つ、電動車イスの取り上げをやめて。 
 私が６月議会で取り上げた、高根町に住む６０代のひとり暮らしの女性が、体の状態が変わ

らないのに、要介護１が要支援２に認定が引き下げられ、ヘルパーの訪問時間や回数が減らさ
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れています。また、重大なのは、この１０月から電動車イスが１割の自己負担で借りられなく

なりました。保険から事業者に支払われる介護報酬が改悪され、要支援１、２の人の利用限度

額も大幅に引き上げられたためです。 
 この９月まで、月１割の自己負担、２，５００円でレンタルされていた電動車イスが全額自

己負担、２万５千円にもなります。電動車イスは、介護が必要な人たちの体の一部です。坂の

上り下り、歩道は段差ありの本市の地形の中で、電動車イスを奪うことは、買い物にも出られ

ない、図書館にも行かれないと、人間としての最低の移動手段がなくなることです。この方は、

脳内出血で倒れてから歩行障害があり、介護予防と自立支援を目的とした機能向上訓練で、回

復する状態ではありません。 
 ８月１４日、厚生労働省が電動車イス、ベッドなどを機械的に回収しないようにとする連絡

を都道府県の担当者に送っています。軽度者であることをもって、機械的に保険給付の対象外

とすることのないよう、例外に該当するか否かについて、確実に確認することなどを求めてい

ます。 
 また、北杜市の車イス貸与における判断基準、３項目の３番目に身体障害者手帳所有者で、

下肢機能障害１級、２級の者。または身体障害者手帳を所有していないが、下肢機能障害１級、

２級に相当する者と、ハードルを設けたのはなぜか。北杜市として、なぜ利用を認めないのか、

補助できないのか、市長の見解を求めます。 
 ②、障害者自立支援法について。 
 障害者や、その家族に重い負担を強いている自立支援法について、甲府市などの独自の軽減

策を参考にして、市として、独自の軽減策を実施する考えはないか。市長の見解を求めます。 
 ③、国の介護保険法・自立支援法の制度改悪に対しては、国へ改善を要求すべきと思うが、

市長の見解を求めます。 
 ４、起債制限比率の新基準で、県内５位のランクについて、市の大きな債務残高は合併前の

各町村の駆け込みの箱物づくりで行き着いた結果であり、それが引き継がれたことが主な要因

ですが、今後、合併特例債頼みの大型公共事業は再検討すべきと思います。また、今後、地方

債残高をどのように減らそうとしていくのか、今後の財政運営の考えをお聞きしたいと思いま

す。市長の見解を求めます。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３４番、中村隆一議員のご質問にお答えいたします。 
 学校給食センター建設について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に大型学校給食センター建設の撤回についてでありますが、市内の学校給食施設には、

いくつか課題があります。その主とするものは給食施設の老朽化であり、事業費の縮減であり、

少子化であり、行政改革大綱での給食施設の位置づけであります。このことは学校、ＰＴＡ等

に説明を申し上げてきたところであります。多くの給食施設建設には、無理があります。後世

に負担を残さず、最小の施設とし、長坂給食センターと（仮称）北杜給食センターに逐次統合

してまいります。 
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 次に高根学校給食センターを今の建物を使って改修、または改築についてでありますが、高

根学校給食センターは、昭和５１年に建設された築３０年が経過した老朽施設であり、早急の

対応が必要な状況であります。 
 文部科学省で制定した、衛生管理基準に適合したドライシステム化を図るためには、汚染作

業区域と非汚染作業区域の区別や作業動線の交差を回避するスペースの確保は不可欠であり、

現施設を改修、または改築しての対応は、敷地スペースの面からも不可能であります。 
 次に学校給食建設検討委員会の設置についてでありますが、中嶋新議員のご質問にも答弁さ

せていただきましたが、まず、緊急に対応しなくてはならない老朽施設があること。また、市

ＰＴＡ連絡協議会および調理場運営委員会等から、意見書が提出されていることなど、これら

のことを勘案した中で、事業の推進を図る考えであります。 
 今、議員からもご指摘があったんですけども、とりあえず高根のみとか、あるいはまた、と

りあえず１千食規模でとかということは、私はあり得ないと思います。合併前の、そのような

思い、そのような政策が箱物をはじめ、今、北杜市の多くの課題となり、財政を圧迫している

ことは確かであります。そういう意味からすれば、行財政アクションプランの１つの基準に基

づいて、しっかりとした北杜市を築いていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思

います。 
 次に乳幼児医療費窓口無料化、月７００円の自己負担撤廃の実施についてであります。 
 乳幼児医療費の完全窓口無料化につきましては、市長会を通じて県に要望しておりましたが、

このたび県は乳幼児医療費の助成について、完全窓口無料化に向け、市町村や医師会と調整し、

導入していくとの考えを明らかにしました。この事業は県と市で共同して行っていますので、

県の動向を見極めながら対応してまいりたいと考えております。 
 次に、助成年齢を小学校６年生までの引き上げについてであります。 
 この助成事業の対象年齢の乳幼児期は、免疫力が弱く、感染力が最も高い時期で、病気にか

かる確率、病院の受診率も高くなりますので、乳幼児家庭の子育て支援の一環として、医療費

の助成を行っております。これに比べ、小学校の児童期は自己の管理、病気の予防もできる年

齢でありますので、健康な体づくり、病気予防のための基礎体力づくりを推進してまいります。 
 次に介護保険障害者自立支援法について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に障害者自立支援法についてでありますが、障害者自立支援法の主な目的は増大する福

祉サービス等の費用をみなで支え合うことでありますので、提供する障害福祉サービスの費用

の９割を公費、残り１割を利用者が負担することになっております。この制度は将来を見据え

て改正されたものであり、また低所得者に配慮した軽減策が用意されておりますので、国の基

準に沿って、事業を進めてまいりたいと考えております。 
 次に介護保険法障害者自立支援法の制度改正についてでありますが、介護保険制度につきま

しては、制度創設から５年後の見直しが定められており、今後も制度全般に検討が加えられる

こととされております。市では制度改正後の保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況

等を見ながら、必要があれば、国に対して意見や要望をしていく考えであります。 
 また、障害者自立支援法でありますが、この法律は本年４月に施行されたばかりであります

ので、当面、この制度の動向を見ながら、介護保険と同様に、必要があれば要望してまいりま

す。 
 次に、今後の財政運営についてであります。 
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 公債費による財政負担は、一朝一夕にかわるものではありません。厳しい財政運営の中では

ありますが、地域の個性と特性を生かした豊かな北杜市を構築するために、北杜市建設計画に

位置づけられた施策など、今後、実現していかなければならない事業もあります。 
 こうした危機的状況の中で、人と自然が躍動する環境創造都市の実現を目指していくために

は、北杜市行政改革大綱に基づき、抜本的な行政改革に全庁挙げて継続的に取り組むことによ

り、少なくとも、これ以上、市債残高が増えることがないよう、できれば、少しずつでも減少

できるよう努めていかなければなりません。そういう意味で、先ほどの給食センター議論も同

じ思いであります。 
 そのために市役所の構造改革やスリム化など、思い切った対応を心がけてまいりますが、そ

の過程の中で事業進捗のスピードを遅くしたり、市民の皆さんにご負担をお願いすることもあ

ろうかと思われます。 
 その他につきましては、教育長および担当部長等から答弁をいたします。よろしくお願いし

ます。 
〇議長（小澤寛君） 

 小清水教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 ３４番、中村隆一議員のご質問にお答えいたします。 
 教育長名の文書についてでありますが、教育委員会は規則により、月１回の定例会を開催さ

れることとなっております。当然、この教育委員会において、教育行政の重要な案件を委員会

に諮り、方針を決めておりますが、この間には教育長名で発送される、教育行政に関する大量

の文書が存在し、すべての件について、教育委員会に諮るのは不可能と考えております。 
 北杜市教育委員会の権限に属する事務の一部を、教育長に委任する規則の規定により、教育

委員会事務局における教育行政事務の決裁権は教育長に委任されており、その責務において教

育行政を推進しております。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 ３４番、中村隆一議員のご質問にお答えいたします。 
 電動車イス、ベッドのレンタルについてであります。 
 介護保険制度における福祉用具のレンタルは、もともと便利だから利用するというものでは

なく、身体の状況に応じて必要と判断された場合に利用できるサービスであります。介護度の

低い方は日常生活上の基本動作がほぼ自立していますので、安易な福祉用具の利用は、足や腰

などを弱くなることも指摘されております。市では要支援１、２、または要介護１と認定され、

福祉用具のレンタルを希望している方に対しましては、主治医に状況を確認した上で、介護保

険担当者を交えたサービス担当者会議の中で審査し、該当するか否かを決定しております。軽

度であることをもって、機械的に保険給付の対象外とするものでありません。 
 自費レンタル希望の方に対しましては、ケアマネージメント担当者が相談を受け、予防給付

として認められている歩行器等のレンタル用具や、安価な自費レンタル用具の情報提供を行っ

ております。 
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 福祉用具のレンタルにつきましては、制度が改正されて、まもないことから、今後の利用状

況を見極めた中で、軽度者に対する福祉用具のレンタルへの対応を検討してまいりたいと考え

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ３４番議員、再質問はございますか。 
 中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 時間がありませんので、以上にします。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで３４番議員、中村隆一議員の一般質問を終わります。 
 次に８番議員、風間利子君。 
 風間利子君、残り時間は４０分です。 

〇８番議員（風間利子君） 
 今回２件、質問させていただきます。 
 まず最初に、コウノトリ事業の積極的指導を。 
 新聞、テレビ等で少子化が国の深刻な問題として取り上げられております。平成１７年度の

出生率は１．２５％と過去最低となり、過日の山日で掲載された制度の見直し論争では、出生

率１．２５％、これを回復するには２０年から３０年では不可能であり、少なくとも、それま

では少子化が進むだろう。２０５０年には、人口が１億人を割るということは確実という記事

が掲載されました。政府でも、いろいろな施策が考えられておりますが、一向に出生率が上が

らないのが現状です。 
 出産費用の前払い、誕生したときの一時金が増額されて、ありがたいと思っても、このこと

が出生率につながるとは思いませんが、市長はどのようにお考えでしょうか。 
 国の調査でも取り上げられ、社会保障、人口問題研究所が過日発表した、出生動向基本調査

では、子どもを持たないだけでなく、持てない夫婦の支援も重要で、出生率減少の理由として、

経済的原因が７５％と、最も多かったと報道されました。調査によると、ほしいけどできない

が２７％。理想は３人であるが、予定が１人の夫婦では、できない人が４１％。理想は１人だ

が、できないが５８％となっております。 
 平成１４年度に不妊治療を受けた患者は、４６万６，９００人。平成１６年度には、国によ

る不妊治療助成制度が始まり、約１万６，６００人の利用者がありました。子どもを持ちたい

が持てない現状に悩む姿が大きく取り上げられ、これに対して、公的援助の拡充を決め、出産

を望んでいる夫婦への直接的な支援で、少子化の歯止めをかけたい考えを国でも示しました。

国では１世帯あたり１０万円を２０万円に増額し、所得制限を緩和するので、平成１４年４月

より実施を目指すと、国の指針として掲載されました。 
 北杜市でも、早速、本年度からコウノトリ事業に取り組み、６月の市長の所信表明では、１５名

の問い合わせがあり、そのうち２名に申込書を渡したようですが、利用されていないというこ

とでした。 
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 私は、このような子どもを産み、育てたい人たちに、市財政が厳しい中、一応、２０人で３０万

円という６００万円の予算が計上されて始めた事業です。相談に来る方たちも精神的に負担も

あり、結構、気を使っているのではないかと思います。もちろん、親身になって相談に乗って

いると思いますが、この事業を積極的に利用するよう、指導をお願いしたいと思いますが、市

長の考えをお伺いしたいと思います。 
 次に、子育て支援について。 
 私は昨年、子育て支援について、二度ほど一般質問いたしました。市長の答弁は、平成２１年

までに立ち上げるということでしたので、昨年１１月、小淵沢町での２１世紀職業財団の子育

て支援養成講座に武川町から８名が受講させていただき、３月には子育て支援を９名にて立ち

上げ、また、今年の８月には３名が受講し、現在では１２名にて取り組んでおります。 
 北杜市、韮崎市の保育園、幼稚園関係にはほとんどパンフレットを送付してあり、９月になっ

て、利用者もだいぶ増え、万が一のことも考え、保険にも加入しており、利用料は１時間７００円

の有料となっております。保育園の延長保育、また学童保育は曜日、時間、年齢などには制限

があり、緊急時など預かっていただけないという制約があるので、利用されている保護者から

大変、喜んでいただいており、紹介もいただいております。 
 今まで、お預かりしたケースは、急に子どもに熱が出て、勤めを休めないとか、母親が病気

だとか、姑が見ていたが見られないなど、突発的な理由が多いです。 
 ６月の一般質問の中で、子育て支援について、市長も福祉部長も北杜市にある３施設に支援

をしていきたいと答弁しておりましたが、具体的にどのような支援を考えておりますでしょう

か。 
 内閣府が８月３１日に発表した、３００人以上の企業のアンケート調査で、子育て支援に積

極的に取り組んでいる企業は、全体の３３．７％という記事が掲載されました。大きい企業に

なると、費用を出してくださるところもありました。市の財政が厳しいことは承知しておりま

すが、ソフト面への支援も早急に検討していただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞か

せ願いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ８番議員、風間利子議員のご質問にお答えいたします。 
 まず、出産費用の前払いや祝金の増額が、出生率の向上にはつながらないことについてであ

ります。子どもを何人産み、育てるかは夫婦の問題であり、経済的支援で直ちに出生率が向上

することは、私も考えておりません。しかし、出生動向基本調査の結果からは、経済的支援を

求める声が多くありますので、ニーズに合った子育て支援対策の１つであると考えております。

ただ、なかなか特効薬がないことも確かであります。 
 私も、この北杜市の市長になりまして、少子化はたびたび言うとおり、市政の大きな課題で

あるわけでありますので、ともかく生命をつないでいくという精神、教育が、また非常に大切

なことだと思っています。これからも機会あるごとに少子化は、ふるさとの存続の危機だとい

う思いで市民にも訴え、また市政推進の上での大きな政策の柱としていきたいと思いますので、
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ご理解をいただきたいと思います。 
 次に、子育て支援についてであります。 
 地域における家庭型保育につきましては、援助者の家庭等において行われる保育サポート事

業や民間ベビーシッター事業などが、新しいサービスとして注目を浴びております。 
 お尋ねの保育サポート事業につきましては、住民同士の総合活動による子育て支援サービス

で、子育てを応援したい人が提供会員、応援してほしい人が依頼会員として登録する形で実施

されております。 
 現在、市内には民間ファミリーサポートセンターが３カ所ありますが、昨年度の利用状況を

見ますと、武川町のホットサポート芽生えは５人、大泉町のおてっと北杜は３６人、須玉町の

保育サポート大きな木は調査中でありますが、利用者は少ないと思われますので、制度として、

定着していないものと考えております。 
 今後、子育て事業をとおして、ファミリーサポートセンターをＰＲし、利用料の助成につき

ましては、その状況を見極めた中で、さらに検討してまいりたいと考えております。 
 その他につきましては、担当部長から答弁いたさせます。 

〇議長（小澤寛君） 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 ８番、風間利子議員のご質問にお答えをいたします。 
 公的事業の積極的な利用についてであります。 
 治療に時間が要することや、事業開始から、まもないこともあり、現在のところ、２件の申

請となっております。事業内容の説明については、広報誌やホームページなどを通じて、お知

らせしておりますが、今後は医療機関へも情報提供を行い、事業の周知に努めていきます。ま

た、プライバシーに問題がありますので、最大限、これに配慮して、窓口相談も実施しており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ８番議員、再質問はございますか。 
 風間利子君。 

〇８番議員（風間利子君） 
 まず最初、不妊治療につきましてですが、これは１回あたり３０万円から４０万円かかると

いうことで、成功までには何回も治療しなければならないということですが、私の知人も不妊

治療を行いまして、年間、最低でも３回はできるということです。北杜市としましても、年に

一度、２年までということですので、その点もちょっと考慮していただきたいと思いますが、

そのことについての考えもお願いしたいと思います。 
 それから、先ほど市長が北杜市としても、あんまり利用されていないような形もおっしゃい

ましたが、調査されたとき以後に、私のほうへ９月、１０月に、たびたび予約が入りまして、

いよいよ何か、皆さん、分かってきたのかという感じもありました。 
 市長が平成２１年までにというようなことを、再度おっしゃいましたが、いろいろな諸施設

を民間に委託しておるのが、現状です。市独自で子育て支援養成講座を計画していただき、多
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くの市民に子育てをお願いしていくのが妥当ではないかと思います。政府でも退職した経験豊

かな人材を活用するよう言っておりますし、ちなみに私たちのグループ、１２人の年齢も４４歳

から５０何歳まで、平均が５８歳です。養成講座を行うにしても、そんなに予算はかからない

と思いますし、仮に７００円の半額の負担をしていただいて、１００時間としても３万５千円

なんです。 
 ぜひ、先の予約になりますと、やっぱりお金を計算するから、キャンセルが入りますし、本

当に急きょの場合でしか、今の場合は受けていないような気がしますので、小淵沢で担当しま

した方も、今、本庁の長寿福祉課に異動しておりますので、そのときの状況を聞きまして、ぜ

ひ、子育て支援養成講座を受けていただきまして、もっともっと皆さんが気軽に利用できるよ

うな形を、ぜひ市独自でやるよりか、ずっと経費が少なくて済むと思いますので、ぜひ、その

ことも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 まず、コウノトリ事業の助成金の関係でございます。 
 現在、市の助成は２年間でございます。国のほうでも、今の段階では、議員さんがおっしゃっ

たように、１０万円を２０万円に、５年を７年にするというような制度改正がございます。う

ちのほうでも、コウノトリ事業は国保等を通じ、あるいは今後も啓発をしていくわけでござい

ますけども、その状況を見極めた中で検討していきたいと、こういうふうに考えております。 
 もう１点、市が主催する子育て講座の開催についてでございますけども、これは子育ての中

では重要な地位を占めていただけるではないかと思いますので、検討して、開催できるような

方向で進めていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ８番議員、まだ質問はございますか。 
 風間利子君。 

〇８番議員（風間利子君） 
 先ほど、市長の答弁では、支援のほうも考えていきたいということでしたけど、どうしても、

２１世紀職業財団のほうでは７００円ぐらいからということで、私たちも最低の金額に抑えて

いるんですけど、できましたら、ぜひ早急に、この支援のほうを、例え、いくらかでも考えて

いただいて、コウノトリ事業のほうの予算、６００万円の計上に対しては、本当に何万円ぐら

いではないかと思います。ぜひ、そのことも検討していただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 風間議員には日ごろから、子育て支援に対しては深いご理解をいただいて、また活躍をいた
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だいて、ありがたく思うわけでありますけども、私が説明するまでもなく、言ってみれば、核

家族化も進んだ中であって、子育てが女性の社会参加もあったりして、大変であることは、行

政としても承知しているわけであります。しかし、行政だけで、私がよく言う自助、公助、真

ん中の共助という意味からすれば、自助と公助だけでも、子育てサポートがしきれない時代で

あることも確かであるわけでありまして、月並みでありますけども、こういった民間ファミリー

サポート等々、あるいはまた、私も執行部からというか、事務局から資料をもらって、なるほ

どと思ったのでありますけども、先ほど答弁しましたとおり、あまり地区は、別にしましても、

武川と大泉と須玉が、この民間ファミリーサポートに対して、実績を示していると。あと、プ

ラス長坂、この人たちが、言ってみれば、民間の愛育会活動も一生懸命の地域だというのも、

何かしら、重ねてみると、おもしろい結果かなとも思っているわけでありますけども、何はと

もあれ、子育て支援に対しては、行政も、また民間も一緒になって、しっかりと推進していき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ８番議員、まだ質問はございますか。 
 風間利子君。 

〇８番議員（風間利子君） 
 最後になりますけど、今、市長が支援の場所をおっしゃったんですけども、今、私のところ

へ来ているのは小淵沢、長坂、須玉、韮崎など、遠くは南アルプス市の方からも、先日、講演

会に行きましたら、ぜひ、またお願いしますということでいただいていますので、今、ないと

ころの方も結構、問い合わせもありますので、ぜひ、その点も含んでいただきたいと思います。 
 以上をもちまして、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで８番、風間利子議員の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１０時といたします。 

休憩 午前 ９時５３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に１番議員、野中真理子君。 
 野中真理子君、残り時間は２０分です。 

〇１番議員（野中真理子君） 
 大きく２項目について、質問させていただきます。 
 はじめは、愛育会活動についてです。 
 愛育会活動の促進については、北杜市次世代育成支援行動計画の基本方針の１つである近隣

で声が響くまちの中の家庭、地域の養育機能の向上の第１項目に明記されており、北杜市にお

ける子育て支援の主要施策に位置づけられています。 
 一人ひとりが抱える健康問題を個人のものに終わらせず、地域社会の課題として認識し、共
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に手を携えて改善していこうという、高邁な理念を持つものですが、全住民を対象とした組織

をもとに、声かけと話し合いが基本である愛育班活動が、今の社会の中でマニュアルどおりの

形で、うまく機能するとはとても思えません。子育て支援策は、何よりも子育て世代が求める

実効性のある施策を進めることが肝要です。子育て世代の皆さんは、自分たちへの支援の市の

施策を厳しい目で見ていると思います。 
 過日、愛育班活動の現状や疑問をまとめた質問書が、現愛育班員の市民の方から市長に提出

されたと思いますが、組織に組み込まれ、自発的活動とはとても言いがたく、実際の活動も地

域社会に向けられるというよりは、研修や大会に動員されることだという訴えを、市長はどの

ように受け止められたでしょうか。市長のご感想を、まず、伺いたいと思います。 
 少子高齢化社会の中で、福祉行政や子育て支援策の重要性は増し、その充実のために、ボラ

ンティアは欠かせない存在だと思います。ボランティアの方たちが気持ちよく活動でき、その

力を最大限に生かせるようにすることは、大変重要です。愛育班員の方たちは、みなボランティ

アです。民生委員、児童委員、社会福祉協議会などと、ある程度、役割分担を明確にしながら、

意義ある活動ができるようにすべきと思います。現状をよく知った上で、愛育班員の皆さんの

思いを十分に汲んでいただきたいと思います。さらに知っていただきたいことは、愛育班の基

本的活動である声かけに訪問が含まれており、その訪問を若い世代の方たちが好まないという

事実です。 
 以上のことをふまえた上で、市長にお聞きします。 
 現在の形での愛育会活動に、今後も市としての助成を続けられるおつもりでしょうか。また、

現状のまま、愛育会組織を市内に拡大させるのでしょうか。今後の方針を市長に伺いたいと思

います。 
 続きまして、先般、締結されました小淵沢中学校校舎と改築のための工事請負契約、その入

札に関連して質問いたします。 
 なぜ２工区に分け、しかもそれぞれをＪＶにしたのでしょうか。北杜市建設工事企業体取り

扱い要綱によれば、ＪＶの対象工事は大規模であって、技術的難易度の高い特定工事とあり、

金額はおおむね３億円以上とあります。中学校校舎棟改築が、誰もが認める技術的難易度の高

い特定建設工事にあたるのでしょうか。また２工区に分け、それぞれがＪＶになっていますが、

これが効率的といえるでしょうか。さらに体育館の建設工事が始まった場合、工程管理はます

ます複雑になり、業者が５、６社、同じ敷地で作業するわけですから、安全管理も難しくなる

と思われますが、いかがお考えでしょうか。 
 この工事に限らず、公正な競争入札が行われるための市の方針や工夫をお聞かせください。 
 公正な競争、入札が行われるための仕組みをつくることが、何よりも大事だと考えます。予

定価格と指名される業者が業者間で分かれば、あとは業者のモラルに委ねられるだけとなりま

す。今回の小淵沢中学校校舎棟改築工事では、ＪＶを組ませるために、市側が１４の指名業者

をすべて一堂に集めたと聞きました。公正な競争、入札を行わせるための市政を、ぜひ問いた

いと思います。ＪＶの手続き等についても、時系列でお答えください。よろしくお願いいたし

ます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 １番、野中真理子議員のご質問にお答えいたします。 
 愛育班活動について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に愛育班活動についてでありますが、愛育班活動は子どもたちがすこやかに生まれ、育

ち、住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目的にした組織活動です。向こう３軒両

隣に声をかけ合い、子どもたちの成長や市民の生活を見守っていく自主的活動でもあります。 
 研修や大会への動員についてでありますが、愛育班員にとって、研修会や大会は健康問題や

子育てについて、国・県の制度や社会情勢などの学習を兼ねる大切な場であり、活動を行う上

で必要なことだと考えております。また、同じ目的を持って活動している仲間との情報交換や

意見交換も大変、重要であります。 
 研修会等に参加された愛育班員から、その内容が各地区の愛育班の皆さんに伝達され、情報

が共有されております。研修会等への参加につきましては、愛育班の中で、自分たちが参加ス

ケジュールを立てるなど、創意工夫されております。 
 次に愛育班への助成と組織の拡充についてでありますが、愛育班発足当時の主な活動は乳児

死亡率を低下させることにありました。このため、妊産婦の栄養改善や乳児の健康へのアドバ

イスなどを行い、大きな実績を残したことを承知しております。現在は医療技術の進歩、健康

に対する市民意識の高揚などにより、乳児死亡率は激減いたしましたが、少子化、核家族化、

女性の社会参加などにより、子育て不安やしつけの難しさ、虐待などの新たな問題が生じてお

ります。 
 社会的弱者の支援は、第一義的には市町村の仕事でありますが、自助・共助・公助のうちの

共助の和が広げられなければ、安全・安心で明るい杜づくりは達成できません。この助け合い

を地域の皆さんにお願いしております。 
 お尋ねの愛育班は、次世代を担う母子を中心に地域ぐるみの健康づくりを推進していく上で、

大切な組織であります。そのために、市内全域に組織を拡大していただくとともに、物心両面

にわたり、支援してまいりたいと考えております。 
 次に、愛育班を市内の子育てサークルや健診などへのお手伝いをする団体としての再編につ

いてでありますが、現在、愛育班の皆さんには母子との触れ合いを深めながら、子育て支援の

ために集いの広場や乳幼児健診にも協力していただいております。今後におきましても、少子

化対策の一環としての役割を担っていただき、さらなる活動を期待しているところであります。 
 次に小淵沢中学校の改築工事について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に、中学校校舎棟改築工事が誰でも認められる技術的難易度の高い工事についてであり

ますが、小淵沢中学校校舎棟などの工事は既存校舎の敷地内に、校舎棟および屋内運動場棟お

よびプール棟の３棟を配置して建設されます。 
 校舎棟の建築面積は１，８７６．９１平方メートルであり、延べ床面積でも３，９９２平方

メートルと大規模な建物であります。間取りも教室、特別教室など４６部屋と数が多く、型枠

や鉄筋の量、間取りの大きいことから、大きな梁など難易度の高い付帯工事、それに伴う内装・

外装工事も同様に技術的に難易度が高い建物であるので、特定建設工事であると考えておりま

す。 
 次に２工区に分け、ジョイントになっているについてでありますが、小淵沢中学校の建設は

文部科学省所管の補助事業であります。この事業は当初年度４０％、次年度６０％の年割で施
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工し、２年間ですべて完了させなければなりません。契約は議員さんもご承知のとおり、８月

２８日であり、着手が翌日となっております。 
 寒冷地であり、難易度も高い工事でありますので、当初年度分４０％を完了させるためには、

２工区として施工することが適切な方法であると判断したところであります。 
 また、小淵沢中学校建設検討委員会から、来年の２学期から授業を受けられるよう配慮して

いただきたい旨の要望もありました。したがいまして、エキスパンションで区分できる管理部

門と教室部門に分けて、２工区として施工することにより、工期の短縮を行います。また、難

易度が高いために、ジョイント方式が適切であると考えたところであります。 
 その他につきましては、担当部長等から答弁をいたします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 小沢教育次長。 

〇教育次長（小沢孝文君） 
 １番議員、野中真理子議員さんのご質問にお答えいたします。 
 体育館の建設工事が始まった場合の工程管理についてでありますけども、小淵沢中学校の校

舎建築工事における工程管理は曜日、火曜日等々を定めて、毎週１回の工程会議を設定いたし

まして、市・設計管理者・施工業者の三者により、定期的に行います。 
 すでに、この工程会議におきまして、工事の安全管理、施工方法、付帯電気設備、機械設備

の各工程会議などにおける事項について、綿密な打ち合わせを行い、工事の進捗に支障の来た

すことがないよう、管理を徹底して行っているところであります。 
 校舎、体育館が同時に進行する建設工事でありますので、工程会議につきましては、体育館

の工事担当者等と同じ曜日の日に工程会議をもちまして、連携を持って、この事業に推進を目

指してまいる所存でありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 福井企画部長。 
〇企画部長（福井俊克君） 

 １番、野中真理子議員のご質問にお答えいたします。 
 公正な競争入札が行われるための方針等についてであります。 
 まず、指名競争入札の実施につきましては、現場説明会を廃止するなど、他の指名業者が分

からないようにしております。また、入札結果は広報に掲載して、透明性の確保に努めている

ところでもあります。さらに課題を解決する中で、来年度からの一般競争入札の試行的導入に

向け、現在、準備を進めているところであります。 
 ＪＶの手順でありますが、北杜市建設工事共同企業体取り扱い要綱に基づきまして、まず一

定の資格を満たす業者の中から、共同企業体の結成を求める業者の選定を行い、業者を集め、

工事の概要を説明した上で、企業体の結成をお願いします。 
 その後、結成された企業体の登録申請を受け付け、資格審査をした上で、共同企業体を指名

するとし、他の工事と同様、設計図書の閲覧、入札、契約の締結ということで行います。 
 こうした手順により、あくまでも自主的に特定の工事についてのみに関わる共同企業体の結

成を求めるわけでありますので、業者を集めて、説明会を開くのはやむを得ないことでありま

す。他の市町村においても、同じ方法であります。ご理解をいただきたいと思います。 
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 以上であります。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 １番議員、再質問はございますか。 
 野中真理子君。 

〇１番議員（野中真理子君） 
 愛育会活動についての、今回の、私の一般質問の趣旨は実態を十分に認識していただきたい

ということです。それと、子育て支援に何よりも大事なのは、実効性のある施策をどれだけ展

開できるかということだと思います。何よりも、子育て世代が求めるものでなければいけない

と思います。例えば、赤ちゃんを抱いたお母さんが片手で書類を書くのがどんなに大変かを知っ

て、それに対応した窓口にする、そのような視点や配慮が求められているんだと、私は思って

おります。 
 続きまして、公共工事についてでありますけども、先般の臨時議会で、坂本保議員の質問に

対しての、２つのＪＶについてですが、市長がこのようなご時勢なので、多くの企業に機会を

与えた旨の発言をされています。しかし、これは公共工事の入札に関する国の指針、そこの中

の企業共同体についてという項目があるのですが、企業共同体については、受注機会の配分と

の誤解を招きかねない場合があること。それから、また、飛びまして、予備指名制度により談

合が誘発されかねないこと等の問題があり、だから基準を設けようというような指針がありま

す。私は、これにふれているというか、問題があるのではないかと、ご指摘申し上げたいと思

います。 
 また、今後の公共工事については、公正な入札のあり方についての市の取り組みを期待して、

私の質問を終わりにしたいと思います。答弁は結構です。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで１番、野中真理子議員の一般質問を終わります。 
 次に北杜クラブ、１７番議員、宮坂清君。 
 宮坂清君。 

〇１７番議員（宮坂清君） 
 通告に従いまして、子どもの体力向上に向けての質問をさせていただきます。 
 子どもの体力の低下は、全国で、昨日のＮＨＫの朝のニュースでも、このことが取り上げら

れ、山梨大学で体力向上に向けての調査・研究がなされているとの放映もありました。 
 さて、市長は原っぱ教育を推進し、子どもたちの知・徳・体のバランスの取れた教育を目指

していることに、共感する一人でもあります。 
 私は、日ごろより健全な精神は健全な身体、体に宿るといわれているように、子どもたちの

成長の中で、健康な体づくりは学問と同様に、大変、重要なことだと思っております。しかし

ながら、現状を見ますと、年々、児童生徒の体力が低下しております。このことは６月の定例

会においても、議論されたところでありますが、子どもたちの体力向上は短時間に、簡単にで

きるものではありません。常日頃の積み重ねによるものだと思います。 
 しかし、今日までの現状を見ましたとき、地域では子どもたちを遊ばせたいときには遊ばな

い。子どもたちは遊びたいときには場所がないと、いろいろな矛盾がありました。子どもたち
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の成長は、日々一日の積み重ねの結果であると思います。例えば、１つ例を挙げますと、小淵

沢の小学校の持久走で、スクールバス通学と歩行者通学児童では、歩行者通学児童のほうが上

位に多いとも聞いております。また逆に、つい最近、夏休みに都会から孫が帰郷した際、「婆ちゃ

ん、田舎には遊ぶところがないね」という話を耳にしました。そのとき、都会より田舎が体力

の低い原因が、こんなところにもあるかなとも考えさせられました。 
 しかしながら、体力づくりの場所の現状については、昨今の世の中は非常に危険で、親たち

も安心して遊びに出すことができる場所も少なく、場所の提供にも苦慮しているのは現状だと

思います。 
 そこで、私は地域の高齢者のお力をお借りして、子どもたちを危険から守る環境づくり、安

心で安全な住みよい環境下で子どもたちが自由に遊べる、体力づくりができるミニスポーツ広

場等の確保が必要と考えます。しかしながら、現状の遊び場は今日までの世の中の多様化によ

り、子ども広場等で整備されたところが、子どもたちの減少や遊びの内容の変化により、使用

されなくなり、ゲートボール場等に変身してしまった子ども広場も数多いと思います。 
 私は今後、子どもたちのいる地域の広場を子ども広場に復元して、ゲートボールコートなど

を併設した高齢者と子どもたちが共存できる、子どもたちの広場の整備をして、地域の教育力

を高め、地域の力で子どもたちの体力向上を含めた教育に協力することが重要であると考えま

す。 
 子どもたちは地域で遊び、子ども同士の絆を深め、多くを学び、成長していくものと考えま

す。そこで、次の４つのことを質問させていただきます。 
 子どもたちの遊びの現状について。 
 １つとして、子ども広場がゲートボール場等に変わってしまったところは、市内に何カ所ぐ

らいあるのか。また、その地域の子どもたちの現状はどのようになっているのか。どのようで

あるのか。 
 ２つ目といたしまして、市内の公園の中で、子どもたちが自由に遊べるスペース（ゲートボー

ルコート、２ないし３面くらいの広さ）がある公園は何カ所あるのか。 
 ３つ目といたしまして、放課後児童クラブ、市内の１３施設には運動のできる広場がついて

いるのかどうか。 
 ４つ目といたしまして、今後において、子ども広場・公園等、子どもたちが遊べる広場の整

備について、どんなお考えをお持ちか、お尋ねいたします。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １７番、宮坂清議員のご質問にお答えいたします。 
 子どもの体力向上に向けて、いくつかのご質問をいただいております。 
 最初に子ども広場がゲートボール場に変わった個所についてでありますが、子ども広場は昭

和５０年代に各地区において、地域の皆さんが整備したものがほとんどであり、現在において

も、各地区において、それぞれ管理されております。そのうち、いくつかの個所につきまして

は、ゲートボール場に模様替えした個所もあると思いますが、各地区において地域の皆さんが
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話し合い、利用形態について変更したものと思います。したがいまして、これらの施設が何カ

所ぐらいあるのかは、掌握しておりません。 
 地域における子どもたちの状況でありますが、放課後においては、学童保育や塾、習いごと、

ゲーム機器の普及などにより、野外で友だち同士が遊ぶ機会が減少しているように見受けられ

ます。 
 次に子どもたちが自由に遊べる公園についてでありますが、現在、市が管理している公園の

うち、自由に子どもたちが遊ぶことができる公園は明野町小袖公園、須玉町のろしの里ふれあ

い公園、須玉町ふるさと公園、高根町ふれあい公園、長坂町三分一湧水公園、長坂スポーツ公

園、大泉町いずみふれあい公園、武川町フレンドパークむかわの８カ所であります。 
 次に子どもたちが遊べる広場の整備についてでありますが、少子高齢化の中で、子どもを健

全に育てられる環境を整えるのは、大変、重要なことと考えております。市といたしましては、

原っぱ教育において、目標に掲げております不屈な精神と大志を持った人材の育成を目指し、

知・徳・体・感・自のバランスの取れた子どもの育成を推進しております。 
 子どもたちが自由活発に遊ぶことができる広場の確保は、子どもたちの体力向上や集団生活

での協調性を培う上で大切であると考えております。本年度は文部科学省と厚生労働省が連携

し、検討されている放課後子どもプランの動向も見極めながら、小中学校のグラウンドの利用

等を含め、検討してまいりたいと考えております。 
 議員も大変、子どもの基礎体力に対して憂いているようでありますけども、等しく市民も、

大人は思っているはずであります。私も、そのようなデータを承知しながら、今年の春、市内

の校長先生で構成されている校長会で、それぞれの学校のメニューで、子どもの基礎体力向上

のために、全力を尽くしてほしいと。もう１つは、地域のいろいろなイベントやら行事に対し

ても、子どもたちが参加してほしいと。そして早寝・早起き・朝ご飯、このような運動も教育

の中で訴えてほしいというようなことを、校長会でお願いしたところであります。ぜひひとつ、

皆さんと一緒に、子どもの基礎体力向上のために、山梨県は全国でも、一番悪いかどうかは別

にしまして、ワーストテンであるようであります。北杜市も、データ的には厳しいデータであ

るわけでありますので、ともども、意を注いでいきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
 以上です。 
 大変失礼しました。答弁漏れでした。 
 次に放課後児童クラブの運動できる広場についてでありますが、市では市内１３カ所におい

て、放課後児童クラブを実施しております。大小の差はありますが、いずれの施設にも簡単な

運動できる広場を設置しております。また、大半の施設が小学校に隣接しておりますので、集

団遊びやミニスポーツなどを行う場合には、児童の安全確保のため、指導員の引率により小学

校の運動場を利用し、遊びや運動を通して、放課後児童の健全育成に努めております。 
 以上であります。失礼しました。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 １７番議員、再質問はございますか。 
 宮坂清君。 
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〇１７番議員（宮坂清君） 
 先ほどの答弁していただいた中に含まれていると思いますけれども、再度、質問させていた

だきます。 
 子どものいる地域での十分でない施設のリニューアル等の施設への指導と協力体制は、また、

協力要請をして援助等の考えがあるか、もう一度伺います。 
 それと高齢者の人々の協力を得るためには、施策も必要だと思います。このことにつきまし

ては、地域の人たちの見守る中で、活動的な高齢者、年配の方々の協力を得ることにより、子

どもたちを危険から守れる、よい方法だと思いますし、それに高齢者と子どもの触れ合いを深

める絶好の場所だと、私は考えます。 
 それと２番目の質問で、遊べるスペースの少ない公園ですけれども、８カ所あるということ

で、大変、喜ばしいことだと思います。公園の目的はいろいろありますけれども、遊びのつい

ている公園につきましては、母親たちの子育ての憩いの場所でもあり、コミュニケーションの

場所もであり、情報交換の場所でもあると思います。子育ての母親たちには、そのような場所

が必要であり、子育て支援、少子化対策にもつながると、私は思います。 
 それと３番目の放課後児童クラブでありますけども、文部省と厚生労働省で団塊の世代の先

生方が退職して、そのような余力の方々たちが運動場を利用して、子どもたちと遊んでいただ

けるというようなことで、素晴らしいことだと思いますけれども、北杜市においても、そのよ

うなことを十分に活用していただきたいと思います。 
 それで、そのことについて、若干、お尋ねしたいと思いますけれども、よろしくお願いいた

します。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ６月の補正でしたか、議会にもお願いして、さっき、私が言った各学校の基礎体力アップの

ための事業に対して、補正もお願いしてやったわけであります。これは併せて、市内のスポー

ツ少年団にも基礎体力向上のためにということでも、併せてお願いしたわけであります。同じ

ように各地域で、子どもたちの基礎体力アップのために、あるいはまた、いろんな意味でコミュ

ニティーの場として考えたいという事業に対しては、そういう思いを込めて、支援してまいり

たいと思っております。 
 併せて、団塊の世代と言わず、いろんな意味で社会をリタイアした人たちが、そういう意味

の基礎体力、あるいはまた、子育て支援のためにという思いがある、これから出てほしいと思

います。そういう人たちにも支援してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思

います。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 １７番議員、まだ質問がございますか。 
 宮坂清君。 

〇１７番議員（宮坂清君） 
 最後に子どもたちの知・徳・体の向上は、各地区の子ども、指導者の協力を得ることも重要
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だと思います。また、施設につきましては、市の財政が厳しい折ですが、将来を見据えた地域

および日本の将来の担い手育成のために、全力を挙げて施策を進めてまいるよう、お願いした

いと思います。 
 これで、質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 

〇議長（小澤寛君） 
 宮坂議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 保坂多枝子議員。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 先ほど、放課後児童クラブで、１３施設に運動のできる広場があるというご答弁をいただき

まして、非常にありがたいことだと思っております。しかし、そこに草が非常に繁茂しており

まして、実際には使えなかったと。なるべく早く、草刈りをしていただきたいというふうな意

見を聞いておることがございまして、管理はどのようになっているのか、ご答弁をいただけた

らと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 基本的な管理でございますけども、軽微な件につきましては、先生等にお願いしております

し、少し大掛かりなものにつきましては、児童家庭課のほうで整備をしております。大規模的

なものは予算を計上して、整備をしている状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 今、基本的に部長の答弁のとおりだと思いますけども、基本的な管理は行政でやりたいと思

いますけども、例えば、広場の草が出たというような問題については、今後は保護者の皆さん

も含めて、自分たちの施設であります。そういうことも、私どもは、行政としてはお願いして

いきたいと思っています。 
〇議長（小澤寛君） 

 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで１７番、宮坂清議員の一般質問を終わります。 
 次に北杜クラブ、１４番議員、保坂多枝子君。 
 保坂多枝子君。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 地域の安全対策と自主防災について、お伺いいたします。 
 政府の地震調査委員会が活動予測を行った活断層と、今後３０年間以内に震度６弱以上の揺

れに見舞われる確率の分布に北杜市も含まれ、６から２６％と高い確率で、地震が起こると予
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想される中、また世界各地で洪水、津波等の災害が発生している折、いつ、何時でも災害に見

舞われることが考えられます。 
 平成１７年１月１７日に起きた阪神淡路大震災は震度７、３万人が被災者となり、大きな災

害が発生し、数多くの犠牲者が出たことは、いまだ記憶に新しいところであります。 
 このときの救助の割合を見てみますと、自力で脱出が３４．９％、家族に救出されたのが３１．

９％、友人・知人に救出されたのは２８．１％で、消防や警察など公的機関によるものは、わ

ずか１．７％となっており、地域の防災力を支えるのは地域の住民ということがうかがえます。 
 公的機関としては、いくら訓練を積んでも、俊敏な行動をとろうとも、準備や到着するまで

の時間を要し、初動体制が遅れてしまうのは否めない事実でありますが、全家屋の６割が全半

壊、１９０人が下敷きになった淡路島北淡町では消防団がリーダーとなり、住民との共同作業

で地震発生から、わずか１１時間で全員が救出されたという記録があり、素晴らしい成果を挙

げております。 
 防災に関しては普段から関心を持ち、訓練を繰り返し、常に準備をしておくことが、非常に

大切なことであるといえます。そこで、以下３点、８項目について伺います。 
 １、県では２００５年３月、市町村のマニュアルのモデルとなる障害者と高齢者のための災

害時支援マニュアルを策定し、全市町村に早期作成を要請している状況でありますが、寝たき

り、独居老人、足腰の弱った人等、災害弱者の把握や飲料施設、井戸水源、避難場所の提示等、

ハザードマップの作成、このハザードマップにつきましては、先日の質問にお答えいただいて

おりますので、重複する部分は除いていただきまして、現在の進捗状況はどういうふうになっ

ているのか、お尋ねいたします。 
 ２点目。私も何回か一般質問させていただいておりますが、有事の際の初動体制が重要であ

り、立案・計画や行政、民間、各種団体との連携がとれる組織をつくり、職員を配置する。ま

た、地区においてはきめの細かい対応ができる防災担当係を各行政地区単位に配置するお考え

はあるのか。 
 ３点目。１９８２年以前に建てられ、耐震性が十分でない住宅が４割近くもあり、耐震改修

費用の補助制度が２００５年度よりスタートしておりますが、現在の利用状況はどうなってい

るのでしょうか。 
 ４点目。これは最近、エレベーターに乗るときに、ついメーカーを見てしまうような習慣が

ついてしまったんですが、市内の公共施設に設置してあるエレベーターの安全点検の状況につ

いて、伺います。 
 ５点目。気象庁が８月１日から運用を開始した地震の初期微動から、震度到着時間を推定し

て知らせる緊急地震速報の活用は、どの程度されているのか。 
 ６点目。旧町村単位では、防災に対する支出が統一されていない部分もありましたが、市に

なってからの対応について、お伺いいたします。 
 また、この夏、プールの管理不備により、大きな事故が発生しております。これも人災とし

て、未然に防げるものでありました。市内には多くの公共施設があり、有事の際には市として

の責任を問われる問題も発生してくるおそれもあります。現在の市内の公共施設において、安

全管理、衛生管理の状況はどうなっているのか、お聞きいたします。 
 次に防犯カメラの設置について、お尋ねいたします。 
 スクールガードリーダーや地域の方々のご協力により、通学路や教育施設の安全が確保でき
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るようになりました。しかし、人家の離れた場所では各自に持たせた防犯ブザーも音が届かず、

費用をかけた割には効果が望めない状態であります。不審者が出没しやすいところや目の届き

にくい通学路の電柱に、防犯カメラを設けるというような考えはいかがかと思います。 
 また、各保育園の玄関に防犯用のインターフォンが設置されるようになり、不審者の侵入を

未然に防ぐ方策がとられてはおりますが、女性職員の多い保育園などでは、腕力では到底かな

うものではなく、子どもたちの安全と職員の危険防止策として、園内に防犯カメラを設置する

お考えはございますでしょうか。一部、ＣＡＴＶを利用した試みもあるやに聞いております。

また、費用がかかることも十分に考慮すべきだと承知しておりますが、安全を確保する手段と

して、どのようにお考えか、お伺いいたします。 
 以上で、質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １４番議員、保坂多枝子議員のご質問にお答えいたします。 
 地域の安全対策と自主防災について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に災害弱者の把握状況についてでありますが、現在、支援費および介護認定を受けた方

につきましては、保健福祉部で把握しております。今後は、これらの情報をデータベース化し

て、各課共有することによって、災害時はもとより平常業務においても、効率的な運用が図ら

れるよう、検討を行ってまいります。 
 また、社会福祉協議会、消防団および自主防災組織といった地域の支援団体への情報提供に

つきましては、個人情報保護法の観点から、個人の承諾を要するため、併せて検討を行うとと

もに、災害弱者に対しては、災害時支援マニュアルを策定し、災害発生時の支援策を講じるよ

う努めてまいる考えであります。 
 次にハザードマップ作成の進捗状況についてでありますが、避難所や防災関連施設等を網羅

したハザードマップの作成については、山梨県が進めている浸水想定区域指定および土砂災害

警戒区域指定の調査結果をふまえ、本年度策定しております地域防災計画との整合性を諮りな

がら作成してまいりたいと考えております。 
 次に、各種団体との連携組織および各行政区単位への防災担当職員の配置についてでありま

すが、現在、市内各地域においては、行政区班等を単位に自主防災組織が編成されており、こ

れらの団体と連携を諮りながら、訓練等を行っております。現状では、総務部総務課および各

総合支所、地域振興課の総務担当が防災業務を所管し、行政区等の連絡調整を行っております。 
 また、各行政区単位への防災担当職員の配置につきましては、現在、北杜市においては行政

区および自治会が１７３団体あり、そのすべてに職員を配置するのは、人的にも困難でありま

す。 
 次に緊急地震速報の活用についてでありますが、緊急地震速報は列車やエレベーター設備等

の制御や工事現場等の安全確保など、現時点で提供しても混乱を生じないと考えられる分野に

おいて、先行的に省庁から提供されるものです。 
 不特定多数の方への伝達や学校における児童生徒への伝達、携帯電話やインターネット等を

利用した個人に対する伝達などは、現状では禁止されておりますので、導入につきましては、
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今後の気象庁の動向をふまえ、検討したいと考えております。 
 次に防災に関する支出についてでありますが、合併前の町村の中には消防車両の購入や消火

栓の設置等の経費の一部を地元負担としてお願いしていた町村もありましたが、北杜市におき

ましては消防団の維持管理、消防車両、貯水槽および消火栓設置等、防災施設の整備にかかる

経費につきましては、地元負担をなくし、全額市の負担により、支出しております。 
 次に保育園の防犯カメラの設置についてでありますが、市内保育園１５園の設置状況は監視

カメラとカメラ付きインターフォンが２園、監視カメラとインターフォンが３園、カメラ付き

インターフォンが７園、インターフォンのみが３園であります。 
 また、各保育園の園舎、園庭の周遊をフェンスでの防犯対策や警察署の講演により、職員・

園児が不審者等に対する意識高揚に努めております。 
 今後はインターフォンのみ設置の３園につきましても、不審者の侵入や園児の安全を考慮し、

保育園の出入り口に、カメラ付きインターフォンを計画的に設置してまいりたいと考えており

ます。 
 人家の離れた場所への防犯カメラの設置についてでありますが、児童生徒の登下校時の安全

はそれぞれ学校単位にＰＴＡが中心となり、地域の協力を得ながら、その地域に即した取り組

みを始めているところであります。 
 特に高齢者の方々には見回りによる不審者情報の収集や、あいさつ運動による子どもへの声

かけ等にご協力いただいております。また、スクールガードリーダーについても、２人から３人

に増員し、きめ細かく巡回ができるよう、いたしました。 
 なお、市の職員による青色パトロールも、まもなく巡回する予定であります。さらに警察に

おいては、パトロールカーの巡回強化や不審者情報の共有化等、積極的に地域の安全対策につ

いて、体制強化を図っていただいております。 
 防犯カメラの設置については通学路エリアがあまりにも広く、設置することは不可能と考え

ております。 
 その他につきましては、担当部長等から答弁いたさせます。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 エレベーターの件につきまして、お答えを申し上げます。 
 現在、公共施設に設置しましたエレベーターの安全点検の状況でありますが、市の公共施設

につきましては、現在５１のエレベーターが設置されております。これらの施設におきまして

は安全を確保するため、専門業者に委託しながら法定点検と毎月の定期点検を実施しておりま

す。今後も安全確保のために定期的に点検を行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 柴井建設部長。 
〇建設部長（柴井英記君） 

 耐震改修補助制度の利用度についてのご質問にお答えいたします。 
 建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、国では建築物の耐震化率について、現状

の７５％、平成２７年度までに少なくとも９割に引き上げるよう、求めております。 
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 山梨県においては、平成１５年度から木造住宅のわが家の耐震診断事業、平成１７年度から

はわが家の耐震化支援事業を実施しております。北杜市では平成１７年度から耐震診断事業、

平成１８年度から耐震化支援事業に取り組んでおります。この事業の対象住宅は、昭和５６年

の建築基準法改正前の建築基準で建てられた木造一戸建て住宅であります。耐震診断を受け、

危険と判断された住宅が耐震改修事業の対象となり、補助額は耐震改修工事に要する経費の

２分の１以内、かつ６０万円を限度としております。 
 北杜市では、平成１７年度に５０戸の申し込みを受けて、耐震診断を実施いたしました。そ

の結果、安全とされたものは３戸、危険と判定されたものが４７戸でありました。 
 危険と判定された住宅については、耐震改修についてのアンケート調査を実施しまして、改

修を行うつもりであるか、または検討したいと回答された方に改修補助制度の活用について、

現在、希望を募っているところでございます。今のところ、利用の申し込みはありません。今

後も、補助事業の活用について、広く周知をしてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 小沢教育次長。 

〇教育次長（小沢孝文君） 
 プールの安全管理、衛生管理の状況についてでありますけども、北杜市の教育委員会が設置

しておりますプールは、小学校１４カ所、中学校７カ所および社会体育施設として３カ所あり

ます。各施設の安全管理および衛生管理につきましては、それぞれの学校長および社会体育施

設管理者が平成１３年の厚生労働省の基準に基づき、適正に行っているところであります。 
 今回の埼玉県ふじみ野市における、女子の給水口吸い込み事故を受け、市教育委員会といた

しましては、直ちに市内小中学校および市営プールの安全点検を実施いたしました。さらに文

部科学省、県教育委員会から緊急プール安全点検調査の指示がありまして、再点検を実施いた

しました。結果、すべてのプールにおきまして、安全が確認されたところであります。 
 なお、プールろ過装置に循環する給水溝における水圧は、吸い込まれるような危険は感じら

れませんでした。ろ過装置につきましては、プール開き前に機械設備の点検を実施いたしまし

て、正常に作動しているか、確認をしておるところでございます。 
 また、日常的な水質管理につきましては、塩素滅菌をしておりまして、毎日、残留塩素の測

定を行い、適正な水質を確保しております。 
 今後におきましても、管理基準等に従い、安全管理・衛生管理に努めてまいりたいというふ

うに思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 古屋保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（古屋克己君） 

 続きまして、市立保育園のプールの状況であります。 
 屋内プールが８園、屋外プールが３園、社会体育施設のプールを利用しているのが４園あり

ます。 
 保育園内のプールにつきましては、プール内の鉄蓋、金網、吸い込み防止器具のネジ、ボル

トの緩みは使用前に職員が必ず確認をしております。また、水質検査につきましても、法定ど

おり実施しております。 
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 小さなお子さんを預かっておりますので、安全、衛生管理には万全な上にも万全を期してお

ります。ご理解をお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 １４番議員、再質問はございませんか。 
 保坂多枝子君。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 先ほどのボランティアとの共同の話でございますが、１７３団体に職員を置くということで

はなくて、それを統括する職員が１名ないし２名ということでお考えをいただきたいというこ

とです。１つの行動を起こすのに、いろんな団体、いろんな方が関わります。それらの指揮統

括をするところがないと、なかなかスムーズな動きができないということがございまして、

１７３団体に１人ということではなくて、それの統括に１人というか、その職員をどうですか

という話で、ご答弁をいただきたいと思います。 
 それから、先ほどの防犯ブザーの件でございます。 
 伺ったところによりますと、防犯ブザーが、ビーというのが、コンバインがお米にいっぱい

になったときの音と似ていて、ちょっと紛らわしいというふうなお話も聞いております。学校

ではホイッスルを用意して、防犯ブザーの代わりにするというふうな方策も講じられているよ

うでございますが、先ほどの防犯カメラという件で、本当に広域にわたってお金がかかる、な

かなか、それができないというのも承知しております。 
 ですから、モデル的な地区を設けて、特に不審者が多かったところとか、ここはちょっと見

通しが悪いんだよというふうなところを、試験的にやってみたらいかがでしょうかということ

で、考えていただきたいと思います。 
 それから、先ほどのプールのことは、非常にいろんな検討をいただきまして、前向きにいろ

んなことをしていただいたということが、よく分かりました。プールのみならず、いろいろな

公共施設ございます。そして、また衛生管理基準が今、問われている施設もたくさんあり、今

もまた、いろんな話が出ているところの、衛生管理基準ということで、早急な対応を迫られて

いるという部分があると思います。そこの部分につきまして、市としては、指導が入った、困っ

たよという部分があるとは思いますが、そこの部分につきましても、どのようなお考えをお持

ちなのか、ご答弁をいただきたいと思います。 
 以上３点、よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 総務部長。 

〇総務部長（植松好義君） 
 再質問の関係でございますけども、第１点目の防犯指導の担当職員ということで、ご質問が

ございました。各団体１７０何団体に置くのではなくて、統括的な職員を置いてほしいという

ことでございます。 
 現在のところ、防災関係につきましては、先ほど市長が答弁しましたように、総務、総務課

で担当しているわけでございます。なおかつ、支所も地域振興課で担当職員が担当しておりま

す。その中で、防災関係、自主防災組織との連絡、連携をとっているところでもございます。 
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 災害が起きますと、どうしても災害対策本部を市でも設置をいたします。そうしますと、第

３配備体制になりますと、全職員がその体制につくということになってきます。 
 なお、自主防災組織等との連絡、こういったものにつきましては、今後、スムーズな初期行

動ができますように対策等もまた、考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 小沢教育次長。 
〇教育次長（小沢孝文君） 

 衛生管理基準につきましては、それぞれ保健所のほうから指示があれば、それに基づきまし

て、その要綱におきまして、小中学校、あるいはそれぞれの公共施設のプール等々の衛生につ

いては、十二分、尊重しましてやっていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をお

願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 小清水教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 通学路の防犯カメラのモデル的というふうな再質問もあったわけですが、現実的な問題とし

て、先ほどの答弁させていただきました、通学エリアはあまりにも広く、そのモデル的とは言

え、どこを指定するかが、ちょっと不可能だという判断をいたします。 
 それから、通学路につきましては、先ほどの答弁にも述べさせていただきました。やはり、

地域の人たちの協力がなくして、安全を確保できないということで、これからも地域の皆さん

と協力をし、また要請をして、児童生徒の安全を確保していきたい、指導していきたいと思い

ます。併せて、家庭教育の中で自主防衛ということも１つ、ご指導をいただければありがたい

と思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 １４番議員、まだ質問はございますか。 
 （ な し ） 
 保坂議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 宮坂議員。 

〇１７番議員（宮坂清君） 
 防災のことで、今、小淵沢でずっとやっている中で、数年前からアマチュア無線クラブの協

力をいただいて、かなり効果が出ているということがありますので、今後、参考にしていただ

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁は必要ですか。 
 （入りません。の声） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
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 利根川議員。 
〇１５番議員（利根川昇君） 

 何点か、関連質問をさせていただきます。 
 今の無線のことが出ましたので、１つ目としまして、防災無線の整備の進捗状況についてで

すが、今年も１７年度決算では維持管理費として、２千万円ほどの金額が出ております。それ

は、あくまでも維持管理費として、現在のものということを理解しておりますけども、デジタ

ル化、あるいは周波数の統一化、あるいは携帯無線機の配備、もちろんこれは担当者のみです

けれども、そういったものの防災無線の関係の整備の進捗状況をお伺いしたいと思います。そ

れが１つ目です。 
 ２つ目としまして、防災の備蓄品に関して、分かる範囲で結構ですから、お知らせいただき

たいと。本年度、購入したものはどのようなものかと。１７年度決算ですが、備蓄品が約６００万

円、防災備品が約５００万円というふうに承知しております。その内容を、分かる範囲で結構

です。教えていただきたい。 
 それと、今までの旧町村時代のものと、ここ２年間で備蓄したものと合わせた状況は、どん

な様子でしょうか。 
 それから、これは私が去年、質問させていただいた件ですが、基本的には緊急時に考えられ

るすべてのものを大量に備蓄しておくことは、現実的では不可能に近いというふうに感じてお

ります。緊急時に必要な物資を調達のできる、市独自のルートを構築・整理しておくことが必

要と必要性を申し上げたつもりですが、その進捗状況はどうなっておりますか。もちろん、市

長のお考えの中には、対策本部をしたときには、県や国の助けが当然あることは頭にあると思

いますけども、それ以外のときに市独自の、買っておくんではなくて、あそこに行けばあるよ

ということを調べておくことを私は進めたんですけども、そのへんの進捗状況はどうなってお

りますか。 
 それから３つ目としまして、保坂議員も申し上げておりました、防犯カメラの件ですけれど

も通学路とか、子どもの安全が現時点で最優先のことは、当然、理解できますけれども、去年、

実は、近くの清里朝日ヶ丘の住宅に車の傷つけ事件が発生しまして、いまだに居住者は不安を

抱えております。あのときに様子を伺ったところ、１月とか２月とか、住宅の入っている方が

協力して、夜回りをしたとか、本当に大変だったそうです。 
 そんなことを聞いておりますので、住宅も、通学路が広いことは当然ですけども、検討地域

として、すぐ、どうこうしろということは予算上できないと思いますけども、検討地域として

加えるべきと考えるが、いかがでしょうか。 
 以上、内容的には３点、お願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 総務部長。 

〇総務部長（植松好義君） 
 防災の関連質問にお答えしたいと思います。 
 まず最初の防災無線のデジタル化、それから周波数の統一、携帯無線機の配備、これの進捗

状況ということでございますけども、この防災無線等につきましては、旧７町村、同方の防災

無線と、それから高根のＣＡＴＶ、これを接続しまして、市役所の本庁舎において、既存シス
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テムで、一斉に放送ができるということが可能となっております。 
 市内全体のデジタル化、それから周波数の統一化を図るために、本年度基礎調査を行うため

の委託業務費を予算化してございます。これにつきましては、１１月末ごろ着手をしたいとい

うことで、現在、進めておりますので、お願いをしたいと思います。 
 また、携帯無線機につきましては、昨年度、２台を購入して、その対応をしているところで

ございます。 
 次に２点目の防災備蓄備品の関係でございますけども、本年度、購入したものでございます

けども、これにつきましては食料品のパンの缶詰、それから、今後また購入予定をしておりま

すものでございますけども、箱製の簡易トイレ、それからワンタッチテント、こういったもの

を今年度、備蓄品として購入する予定でございます。また、昨年度でございますけども、備蓄

品として購入してございますのは毛布、それから米、簡易トイレ、カセットコンロ、それから

防災用のテント、キャンドル、医療品セット等でございます。 
 今まで、旧町村でも備蓄品をそろえております。主なものとしましては、まず全体では５５種

類ほど、そろえてございます。食料品としましてはアルファ米、インスタント味噌汁、乾パン

など。それから生活用品としましては毛布、ブルーシート、それから子ども・大人用のオムツ、

箱製の簡易トイレ、それからガス釜セット、ガスコンロ、缶型の燃料、あとは浄水装置等でご

ざいます。それから、情報伝達用品としましてはメガホン、簡易トランシーバー、衛星の携帯

電話などでございます。これらにつきましては、各総合支所の倉庫等を利用して、保管場所と

して、備蓄をしているところでございます。 
 それから、次に緊急時に必要な物資を調達する市独自のルートの構築をということで、以前、

一般質問をいただいております。これにつきましては、北杜市と姉妹、それから友好都市を結

んでおります羽村市、それから西東京市、袋井市、新宿区、上越市、それぞれ災害応援協定を

提携しておりまして、その中で人的派遣、ならびに応急・復旧に必要な資機材、生活物資等の

斡旋提供を要請する、そんな相互応援協定を結んでのルートを構築しておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 柴井建設部長。 
〇建設部長（柴井英記君） 

 公営住宅への防犯カメラの設置についてのご質問にお答えいたします。 
 ご指摘の朝日ヶ丘住宅におきましては、１棟２戸建て住宅が２５棟の団地でありまして、防

犯灯、街路灯につきましては、現状２０基以上は設置してあります。市内の公営住宅の中でも、

多く設置してある住宅であります。 
 しかし、事件後に集会所に感応式のセンサーライトを設置し、また先ほど議員さんご指摘の

ように、自主パトロールもお願いしたところでございます。また、長坂警察署へも巡回をお願

いしているところでございます。この住宅につきましては、３万平方メートル以上というよう

な非常に広範な敷地でございまして、外周道路を含めて、完全にカバーするのが非常に難しい

状況でありますので、これらの状況を見ながら、また対応してまいりたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ほかに関連質問はございますか。 
 利根川議員。 
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〇１５番議員（利根川昇君） 
 １つだけ、今のことで。ルートの構築の件ですけれども、羽村市とかの市と協力して、あたっ

ていただいていることはありがたいことだと思います。しかし、近隣の、あるいは韮崎とか甲

斐市とか、そういうところとも、ぜひとも協力体制を組んでいただいて、当然、できていると

は思いますけども、と申しますのは、同じ種類のものを、それらの近隣の市で同じものを同じ

量だけ備えておく、もちろん、なんでもあれば、あるにこしたことはないですが、例えば、韮

崎は、例えばテントを数多くとか、例を挙げれば、では北杜は毛布を数多くとか、そういう協

力体制もとれるんではないかということを、１つだけ付け加えさせていただきたいと思います。 
 以上です。 
 答弁は結構です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかにございませんか。 
 渡邊英子議員。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 保坂議員の防災対策に関連して、質問いたします。 
 ８月１２日の土曜日に八ヶ岳南麓を襲った集中豪雨と降雹は、地域の農産物に大きな被害を

もたらしたことは、記憶に新しいところであります。私は降雹直後に現地を視察し、その被害

の酷さに驚き、市当局に迅速な対応をお願いしたところであります。しかし、この過程におい

て、初動体制に遅れがあり、これが地震などの災害のときに防災体制が機能するのかなと心配

したところであります。当日は土曜日で、支所の対応に任せているとか、本庁との連絡がなか

なかうまくとれない状態でありました。 
 北杜市には、宿日直の連絡網が整備されていることは承知しておりますが、この対応を見て、

マニュアルや掛け声だけでは、不十分であるということを身にしみて感じました。実情に即応

できる訓練や実践など、きめ細かな体制整備が必要と考えますが、当局のご意見をお伺いいた

します。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 総務部長。 

〇総務部長（植松好義君） 
 関連質問でございますけども、渡邊英子議員の防災に対応する職員の関係でございます。 
 宿日直者の勤務につきましては、北杜市の当直規定に定めによりまして、その任務について

いるところでございます。任務の中には当然、急を要する事務の処理を行うことも当然、規定

されております。非常事態、それから緊急事態の対応を行う職務を背負っているわけでござい

ます。その場から離れること、これはできませんけども、各担当に連絡をとり、その処理に当

たらせることとなっております。その連絡方法につきましては、合併時に職員全員にマニュア

ルを作成しまして、その対応等の説明会を開催し、合併後の対応を図っているところでもござ

います。 
 また、先般、その緊急時に、その対応が本庁、支所、課におきまして、円滑に連携がとれな

かったということを聞いております。早速、その件につきましては、部長・支所長会議に諮り

まして、周知の徹底をしたところでもございます。 
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 緊急時の対応につきましては、本庁・支所の宿日直、連絡が入りますと、火災等の場合につ

きましては、連絡フローによりまして対応することとなっておりますし、また、その他緊急時

の対応につきましては、備えつけの幹部職員名簿により、担当に連絡をとりまして、担当職員

により、その処理対応を行うこととなっております。全市に及ぶ事態につきましては、災害対

策本部を設置しまして、全職員配備体制で、その処理にあたることとなっております。 
 非常事態の対応につきましては、全職員が危機意識を持って、スムーズな連携・対応ができ

るよう、これからも職員研修に努めてまいりますので、ご理解をお願い申し上げたいと思いま

す。 
〇議長（小澤寛君） 

 ほかに関連質問はございますか。 
 渡邊英子議員。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 今、危機管理のあり方ということが総務部長から出ましたけれども、いくらマニュアルがあ

ろうとも、連絡網があろうとも、一人ひとりの職員の体制が整わなければ、実際には動かない

わけですので、そのへんの危機管理ということに対しては、このときにも、このような災害は

８０年生きたけれど初めてだと。台風や何かの災害、テレビで聞いていても、こんな災害は生

まれて初めてだという言葉が聞かれる状態の中で、やはり今、何がどのように起こるかは想像

できない状態ですので、そのへんの徹底を、なお一層、図っていくように考えていただきたい

と思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めますか、要望でいいですか。 
 （結構です。の声） 
 ほかにございますか、関連質問。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで１４番、保坂多枝子議員の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１１時３０分とします。 

休憩 午前１１時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３０分 
〇議長（小澤寛君） 

 それでは、再開いたします。 
 次に北杜クラブ、３３番議員、秋山九一君。 
 秋山九一君。 

〇３３番議員（秋山九一君） 
 私から、１つだけ質問させていただきます。 
 中心市街地活性化法の推進についてを質問いたします。 
 全国の地方都市では、郊外や隣接市町村への大型ショッピングセンターの展開などにより、

中心市街地がさびれ、シャッター通りと呼ばれるようになっていることは、承知のことだと思
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いますが、そうした状態をなんとか改善するために、国は平成１０年に中心市街地における市

街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律、いわゆる中心市街地活性化法

を整備いたしました。全国各地の自治体は、それぞれの地域に合った基本計画を策定し、また

整備推進機構（以下、ＴＭＯという）を指定、活用し、本格的なまちおこしを取り組んでおり

ます。 
 本市では長坂町において、平成１０年に基本計画を策定し、平成１３年から商工会が中心と

なって、認定された計画を実行しながら、商店街活性化の実現に向けて取り組んでまいりまし

た。また、小淵沢においては、平成１２年に基本計画を策定し、平成１６年から商工会が認定

された計画を実行していましたが、平成１８年に第三セクターまちづくり会社を設立し、さら

なる活性化への推進体制を強化しております。その結果、ポイントカード事業や、おいでや事

業、フラワーストリート事業等、数々の注目される事業を行ってきたこともご存じのとおりで

あります。 
 地域活性化の起爆剤としての可能性を秘めたＴＭＯを市内に２つも擁し、県下でも先進的な

北杜市でありましたが、本年８月２２日に改正中心市街地活性化法が施行され、従来のＴＭＯ

の支援根拠が喪失しました。この中、山梨県では４つの町が指定されたと、こういうことでご

ざいます。 
 ようやく、立ち上がりかけた市民活動による、まちづくりが消滅する危機的状況に追い込ま

れております。両地区とも、町の顔づくりが重要であることは変わりなく、この中心市街地活

性化基本計画の実現が最後のチャンスではないかと認識しておりますし、計画実現化には地域

の多くの人々が中心部を利用しやすいように、行政下の支援策も必要と考えています。そこで

商業の復興を図りながら、地域活性化を目指す上で、新中心市街地活性化法に基づく基本計画

を、市が策定することを切に願うばかりであります。 
 以上、市長の考え方をお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３３番、秋山九一議員の中心市街地活性化法の推進についてのご質問にお答えいたします。 
 旧長坂町においては、平成１１年３月に長坂町中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市

街地へのアクセス道路の整備、長坂コミュニティステーションの建設、街路等の整備、商店街

施設、おいでやの整備などを行ってまいりました。また、旧小淵沢町においても、平成１３年

３月に小淵沢町中心市街地活性化基本計画を策定し、駅前通りの整備、ポケットパーク整備、

案内板設置、臨時駐車場整備、絵になる散歩ルートなど小公園化、防火水槽災害用備蓄倉庫の

設置などの事業を盛り込んでおります。全国で７００カ所にも及ぶ基本計画が策定され、中心

市街地の活性化が果たされるはずでありました。 
 しかしながら、全国各地で駐車場問題や地価の高騰、または交通渋滞などを抱えた中心市街

地を避け、郊外への大型店の出店が加速したため、中心街にはシャッター通りが出現し、賑や

かさを失っていきました。 
 このような現象を改善し、街中にかつての賑わいを取り戻そうと、まちづくり三法といわれ

る大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法が改正され、９月８日に中心市街
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地の活性化を図るための基本的な方針が閣議決定されました。この法律改正により、旧長坂町

および旧小淵沢が認定したＴＭＯと呼ばれる、認定構想推進事業者も効力を失うこととなりま

した。 
 市といたしましては、北杜市中心市街地活性化補助金交付要綱に基づいて、ＴＭＯの活動に

対し助成を行っていきましたが、法律の改正に伴い、市の制度も改正することになるため、県

とも相談しながら、新しい支援対策等を検討してまいりたいと考えております。 
 また現在、県においても、今回の法律の改正に基づく、新たな中心市街地活性化基本計画の

策定に向けた研究や支援策の検討を行うために、関係市町村と商工団体で構成する新たな中心

市街地活性化研究会を設置し、勉強会を行っております。 
 今回の法律改正では、今後、新たに認定する都市を県庁所在地や、その他の大都市、または

優れた地域特性を持った中心市街地に限定しております。そのような状況の中で、北杜市は商

業地域や都市機能の規模が小さく、中心市街地と位置づける場所の選定など、国の認定を受け

ることが、大変厳しい状況であると言わざるを得ません。このため、北杜市中心市街地活性化

基本計画の策定につきましては、国や県と十分協議する中で、認定の可能性を見極め、対応し

たいと考えております。 
 今後も商店街の賑わいを取り戻し、販売の促進につながる生き生きとした商店街を目指すた

め、北杜市商工会とも協議しながら、有効な制度の活用と支援策を検討し、商店街の一体的な

活性化を推進してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ３３番議員、再質問はございますか。 
 秋山九一君。 

〇３３番議員（秋山九一君） 
 答弁にもありますように、基本計画がいろいろあって、長坂の場合もふれあい支援農道の住

宅とか鬼坂の住宅、そして長坂コミュニティステーションですか、街路灯の整備とか、牛池の

商店街とかという、完了した事業等もあるわけだけども、今後、まだ、駅西の縦貫道路とか、

そういったのが、観光循環バスというのが計画されておったわけだけども、これもこの法律と

いうようなことで、残念だということで、商店の人は本当に苦慮しておるわけだけども、小淵

沢におかれては、３月に住宅建設とか駐車場システム、車イス・シニアカー配慮による軒先づ

くりとか観光案内板、それから臨時駐車場とか、小淵沢の駅の南北を結ぶ道路の整備とか、絵

になる散歩ルートの公園化とか、防火水槽とかという、いろいろな策定をして取り組んでおっ

たわけだけれども、あまりにも、この地方を切るというか、こんなようになって、先ほど言う

ように、法律の改正といっても、先ほど７００カ所を１００カ所に絞ってしまうよということ

と、また、今後の新しい改正では県庁所在地とか大都市のみに向けて、人口３０万人以下では

駄目だよというような、非常にかけ離れたような法律が出てしまったということで、これを今

後、どうしていったらいいかということで、再三、会議をしておるわけだけども、おかげさま

で、長坂の場合は本当に追い込みで、６月等々に福島県の大高町のほうへ、先ほど、ちょっと

話題になったのは、デマンド交通というようなことが、しきりに言われているときだけれども、

このことについては、なんとか１１月の半ばごろには日野春、長坂地区の中へデマンド交通が
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なんとかテストケースとして、できるではないかなということで、関係区と今、話をしておる

ところで、ここはいいところだけども、先般、中心市街地の活性化の中で、空き店舗というこ

とで、また当局にお願いをしたいんですけど、写真館の中で、子育て支援ということで、今、

お子さんたちが一生懸命来て、折り紙やら石鹸作りやら、七五三に向けてということで、ボラ

ンティア３人が、ここにあたって、本当にこれは、本当にありがたいことでありますが、全体

を見たときに、今後、どうするのかというので、商店街が沈んでおって、こういうことを、こ

の事業をこのままで終わっておくわけにもいかずということで、私としては、北杜市の対応と

して、４つほど挙げたわけだけども、新たな中心市街地活性化研究会における方向性を基本に、

ほかの町村と連携して、とても人口的には足りませんので、このへんもクリアしながら検討し

てほしいなということと、商工会とも協議していただきたい。そして、北杜市中心街活性化推

進事業補助金交付の要綱等も改正をしていただきたいと。次に北杜市商工業振興交付金および

県単独商業振興補助金制度というようなこともご支援等々、働きかけていただいて、基本計画

に基づいて、なんとか地域のためにご努力を願えればなと、こんなふうに思うわけでございま

すが、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 私も率直に言って、今、お話の中心市街地活性化事業が、全国７００カ所が１００カ所にな

り、それに併せて県庁所在地をはじめとして、一言で言えば、大都市を中心という政策に対し

て、非常に疑問を持っている一人でもあります。 
 しかし、現実に法改正された中で、私どもも、これに対応していかなければならないわけで

ありますけども、とりわけ、長坂と小淵沢の問題については、主として、ハード面はまちづく

り交付事業で、引き継いでという言葉が適当であるか知りませんけども、ハード事業について

は、まちづくり交付金事業等々を活用しながら、商店街のためにできるだけ応えていきたいと

思います。 
 あと、ソフト面については、先ほども答弁させていただきましたが、商工会の皆さんとも協

議しながら、県のいろいろな商工支援策等々を抱き合わせしながら、これを補っていきたいと

思っているわけであります。よろしくお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 ３３番議員、まだ質問はございますか。 
 秋山九一君。 

〇３３番議員（秋山九一君） 
 ひとつ、そういうような状況ですので、ぜひひとつ、ご支援のほどをお願いいたしまして、

私の質問は終わらせていただきます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（小澤寛君） 
 秋山議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありませんか。 
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 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで３３番、秋山九一議員の質問を終わります。 
 昼食のため、暫時休憩をいたします。 
 再開は午後１時２０分とします。 

休憩 午前１１時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時２０分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 次に北杜クラブ、９番議員、坂本重夫君。 
 坂本重夫君。 

〇９番議員（坂本重夫君） 
 機構改革等について、質問いたします。 
 本年３月、小淵沢町も北杜市と合併し、新北杜市として半年が過ぎようとしております。こ

の間、小淵沢地区においても、市長をはじめ職員の努力により、行政が停滞することなく、果

敢に進められていることに対し、評価させていただいているところであります。 
 行政環境は常に変化し、地域間競争が激しくなっている状況の中、行政課題に的確に対応で

きる専門性、中立性、能率性、継続・安定性が求められてきています。 
 これらのことをふまえ、市民のためのまちづくり、市民サービスの向上や市民との協働、公

と民の役割分担、インナーソーシングなどの行政システムの変革が必要であり、その根幹をな

すのは、職員資質の向上であると考えているところでありますが、次のことについて、市長の

お考えを伺います。 
 はじめに、機構改革についてであります。 
 ４月より組織の見直しを行い、現在もなお、進められていることと思いますが、行政の仕組

みを変え、企業的感覚の中で物事を捉え、経営といった概念で多様化する市民ニーズへの対応、

職員のやる気を持たせる仕組みが構築されないと、市民生活の向上に貢献できないと考えられ

るが、１８年度より検討、実施スケジュールの具体的な取り組み状況について伺います。 
 次に定員管理についてであります。 
 今年度中に定員適正化計画の作成が取り組み目標にありますが、現在の状況について伺いま

す。併せて、９月１日現在の部門別職員数および嘱託・臨時職員数は、どのようになっている

のか伺います。 
 次に職員の研修計画についてであります。 
 職員研修は、北杜市を支える最重要事項と認識しておりますが、本年度は全職員を対象とし

て、市町村職員研修所や中央研修所などの職種、階層に応じた研修が計画されているとのこと

でありますが、全国的な職員間の研修、知恵を出している先進自治体への派遣研修等について、

その状況について伺います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
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 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 ９番議員、坂本重夫議員のご質問にお答えいたします。 
 機構改革等について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に機構改革についてでありますが、行政組織の再編は行政を取り巻く状況を的確に把握

し、時代に合った組織としていくため、必要があると考えております。今後も組織機構の改革

に取り組み、組織の効率化を図り、専門性を高め、市の課題および懸案事項の整備などに迅速

に対応してまいります。 
 また、本年４月の人事異動におきましては、全職員から希望と意見を求め、職員の考えを尊

重した中で人事異動を行い、適材適所で職員が意欲を持って仕事に取り組めるよう、配慮して

おります。 
 北杜市は本庁と８カ所の総合支所および１カ所の出張所を有しており、これらの施設の統合、

縮小および廃止を含めた再編につきましては、組織の簡素化や業務の効率化を図るために必要

であり、総合支所および出張所で担当している事務につきましては、順次、本庁へ集約してま

いりたいと考えております。早ければ、来年度からの実施を目指し、検討してまいる考えであ

ります。 
 次に定員管理についてでありますが、行財政改革アクションプランの改訂版では、計画的な

職員の削減に取り組むこととしており、職員数を平成２２年度までに７．４％純減する目標を

掲げております。このため、アクションプランの目標を基本とし、年度内には定員適正化計画

を策定する予定で作業を進めております。 
 北杜市は広範囲の面積を有しているため、８つの総合支所と２つの市立病院を設けているこ

とから、類似団体との比較に加え、面積や行政需要等を総合的に研究し、適正な職員数の目標

数値を設定してまいります。 
 ９月１日現在の部門別職員数につきましては市立病院、甲陵中・高校を含め、一般行政部門

４９８人、教育部門１２１人、公営企業部門２３９人、合計８５８人であります。このほか臨

時職員３８３人、嘱託職員４０人、講師１７人、合計で４４０人であります。その他につきま

しては、担当部長から答弁いたさせます。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（植松好義君） 

 ９番、坂本重夫議員の職員研修計画のご質問にお答えいたします。 
 職員の資質の向上、知識の習得のため、本年度９月までに７６人の職員が市町村職員研修所

を中心に各種専門研修に参加しております。また、市独自の研修としましては、外部講師によ

る接遇研修等を行い、本年度は１６２人の職員が研修に参加しております。 
 全国的な職員間の研修および先進自治体への派遣研修についてですが、現在、北杜市では参

加しておりませんが、先進事例の勉強、新エネルギーの利活用、自然環境の保全や、特に産業

振興などにおける戦略的な事業展開を行うには、さまざまな先進事例に学ぶことは専門知識の

習得、ほかの自治体職員との意見交換など、職員の資質向上に有効でありますので、今後、機

会を捉え、研修に参加させたいと考えております。 
 なお、長期間の派遣研修といたしましては林野庁、山梨県、自治センターおよび山梨県観光
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物産連盟等に１３人の職員を派遣しております。なお林野庁、山梨県および自治センターとは

相互の人事交流を行っているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ９番議員、再質問はございませんか。 
 坂本重夫君。 

〇９番議員（坂本重夫君） 
 １点、人事評価についてお伺いします。 
 先ほどの答弁によりますと、現在、市においては本庁、総合支所等を含めて、職員８５８名

が在職して、それぞれの職務の中で頑張っておられますが、仕事と人の組み合わせを考えるに

あたっては、仕事と人の双方を十分に理解しておく必要があり、職員の能力や適正を公平・公

正に評価し、適材適所の職務に配置するための人事評価制度は、不可欠であると思います。 
 職員が納得できるような人事評価のシステムを確立させることによって、意欲を燃やし、能

力を発揮した職員には、それなりの処遇を与えるような仕組みにすることにより、給与への連

動も考えられます。評価の方法には決まりがないと思われますが、現在、検討されている人事

評価のポイントと取り組みについて、伺いたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 植松総務部長。 

〇総務部長（植松好義君） 
 再質問の人事評価制度につきまして、お答えをしたいと思います。 
 地方分権、行財政改革の推進が叫ばれる中で、地方の自主性・自立性が強く求められており

ます。変化する社会情勢に素早く対応し、みずから新しい時代を築き上げるためには、各自治

体が知恵を出し、創意工夫を行う必要がございます。 
 組織は人なりと言われますが、市役所職員にもみずから主体的に取り組む積極な姿勢が求め

られており、行政の課題や住民の需要に素早く対応できる人材が求められております。 
 人事評価を導入するにあたっては、国の公務員制度改革や人事院勧告等の動向を考慮し、成

果主義、能力主義を基本としまして、公平性と納得性を保つこととし、次の点に重点を置き、

導入を検討しているところでございます。 
 その１つは、職務遂行能力と実績を基本とした評価を導入し、従来の年功序列を廃止し、誰

もが納得する公平な人事評価制度とする。 
 また、もう１つは意欲的に職務に取り組み、困難にも果敢にチェンジする職員を育成するた

め、頑張った人が報われるような加点型の人事評価制度とする。 
 もう１点、評価者の真意を配慮し、被評価者に信頼と納得が得られる客観性や透明性を持っ

た人事評価とする。 
 なお、評価基準の明確化、評価結果の反映、評価者訓練の実施等を行っていきたいと思いま

す。 
 これらの評価につきましては、基本的には本人の自己評価を基準としまして、職員の能力開

発および意欲を向上させるよう、指導・育成を行うことを目的としております。 
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 なお、今後の導入スケジュールでございますが、平成１８年度におきまして、担当者の研修、

実施自治体等の調査、それから平成１９年度におきまして、評価者の研修、人事評価実施業務

委託、人事評価の試行をしたいと思っております。 
 なお、平成２０年度におきまして、人事評価の実施、それから給与、昇給などへの反映をし

ていきたいと。 
 以上の手続きによりまして、人事評価制度を導入してまいるための準備をいたしております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ９番議員、まだ質問はございますか。 
 坂本重夫君。 

〇９番議員（坂本重夫君） 
 大変、素晴らしい研修計画であると思いますし、これを１９年とか、そういうふうに引っ張

らなくて、なるべく早い時期から手を付けて、全職員に知らしめていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁は入りませんね。 
 （はい。の声） 
 坂本議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はございませんか。 
 宮坂議員。 

〇１７番議員（宮坂清君） 
 今、話題になっております飲酒運転のことについて、お尋ねしたいと思います。 
 飲酒運転処分規定について、お尋ねいたします。 
 最近、毎日のように新聞、テレビに悲惨な交通事故が報道され、特に飲酒運転による事故が

多く、飲酒運転が問いただされているにもかかわらず、いまだに飲酒運転があとを絶たないと

いう現状であります。 
 幸いにして、本市の職員等については発生していないということでございますので、このこ

とに対する努力に対して、感謝もしているところであります。 
 さて、今、全国的に公務員の飲酒運転が絶たず、問題となっている中、従来の処分基準を見

直して、厳罰化している自治体が多いと思います。山梨県でも、山本知事は職員のモラルに訴

えるだけでは飲酒運転を防げないという認識を示し、懲戒免職の厳罰化に踏み切ったと報道さ

れました。これは、規範を示す公僕に携われる者として、当然の処置とも言えます。 
 県内２８市町村のうち、１５市町村が処分規定を設けている。処分規定のない自治体は１３市

町村であるが、多くは事故の状況により諮問委員会において、処分内容を決めているとのこと

であります。 
 さて、質問でありますが、本市においては、今後、処分規定を策定するようでありますが、

白倉市長の基本的な考えをお伺いいたします。よろしくお願いします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 宮坂清議員の関連質問、飲酒運転処分規定について、お答えいたします。 
 ご指摘のとおり、全国的に公務員の飲酒運転があとを絶たないことから、社会的問題となっ

ていますが、そんな中、先月は福岡市職員の飲酒運転による、幼児３人を死亡させる交通事故

が発生しました。大変、痛ましい事故でありました。 
 本市の場合、職員には常に飲酒運転防止のため、厳しく指導・注意を行っているところであ

り、問題の発生はありません。今後においても、飲酒運転による問題発生はないものと信じて

いるところですが、市では今まで、このような問題に対する独自の処分規定は設けていません

でしたが、法律を守り、住民の範を示すべき立場の市職員であります。飲酒運転撲滅のため、

さらなる職員意識の高揚を図るため、職員の懲戒処分に関する基準を定め、以降、職員には厳

しい処分で望んでいきたいと思います。 
 特に飲酒運転行為には、事故の有無にかかわらず、運転者は原則免職とするとともに、飲酒

運転にあることを認知しつつ運転をほう助した職員についても停職、減給など厳しい処分をと

ることを考えております。この基準については、現在、最終調整に入っており、近いうちに基

準を定め、職員に周知したいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 宮坂議員。 

〇１７番議員（宮坂清君） 
 この規定をすることにより、職員に喚起することにつながると思います。私たち議員も職員

の努力をふまえ、飲酒運転の撲滅のために努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
 終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 千野議員。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 坂本重夫議員の機構改革についての関連で、１つだけお伺いいたします。看護師不足の解消

ということであります。 
 ＣＡＴＶですとか、市の広報等では慢性的に看護師の募集をしているようであります。甲陽

病院、塩川病院、両病院とも欠員があり、診療に支障さえ来たしているようであります。その

支障とは絶対数が足りない状況下で、入院患者の対応をしている中でも外来・緊急患者の診療

にあたらなければならない。そんな中で、また夜勤、次の勤務がまわってくる、言うならば過

労状態等にあります。適正医療従事者数を備えていない病院ということで、ベッド数において

も満床にすることができないというふうな状況があるとも聞いております。これでは市民の安

心・安全の面からも、また、市の財産の有効活用という面からも改善は急務と思われます。 
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 この欠員状況は募集しても応募者が少ないことであり、その要因として考えられることは新

卒、あるいは若い看護師においては都市部、あるいは大病院、あるいは有名病院の志向が多い

ようであること。また、再就職においても難しい状況があることであります。 
 特に医療現場を離れている期間が長くなるほど、技術、機材、その他の進歩による現場復帰

の時点のギャップの克服が難しい。そして子育てなどで退職した方は、現場復帰の場合、就業

時間、そして夜勤、待機等に即対応せねばならないというふうな状況で躊躇しているというふ

うなこと、そんな話も聞きます。このようなことから、特に医療専門職においては、就業形態

について、現場を完全に離れることを防止するような、ワークシェアリング的な考え方ができ

ないかの検討をお願いしたいと思います。 
 加えて、その中で身分保障、先ほどの評価もありますけども、特段の配慮も必要であろうか

と思います。そのへんのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 千野議員さんのご質問にお答えいたしますけれども、現在、育児休暇制度というのがござい

ます。また、休職制度というものがございまして、それに則ってもらっておるわけでございま

すけれども、人事に関することでございまして、人事担当とも相談をしまして、ワークシェア

リング、あるいは身分保障というような関係でございますけども、制度として可能であれば、

今後、前向きに検討していきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで９番、坂本重夫議員の一般質問を終わります。 
 今回、小澤宜夫君より手話通訳による傍聴を行いたい旨、申し入れがありましたので、お知

らせいたします。 
 北杜クラブ、３番議員、小澤宜夫君。 
 小澤宜夫君。 

〇３番議員（小澤宜夫君） 
 本日は議場に聴覚障害者の皆さまが、手話通訳者を伴って傍聴に見えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
 では、今日は障害者自立支援法について質問いたします。 
 本年４月から施行された障害者自立支援法、１０月からは障害者の地域での暮らしを支援す

る地域生活支援事業がスタートします。これらの事業は各市町村が行う事業で、制度では利用

者の１０％負担となっております。北杜市が実施する地域生活支援事業の中のコミュニケー

ション支援事業について、伺います。 
 １、聴覚障害者に対する手話通訳派遣、文字を映像画面に映すＯＨＰ、オーバーヘッドプロ

ジェクター、いわゆる要約筆記などのコミュニケーション支援事業は、障害者にとっては社会

 １７０



参加の入り口に立ったという状態であります。 
 手話通訳、要約筆記などのコミュニケーション保障は、例えて言えば、人間にとって生きる

基本的な権利だと考えます。利用料負担について、市のお考えをお聞きします。 
 ２、地域生活支援事業は裁量的経費であり、その利用料については、市町村の判断とされて

います。支援していただく手話通訳者に支払われる派遣単価は、どのようになっていますでしょ

うか。県のガイドラインに準じているでしょうか、伺います。 
 ３番、支援費については、本９月定例議会に予算計上されておりますが、初めてのことであ

り、実施にあたっては、所要額の不足の十分考えられます。そのようなときには、速やかな補

正によって、そのような支援が滞りなく行われることが肝要かと思いますが、市のお考えを伺

います。 
 ４番目として、現在、県内では４つの市町村に障害者が入った地方障害者施策推進協議会が

設立されています。障害者福祉計画策定においても、また、今後の市のバリアフリー推進にお

いても、同協議会は大変寄与すると思う、そのような会であると思いますが、市では設置につ

いて、どのように考えているか、伺います。 
 ５番目、最後として、支援という関連で、先ほど市長からの答弁もあったわけですが、災害

緊急時の障害者への対応として、災害支援マニュアルに則って行うというふうなお答えがあり

ましたが、具体的支援策がありましたら、伺いたいと思います。 
 以上５点について、答弁をお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３番、小澤宜夫議員のご質問にお答えいたします。 
 小澤宜夫議員には障害者行政に、日ごろ積極的に取り組んでいただいておるわけであります。

開かれた市議会を目指して、本日は手話通訳を派遣していただき、敬意を表したいと思います。 
 最初に、聴覚障害者に対する手話通訳派遣についてであります。 
 手話通訳者派遣事業は障害者自立支援法の制定に伴い、県から市町村へ移譲されました。こ

の事業は聴覚障害者と聴覚に障害のない健聴者、双方のコミュニケーションを確保するために

必要な事業であり、利用者負担金はありません。手話通訳者の派遣手当につきましては、県の

単価に沿って設定してまいります。 
 今議会に、この事業の予算をお願いいたしましたが、初めての事業でありますので、県と連

携を密にし、利用者に不便が生じないように事務を進めてまいる考えであります。 
 また、予算につきましても利用者が増え、不足が生じた場合は、再度、補正をお願いする予

定であります。 
 次に、地方障害者施設推進協議会の設置についてであります。 
 この協議会の役割は障害者の福祉サービス事業の中立、公平性の確保、また困難事例への対

応の協議、調整をしていくことなどであります。市といたしましては、韮崎市も含めた峡北圏

域の関係者や関係機関による協議会の設置を考えております。 
 次に障害者の災害など、緊急時の具体的支援策についてであります。 
 過日、市役所で実施された防災訓練におきまして、山梨県障害福祉課の担当者を講師に「災
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害時要援護者支援について」の講演会を開催いたしました。山梨県では災害時要援護者支援マ

ニュアルを策定し、高齢者、傷病者、障害者に対して災害が発生した場合の支援策を講じてお

ります。市といたしましても、県と連携を図り、早期に災害弱者の支援マニュアルを策定し、

災害時に犠牲者を出さないよう、努めてまいる考えであります。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ３番議員、再質問はございますか。 
 小澤宜夫君。 

〇３番議員（小澤宜夫君） 
 ただいまの答弁は、非常に手厚い、力強い対策であると思います。今後とも、さらに推し進

めてほしいと思います。 
 １つ、再質問させていただきます。 
 手話通訳派遣というのは判断基準がありまして、日常生活的なものについては、基本的には

派遣対象となっておりません。例えば、芸術鑑賞などの教養を深める活動に手話通訳をという

ようなことは、できることはできるんですけれども、大変、判断が難しく、利用する障害者が

つい躊躇してしまうということが、多くあると思います。やはり仕組みが、制度をきちんとつ

くり、使いやすい制度、先ほども出ましたが、開かれた北杜市の制度、そういう仕組みを今後

ともつくってほしいと思いますが、そういう意味で、まず、一つひとつはじめるということで、

今後も市の行事、例えて言えば今月、福祉大会などもございますが、希望があれば、そういう

斡旋、通訳派遣をしていただけるのか、今後の市のお考えを伺います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 ただいま、手話通訳者の派遣について、ご質問をいただきました。 
 今回、議会で手話通訳者が入っておりますけども、基本としましては、社会参加事業の１つ

だと思っております。ですから、こういうことに対しては、制度の中で対応できると思います

ので、今後、検討してまいりますし、また派遣等につきましても斡旋等、行ってまいりたいと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 ３番議員、まだ質問はございますか。 
 小澤宜夫君。 

〇３番議員（小澤宜夫君） 
 どうもありがとうございました。 
 今日はお見えになった聴覚障害者の皆さんも大変、北杜市は明るい未来が見えてきたなとい

うふうに、強く感じて帰っていただけると信じておりますので、今後とも、ぜひよろしくお願

いします。 
 以上です。 
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 答弁は結構です。 
〇議長（小澤寛君） 

 小澤宜夫議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はございませんか。 
 保坂多枝子議員。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 小澤宜夫議員の質問に対して、関連質問をさせていただきます。 
 この手話通訳に関しましては、５、６年前から私も関わっておりまして、現在、塩尻市でも、

このような取り組みがなされております。 
 先ほどお話があった要約筆記と、それから手話通訳について、少し質問をさせていただきた

いんですが、この要約筆記、先ほど小澤宜夫議員がおっしゃっていたのは、オーバーヘッドを

使って、全体が見渡せるというふうな方法もあるんですが、例えば、学校の現場などで授業中、

急に笑いが起きたとか、急に反応が起きたというときに、聴覚障害の方は、それが分からない

んですね、その状態が分からないというふうなことで、例えば先生が冗談を言って、ここで笑っ

たとか、ここでこういうことが起きたから、こんなハプニングが起きているんだというふうな、

本当に簡単な要約筆記という部分もございます。非常に大掛かりなものではなくて、本当に私

たちが身近で、少し勉強すれば、その要約筆記ができるというふうな状況もございます。 
 そして、また、先ほど、議場に、今日のように来ていただいている中では、塩尻市の例を挙

げさせていただきますと、通訳の方が必要だという要請があったときには、そこで費用を出し

ていただくというふうなことがございまして、はじめは福祉費という形で、その費用を賄って

いただいた、そして今現在は議会費という形で、行政のほうでもバックアップをしていただい

ているというふうな経緯がございます。 
 非常に、この北杜市は聴覚障害という方の数は少ないとは思うんですが、この生まれたとき

に聴覚障害を患っていらっしゃる方と、それから途中から障害を持たれるようになった方とい

うのは、また、その手話通訳とか口唇術ですね、そういうふうなところでも、また、コミュニ

ケーションを伝える伝達の方法というのが、違う場合がございます。そこのところも、今から

市の方とか、実際に私たち含めて、いろいろ勉強をしていかなければならないという部分がご

ざいますが、その数が少ないから、なかなか、そこのところも補てんできないんだよというふ

うな考えではなく、ぜひ前向きな検討をしていただきたいということで、非常にいいお答えを

いただいているんですが、再度、そのような考えで進んでいただけるのかということで、ご答

弁をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 保坂議員の関連質問にお答えいたします。 
 先ほど、ご説明いたしましたが、この制度は１０月から、県から市へ移管された事業でござ

いまして、どういうときに、どういうふうなサービスを提供するかということについて、今ま

での県の事例を聞きながら、検討していくわけでございますけども、先ほど学校の話がござい

ましたけども、簡単な手話につきましては、また、学校のほうで、ちょっと福祉のほうの勉強
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をしていただくような方向性を考えたり、その他の件につきましては、事務移譲を受けた段階

でございますので、それぞれ検討しまして、障害者に配慮したサービスを提供してまいりたい

と思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで３番、小澤宜夫議員の一般質問を終わります。 
 次に北杜クラブ、４０番、鈴木孝男君。 
 鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 北杜市有害鳥獣対策協議会につきまして、市長にお伺いいたします。 
 今、収穫の秋を迎えておるわけでございますが、市内各地でクマ、あるいはシカ、イノシシ、

サルなどの被害に農家の皆さんは、悲鳴をあげておるところでもございます。地域によりまし

ては、防護柵や電気柵を設置しておりますが、私どもの字の柳沢でございますが、電気柵をずっ

と縦断しておるわけでございますが、これがなんの効果もないわけでございまして、防護効果

に乏しく、防護対策に住民は苦慮しております。 
 市内各町の猟友会会員の協力のもとに、北杜市有害鳥獣対策協議会を担っていただいておる

と思いますが、年々、猟友会会員も高齢化し、あるいは後継者育成に大変苦慮しているとのこ

とでございます。市内全域を管轄し、早急に駆除に対応できるような有害鳥獣対策の組織を、

実践部隊としての組織が樹立できるものかどうかをお願いしておるわけでございます。 
 次に罠と狩猟の資格者育成と、あるいは、これはできたらでございますが、職員による対応

の可能な罠・狩猟等の組織編成のお考えはないでしょうか。例えば、猟友会を見ましても、若

い人であれば、日中は勤めを持っておるわけでございますし、高齢化の７０歳を過ぎている皆

さん方におきましては、大変きつい、ハードな仕事でもあるわけでございます。その点の組織

編成への、あるいは支所の、本当の職員さんの援助ができるものかどうか。あるいは、資格を

とることをしていただけたならばというふうにも思うわけでございます。 
 次に今後の防護柵、あるいは電気柵設置の計画、そして被害防止対策についてお聞きしたい

と思いますが、私どもの柳沢区といたしましては、農地と山林の間に緩衝地帯をつくる、これ

は県の事業におんぶに抱っこさせてもらっておるところでございますが、それが１点と、それ

から、なんと言いますか、計画的に捕獲するというんでしょうか、銃によって計画的に削減し

ていけばいいわけでございますが、これとても、言うのは簡単なんですが、いざ、猟友会にお

願いいたしますと、サルを撃つのはなというふうな返事が返ってくるものでございまして、な

かなか思うように捕獲はできないわけでございます。 
 そして、北杜市有害鳥獣の対策協議会ですが、これは昨年でしたでしょうか、同僚議員の植

松議員が質問していることでございますが、その後の活動状況はどんなふうになっているのか、

お伺いいたします。 
 以上でございます。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ４０番議員、鈴木孝男議員のご質問にお答えいたします。 
 里山有害鳥獣対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に、早急に駆除対策可能な里山有害鳥獣対策組織の樹立についてでありますが、有害鳥

獣対策については、有害鳥獣捕獲の適正な許可に加えて、防護柵の設置や日々の追い払い、廃

棄作物の撤去など、駆除のみに偏らない、地域の地道な取り組みが不可欠であると考えており

ます。 
 このことから被害分布等を把握するため、行政区を通じたアンケートを実施し、加害動物別

の被害個所や自主防除活動の実施状況などを、大まかに把握したところであります。今後は、

この結果等をふまえ、獣害対策の理解促進と地域活動の契機となるような講習会の実施、追い

上げ活動など地域活動に対する助言、電気柵等、設置に対する補助、猟友会や農業協同組合と

の連携による有害鳥獣捕獲の円滑な実施などを行い、地域ごとの取り組みを強化してまいりた

いと考えております。 
 次に狩猟資格者育成と職員による狩猟組織編成についてでありますが、有害鳥獣捕獲の重要

な役割を担っている猟友会につきましては、会員数の減少や高齢化等により、その活動が厳し

くなっているものと認識しております。このことから、猟友会の育成と活動の支援をするため、

活動費交付金や捕獲報奨金等による補助を行っているところであり、引き続き支援を継続して

まいりたいと考えております。 
 なお、現在、市内の猟友会会員数は１６９人となっており、狩猟免許取得者から猟友会への

加入相談等があった場合には、その機会を活用して、新規会員の確保にも努めていただきたい

と考えております。 
 また、職員による狩猟組織編成についてでありますが、市といたしましては、そのような組

織を編成するよりも、地元の地理や野生動物の生息状況などを熟知し、地域の中心となってい

る猟友会の活動に支援をしていくほうが、有害鳥獣捕獲の実施に最も効果的であると考えてお

ります。 
 しかしながら、市職員みずから狩猟に対する知識や資格等を有することが、猟友会等の連携

強化に資するものと考えており、市職員２人に罠の狩猟免許を取得させたところであります。

今後とも、このような取り組みを進めてまいりたいと考えております。 
 次に今後の防護柵、電気柵、設置計画と被害防止対策についてでありますが、本年度の電気

柵等の設置については、市内４地区からの要望により、いずれも水田農業構造改革対策事業お

よび土地改良事業による、県単事業で整備を進めております。今後につきましても、設置要望

地区の現状をふまえ、県単独補助事業を導入しての設置を進めてまいりたいと考えております。 
 その他につきましては、担当部長から答弁いたさせます。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 真壁産業観光部長。 
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〇産業観光部長（真壁一永君） 
 それでは、北杜市の有害鳥獣対策協議会の活動の状況について、お答えしたいと思います。 
 昨年の１２月に関係行政機関、農事組合、区長会、猟友会、鳥獣保護委員等からなる協議会

を創設し、これまで２回の会議を開催しております。会議においては、鳥獣被害の状況確認や

地域の抱える課題等について、意見交換を行っております。 
 今後は、この会議等を通じて把握した現状や課題等をふまえまして、鳥獣害対策の講習会な

どを開催するとともに、地域の自主防除活動への助言、猟友会や農業協同組合等との連携によ

る有害鳥獣捕獲の円滑な実施等に努めてまいりたいと考えております。 
 また、県においては山梨県ニホンザル保護管理検討会を開催し、個体数調整と防除対策の強

化を内容とする計画を作成、策定し始めたところであり、その内容をふまえた検討も行ってい

く必要があると考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ４０番議員、まだ質問はございますか。 
 鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 私が、これからお聞きしたいのは、例えば鳥獣対策協議会が存在しておるわけでございます

が、私がお願いするのは早急に、駆除に対応できるような組織的なものはつくれないかという

ことでございます。それは、私どもの字に８０戸の別荘があるわけでございますが、別荘の庭

にクマが出てきているんです。そして、それを、私は区長という立場で、私が行ったって、ど

うにもなるものではないから、私は猟友会に電話するわけでございますが、当然、夜です、出

てくるのは。そして、そのときに猟友会に電話いたしますと、銃は日の出から日没までとかと

いうことになりますと、もう、どうにもならないわけではないですか。ところが、人間社会な

らば不法侵入でなんとかなるわけでございますが、クマの世界には、だけど、それは猟友会に

お願いするしかないわけですよ。昔のように、人と動物が離れているのなら、まだ、いいんで

す。今は庭先ですからね。庭先に来たときに、次の朝までというわけには、これは到底いくも

のではないと思うんですが。そのために早急に対応できる、そういったもの、猟友会的なもの

でないと、対応はできないわけでございますが、ただ、クマに限れば、クマばっかりですが、

例えば、真原地区なんていうのがあるわけでございますが、そこになんか、２０何センチぐら

いのソルダムの木、要するに２０何年間くらい経って大きくして、それを出荷していたわけで

すよ。ところが、ここ３、４年は出荷しようと思う１０日前とか１週間前に来て、ばっさり、

やってしまうと。そして、そのおじさんを見ていたら、今度は全部、ソルダムを切ってしまっ

たね。果たして、そういうことが、だけど、私は見ていて、それは行政の責任ではないかなと

いうふうな気がするわけでございます。 
 例えば、それらにも対応するときに、猟友会になりますと、人家があると、もう、銃は撃て

ないというか、そのへんは、私も銃を持っていないから分からないわけでございますが、いろ

んな、とにかく規制がありすぎて、猟友会にお願いしたって、すぐ撃てるというふうなもので

はないです。だから、要するに鳥獣の駆除ということでもって、お願いするわけでございます

から、そのへん、拡大解釈というか、そんなふうな形を申請してもらわないと、なんか、話が
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前に転がらないような気がするわけでございまして、私は農作物がやられる、果樹がやられる

といったときに、これは過疎に拍車をかけているんだなというふうな気がしますもので、その

へん市長、前向きのお答えをお願いいたしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ご指摘の点は多々、私も聞いておるわけでありまして、ただ、農作物だけの被害ではなくて、

人的にもという心配をご指摘したと思うわけでありますけども、今まで、行政としてもサルに

は、ちょっと数字が違うかもしれませんが、記憶の中で、サルには１万円とか、イノシシだと

かシカには６千円というような奨励をしておるわけでありますけども、いろんな意味で大変で

あることは、確かであります。サルの惑星になっても困るし、クマのふるさとになっても困る

わけでありますので、鳥獣害対策には全力であたっていきたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ４０番議員、まだ質問はございますか。 
 鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 １点だけ、誰か、執行部のほうで分かったら教えてください。 
 有害鳥獣の駆除の緊急性の場合、それは誰か分かる方がおりますかね。猟友会で撃ってもい

いわけでしょう、本当は。もう屋敷の中へ入ってきている場合は。 
 家があれば撃てない、日の出から日没までなんて言ったら、撃つときがないではないですか。

どなたか、分かっていたらお答えいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 真壁産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 クマとか、そういう有害の場合には、基本的には許可がないと駄目でございます。でも、緊

急というか、非常に、地域にクマとか出ている場合には、早急に捕獲の許可の対応をしている

状況でございます。 
 いずれにしても、銃の使用には法令を守る必要があり、夜中は撃ってはいけないというよう

なことがございますので、そういうふうなところも守りながら、必要な地区には、できるだけ

早く、その許可を出すように努めてまいります。 
 許可といいますか、地域からきていたら、早急に許可をしていくように考えていきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ４０番議員、鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 私が言っているのは緊急なときでございますので、そのへん、ちょっと、よく調べておいて

ください。よろしくお願いいたします。 
 終わります。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁はよろしゅうございますね。 
 （はい。の声） 
 以上で鈴木議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はございませんか。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 先ほどから、有害鳥獣の話を聞いていたんですけども、鳥獣駆除、あるいは出てこないよう

にするための防御といいますか、そういうことに終始しているような感じがするんですけども、

以前、テレビの報道の中で、こちらに降りてこないような対策をする、動物と人間のすみ分け

をするというふうな、時間はかかります、先ほど鈴木議員のように、緊急性の対処にならない

わけでありますけども、そういう点をこの北杜市として、山の動物が本来、住んでいる場所に

食料となるような木々を植える、そんなふうな事業は、里山整備等も含めた中でお考えがあり

ましたでしょうか。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 真壁産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 鳥獣害が人家に来るということは、その間の、要するに、先ほど緩衝帯を設けるというお話

もありましたけども、そんなふうな状況の中で、それらは、その１つの事業の１つ、それから

里山整備につきましても、ある程度、獣が隠れるところを少なくするというようなことの中で

すので、里山整備の中でも、そういうふうなことの対策が必要だと思いますので、そのへんの

ところも併せて考えていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 秋山九一議員。 

〇３３番議員（秋山九一君） 
 今の鳥獣、私もその猟友会の一員だけども、非常に流れが悪いですよね。先も言うとおり、

その被害が出た、ＪＡさんへ言って、ＪＡさんが見に来る、それから書類を出してということ

とか、そこで２日、３日かかっています。それでも、早いほうです。そういうことですので、

農家の人は困ったなといっているうちに、その晩に入られてしまうというようなことがあって、

今年も日野春、富岡というところもあったけども、私にきたけども、ちょっと私は、ＪＡさん

が行かなければどうにもならないということで、１つの田んぼ、シカがぐるぐるまわってしまっ

て、そして犬があとを追ってしまったから、その前の日にやればいいけども、一晩置いたおか

げで、田んぼをみんな駄目にしてしまったというのが、現実に、ついこの間、あったばかりと

いうことです。 
 そして、あと１つは、皆さん分かるとおり、この猟区は４つありますかね、保護区、銃猟禁

止区域、休猟区、可猟区と、この４つに分かれているんだけども、昔の法律により、非常に休
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ませる休猟区が多いわけですよ。休猟区が多いということは、それは保護法でそうなっている

のか知らないけども、ものが追われて休猟区へいってしまうから、もう、そのままという。八ヶ

岳の大泉なんかの場合は、非常に休猟区が広いわけですよ。泉郷を挟んで、ずっと広いわけで

すが、そこで２年休ませて、また昔のやり方で繁殖させて、また、というようなことをやって

いるけども、それは古い法律ですので、そこらへんを、ちょっと県のほうと対応して、やはり、

せっかく、こういうふうなものをやっても、安全地帯に逃げられてしまったら、これまた、捕

獲はできないなということもあるので、そんなこともちょっと研究してやってほしいなと、こ

んなふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 真壁産業観光部長。 

〇産業観光部長（真壁一永君） 
 いずれにしましても、被害の申し出がありましたら、農協などとも連携する中で、県の許可、

なるべく早くいただけるように詰めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 また、獣害の猟区の区分については、県でも年度をある程度、決めて設定しておりますので、

そのへんの年度更新の折には、そういう状況もふまえながら、また、県等にも話をさせていた

だきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかにございませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで４０番議員、鈴木孝男議員の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は２時４０分といたします。 

休憩 午後 ２時２３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時４０分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 次に北杜クラブ、２１番議員、渡邊英子君。 
 渡邊英子君。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 ９月定例議会、一般質問をさせていただきます。 
 北杜市はまもなく市制施行２周年を迎えようとしておりますが、私は市発足当初の議会にお

いて、旧長坂町からの長年の懸案でありました秋田工業団地につきまして、土地の有効活用と

企業誘致を積極的に推進するよう、お願いしてきたところであります。 
 先般、大規模太陽光発電研究事業の研究施設建設予定地に決定され、地元の皆さんともども、

今後の発展を大いに期待しているところであります。 
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 市長の英断と卓越した行動力に敬意を表しつつ、以下、質問に入ります。 
 まずＣ型肝炎対策について、お尋ねいたします。 
 最近、北杜市のある町で、人生なかば、４０歳後半の男性が肝硬変で亡くなりました。成人

していない子どもを抱えている家族を思いますと、胸が痛みます。原因は、Ｃ型肝炎によるも

のとお聞きいたしました。また、この地域では「お元気ですか」と尋ねますと、「いや、Ｃ型肝

炎でね」と言われる方が多いのです。 
 今、社会的にも大きな話題となっているＣ型肝炎は、ウイルスに感染していても、１０年、

３０年症状が出ない場合が多く、早期発見ができずに治療が遅れ、症状が悪化して亡くなる人

が多いと言われております。また、Ｃ型肝炎は血液感染以外の感染の可能性は低いとされてお

り、輸血や注射器の共用などによって感染している人の血液が、ほかの人の血液内に入ること

によって、感染すると言われております。そのため、地域によってキャリアの率に差があると

も言われております。 
 このような背景の中で、日本には１００万人から２００万人の慢性肝炎の患者と、肝炎症状

のないキャリアがいると推定されておりますが、北杜市は治療を受けている人や不安を抱えな

がら生活している人も多いと聞いております。また、キャリアが多い地域でもあると言われて

います。北杜市のＣ型肝炎ウイルスの患者、またキャリアの実態はどうなっているのか、まず、

お伺いいたします。 
 Ｃ型対策の基本は早期発見、早期治療にあると考えておりますが、まだ、自分がキャリアで

あることを知らない人も多いのではないでしょうか。このため、今後さらに治療を徹底してい

くためには、行政による正しい指導が必要ではないかと考えております。 
 そこでＣ型肝炎対策の進め方について、当局のお考えをお伺いいたします。また、治療にあ

たりましては、現在、健康保険の適用がなされておりますが、高額な薬剤の投与などで、治療

費が大変かさむとお聞きしております。医療費の助成制度はあるのか。また、今後、どのよう

に取り組んでいくのか、お伺いいたします。 
 次に小児科医院の充実について、お尋ねをいたします。 
 可愛らしい赤ちゃんの笑顔は、私たちにやすらぎと心の豊かさを与えてくれる宝であります。

しかし、赤ちゃんを取り巻く環境は年々厳しく、北杜市内に小児科専門院の看板を見掛けなく

なりました。普段は元気な子どもであっても、急に発熱したり、痛がったりと、いつ病気にな

るか分かりません。小さな体であえぐ姿は、家族を不安におとし入れ、すぐ専門の小児科の先

生に診察してもらいたいと、誰もが願うところであります。しかし、このような願いに反して、

県内には小児科医が９０人程度しかおらず、地域ごとの体制整備は困難な状況にあります。 
 このため、県は平成１７年３月、全県の小児患者を対象に甲府に１カ所、小児初期救急医療

センターを設置したところであります。子どもが夜間や休日に具合が悪くなったときに、治療

のほか、どこで受診したらよいかを相談できる体制が整備されているところであります。しか

しながら、北杜市から甲府まで１時間あまりかかるため、具合の悪い子どもには耐え難い苦痛

であり、親にとっても不安であります。小児科医が少ないことや、北杜市に専門医がいないこ

となど、小児医療を取り巻く環境が厳しいことは重々承知しておりますが、市立病院に夜間も

含めた常設の小児科を設置してほしいという要望は、強いのであります。 
 私は昨年９月定例議会において、市立病院の充実について質問し、医師の確保は大変厳しい

が、努力するとの答弁をいただいております。努力した結果、どのような成果があったのか。
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また、問題点は何か。また、今後、小児医療の充実をどのように行うのか、まずお伺いいたし

ます。 
 一方、小児医療の充実の中で、子どもを抱えた親御さんの医療知識の習得は大切なことであ

ります。親が病気に対する知識や子どもを観察する目などは、医師による適切な指導で育って

いくものですが、保健師などによる指導を充実させる必要があると考えますが、今後の推進に

ついて、お伺いいたします。 
 以上、私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２１番議員、渡邊英子議員のご質問にお答えいたします。 
 国事業による太陽光発電研究施設にご理解とご評価をいただき、ありがとうございます。一

面、課題が解決したわけでありまして、私もほっとしているところでもあります。 
 Ｃ型肝炎対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に医療費の助成制度についてでありますが、治療に必要な医療費は医療保険が適用にな

り、高額になった場合は高額療養費制度の対象となりますので、現在のところ、医療費の助成

は考えておりません。 
 次に今後の対策についてでありますが、来年度もＣ型肝炎ウイルス検査を総合検診の中で実

施してまいります。感染が分かった時点で、個別の相談を行い、市民の不安や苦痛を緩和しな

がら、定期検診につながるように支援してまいりたいと考えております。 
 次に小児科医療の充実についてであります。 
 市内の小児科医療体制につきましては、市立甲陽病院が月曜日と木曜日の午後、また武川診

療所で月曜日の午後と水曜日・金曜日の午前、それぞれ診療を行っております。全国的に小児

科医が不足しており、地方の病院で常勤小児科医を確保することは、極めて厳しい状況であり

ます。市といたしましては、ことあるごとに関係各方面に小児科医師の派遣要請を行ってまい

りましたが、今もって、その確保には残念ながら至っておりません。 
 小児科医もそうでありますけども、産婦人科医もゼロという現実でありますので、産婦人科

医を含め、あるいはまた、民間の力も借りながら、全力で、この対応をしてまいりたいと思っ

ております。 
 次に、子どもを抱える親御さんの医療知識の習得についてであります。 
 現在、集いの広場、子育て支援センター等、親子の集まる場や４カ月乳児検診の場で、保健

師が子どもの変化の見方、起きやすい事故について、予防対策の指導をしております。また、

家庭訪問の折に、子どもの救急処置について、パンフレットを使用して説明しております。 
 核家族化している状況の中で、家庭での養育力はもとより、地域での子育て支援の輪を広げ

たり、例えば愛育会のようなボランティア活動にも期待するところであります。 
 その他につきましては、担当部長から答弁いたさせます。 

〇議長（小澤寛君） 
古屋保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 渡邊英子議員のご質問にお答えをいたします。 
 最初に、Ｃ型肝炎ウイルスキャリアの実態についてであります。 
 北杜市では、国が肝炎検査を始める以前から、旧町村別にＣ型肝炎検査を実施してまいりま

した。平成１７年度までの人間ドックおよび巡回検診において、２万２６６人が肝炎検査を受

け、そのうち７４３人が感染者でありました。平成１４年度から１６年度までの感染率は、国

や県の平均より高いことが判明しております。 
 感染者に対しましては説明会を開催し、Ｃ型肝炎についての勉強をしていただくとともに、

保健指導も行ってまいりました。その結果、８割の方は治療につながっております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 ２１番議員、再質問はございませんか。 
 渡邊英子君。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 再質問させていただきます。 
 Ｃ型肝炎のキャリアについてですけれども、非常に厚生労働省のほうも、１５年くらいから

Ｃ型肝炎が分かるという、肝臓の病気の中では一番、最後に見つかったというのか、発見した

というか、確立したというような病気ということで、対策がずいぶん遅れているように思いま

す。その中で、厚生省がようやく、２００２年から検診の中に取り入れるようにということで

やってきているわけですけれども、そういう中で、やはりまだ、非常に、そういう、キャリア

であるということを知らないという方が、その中でもずいぶん、いるやに聞いております。 
 それと、治療薬が非常にいいものが出たと。しかし、その治療薬による副作用が激しくて、

このＣ型肝炎の方たちが今、悩んでいるのは、その苦しさを共有する場所、そして、その実態

を知りたい。心の悩みを、すごく持っている人たちのケアが必要だと、そういうふうなところ

で、北杜市としては、どういうふうに患者に対してケアをしていくのか。そのケアをする場所

があるのかということについて、質問をさせていただきます。 
 それから、確かに今、小児科医が少なくて、甲府１カ所ということで、各市や町村が、その

負担をしながら１カ所に造ったということも承知しておりますが、希望としましては、その１カ

所ではなく、３カ所ぐらいに医療センターが造れないかどうか、そういうふうな考え方ができ

ないかということが１点。 
 それから、もう１つは、先ほど言われました少子化、それから核家族化が進む中で、しかも

兄弟が少ないという育ちの中で、小さい子どもに接してきていない親が非常に多い。そういう

中で、ただ泣く子ども、何をしていいか分からないで、本当に悩んでいる親がたくさんいます。

そういう中で、今、４カ月に入って、乳児期の指導があるとか、家庭訪問があるとか、起きや

すい病気についての指導があるということが言われましたけれども、もう、母親になる妊婦の

ときから、子どもの病気についてとか、扱いについて指導していく必要があるのではないかと。

やっぱり１年ぐらいまで、一番病気の多い時期に、そのような制度を取り入れていく必要があ

るのではないかと思いますが、その点について、お考えをお伺いいたします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 渡邊議員さんの再質問にお答えをいたします。 
 最初に肝炎ウイルスキャリアの方についての、ケアの問題でございます。 
 現在、高根町に肝友会という会ができまして、そこで、そういう方たちが集まって話し合い

をする会が発足しました。これは高根を中心としておりますので、市内全域にこういう会を広

げていただいて、お互いに情報を共有するような会を立ち上げていきたいなと、こんなふうに

考えております。 
 そして小児科医療センターの関係でございますけども、この事業は県と市町村が共同で実施

しております。小児科医が少ないということの中で、県の中心部にそのセンターが１カ所ある

わけでございますけども、これは小児科医も少ないということでの１カ所だと思います。今後、

県との協議の中で、２カ所、３カ所、多くあればあるほど結構なことでございますので、また、

要望していきたいなと、こういうふうに考えております。 
 乳児検診、４カ月検診等をしておりますけども、その以前から、そういう説明会等をしたら

どうかという話ですけども、子どもが生まれる前から、母子手帳を配布しまして、その出産に

対する問題、悩みごと等をお聞きし、また、具体的に説明をしております。特に、北杜市には

経験のある保健師がたくさんおりますので、家庭へ訪問をして、そして話を、特に新生児が生

まれた場合につきましては、その看護の仕方とか、そういうことをして見せて、そして話をし

て、そして実際にやってみせると。して見せて、言って聞かせて、させてみるというような方

向でもって、保健師が指導しております。経験のある保健師でありますので、その説明と言う

んですか、それについては問題なく、していると思います。 
 議員さんおっしゃるとおり、まだまだ不足ではないかというような状況もあろうかと思いま

すので、今後、少子化対策に向けて、積極的に、そういう指導もしていきたいと思っておりま

す。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 ２１番議員、まだ質問はありますか。 
 渡邊英子君。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 今、福祉部長の説明の中で、子育ての関係の中で、十分に行われている、だからというふう

なことも、それから説明をされているということをお話されましたけれども、やはり子どもと

いうのは頭で分かっていても、実際に対応してみるとということで、今、非常に子育ての中で

悩んでいる。それから小児科の先生にお聞きしますと、具合が悪くて吐き気があって、連れて

きた子どもに、帰りにアイスクリームとカレーを食べさせて、また、すぐ吐いて、連れて帰っ

てくる親がいるというようなことも話されました。そういうことで、実際に子どもたちがどう

いう育ち方をしていくのか、どういう症状の中では、どうしなければいけないかということを

教えていただける場所が、非常に少ないということなんですね。ですので、妊婦のときから、

子どもの病気について、扱いについてということを、私は位置づけていただきたいということ
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でございます。答弁をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 渡邊議員さんから、その制度として位置づけていくと、こういうことでございます。 
 今までも、訪問活動を通じて、あるいは先ほどご説明したように、いろいろな会を通じて、

説明は十分しているつもりでございますけども、改めて、その件につきましては、前向きに検

討していきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 前段のＣ型肝炎もそうでありますけども、私の友人もたくさん、これと闘っている人がおり

ます。そしてまた、苦しい治療生活をしていることも確かでありまして、いろいろな意味で、

ある面で言うならば、北杜市の大きな、Ｃ型肝炎の位置づけでなければならないと思っていま

すので、心のケアを含めて、真剣に考えてみたいと思っております。そしてまた、子育てのほ

うでありますけども、確かに世の中が核家族化してしまったものですから、おばあさん、おじ

いさん、そしてまた、子や孫へという流れが核家族の中で、非常に絶たれているような状態で

ありますので、どうしても、母親のといいましょうか、とりわけ家庭の養育力というのが低下

していることは確かだと思います。だから、機会あるごとに教えなければ、極端に言えば、母

親も分からないというような状況が見え隠れしていると思いますので、保健師等々は一生懸命、

それに応えているわけでありますけども、さらに考えていきたいと思っているわけであります。

そういう意味で、私も先ほどの答弁の中で、ときにボランティアで一生懸命やっている愛育会

のような皆さんの力も借りてと、こういう答弁をさせていただいたわけでありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 ２１番議員、よろしゅうございますか。 
 （はい。の声） 
 渡邊議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はございませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで２１番、渡邊英子議員の一般質問を終わります。 
 次に北杜クラブ、１９番議員、千野秀一君。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 給食センター問題について、市長ならびに教育長にお伺いをいたします。 
 通告書のほうには、３つの課題を渡してあります。 
 最初に、自校方式を望む声を多く聞くがということで、お伺いをいたします。 

 １８４



 大泉町の小中両校は改築をいたしまして、泉中は２４年経過でありますが、泉小においては

７年しか経っておりません。双方ともランチルームの併設で、調理師さんの顔が見える、実に

理想的な、これまで多くの県内外からの視察見学者が訪れているような施設でもあり、地元で

はそれが当然、当たり前であったわけでありますが、一方では、それを誇りにもしておりまし

た。それだけに統合、センター化ではなく、今の設備の存続を望む声が大きいものがあり、こ

のことも理解いたしたものであります。この大泉も含めての、今回のセンター化についてのお

考えをお聞かせいただきます。まず、それが第１問目です。 
 ２つ目です。次に（仮称）北杜給食センター１カ所建設を提案している、これを推進する訳

についてであります。 
 財政の非常に厳しい状況は、先般の報道等で、市民周知の事実となりましたが、その他の検

討の課題について、あるいは過程について、どのようなものがあったかをお伺いいたします。 
 ３番目です。防災拠点として、１カ所ではなく複数の建設についてという考えもあるようで

す。広大な本市であり、昨今の災害報道等、近くの県での状況を見るにつけ、わがことのよう

に考えるとき、すでにある長坂の施設のほかに、市内に数カ所あったほうがよいのではないか。

また、配送時間等も考えた中、１カ所にこだわらない、数カ所をという考えについてのお考え

を、まずお聞かせをいただきます。 
 まず３点について、お伺いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １９番、千野秀一議員のご質問にお答えいたします。 
 給食センターについて、いくつかのご質問をいただいております。 
 最初に自校方式を望む声についてでありますが、私も基本的には自校方式が望ましいことは

十分承知をしておりますが、衛生管理上、ドライ方式にしなければならないこと。ドライ方式

にするには現場施設用地では足りず、用地確保が必要なこと。児童生徒が減少することなど、

現実に自校方式は不可能であります。 
 次に（仮称）北杜給食センターの１カ所建設の理由についてでありますが、北杜市ＰＴＡ連

合協議会および調理場運営委員会から、現在、問題なく使用できる施設、若干の修繕で稼動で

きる施設については可能な限り稼動させ、現況の老朽化した施設については、改築を考えてほ

しいとのご意見、ご要望をいただいたところであります。 
 現況の児童生徒の極端な減少、衛生管理基準や効率化、行財政改革アクションプランなどを

勘案する中で、１０年後の平成２８年度を見据え、２千食程度の規模の給食センター１カ所で

対応できると考えているところであります。 
 次に防災拠点として、複数建設についての考えについてでありますが、現在の防災拠点は備

蓄機能も備えている８カ所の総合支所であり、各地域の公民館であります。また、調理機能を

持った施設も総合支所ごとに整備されていることから、学校給食センターおよび単独調理場は

防災拠点として指定されておりません。新設する給食センターにつきましては、防災時に役立

つよう、検討してまいる考えであります。 
 以上であります。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 １９番議員、まだ質問はございますか。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 自校方式をという質問に対しましては、すでに市長の所信の中で、これまで伺っておりまし

た。答弁と併せてみますと、自校方式においては、すべてを改築するということになり、それ

に併せて、用地の確保も必要となり、経費的には莫大な財源が必要であり、また施設を造った

としても、児童生徒の減少により、やがて余剰、不要になってしまうおそれがある。また、も

う１つの理由として、市内の児童生徒に対する給食環境の平等・不平等性の改善、平準化はや

むを得ないことだというふうに理解はできます。 
 その中で、先ほどの答弁、最長１０年の猶予ということでありますが、その期間中の修理、

修繕、機材の入れ替え等、基準となる金額的目安はいかがなものか。 
 ２番目に、また、それら施設の現時点での状況、コンディションについて、専門家による検

証をするような考えがあるかどうか。 
 ３番目に途中で、閉鎖になった自校方式、ランチルーム完備の施設については、調理室を閉

鎖したのちも、ランチルームを使い続けることができるか。 
 まず、この３点をお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 自校方式については、るるご説明を申し上げてきたわけなんですが、すでに何回か、７番の

鈴木議員、それから１３番 中嶋議員さん、３４番 中村議員さんにも同じように、その都度、

答弁をさせていただきました。自校方式は、市長も望んでおりますように、望ましいことでは

ありますけども、今の北杜市の財政状況、衛生管理上、そうしたものを勘案したときに、市民

にも理解を得られると、こういうふうに思っております。 
 続きまして、１０年の目安ということでございますが、私どもも今現在、すでに議員さんに

も、その都度、ご説明を申し上げましたが、いずれの施設も古いと、衛生基準をクリアしてい

ないということが一番、引っかかるわけでございます。そうしたときに、確実に５年、１０年、

１５年、その施設が今のまま使えるという保障が、確証が得られないという問題点も控えてお

ります。行政としては、そうしたものについても、やはり、先を見越さなければならないとい

う判断がございます。 
 そうした部分ではございますが、くどく答弁をさせていただいておりますように、ＰＴＡ連

合協議会、あるいは調理場運営委員会から強く要望もいただきました、ご意見をいただきまし

た。そうしたものも勘案した中で、１０年を目安として、食数につきましても、その１０年後

では２千食で間に合うという判断をさせていただいたところでございます。この１０年につき

ましても、基本的には一部不安な部分もございます。そこまで、すべての施設がもつかどうか。

ぜひ、もっていただきたいと。これも、私どもの希望でございます。 
 それから、現施設がもつか、もたないかでございますけども、すでに建設年度の古い、２０年、
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３０年経っているのは事実でございます。しかし、強い要望の中で、現施設を使えるだけ使い

たい、そうした経過の中から、２８年を目安にしたわけでございますけども、この現施設の、

専門家による評価もしたいと思います。 
 それから調理室を閉鎖したあとの、現在のランチルームの使用については、ランチルームは

当然、そのまま使用することはなんら支障がないと判断しておりますから、調理場の閉鎖につ

いては、センター方式で供給するにいたしましても、ランチルームについては、そのまま、現

存のものは使用できるということで、別に閉鎖をする考え方はございません。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 １９番議員、まだ質問はございますか。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 続きまして、２番目の質問に対して、１カ所としたときの内容なんですけども、給食の内容

について、多くの方が不安を持っているように聞いております。 
 まず第１に、調理後２時間以内に喫食するように努めることというふうにという言葉が、盛

んに使われております。長坂でも高根でも、これがクリアできなかったという発言がありまし

た。それによる不安も、また広がっているようです。この２時間という時間の理解の仕方、調

理後という意味はどこにあるか。そして、その２時間というふうな、時間の理解の仕方、そし

て、その２時間がクリアできなかったということに対して、市側では、その対応、対策につい

て、また、時間をなるべく有効に使うという中から、配送車とか要員などについても、それな

りの対応が考えられているのかなと思うんですけども、お考えをお願いいたします。 
 そして２番目です。献立であります。 
 先般、北杜クラブでは、敷島町で２千食の調理をしているというふうなことでありまして、

視察に行ってまいりました。内容は、すべて手作りを出しているところということであり、汁

物とか海藻類とか生野菜、揚げものなども扱っているということであり、そのために調理した

ものを運ぶための食缶、この食缶の数を増やすことによって、対応をしているというふうなこ

とでありました。これまで、本市内では、これらのメニューの対応については、各施設ごとに

格差があったように聞いています。栄養士さんの考え方というふうなことも聞いております。

このことについての対応について、お考えがありますか。 
 ３番目です。地産地消も大変、この問題について言われております。先の市長の答弁では、

旧町村を地元と考えず、北杜市、あるいは峡北、しいては山梨、国産までも、ときには地産と

考えるべきだと、これも理解いたします。それにしましても、本市のロケーションであります

標高差１千メートルもの立地を生かした農産物の利活用には、特に生産体制の整備と併せて、

取り組んでいただきたいというふうに思っております。現状の農家と給食との関係は、どこで

も受注における計画性が少なく、また経営面でも、その納入価格では採算が合わないとの話も

聞いております。手数をかけた地元の安心食材は決して安くないというふうなことの理解を市

民に求めつつ、また、その中で食育としての利用も考えてほしいものであります。 
 まずは、この３点を、またお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
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 小沢教育次長。 
〇教育次長（小沢孝文君） 

 千野秀一議員さんの再質問でございます。３点の内容についてでございます。 
 給食の内容について不安、調理後２時間以内に、センターでは喫食できない。これは過日の

調理場運営委員会におきまして、長坂のセンターの栄養士さんが、長坂のセンターでは２時間

以内ではできないというふうな話をいたしました。私も４月以降、教育委員会に来まして、給

食センターにつきましては、完璧にできているというふうに理解をしておりました。私も、そ

れを聞いたときに、びっくりをいたしました。そして夏休み中、センターに行きまして、どう

してそれができないのかなという意見等々を聞きました。 
 それにつきましては、現状、今、７人の調理員でやっているんですけども、やはり揚げもの、

焼き物のときにつきましては、人手が足りない。当然、１，２００食の調理場ですので、当然、

それはできる施設であります。センターにつきましては。ですから、フライヤー等々があるわ

けですけども、人手がないということで使い切れないということが判明いたしましたので、２学

期以降、２名の者に来ていただきまして、対応しているということで、今現在は十二分、対応

がなされております。 
 また、高根につきましては、調理器具等が古くて、ちょっと対応ができていないということ

でございますので、申し訳ありませんけども、そういうことでお願いをしたいというふうに思っ

ております。 
 それから当然、２千食等々となりますと、順次、入れていくことにつきましては、当然、配

送車等々も、可能な限り入れていくというような形にしていきたいというふうに思っておりま

す。 
 それから献立の件でございますけども、やはり、これにつきましても、当然、栄養士さんが

栄養管理をしているわけでございますので、それらについても対応ができるもの、また生野菜

等々につきましても、食缶等で対応ができるという施設、当然、新しい施設になりますと、フ

ライ等につきましても、自動でできる揚げもの機等々もありますので、それらにおきまして対

応していきたいと。当然、配送車、調理員さんの確保をしていきたいというふうに思っており

ます。 
 それから地産地消の件ですけども、これは白倉市長、再三言っていますように、旧町村の体

制が、なおまだ、残っているというふうな状況で、武川米だから武川しか食べてはいけないと

か、明野では明野の大根等々という形でありますけども、当然、北杜市全体を考えますと、同

じ、武川で作ったものでも、明野で作ったものでも、当然、北杜市の地産地消でございます。

それらにつきましては、生産者等々の方々に組合等をつくってもらったりしながら、対応をし

ていきたいと。そして、今現在、それぞれの自校方式なり、給食センターに入っている地元の

人たちにつきましても、説明会等々をいたしまして、その方たちにも組合等をつくっていただ

くような形で、進んでいきたいというふうにしたいと思います。当然、地産地消は大事なこと

ですので、それについては、私たちのほうも真剣に考えていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 千野秀一君。 
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〇１９番議員（千野秀一君） 
 もう１つ、お伺いします。 
 １０年先の給食数を２千食程度というふうに考え、その程度の規模で進めたいというふうな

市長の考えであります。ただし、教育長の先ほどの答弁の中でいくと、施設がどれも老朽化を

していて、１０年もつかどうか分からない、ならば３年後、５年後にいくつかの施設が同時の

ような時期に使えなくなってしまうようなことが、起きやしないかというふうな心配をいたし

ます。また、今は単独校がいいというふうな意見が、あちらこちらで聞かれてはいますけども、

スタートした施設が大変、素晴らしいというふうな形の中で、その地域の皆さんから、一刻も

早くセンターのほうに、一緒に入れてもらえないかというふうな要望が出てくる、そんな可能

性がないこともないかなというふうにも思います。そんなふうな場合に、１０年先を想定して

２千食で、もし、ことを始めた場合、２，５００食から２千食までに生徒数が減少する間に、

同時に申し込みがたくさんあった場合には、２千食では受け入れることができないようなこと

が起きやしないか心配なんですけども、その２千食程度の規模という中でのお考えは、いかが

なものでしょうか。 
 また、もう１つ。学校の統廃合の問題も話題にのぼっております。そういう中で、大綱の中

には５年先に、ある程度、見通しをというふうな検討をするみたいな話になっているわけです

けども、それが、これからの１０年先のことでありますから、早まった場合、使える調理場が

あるにもかかわらず、その学校が閉校になるというふうな可能性もなきにしもあらず、その場

合にはセンターのほうでやってもらわなければならない状況も当然、起きてきます。そんなこ

とも含めていくと、１０年後までに、今、行政のほうで考えているような、順調に、次第次第

に、１校ずつ受け入れていけばいいというふうな形ではない場面も考えられるかなと思うんで

すけども、そのことについてのお考えが、対応を考えておられるかどうかをお聞きします。 
〇議長（小澤寛君） 

 小清水教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 質問にお答えをさせていただきます。 
 １０年先を見越して、２千食という判断を総合的にさせていただきました。しかし、今の再

質問のように、そこまで老朽化した施設の中でもたない、仮定の話ではございますけども、そ

うしたことが出てきたときにということでございますけども、私どもは当初、行政改革アクショ

ンプラン、それから人口減少傾向と読みまして、当初２，５００食という判断をさせていただ

いたわけですが、ご案内のように既存の施設を、あるいはあわよくば自校方式をというふうな

ご意見を強く頂戴いたしました。そんな中で、総合的に判断をさせていただいて、１０年後を

見たわけでございます。 
 くどいようですけども、今、それぞれの要望を受けております、現在の施設が使えるだけ、

可能な限り長く使わせてというふうな、そうした多くの意見も尊重した中で、２千食にしたわ

けでございますが、ご質問のように、万一、そこまでもたなかったとき、それはそれぞれお互

いの、私どもが総合的に判断した計画の中から見越しても、ときには弁当持参でやむを得ない

と判断しております。万一、多くの施設がいっぺんにいった場合には、５年後の２，５００食

であれば、今の生徒推計からいって可能なんですが、２０１０年という、そこまでもたない場

合には、弁当もやむを得ない時期だというふうに、今、考えております。 
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 それから、学校の統廃合との絡みでございますけども、学校の統廃合につきましては、前に

も報告させていただきましたように、現在、山梨県の教育委員会が小中学校適正化規模の検討

会を立ち上げております。１８年度、協議をしております。そうした経過の中から、その県の

指針が出たあと、協議に入るわけでございますけども、いずれにいたしましても、統廃合とい

うことになりますと、やはり過去の事例から３年、５年では結論が出ないと思っております。

おおむね、１０年はかかるだろうと思っています。そんな判断はしております。 
 いずれにしても、この席で弁当という発言はしたくないわけでございますが、最悪の場合に

はそういうこともあり得るということも、ひとつご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 給食センターには、大変、市民の関心もいただき、議会からもご指摘をいただいておるわけ

でありますけども、基本的には教育委員会が答弁しているとおりだと思います。 
 せっかくですから、重なる点も多々あろうかと思いますけども、付け加えて説明し、ご理解

をいただきたいと思いますけども、今、北杜市の給食諸施設を考えて、１つは衛生管理上、長

坂の給食センターを除けば、衛生管理基準では問題があると。分かりやすく言えば、ドライ方

式に変えていかなければならないということが、北杜市の給食諸施設には、１つ、課題があり

ます。 
 もう１つは、なんと言っても、私がくどく説明するようでありますけども、少子化の問題が

あります。平成１８年度で、小中学生を併せて４，２００余名いますけども、５年後の平成２３年

には３，４５６人、１０年後の平成２８年には２，８０１人、統計的には。そして１５年後に

至っては２，２６４名。今日、この時点の１５年後は２千人減ってしまうと、こういう現実的

な数字があります。 
 ですから、どうしても、花を植えるとは違うわけでありますので、箱物を造るわけでありま

すので、３０年とは申しませんけども、せめて２０年、１５年ぐらいのスパンで考えなければ

ならないということは、ぜひひとつ、少子化の中でご理解していただきたいと思います。 
 そして、もう１つ、施設が、くどいようですけども、長坂は２年前に造ったばかりですけど

も、増富の小学校も比較的新しいですけども、ほかの施設はおおむね、老朽化と言えるかどう

か知りませんが、半分以上は３０年以上経過してしまっている。そういう意味で、私どもは行

財政改革アクションプランで、５年のスパンで計画したわけでありますので、しかし、ＰＴＡ

とか現場とか、議員たちのご指摘もあって、使えるものは使えるべきではないかという意見も

ありましたので、それもそうだなという思いで、５年のスパンを１０年のスパンに延ばしたと

いうことであります。 
 だから、５年のスパンでしたならば、長坂の１，２００食と、先ほど言った３，４５０人を

比較すると、先生たちの食もありますから、（仮称）北杜市給食センターとしては、どうしても

２，５００食のものを造りざるを得ないという思いでありました。だけども、現場、議員等々

から、そういうご指摘があったから、分かりましたと、使えるものは使おうということで、１０年

スパンに、統合を延ばしたから、１０年後のスパンだったならば、２，８００人でいいから、

そうすると、先生方を入れても、長坂の１，２００食プラス（仮称）北杜給食センター２千食
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のものを造れば、３，２００食だから、１０年後に備えられるなということで発表させていた

だいているわけであります。 
 そして今、教育長のお話のとおり、老朽化施設の、北杜市の給食諸施設については、専門家

に、どのくらいもつのかということも調査してみたいと思います。その中で、私どもは２千食

でいいと、教育長が言っているとおり２千食でいいと思っていますけども、千野議員のご指摘

のような心配が出てくるのかもしれません。そのときは、規模の問題については、いささか悩

むのでありますけども、基本的には２千食程度で考えたいと。 
 そしてまた、では、それ以上に、早く入れて、仮に北杜給食センターを早く使おうとか、既

存のものが壊れたというようなときについては、整理しなければならないことは確かです。も

う少し、ちょっと器が足りないわけですから。既存のものを直して使うということも考えなけ

ればならないし、あるいはまた、大至急、既存の施設を調査してもらって、どうも重体の施設

が多いぞということになると、２千食を２，５００食にしなければならないという場面は、正

直、出るのかもしれませんが、私ども今、考えている段階では１０年スパンですから、２千食

を基準に考えたいと思っているわけであります。 
 この前、私、ここで議員さんたちにもお答えしたわけでありますけども、もう１つ、本音と

して、大切なのは、いわゆる財政厳しい中にあって、行財政改革アクションプランに基づいて、

この給食センターも位置づけたいと。できるだけ、箱物は造らない中で、後世の人間に、この

負担を残したくないという思いも、本音として、たびたび言うとおり、あることは確かであり

まして、ご理解をいただきたいと思います。 
 この議論をするときに、よく食育の議論があるわけでありますけども、私もたびたび、お話

ししているとおり、４、５日前の新聞にも県教委が「食育とは」という欄で、具体的に朝ご飯

と地産地消を柱として述べておりました。これも分かるような気がします。この地産地消につ

いては、議員たちにも、今、千野議員も質問の中にあったわけでありますけども、ぜひひとつ、

私も何も、山梨県産とは言いませんが、ぜひひとつ、せめて北杜市産は、せめて梨北農協管内

の産であったならば、私ども北杜市の給食センターで使うものについては、地産地消だという

認識で、ぜひ、していただきたいと思いますし、そういう意味で長坂といわず、将来、（仮称）

北杜給食センターが出た暁には、行政指導をそのようにしていきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 
 併せて食育は、県は具体的に朝ご飯と地産地消を言いましたが、北杜としては、当たり前の

ことかもしれませんけども、学校給食の栄養、バランスの問題、おいしいものを食べさせるよ

うに努力しようと、もう１つは月並みでありますけども、食事をいただくときの感謝の気持ち、

ある面で言うならば、ランチルーム、ランチタイム、食事のとり方という問題が、当然、ある

わけでありますけども、そのへんについては、教育現場にしっかりと申し添えていきたいなと

思っているところであります。 
 なお、２時間、３０分という問題もありますけども、私どもも、この２時間、３０分につい

ては、１つの基準でありますので、全力で、そのような方向になるように頑張りたいと思いま

す。 
 ちょっと長い答弁になりましたが、最終の質問になってきたわけでありますので、くどく説

明もさせていただいて、えらそうに言うわけではありませんけども、そんなこんなを総合的に

判断して、このように決断しているわけであります。 

 １９１



 以上であります。 
〇議長（小澤寛君） 

 １９番議員、千野秀一君。 
〇１９番議員（千野秀一君） 

 最後というふうな形で、せっかく市長がお考えをまた、まとめていただいたわけであります

けども、おおむね、２千くらいの数ということだったんですけど、調査をした結果、あるいは

数が多少変わるのかなというふうなことも、可能性があるのかというふうな感じかなというふ

うに受け取りました。 
 いずれにしましても、高根の状況を見ますと、本当に厳しいと、非常にあの中で、調理員さ

んたちが、本当にいろんな食中毒等がないような、細心の注意を払っているなという姿を見た

中で、一刻も早く、いずれにしろ施設は造らなければならないというふうな形なんですけども、

今、言った、その数の規模については、早速、その専門家に見ていただいた上で判断をし、そ

の規模を決めていただいてということになろうかと思うんですけども、これからの市のタイム

スケジュールといいますか、そのへんのことが、もしお分かりになるようであれば、お話をし

てもらいたい。 
 併せて、最後になりますけども、これだけ議論を呼んだ給食問題でありますけども、市側の

提案の方法ですとか、あるいは説明、そして、その過程で市の方向性が変わったというふうな

言われた方をされて、結果的には拙速ではなかったかというふうな批判の声も出ております。

その中には、いろんな意見として自校方式がベストであって、センター方式はよくないですと

か、センター方式ではおいしい、また栄養価の高いものが食べられないとか、冷たいものは冷

たくとか、温かいものは温かいというふうなことが、なかなかできにくいのではないかと。そ

して、さっきも市長が言いましたけども、食育のようなものは無理になってしまうのではない

か等々、意見がたくさん出ました。 
 しかし、この問題を考えていく中で、常々思っていたのは、１年３６５日、１日３回で、１年

間に１，０９５食の食事を食べる中で、学校給食は１９５食だそうです。実に６食に１回が給

食というふうな位置づけでありまして、その中での食育、先ほど、市長が言いましたけども、

食に感謝するというふうな形ができるのかもしれませんけども、栄養ですとか、おいしいです

とかということについては、当然のことながら、１日のうち、１年のうち、３６５日、３６５食

の朝食に、まず頼ることが必要であり、そして９００食に及ぶ家庭の料理の中で、家庭の中で

食育をしっかり、わが子の成長を願うための食育をすべきだなというふうにも感じております。 
 どんな理由があったにしろ、まず、朝飯を食べさせてもらうというふうな家庭環境をつくる

ために、市でもあらゆるセクションを使って駆使していただいて、まさか、これ以上、学校の

現場の先生たちが言っているふうに、わが校にもほとんど朝ご飯を食べてこない生徒がいると

か、たまたま食べてこない人がいるとかというふうな、そういうことを危惧しているような状

況がないようにするために、この給食、調理場とは別に食育については、しっかりと力を入れ

ていってもらいたいというふうにも考えております。 
 質問が２つになりましたけども、最後はお願いです。先ほどの予定について、ちょっと回答

をお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 小沢教育次長。 
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〇教育次長（小沢孝文君） 
 タイムスケジュールにつきましては、先ほど市長、教育長からもありますとおり、現施設の

検証等々をやる中で対応していきたいと。そうなりますと、今月の下旬から１１月には、設計

のほうに入っていきたいというふうには、思っております。 
 それから給食センターにつきましては、当然、十二分に子どもの食育、また安全・安心のた

めにも、当然、調理員さんたち、また栄養士さんの管理のもとに徹底してやっていきたいと。

新しい施設でありますので、十二分な施設を造っていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 １９番議員、よろしゅうございますか。 
 まだ、質問ありますか。 
 （ な し ） 
 千野議員の質問が終わりましたので、次に関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 小林保壽議員。 

〇２７番議員（小林保壽君） 
 千野議員の質問につきまして、関連をいたしたいと思います。 
 この（仮称）北杜給食センターというのは、高根町の給食センターの老朽化ということから、

ことを発したわけでございます。現在、この高根町の給食センターがどのような状況であるか、

簡単に説明をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 小沢教育次長。 

〇教育次長（小沢孝文君） 
 ただいまの関連質問、小林議員の質問でございます。 
 高根の給食センターにつきましては、築３１年というような状況の中でありまして、この７月

の、夏休み前ですか、ボイラーが破損いたしまして、それにつきまして夏休みに造ったと。も

ろもろの等々につきまして、高根の給食センターにつきましては、今の状況でやっていくとい

うことについては、ちょっと難しいかなと思っておりますけども、栄養士、調理員さんの努力

によりまして、やっているという状況でございます。 
〇議長（小澤寛君） 

 小林保壽議員。 
〇２７番議員（小林保壽君） 

 高根給食センター、９５２食分というのが、現在、非常に老朽化をして問題になっておると。

これは平成１０年ごろから、高根町の議会の中でも話題に挙がった１つの問題でございます。

これは建てるにあたり、高根町の９５２食が賄えればいいという、この付け焼刃的というよう

な政策、それから間に合わせ的な、１千食のものでいいだろうみたいなものは、北杜クラブと

いたしますれば、これは非常に相成らない考え方であると。基本的には、やはり、先ほどから

言われている５年先、１０年先を見据えた中で、やはり２千食、２，５００食という食数が必

要なのではないかと考えております。 
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 先ほど、千野議員の質問の中にもありましたように、私ども北杜クラブでは、敷島の給食セ

ンター、１，７８０食分ですね、これを見学に行ってまいりました。この際、説明を受ける中

で、１，７００食をやっていく中でも、２千食ぐらいのパワーがあるようでございますが、少

なくとも２千食を出すときには、２，５００食ぐらいのパワーがないと、平均的には出ないわ

けでございます。これは敷地の問題、それから建物の大きさの問題、進歩する厨房機器の問題

等も含めた中で、いろんな問題があるようでございます。 
 できれば、高根の給食センター、今、９５２食が悲鳴をあげております。これは喫緊の課題

であり、焦眉の急であります。できるだけ早く、食数を定めていただきまして、１０年後、２０年

後を見据えた中で、建設をしていただきたいと、このことについて、執行側のやはり、はっき

りとした、自信を持った説明、こういったものがひとつ、必要なんではないかと思います。や

はり、議員の中にはいろんな、自校方式も３センター方式も、いろんなものがあります。しか

し、ある程度、執行の中で力強い、私どもはこうしていくんだと、こうなんだという、しっか

りした説明が議会に届けば、納得のいかない議会ではないと思います。ひとつ、そのへんのこ

とをよろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 小林議員の関連質問に答弁をさせていただきます。 
 ご案内のように、高根は今現在、９５２食、調理を行っている、正直、給食の供給施設とし

ては、北杜市の中では数の多い施設だと認識をしております。そうした中で、先ほど、ちょっ

と建設後３０年を経過しているという話をしたわけなんですが、すでに平成８年、１０年、

１１年、ご案内のように、平成８年に大阪堺市でＯ－１５７の問題が出ました。その後、平成

９年に調理場の衛生基準の指示が出まして、文科省のほうから指示が出まして、給食施設の調

理場、施設の衛生基準というのがございまして、その後、平成８年のＯ－１５７の年、それか

ら、その後の１０年、１１年、高根町の給食センターについての指導がございました。しかし、

ご案内のように、いずれの市町村におきましても、ご他聞にもれず、財政的というものも、や

はり勘案しなければならないということだと思います。できるだけ改修をしながら、努力をし

て、今日まできたという状況でございますが、この機に及んで、北杜市全体の中で、これから

は北杜市としての行政の中で行財政アクションプラン、それから後世にうんぬん、そうしたこ

と、それから老朽化、そうしたものをいろいろ勘案して、執行の最終的な総合判断で、センター

方式の建設の意思を決定させていただきました。 
 先ほど、敷島の例もございました。敷島の施設につきましても２千食、施設で現在、やって

おります。それぞれ、そこに従事する栄養士を含め、それから調理員を含め、それなりの努力

をしながら、希望に沿うような施設で調理、配給をしていきたいと。これからも一生懸命、努

力をしたいと思っております。 
 併せて、食育という部分の中から、これからは県でも、先ほど出ているように、家庭での朝

飯という話も出ております。そうした中で、食育は子どもが生活していく、１日のうちの３食、

必要とするうちの学校給食は、そのうちの１食です。朝、ご飯をとるということは知的、体力、

そうしたものも含めた中でも、非常に大切なことだと思っております。家庭教育の中での、そ
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の食事のとり方、食育というものの教育も、社会教育を通じてやっていかなければいけないと

思っております。併せて、県でも栄養教諭という、今までは栄養士です。これからの食育につ

きましては、栄養教諭という、それを各学校へ、できるだけ多くの確保をして、配置をしてい

きたいと。そして、食育を指導していきたいという、県の考え方もございます。私どもも、栄

養教諭の配置を数多くしまして、そして食育教育も、これから強く進めていきたいと、こうい

うふうに思っております。ぜひ、この２千食、それから食教育、そうしたものについても、最

大限、行政として努力をしていくつもりでございますから、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 小林保壽議員。 
〇２７番議員（小林保壽君） 

 敷島の給食センターを見学した折、地産地消ということについて、どのようになっているか

と、栄養士さんにお尋ねをいたしましたところ、ほとんど、山梨のもので間に合っていますと。

地産地消が敷島センターでは、山梨というのが地産という意味合いの中に含まれていると。た

だ、このアクションプランが出ておりますね、行政改革のアクションプランの中で、１８年度

内に、今度できるセンターも、それから長坂のセンターも指定管理に移行するというような計

画が出ているようでございます。ただ、このときに、地産地消がクリアできるのか。この大量

仕入れによって、指定管理にした場合に、営利優先のものに走りはしないかと。このへんのこ

とが心配なんですね。また、そのときにはそのときでまた、質問もいたしますが、そのへんま

でも考えた中で、給食センターもお考え願いたいと。 
 答弁は入りませんので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに関連質問はございませんか。 
 保坂多枝子議員。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 先ほどの、私の安全対策の一般質問の中で、管理基準とか衛生基準に適していないものがあ

れば、指導に従って改善していく。プールなどでしたら、細かく本当に答弁していただきまし

て、速やかに改善もしていただいたという経緯がございますが、今の中で、給食センター、給

食施設が非常に老朽化していて、衛生管理基準に適していないという指摘があるというお話で

す。そして、また、現時施設の評価をするという状況なんですが、今の状況で、その指導され

ている中で、もし万が一、事故が起きた場合、市としての責任ですね、管理責任、どういうふ

うな責任をとらなければならないのかとか、ペナルティーがどんなふうにかけられるのかと

いったことについて、お尋ねいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 保坂多枝子議員の関連にお答えいたします。 
 衛生基準という部分では、すでに、るる、ご説明しておるように、北杜市の学校給食施設に

つきましては、長坂を除いて、いずれもドライ方式になっていないということで、今後の改築

については、すべてドライ方式で学校給食供給をしなさいというふうな指導をいただいている
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ところでございます。また、るる、従来から説明しているところでございます。 
 その中で一生懸命、事故の起きない、トラブルの起きないような努力を、それぞれの関係者、

栄養士、調理師、それから指導にあたります教育委員会、それぞれの関係者が精一杯の努力を

しているところなんですが、万一のトラブルのときの責任ということでございますけども、そ

れはやはり、行政の立場として、深く、万一、仮定の話で、できたときには、深く反省をもし

なければならない。そうしたものを排除するための、一刻も早くドライ方式の給食センターを

建設したいということで、提案をしている、お願いしているところです。ぜひ、そのへんをご

理解いただきまして、事故の起きないうち、トラブルの起きないうちに、給食センターの建設

をしていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかにございませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問がないようですので、以上で質問を打ち切ります。 
 これで１９番議員、千野秀一議員の一般質問を終わります。 
 以上で、本日予定された日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は１０月６日、午前１０時に再開いたしますので、全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ３時５６分 
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１．議事日程 

 
平成１８年第３回北杜市議会定例会（４日目） 

 
平成１８年１０月６日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

（決算特別委員会審査報告） 
日程第１ 認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定 
日程第２ 認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第３ 認定第１７号 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定 
日程第４ 認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定 
日程第５ 認定第１９号 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計歳

入歳出決算の認定 
日程第６ 認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第７ 認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定 
日程第８ 認定第２２号 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定 
日程第９ 認定第２３号 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計歳入

歳出決算の認定 
日程第１０ 認定第２４号 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入歳出

決算の認定 
日程第１１ 認定第２５号 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入歳出

決算の認定 
日程第１２ 認定第２６号 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ特別会計歳入

歳出決算の認定 
日程第１３ 認定第２７号 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳入歳

出決算の認定 
日程第１４ 認定第２８号 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事業特

別会計歳入歳出決算の認定 
日程第１５ 認定第２９号 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業特別

会計歳入歳出決算の認定 

 １９８



日程第１６ 認定第３０号 平成１７年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳出決
算の認定 

日程第１７ 認定第３１号 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第１８ 認定第３２号 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第１９ 認定第３３号 平成１７年度北杜市高根財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第２０ 認定第３４号 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第２１ 認定第３５号 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第２２ 認定第３６号 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳入歳
出決算の認定 

日程第２３ 認定第３７号 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第２４ 認定第３８号 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入歳出
決算の認定 

日程第２５ 認定第３９号 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳入歳
出決算の認定 

日程第２６ 認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定 
（常任委員会審査報告） 

日程第２７ 議案第１４４号 芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域行政事
務組合が消防に関する事務の共同処理を廃止した

こと及び消防組織法の一部を改正する法律が施行

されたことに伴う山梨県市町村総合事務組合規約

の変更について 
日程第２８ 議案第１４５号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村

議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 
日程第２９ 議案第１４６号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町

村自治センターを組織する地方公共団体の数の減

少について 
日程第３０ 議案第１４７号 政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開

に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第３１ 議案第１４８号 北杜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正

する条例について 
日程第３２ 議案第１４９号 北杜市営バス設置及び管理条例の一部を改正する

条例について 
日程第３３ 議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号） 
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日程第３４ 議案第１５５号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計補正予
算（第１号） 

日程第３５ 議案第１５６号 平成１８年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第
１号） 

日程第３６ 議案第１５７号 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予
算（第２号） 

日程第３７ 議案第１５８号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計補正予算
（第１号） 

日程第３８ 議案第１５９号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計補
正予算（第２号） 

日程第３９ 議案第１６０号 平成１８年度北杜市白州診療所特別会計補正予算
（第１号） 

日程第４０ 議案第１６１号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正
予算（第１号） 

日程第４１ 議案第１６２号 平成１８年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計補正
予算（第１号） 

日程第４２ 議案第１６３号 平成１８年度北杜市明野財産区特別会計補正予算
（第１号） 

日程第４３ 議案第１６４号 平成１８年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算
（第１号） 

日程第４４ 議案第１５１号 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正について 
日程第４５ 議案第１５３号 北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正について 
日程第４６ 議案第１６５号 工事請負変更契約の締結について 
日程第４７ 議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号） 

追加日程第１ 議案第１６７号 工事請負契約の締結について 
追加日程第２ 議案第１６８号 財産の交換の変更について 

日程第４８ 諮 問 第 ２ 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
追加日程第３ 請 願 第 ５ 号 請願の件（教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提

出についての請願） 
追加日程第４ 請 願 第 ６ 号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願） 
追加日程第５ 請 願 第 ７ 号 請願の件（北杜市学校給食施設整備に関わる請願） 
追加日程第６ 請 願 第 ８ 号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求め

る請願） 
追加日程第７ 請 願 第 ９ 号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の

提出についての請願） 
追加日程第８ 発 議 第 ５ 号 梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する意見書の提出につ

いて 
追加日程第９ 発 議 第 ６ 号 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出について 
追加日程第１０ 継続審査の件 

 

 ２００



 
２．出席議員は、次のとおりである。（３９名） 

 
 １番 野中真理子  ２番 岡 野  淳 
 ３番 小 澤 宜 夫  ４番 篠 原 眞 清 
 ５番 五 味 良 一  ６番 小野喜一郎 
 ７番 鈴木今朝和  ８番 風 間 利 子 
 ９番 坂 本 重 夫 １０番 植 松 一 雄 
１１番 坂 本   １２番 小 林 忠 雄 
１３番 中 嶋  新 １４番 保坂多枝子 
１５番 利 根 川 昇 １６番 中 村 勝 一 
１７番 宮 坂  清 １９番 千 野 秀 一 
２０番 小 尾 直 知 ２１番 渡 邊 英 子 
２２番 小 林 元 久 ２３番 林  泰  
２４番 内 田 俊 彦 ２５番 篠 原 珍 彦 
２６番 内 藤  昭 ２７番 小 林 保 壽 
２８番 坂 本 治 年 ２９番 古 屋 富 藏 
３１番 浅川富士夫 ３２番 田 中 勝 海 
３３番 秋 山 九 一 ３４番 中 村 隆 一 
３５番 清 水 壽 昌 ３６番 秋 山 俊 和 
３７番 細 田 哲 郎 ３８番 渡 邊 陽 一 
３９番 小 澤  寛 ４０番 鈴 木 孝 男 
４１番 浅 川 哲 男 

 
 

３．欠 席 議 員 
 

１８番 坂 本  保 ３０番 茅野光一郎 
 

 ２０１



 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２３名） 

 
市 長 白 倉 政 司 助 役 曽 雌 源 興 
収 入 役 小 澤 壯 一 総 務 部 長 植 松 好 義 
企 画 部 長 福 井 俊 克 保健福祉部長 古 屋 克 己 
生活環境部長 清 水 慎 一 産業観光部長 真 壁 一 永 
建 設 部 長 柴 井 英 記 教 育 長 小清水淳三 
教 育 次 長 小 沢 孝 文 監査委員事務局長 相 吉 正 一 
農業委員会事務局長 三 井  茂 明野総合支所長 矢 崎 一 郎 
須玉総合支所長 長 坂 治 男 高根総合支所長 浅 川 一 紀 
長坂総合支所長 浅 川 清 朗 大泉総合支所長 小 池 光 和 
小淵沢総合支所長 進 藤 忠 衛 白州総合支所長 坂 本 伴 和 
武川総合支所長 三 枝 基 治 総 務 課 長 赤 岡 繁 生 
財 政 課 長 平 井 敏 男 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 小 松 正 壽 
議 会 書 記 小 澤 永 和 
   〃    伊 藤 勝 美 
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再開 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
 ただいまの出席議員は３９名です。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 １８番議員 坂本保君、３０番議員 茅野光一郎君は一身上の都合により、本日、会議を欠

席する旨の届け出がありました。 
 お諮りいたします。 
 お手元に配布いたしました議事日程のとおり、日程の変更および追加をいたしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布いたしました議事日程のとおり、日程の変更および追加をすることに

決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 認定第１５号から日程第２６ 認定第４０号までの２６案件につきましては、決算特

別委員会に付託してありますので、委員長より審査の経過と結果についての報告を求めます。 
 決算特別委員会委員長、細田哲郎君。 

〇決算特別委員長（細田哲郎君） 
 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

決算特別委員会委員長 細田哲郎 
 北杜市議会決算特別委員会委員長報告書 
 決算特別委員会は、去る９月２２日の平成１８年第３回北杜市議会定例会において付託され

た議案審査を、９月２５日・２６日・２７日に議員協議会室において、慎重に審査をいたしま

したので、その経過と結果について、ご報告いたします。 
 １．付託された議案は次のとおりです。 
 認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定 
 認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第１７号 平成１７年度北杜市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第１９号 平成１７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２２号 平成１７年度北杜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２３号 平成１７年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２４号 平成１７年度北杜市辺見診療所特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２５号 平成１７年度北杜市白州診療所特別会計歳入歳出決算の認定 

 ２０３



 認定第２６号 平成１７年度北杜市ケーブルテレビ特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２７号 平成１７年度北杜市土地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２８号 平成１７年度北杜市白州尾白の森名水公園事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第２９号 平成１７年度北杜市武川ふるさと活性化事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３０号 平成１７年度北杜市温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３１号 平成１７年度北杜市明野財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３２号 平成１７年度北杜市須玉財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３３号 平成１７年度北杜市高根財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３４号 平成１７年度北杜市長坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３５号 平成１７年度北杜市大泉財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３６号 平成１７年度北杜市小淵沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３７号 平成１７年度北杜市白州財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３８号 平成１７年度北杜市武川財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第３９号 平成１７年度北杜市浅尾原財産区特別会計歳入歳出決算の認定 
 認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定 
 以上、２６案件であります。 
 ２．出席委員 

委 員 長 細田哲郎 
副委員長 坂本治年 
委  員 野中真理子、岡野 淳、小澤宜夫、篠原眞清、五味良一、小野喜一郎 

鈴木今朝和、風間利子、坂本重夫、植松一雄、坂本 、小林忠雄 
中嶋 新、保坂多枝子、利根川昇、中村勝一、宮坂 清、坂本 保 
千野秀一、小尾直知、渡邊英子、小林元久、林 泰、内田俊彦 
篠原珍彦、内藤 昭、小林保壽、古屋富藏、茅野光一郎、浅川富士夫 
田中勝海、秋山九一、中村隆一、清水壽昌、秋山俊和、渡邊陽一 
小澤 寛、鈴木孝男、浅川哲男 

 ３．出席説明者 
収 入 役 小澤壯一、総 務 部 長 植松好義 
総 務 課 長 赤岡繁生、地 域 創 造 課 長 松永直樹 
税 務 課 長 植松 忠、企 画 部 長 福井俊克 
企 画 課 長 村田 茂、行 革 担 当 伊藤精二 
情 報 政 策 課 長 小池昭一、財 政 課 長 平井敏男 
保 健 福 祉 部 長 古屋克己、市 民 福 祉 課 長 清水克己 
児 童 家 庭 課 長 清水春昭、長 寿 福 祉 課 長 藤原良一 
障 害 福 祉 課 長 植松 本、健 康 増 進 課 長 小林誠次 
医 務 課 長 小澤芳三、市 立 病 院 担 当 皆川賢也 
白 州 診 療 所 事 務 長 名取利之、生 活 環 境 部 長 進藤忠衛 
環 境 課 長 深沢朝男、上 水 道 課 長 清水元義 
下 水 道 課 長 内藤歳雄、オオムラサキセンター館長 跡部治賢 
産 業 観 光 部 長 真壁一永、農業委員会事務局長 三井 茂 
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農 政 課 長 名取重幹、林 政 課 長 石井 洋 
商 工 課 長 比奈田善彦、観 光 課 長 小林まち子 
建 設 部 長 柴井英記、土 地 政 策 課 長 原藤和雄 
建 築 住 宅 課 長 新海敏生、市営住宅担当指導監 山田武男 
道 路 河 川 課 長 浅川和徳、教 育 長 小清水淳三 
教 育 委 員 会 次 長 小沢孝文、教 育 総 務 課 長 小林喜文 
学 校 教 育 課 長 進藤芳彦、生 涯 学 習 課 長 原 哲也 
図 書 館 長 斉藤功文、監 査 委 員 事 務 局 長 相吉正一 
会 計 課 長 堀内 誠、明 野 総 合 支 所 長 矢崎一郎 
明野総合支所産業振興課長 小林一大、明野教育センター長 清水 博 
須 玉 総 合 支 所 長 長坂治男、須玉総合支所産業振興課長 小林富士雄 
須玉教育センター長 宮澤光子、高 根 総 合 支 所 長 浅川一紀 
高根総合支所産業振興課長 中山欣也、高根教育センター生涯学習担当 土屋 智 
長 坂 総 合 支 所 長 浅川清朗、長坂総合支所産業振興課長 中嶋明男 
長坂教育センター長 輿石君夫、大 泉 総 合 支 所 長 小池光和 
大泉総合支所産業振興課長 浅川 隆、大泉教育センター長 原かつみ 
小淵沢総合支所長兼産業振興課長  進藤幸夫、白 州 総 合 支 所 長 坂本伴和 
白州総合支所産業振興課長 伏見武仁、白州教育センター長 望月博寿 
武 川 総 合 支 所 長 三枝基治、武川総合支所産業振興課長 清水敏彦 
武川教育センター長 山田栄明 

 ４．会議書記 
議会事務局長 小松正壽 
議 会 書 記 小澤永和 

 ５．審査結果 
 この審議過程においての、主な質疑を申し上げます。 
 認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。 
 まず、滞納繰り越し分の多重債務者はどのような対応をしているのかとの質問に対し、督促

状も含め職員も努力する中で、徴収を行っている。今後、差し押さえ等も検討するとの答弁が

ありました。 
 次に、災害対策費の備品の状況と保存期間はどのくらいかとの質問に対し、備蓄は各総合支

所へ配置してあり、アルファ米は３年の保存期間であるとの答弁がありました。 
 次に、北杜市の案内看板の設置状況はどうなっているのかとの質問に対し、県道については、

県との協議等もあるので、今後検討するとの答弁がありました。 
 次にバスの運行で、無駄なバス運行をしているところがある。効率のよい運行をして負担金

の削減を、保育園バスで負担金をとっている地域と無料の地域があるが検討をとの質問・要望

に対し、今後検討していくとの答弁がありました。 
 次に、職員の人件費のトータルはどのくらいになるかとの質問に対し、合併前の職員は

５８０名で、人件費は約４０億８，８２５万円を支出しているとの答弁がありました。 
 次に、放課後児童クラブの定員と指導員の状況は、定員枠が広げられるよう検討をとの質問

に対し、指導員は３０名で２人配置している。指導員と相談をして、余裕があれば入れる状態
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であるとの答弁がありました。 
 次に住宅料の滞納状況はとの質問に対し、時効５年があるが、入居している間は消滅しない。

定期的な徴収を職員が行っており、保証人に対してもお願いをしている状態である。今後は、

明け渡し訴訟も考えなくてはならないとの答弁がありました。 
 次に急傾斜地負担金の７６０万円の内訳はとの質問に対し、内訳については中小倉３３０万

円、藤田３００万円、窪長沢１３０万円となっているとの答弁がありました。 
 次に土地政策課の繰越明許費が多いが、内容はどうなっているのかとの質問に対し、用地補

償や建物補償の分で、不動産鑑定および建物調査により交渉を行っているが、価格が下落して

いることから希望価格との差異が生じており、承諾が得られないなどの理由により、工事がで

きないので繰り越しとなったとの答弁がありました。 
 次に合併前より道路未登記となっているものが、３千筆あったが、進捗状況はとの質問に対

し、合併後２年間でかなりの登記が進んでいるとの答弁がありました。 
 次に給食費の未納があるが対応は、また、学校の対応はどうなっているのかとの質問に対し、

各家庭に納入通知書を送付している。滞納家庭には、担当者が直接訪問するなど努力をしてい

る。徴収業務は教育委員会の給食担当職員が担当し、学校の職員は関わっていないとの答弁が

ありました。 
 次に、ふれあい福祉ボランティア事業の心をたがやす活動で特殊事業を実施しているが内容

はとの質問に対し、研究校の指定には各学校がそれぞれ計画を立てており、明野小では、高齢

者とのボランティア、ふれあい、農作業等を行っており、高根西小では英語ボランティアを通

し、４カ国の言語を学ぶものである。成果については、研究発表を行っているとの答弁があり

ました。 
 次に滞納整理は、職員はやりにくいので外部の人に依頼する検討は、公有地の処分・有効利

用があると思われるが適正に判断を望む、実質公債費比率が出たが、今後の事業に対する検討

はとの質問に対し、今後検討していくとの答弁がありました。 
 次に認定第１６号 平成１７年度北杜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

であります。 
 国民健康保険税の徴収率は他市と比べてどうかとの質問に対し、上野原市が９４．７３％、

北杜市が９４．０１％、韮崎市が９３．５８％の順となっているとの答弁がありました。 
 次に認定第１８号 平成１７年度北杜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。 
 介護認定審査会は広域に依頼していたが、合併後、市で実施しているが、その状況はどうか

との質問に対し、市で実施したほうが申請から認定まで、短期間で行える。負担金等を考える

と財政的にもメリットがあるとの答弁がありました。 
 次に認定第２０号 平成１７年度北杜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

であります。 
 まず、企業団からの水の買い上げの単価はどのくらいかとの質問に対し、大門浄水場関係は、

１立方メートル当たり１００円掛ける消費税、塩川浄水場関係は１立方メートル当たり９０円

となっているとの答弁がありました。 
 次に水道料の収入未済額の状況はとの質問に対し、職員が努力し徴収をしており、今後は、

給水停止措置も検討していかなくてはならないと考えているとの答弁がありました。 
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 次に、水道施設整備費における石綿管の敷設替えの状況はとの質問に対し、整備は、おおむ

ね２から３年に終了する予定であるとの答弁がありました。 
 次に認定第２１号 平成１７年度北杜市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

あります。 
 まず、明許繰越が１０億円と多いが、その理由はとの質問に対し、事業は長期計画をもって

執行しており、短期間で効率よい工事を進めている。事業によっては１年で終わらないので、

明許繰越をして２年となったものであるとの答弁がありました。 
 次に、下水道の進捗状況はどうなっているのかとの質問に対し、工事は平成２２年度に完了

する予定で、普及率は市全体で７７．３４％、水洗化率は７０．８％となっているとの答弁が

ありました。 
 次に使用料、分担金の統一など、今後の予定はどうなっているのかとの質問に対し、下水道

審議会を発足してあるので、その中で、今後検討するとの答弁がありました。 
 以上が、主なる質疑と要望であります。 
 慎重審議の結果、付託された２６案件は、全会一致で認定すべきものと決定いたしました。 
 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、決算特別委員会委員長の報告は終わりました。 
 お諮りいたします。 
 決算特別委員会に付託された２６案件につきましては、質疑を省略し、討論と採決を行いた

いと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、２６案件につきましては質疑を省略し、討論および採決を行うことに決しました。 
 これより認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定に対する討論を行

います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終結いたします。 
 これより、認定第１５号に対する採決を行います。 
 本案に対する委員長の報告は、認定であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、認定第１５号 平成１７年度北杜市一般会計歳入歳出決算の認定については、委員

長の報告のとおり、認定することに決しました。 
 これより、認定第１６号から認定第３０号の１５案件に対する討論を行います。 
 討論がある場合は、認定番号と案件名を朗読してから討論をお願いします。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終結いたします。 
 これより、認定第１６号から認定第３０号までの１５案件に対する採決を行います。 
 本案に対する委員長の報告は、認定であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、認定第１６号から認定第３０号までの１５案件については、委員長の報告のとおり

認定することに決しました。 
 これより、認定第３１号から認定第３９号の９案件に対する討論を行います。 
 討論がある場合は、認定番号と案件名を朗読してから討論をお願いいたします。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終結いたします。 
 これより、認定第３１号から認定第３９号までの９案件に対する採決を行います。 
 本案に対する委員長の報告は、認定であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、認定第３１号から認定第３９号までの９案件については、委員長の報告のとおり認

定することに決しました。 
 これより認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定に対する討論を行

います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 討論を終結いたします。 
 これより、認定第４０号に対する採決を行います。 
 本案に対する委員長の報告は、認定であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、認定第４０号 平成１７年度北杜市病院事業特別会計決算の認定については、委員

長の報告のとおり、認定することに決しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２７ 議案第１４４号から日程第４３ 議案第１６４号までの１７案件につきましては、

３常任委員会に付託しておりますので、各常任委員会委員長より審査の経過と結果についての

報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、秋山九一君。 

〇総務常任委員長（秋山九一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会総務常任委員会委員長 秋山九一 
 北杜市議会総務常任委員会委員長報告書 
 総務常任委員会は、去る９月２２日の平成１８年第３回北杜市議会定例会において付託され

た案件審査を、９月２７日に第１委員会室において、慎重審査をいたしました。その経過と結

果についてご報告いたします。 
 １．付託された案件は次のとおりです。 
 議案第１４４号 芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域行政事務組合が消防に関する

事務の共同処理を廃止したこと及び消防組織法の一部を改正する法律が

施行されたことに伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 
 議案第１４５号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更について 
 議案第１４６号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村自治センターを組織す

る地方公共団体の数の減少について 
 議案第１４７号 政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開に関する条例の一部を改

正する条例について 
 議案第１４８号 北杜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 
 議案第１４９号 北杜市営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例について 
 議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）（総務常任委員会所管分） 
 議案第１６１号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第１号） 
 以上、８案件であります。 
 ２．出席委員 

委 員 長 秋山九一 

副委員長 植松一雄 

委  員 小澤宜夫、小野喜一郎、小林忠雄、保坂多枝子、宮坂 清 

小林保壽、茅野光一郎、中村隆一、清水壽昌、細田哲郎 

小澤 寛、浅川哲男 

 ３．欠席した委員 

    な  し 

 ４．出席説明者 
総 務 部 長 植松好義、総 務 課 長 赤岡繁生 

税 務 課 長 植松 忠、地 域 創 造 課 長 松永直樹 
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政 策 秘 書 課 長 細川清美、企 画 部 長 福井俊克 
財 政 課 長 平井敏男、企 画 課 長 村田 茂 

情 報 政 策 課 長 小池昭一、監査委員事務局長 相吉正一 
会 計 課 長 堀内 誠、大泉総合支所産業振興課長  浅川 隆 

 ５．会議書記 

議 会 書 記 伊藤勝美 

 ６．審査結果 

 この審議過程においての、主な質疑を申し上げます。 
 まず、議案第１４８号 北杜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

であります。区域とは、北杜市の中には８町あるが、それを区域とするという内容かとの質問

に対し、行政団体区域であるので、北杜市全体である。各町の分団については、市の条例の中

で組織が決まっているとの答弁がありました。 
 次に議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）（総務常任委員会所管

分）についてであります。 
 合併特例債はどのような事業に付けているのかの質問に対し、執行途中であり、確定ではな

いが、平成１８年度の主なものとして、小淵沢中学校校舎改築が３億５，５００万円、高根東

小学校耐震補強工事と大規模改修工事が２億９千万円、まちづくり交付金（長坂地区）が１億

６千万円、六ヶ村堰発電所が１億１千万円で申請しているとの答弁がありました。 
 次に議案第１６１号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 
 インターネットは通常個人で引き込むと思うが、なぜ、市のケーブルテレビのほうで工事し

なければならないのかとの質問に対し、大泉町では、ケーブルテレビの幹線を使用しインター

ネット業務を行っている。ケーブルテレビ加入者宅には保安器が設置されており、インターネッ

トに加入する際は、保安器から宅内までのインターネット工事を個人負担により行うことに

なっている。今回の補正については、インターネット加入者の増加に伴い、市の施設であるセ

ンター設備の増速工事を行うものであるとの答弁がありました。 
 次に、小淵沢町のにこにこステーションの施設を有効利用できないかとの質問に対し、行政

財産なので、民間等にそのまま貸し出すことはできないが、会議室など使えるものを部分的に

貸し出すことは可能であるので、市でも有効利用を考えているとの答弁がありました。 
 以上が、主なる質疑であります。 
 慎重審議の結果、付託された８案件は全会一致で可決すべきものと決定されました。 
 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 続きまして、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長、渡邊陽一君。 

〇文教厚生常任委員長（渡邊陽一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 渡邊陽一 
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 北杜市議会文教厚生常任委員会委員長報告書 
 文教厚生常任委員会は、去る９月２２日の平成１８年第３回北杜市議会定例会において付託

された案件審査を、９月２７日に議員協議会室において、慎重審査をいたしましたので、その

経過と結果について、ご報告いたします。 
 付託された案件は、次のとおりです。 
 議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）（文教厚生常任委員会所管

分） 
 議案第１５５号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
 議案第１５６号 平成１８年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第１号） 
 議案第１５７号 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
 議案第１５８号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 議案第１５９号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 
 議案第１６０号 平成１８年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号） 
 議案第１６２号 平成１８年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計補正予算（第１号） 
 以上、８案件であります。 
 ２．出席委員 

委 員 長 渡邊陽一 

副委員長 千野秀一 

委  員 野中真理子、岡野 淳、篠原眞清、鈴木今朝和、風間利子 

坂本重夫、中村勝一、内田俊彦、内藤 昭、坂本治年 

古屋富藏、田中勝海 

 ３．欠席した委員 

    な  し 

 ４．出席説明者 
保 健 福 祉 部 長 古屋克己、市 民 福 祉 課 長 清水克己 

児 童 家 庭 課 長 清水春昭、長 寿 福 祉 課 長 藤原良一 

障 害 福 祉 課 長 植松 本、健 康 増 進 課 長 小林誠次 

医 務 課 長 小澤芳三、白州診療所事務長 名取利之 

生 活 環 境 部 長 進藤忠衛、環 境 課 長 深沢朝男 

上 水 道 課 長 清水元義、下 水 道 課 長 内藤歳男 

教 育 長 小清水淳三、教 育 委 員 会 次 長 小沢孝文 

教 育 総 務 課 長 小林喜文、学 校 教 育 課 長 進藤芳彦 

生 涯 学 習 課 長 原 哲也、図 書 館 長 斉藤功文 

甲陵中・高等学校事務長 堀内義彦 
 ５．会議書記 

議 会 書 記 小澤永和 

 ６．審査結果 
 この審議過程において、主なる質疑を申し上げます。 
 まず議案第１６０号 平成１８年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号）について

であります。 
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 受診者数が増えているが、何か原因があるのかとの質問に対し、白州診療所は診療科目に内

科、外科、眼科、歯科、小児科があり、患者の待ち時間を短く、診療時間を長くという医師の

方針が理解されてきたためであると考えられる。なお、富士見高原病院の診療体制が変わった

ため、小淵沢町からの小児科の患者が増加しているとの答弁がありました。 
 次に議案第１６２号 平成１８年度北杜市甲陵中・高等学校特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 
 甲陵中学校のオーストラリアへの研修は、学年全員が参加するので、市が実施している中学

生海外派遣事業の、ベリア市や抱川市にも希望する生徒が行けるように配慮してもらいたいと

の要望がありました。 
 以上が、主なる質疑と要望であります。 
 慎重審議の結果、付託された８案件は全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 
 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 続きまして、建設経済常任委員会委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、篠原珍彦君。 

 篠原珍彦君。 

〇建設経済常任委員長（篠原珍彦君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会建設経済常任委員会委員長 篠原珍彦 
 北杜市議会建設経済常任委員会委員長報告書 
 建設経済常任委員会は、去る９月２２日、平成１８年第３回北杜市議会定例会において付託

された案件審査を、９月２７日に第３委員会室において慎重審査をいたしましたので、その経

過と結果について、ご報告いたします。 
 １．付託された案件は、次のとおりであります。 
 議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）（建設経済常任委員会所管

分） 
 議案第１６３号 平成１８年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号） 
 議案第１６４号 平成１８年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第１号） 
 以上についての３案件でありました。 
 ２．出席委員 

委 員 長 篠原珍彦 

副委員長 浅川富士夫 

委  員 五味良一、坂本 、中嶋 新、利根川昇、坂本 保、小尾直知 

渡邊英子、小林元久、林 泰、秋山俊和、鈴木孝男 

 ３．欠席した委員 

な  し 
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 ４．出席説明者 
産 業 観 光 部 長 真壁一永、農 政 課 長 名取重幹 

林 政 課 長 石井 洋、商 工 課 長 比奈田善彦 
観 光 課 長 小林まち子、建 設 部 長 柴井英記 

建 築 住 宅 課 長 新海敏生、道 路 河 川 課 長 浅川和徳 
農業委員会事務局長 三井 茂、明 野 総 合 支 所 長 矢崎一郎 
明野総合支所産業振興課長 小林一大、須 玉 総 合 支 所 長 長坂治男 
須玉総合支所産業振興課長 小林富士雄 

 ５．会議書記 

議会事務局長 小松正壽 

 ６．審査結果 

 この審議過程において、主な質疑を申し上げます。 
 まず議案第１５４号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第６号）（建設経済常任委員会

所管分）についてであります。 
 新規開発商品および試作事業への補助金は、１口８０万円と聞いているが、補助金にばらつ

きがあるのではないかとの質問に対して、商工業者特産品づくりチャレンジ事業補助金は、上

限額が２０万円以内となっており、ジュースの容器代およびラベル料等を支援するものである。

また１口８０万円の件は、チャレンジ農業助成金で、平成１７年度に八ヶ岳ヤーコン生産組合

に１００万円を助成しているとの答弁がありました。 
 林業総務費で職員給与費について多額な補正があるが、当初で盛るものではないかとの質問

に対し、人事異動に伴う補正であるとの答弁がありました。 
 林業振興事業費で補正３０万４千円は緩衝帯の設置であるが、あまりにも少ない金額で鳥獣

防護ができるのか。また、観光地の案内板について、今後設置する予定があるのかとの質問に

対し、里山獣害対策モデル事業であるが、当初予算で２００万円を計上しており、事業費の確

定に伴う補正である。また、案内看板等については、古いものとか看板がないところについて

は、広範囲ではあるが順次整備を進めるとの答弁がありました。 
 温泉の回数券の補償費について、詳細な説明をとの質問に対し、明野ふるさと太陽館の関係

で直営のときに温泉の回数券を販売しており、当施設は４月から指定管理者になったことから、

その差額分を補てんするものであるとの答弁がありました。 
 たかね荘は解体するものであると思っていた。また、指定管理者が修理しているが、その経

費は市が負担するものなのかとの質問に対し、指定管理者から倉庫などとして使用したい旨の

申請があり、有効利用のため本館施設は解体せず、行政財産の貸付使用料を徴収する。また、

修繕については、協定書で５０万円以上の修繕であれば市の負担となるが、現時点で申請はな

いとの答弁がありました。 
 西原団地建設事業で繰越明許費について、今の時期で分かるのかとの質問に対して、実施設

計が終わり、工期の問題もあり、おおむね７割分を繰り越しするものであるとの答弁がありま

した。 
 以上が、主な質疑でありました。 
 慎重審査の結果、付託された３案件については、全会一致で可決すべきものと決定されまし

た。 
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 以上、委員長報告を終わります。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、建設経済常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより、各常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより、討論および採決を行います。 
 討論がある場合は議案番号と案件名を朗読してから、討論をお願いいたします。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第１４４号から議案第１６４号までの１７案件に対する採決を行います。 
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長の報告のとおり、可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４４号から議案第１６４号までの１７案件については、委員長の報告のと

おり、可決することに決しました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 暫時休憩の間に、全員協議会を行いたいと思いますので、協議会室のほうへご参集をお願い

いたします。 
休憩 午前１０時４５分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（小澤寛君） 
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 ４０番議員、鈴木孝男君は一身上の都合により、欠席する旨の届け出がありました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４４ 議案第１５１号 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正について、および

日程第４５ 議案第１５３号 北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正についてを一

括議題といたします。 
 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 

 朗読いたします。 
 議案第１５１号 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正について 
 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例（平成１６年北杜市条例第１５１号）を、別紙のとおり

改正するものとする。 
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 平成１８年９月２２日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 議案第１５３号 北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正について 
 北杜市ながさかリハビリセンター条例（平成１６年北杜市条例第１４５号）を、別紙のとお

り改正するものとする。 
 平成１８年９月２２日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 以上です。 
〇議長（小澤寛君） 

 内容説明を求めます。 
 古屋保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（古屋克己君） 
 最初に、北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正について、ご説明をいたします。 
 改正の理由は、平成１９年４月１日から指定管理者制度に移行することに伴う条例の改正で

ございます。 
 まくっていただきまして、北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例でございますけども、主な改

正点は第３条、管理。明野ゆうゆうふれあい館の管理は、法人その他の団体であって、市長が

指定する者に行わせるものとする。 
 第４条で、指定管理者の業務の範囲でございますけども、指定管理者が行う業務の範囲は次

に掲げるものとすると、こういうことの中で、１号から第３号まで、記載のとおりでございま

す。 
 まくっていただきまして、附則の関係でございます。 
 施行期日は、平成１９年４月１日からでございます。 
 経過措置としまして、改正前の北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の規定によりなされた処

分、手続き、その他の行為は改正後の同条例の相当規定によりなされた処分、手続き、その他

の行為とみなすと、こういうことでございます。 
 次に、北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正についてでございます。 
 改正の理由は、先ほどと同じでございまして、１９年４月１日から、指定管理者制度に移行

することに伴う条例の改正でございます。 
 まくっていただきまして、北杜市ながさかリハビリセンター条例でございますけども、先ほ

どと同じように、主な改正点は第３条、管理でございまして、ながさかリハビリセンターの管

理は法人、その他の団体であって、市長が指定する者に行わせるものとする。 
 第４条、指定管理者の業務の範囲でございますけども、指定管理者が行う業務の範囲は次に

掲げるものとすると、こういうことの中で、１号から第３号までの記載のとおりでございます。 
 まくっていただきまして、第１１条、利用料金の収入でございますけれども、市長は指定管

理者に利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させるものとするということでございま

す。 
 附則におきまして、先ほどと同じでございまして、施行期日は１９年４月１日から施行する

と。経過措置につきましても、改正前の北杜市ながさかリハビリセンター条例の規定によりな

された処分、手続き、その他の行為は改正後の同条例の相当規定によりなされた処分、手続き、
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その他の行為とみなすと、こういうことでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 これより、議案第１５１号および議案第１５３号に対する一括質疑を行います。 
 質疑を許します。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論ありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終わります。 
 これより議案第１５１号および議案第１５３号に対する採決を行います。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第１５１号 北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例の全部改正について、および議

案第１５３号 北杜市ながさかリハビリセンター条例の全部改正については、原案どおり可決

することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４６ 議案第１６５号 工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 

 朗読いたします。 
 議案第１６５号 工事請負変更契約の締結について 
 平成１８年６月５日、第４回北杜市議会臨時会において議決された、北杜市村山六ヶ村堰中

小水力発電所建設工事（機械装置・電気設備・発電所建屋工事）請負契約について、次のとお

り請負変更契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

５号ならびに北杜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条

例（平成１６年北杜市条例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 １．契約の目的 地球温暖化防止対策事業 

北杜市村山六ヶ村堰中小水力発電所建設工事（機械装置・電気設備・発

電所建屋工事） 
 ２．契 約 金 額 変更前 １億７，６９２万５千円 

変更後 １億８，６２０万７千円 
 ３．契約の相手方 長野県茅野市ちの字横内２７９９番地１ 

株式会社 ヤマウラ諏訪支店 支店長 伊藤優一 

 

 ２１６



 平成１８年９月２２日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 以上です。 
〇議長（小澤寛君） 

 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第１６５号の工事請負変更契約の締結につきまして、ご説明申し上げます。 
 水力発電機の起動電源設備にディーゼル発電機を設置するため、工事請負変更を締結したい

ので、北杜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条

の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 内容の説明を求めます。 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 議案第１６５号につきましては、先ほど事務局が朗読したとおり、変更契約の締結内容でご

ざいます。 
 契約金額でありますが、変更前が１億７，６９２万５千円を変更後１億８，６２０万７千円

とする内容であります。 
 提案の内容につきましては、市長が述べたとおりであります。 
 以上で、簡単になりますけども、説明に代えさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 これより、議案第１６５号に対する質疑を行います。 
 質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 これより討論を行います。 
 討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終わります。 
 これより、議案第１６５号に対する採決を行います。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６５号 工事請負変更契約の締結については原案どおり可決することに決

しました。 
 

 ２１７



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４７ 議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号）を議題といたし

ます。 
 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 

 朗読いたします。 
 議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算書（第７号） 
 平成１８年１０月３日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 以上です。 
〇議長（小澤寛君） 

 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第１６６号の平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号）につきまして、ご説明申

し上げます。 
 予算の内容につきましては、大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証実験の委託先決

定に伴い、計画地内の用地測量、立木調査、地質調査を実施するための経費であります。 
 補正額は２，６７３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を３０４億１，２１４万２千円とす

るものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 内容の説明を求めます。 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 それでは、内容の説明を申し上げます。 
 議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算書（第７号）でございます。 
 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算それぞれ２，６７３万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０４億１，２１４万２千円とする内容であります。 
 まず歳入から、ご説明を申し上げますと、７ページ、８ページをお開きください。 
 歳入につきましては、地方交付税、１節の普通交付税を充当しております。普通交付税２，

６７３万円でございます。 
 なお、歳出につきましては、９ページ、１０ページをお開きいただきたいと思いますが、４款

衛生費、１項保健衛生費の６目環境衛生費、１３節の委託料でございます。内容につきまして

は、先ほど市長が述べられたとおり、委託料として２，６７３万円を計上してございます。 
 以上、簡単でありますけども、ご説明に代えさせていただきます。 
 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 

 ２１８



 お諮りいたします。 
 ただいま、議題となっております議案第１６６号については、会議規則第３７条第２項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６６号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。 
 これより質疑を許します。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終わります。 
 これより、議案第１６６号に対する採決を行います。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６６号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第７号）は原案どおり可

決することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第１ 議案第１６７号 工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 

 朗読いたします。 
 議案第１６７号 工事請負契約の締結について 
 次のとおり、請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第５号、ならびに北杜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲

を定める条例（平成１６年北杜市条例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 １．契約の目的 まちづくり交付金事業（小淵沢駅周辺地区） 

小淵沢中学校屋内運動場改築工事（建築主体） 
 ２．契約の方法 指名競争入札 
 ３．契 約 金 額 ３億３，３９０万円 
 ４．契約の相手方 早野組・宏和建設小淵沢中学校屋内運動場改築工事（建築主体）共同企

業体 
代表者 山梨県甲府市東光寺１丁目４番１０号 
株式会社早野組  代表取締役社長 早野潔 
 

 ２１９



山梨県甲府市横根町４７２番地の１ 
宏和建設株式会社  代表取締役 金井茂晴 

 平成１８年１０月６日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 以上です。 
〇議長（小澤寛君） 

 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第１６７号の工事請負契約の締結につきまして、ご説明申し上げます。 
 小淵沢駅周辺地区のまちづくり交付金事業による、小淵沢中学校屋内運動場改築工事の建築

主体の施行にあたり、工事請負契約を締結したいので、北杜市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 内容の説明を求めます。 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 議案第１６７号につきまして、ご説明申し上げます。 
 事務局朗読をしたとおりでございますが、まちづくり交付金事業（小淵沢駅周辺地区）、小淵

沢中学校屋内運動場改築工事（建築主体）でございます。 
 この関係につきましては、９月２９日入札執行によりまして、指名競争入札におきまして、

契約金額３億３，３９０万円で、契約をする内容でございます。 
 契約の相手方につきましては、早野組・宏和建設小淵沢中学校屋内運動場改築工事（建築主

体）共同企業体でございます。 
 簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上

げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 
 これより、議案第１６７号に対する質疑を行います。 
 質疑を許します。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終わります。 
 これより、議案第１６７号に対する採決を行います。 

 ２２０



 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６７号 工事請負契約の締結については、原案どおり可決することに決し

ました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第２ 議案第１６８号 財産の交換の変更についてを議題といたします。 

 事務局、朗読。 

〇議会事務局書記（伊藤勝美君） 

 朗読いたします。 
 議案第１６８号 財産の交換の変更について 
 平成１８年６月２９日、第２回北杜市議会定例会において議決された北杜市高根町村山西割

地内の土地の交換について、次のとおり、内容の一部を変更するものとする。 
 １．交換する市有地 北杜市高根町村山西割４２８３番１２５ほか８筆 

３万１，２１２．５１平方メートル 
 ２．交換する民有地 変更前 北杜市高根町村山西割４２８１番の一部 

３万２，８９７平方メートル 
変更後 北杜市高根町村山西割４２８１番の２ 

３万２，８６４平方メートル 
 ３．交換の相手方 東京都大東区雷門２丁目２番６号 

ジー・エル・エー総合本部 理事長 関芳郎 
 平成１８年１０月６日 提出 

北杜市長 白倉政司 

 以上です。 

〇議長（清水壽昌君） 

 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第１６８号の財産の交換の変更につきまして、ご説明申し上げます。 
 北杜市高根町村山西割にある市有地と、隣接するジー・エル・エー総合本部の所有する土地

について、交換する民有地の実測の結果、面積が変わったので、地方自治法第９６条第１項第

６号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（清水壽昌君） 
 内容の説明を求めます。 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 議案第１６８号 財産の交換の変更についての説明を申し上げます。 
 交換する土地、交換する民地等につきましては、先ほど事務局が述べたとおりでありますが、

 ２２１



変更内容につきましては、交換する民有地の実測の結果、変更前が３万２，８９７平方メート

ルを、変更後３万２，８６４平方メートルに変える内容であります。 
 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 これより、議案第１６８号に対する質疑を行います。 
 質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより討論を行います。 
 討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終わります。 
 これより、議案第１６８号に対する採決を行います。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６８号 財産の交換の変更については、原案どおり可決することに決しま

した。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４８ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 諮問第２号の人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、ご説明申し上げます。 
 法務大臣が委嘱する人権擁護委員の任期が満了となるため、新たにその後任候補者を推薦す

る必要があるので、北杜市明野町小笠原３３３７番地、宮川重昭、昭和１０年１１月３日生ま

れ。北杜市武川町柳沢１５４９番地の１、小池満雄、昭和１８年５月８日生まれ。北杜市須玉

町上津金２３１８番地、小尾榮子、昭和２０年５月９日生まれ。 
 以上３名につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案は質疑・討論を省略し、採決をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

 ２２２



 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案は、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦については、原案どおり決定することに

決しました。 
   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第３ 請願第５号 請願の件（教育基本法改正法案の廃案を求める意見書の提出につい

ての請願）を議題といたします。 
 本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、審査の経過と結果につ

いて、委員長より報告を求めます。 
 文教厚生常任委員会委員長、渡邊陽一君。 

〇文教厚生常任委員長（渡邊陽一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 渡邊陽一 
 文教厚生常任委員会委員長報告 
 請願第５号の審査の結果について、文教厚生常任委員会から報告申し上げます。 
 去る９月２２日の本会議において、請願第５号 教育基本法改正法案の廃案を求める意見書

の提出についての請願が、当委員会に付託されました。 
 この請願について、９月２７日に当委員会の中で慎重審議した結果、継続審査とすることを

決定いたしました。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第４ 請願第６号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願）を議題と

いたします。 
 本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、審査の経過と結果につ

いて、委員長より報告を求めます。 
 文教厚生常任委員会委員長、渡邊陽一君。 

〇文教厚生常任委員長（渡邊陽一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 渡邊陽一 
 文教厚生常任委員会委員長報告 
 請願第６号の審査の結果について、文教厚生常任委員会から報告申し上げます。 
 去る９月２２日の本会議において、請願第６号 梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請

 ２２３



願が、当委員会に付託されました。 
 この請願について、９月２７日に当委員会の中で慎重審議した結果、全会一致で採択すべき

ものと決定いたしました。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案は質疑・討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は、採択であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は、委員長報告のとおり採決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第６号 請願の件（梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する請願）は委員長の

報告のとおり、採択することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第５ 請願第７号 請願の件（北杜市学校給食施設整備に関わる請願）を議題といたし

ます。 
 本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、審査の経過と結果につ

いて、委員長より報告を求めます。 
 文教厚生常任委員会委員長、渡邊陽一君。 

〇文教厚生常任委員長（渡邊陽一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 渡邊陽一 
 文教厚生常任委員会委員長報告 
 請願第７号の審査の結果について、文教厚生常任委員会から報告申し上げます。 
 去る１０月３日の本会議において、請願第７号 北杜市学校給食施設整備に関わる請願が、

当委員会に付託されました。 
 この請願について、１０月５日に当委員会の中で慎重審議した結果、継続審査とすることに

決定いたしました。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第６ 請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請願）

を議題といたします。 
 本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託してありますので、審査の経過と結果につ

いて、委員長より報告を求めます。 
 文教厚生常任委員会委員長、渡邊陽一君。 

〇文教厚生常任委員長（渡邊陽一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 渡邊陽一 
 文教厚生常任委員会委員長報告 
 請願第８号の審査の結果について、文教厚生常任委員会から、ご報告申し上げます。 
 去る１０月３日の本会議において、請願第８号 北杜市大型給食センターの建設計画中止を

求める請願が、当委員会に付託されました。 
 この請願について、１０月５日に当委員会の中で慎重審議した結果、給食センター建設中止

を求める請願であるため、不採択とすることに決定いたしました。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案は質疑・討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は、不採択であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は委員長報告のとおり、不採決とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第８号 請願の件（北杜市大型給食センターの建設計画中止を求める請願）は

委員長の報告のとおり、不採択とすることに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第７ 請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出につ

いての請願）を議題といたします。 
 本案につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、審査の経過と結果について、

委員長より報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、秋山九一君。 
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〇総務常任委員長（秋山九一君） 

 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

北杜市議会総務常任委員会委員長 秋山九一 
 総務常任委員会委員長報告書 
 請願第９号の審査の結果について、総務常任委員会からご報告申し上げます。 
 去る１０月３日の本会議において、請願第９号 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見

書の提出についての請願が、当委員会に付託されました。 
 この請願については、１０月５日に当委員会の中で慎重審議した結果、採択すべきものと決

定いたしました。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案は質疑・討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は、採択であります。 
 お諮りいたします。 
 本案は、委員長報告のとおり採決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第９号 請願の件（郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出につい

ての請願）は委員長の報告のとおり、採択することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第８ 発議第５号 梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する意見書の提出についてを議

題といたします。 
 提出者であります、篠原眞清君から提案理由の説明を求めます。 
 ４番議員、篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 発議第５号 梅ノ木遺跡の国史跡指定に関する意見書の提出につきまして、提案理由を朗読

をもって代えさせていただきます。 
 発議第５号 
 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

提出者 
北杜市議会議員 篠原眞清 
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賛成者 
北杜市議会議員 内田俊彦 
   〃    内藤 昭 
   〃    坂本治年 
   〃    古屋富藏 

 梅ノ木遺跡の国史跡指定に関する意見書の提出について 
 上記意見書を地方自治法第１１２条および北杜市議会会議規則第１４条の規定により、別紙

のとおり提出する。 
 提案理由 
 梅ノ木遺跡は縄文時代中期の環状集落で、全国的にも希少で、文化的価値が高いと評価され

ている。また、史跡として指定保存整備することにより、生涯学習、青少年の教育、観光に資

する文化遺産たり得る貴重な遺跡である。 
 市長も国史跡指定の実現に取り組む意向を示していることから、議会としても、これを積極

的に支持、支援するため、この案を提出する。 
 梅ノ木遺跡の国史跡指定に関する意見書（案） 
 山梨県北杜市明野町浅尾地区に所在する梅ノ木遺跡は、平成１５年度の県営畑地帯総合整備

事業に伴う緊急発掘調査で発見された縄文時代中期の環状集落で、保存状態が良好であるため、

文化財的価値が高いと評価されています。平成１６年度から文化庁の国庫補助金の交付を受け

て実施している梅ノ木遺跡確認緊急調査において、環状集落全体が良好に保存されていること。

縄文時代の生活活動を明快に示す川沿いの作業場、集落と川を連結する縄文時代の道が確認さ

れ、全国的にも希少な縄文時代の生活が立体的に分かる集落跡であると判明しています。 
 加えて、梅ノ木遺跡は主要幹線道路沿いに所在し、遺跡の近隣は山梨県立フラワーセンター、

北杜市営温泉施設、オートキャンプ場等の観光施設があり、多くの観光客が立ち寄る地域でも

あります。 
 以上のように、梅ノ木遺跡は史跡として指定・保存整備することで北杜市民のみならず、日

本国民、山梨県民の生涯学習、青少年の教育、観光に資する文化遺産たり得る貴重な遺跡であ

ると考えます。 
 山梨県は長野県と並んで、縄文時代中期の遺跡が多く認められ、考古学的にも注目されてい

る地域です。しかしながら、長野県が井戸尻遺跡、尖石遺跡、平出遺跡といった著名な国指定

史跡を有するのに対し、山梨県は縄文時代中期の生活を典型的に示す国史跡を得る機会に恵ま

れませんでした。 
 今般、梅ノ木遺跡が発見され、その高い文化的価値が確認されたことを受けて、北杜市長は

遺跡の現地保存と国史跡指定の実現に取り組む意向を示しています。北杜市議会としても、地

域住民からの請願・署名運動を受けて、市長の方針を積極的に支持、支援することとしていま

す。 
 梅ノ木遺跡の国史跡指定は、必ずやわが国の文化財行政、教育行政の推進に寄与し、国民の

わが国に対する誇りを一層、醸成するとともに、北杜市の地域振興と郷土愛の喚起につながる

ものであり、公益にかなうものと確信し、意見を述べます。 
 文部科学省、財務省等、関係機関におかれましても、梅ノ木遺跡の高い文化的価値を認識い

ただくとともに、北杜市の史跡指定に向けての取り組みに、格別なご指導とご支援を賜ります
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よう、お願い申し上げます。 
 平成１８年１０月６日 

山梨県北杜市議会議長 小澤寛 
 山梨県北杜市議会 
 提出先 
 内閣総理大臣 安倍晋三殿 
 文部科学大臣 伊吹文明殿 
 財 務 大 臣 尾身幸次殿 
 文化庁長官 河合隼雄殿 
 以上でございます。よろしくご決議をお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案については質疑・討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第５号 梅ノ木遺跡の保存と国史跡指定に関する意見書の提出については、原

案どおり可決することに決しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第９ 発議第６号 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出についてを議題

といたします。 
 提出者であります、中村隆一君から提案理由の説明を求めます。 
 ３４番議員、中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 朗読をもって、発議第６号を提案します。 
 発議第６号 
 平成１８年１０月６日 
 北杜市議会議長 小澤寛殿 

提出者 
北杜市議会議員 中村隆一 

賛成者 
北杜市議会議員 保坂多枝子 
   〃    宮坂 清 
   〃    小林保壽 
   〃    清水壽昌 
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 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出について 
 上記意見書を地方自治法第１１２条および北杜市議会会議規則第１４条の規定により、別案

のとおり提出する。 
 提案理由 
 日本郵政公社は平成１９年１０月の民営化までに、郵便局の再編計画を示した。北杜市にお

いても４つの局が無集配局になることから、住民は各種サービスの低下を懸念し、大きな不安

を感じている。郵政民営化にあたっては、郵便局の公共性を重視し、現行の集配サービスを堅

持するよう、この案を提出する。 
 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書（案） 
 日本郵政公社は平成１９年１０月の民営化までに、４，６９６局の郵便集配局のうち、郵便

局の区分や集配作業を行う１，０８８の統括センターと、郵便物の配達を行う２，０６０の配

達センターと、それ以外の１，０４８局に再編する計画を示した。 
 山梨県では、現在４７局ある集配局のうち、約半数の２２局が無集配局の対象になっている

が、高齢化率が高く、広域で、しかも山間地の多い北杜市の津金、須玉、台ヶ原、大泉の４つ

の局が無集配局になることから、住民は収集・配達など各種サービスの低下を懸念し、さらに

は将来的に郵便局がなくなるのではないかと、大きな不安を感じている。 
 よって、国会ならびに政府におかれましては、郵政民営化にあたって、事業性のみならず、

郵便局の公共性を重視し、現行の集配サービスを堅持するよう、強く要望する。 
 平成１８年１０月６日 

北杜市議会議長 小澤寛 
 提出先 
 衆議院議長 河野洋平殿 
 参議院議長 扇 千景殿 
 内閣総理大臣 安倍晋三殿 
 総 務 大 臣 菅 義偉殿 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本案については質疑・討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略し、採決いたします。 
 本案は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第６号 郵便局の集配サービスの堅持を求める意見書の提出については、原案

どおり可決することに決しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第１０ 継続審査の件を議題といたします。 

 議会運営委員会、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、建設経済常任委員会の各委員長か

ら会議規則第１０１条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、所管事項の

審査につき、継続審査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、継続審査の件は各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本議会の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、閉会といたします。 

 長期間にわたり、大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時１６分 
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